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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治
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　地域のガバナンスを比較すると、英・仏では地方議員が「協働」の場で活動することが多く、我

が国とは状況が異なる。本稿は、外来カタカナ語の問題点を指摘するとともに、英・仏との自治制

度の差異を確認し、仏国の事例を参照しつつ、まず我が国の自治制度の改革を提言し、当面、今の

制度下で「協働」を進める実務ノウハウの工夫を重視して、筆者の行政経験から「地域社会バラン

スシート」や「協働マトリックス」など、全部青い「迷案」を披露する。

１　地域と「ガバナンス」
　昨今では、いろいろな分野で「ガバナンス」
がプラスの意義を持つ概念として用いられて
おり、随分広い範囲で通用している。以下で
は、地方自治や公共政策の分野での議論や実
践をより有効にする上で、こうした外国産の
概念を我が国の地域づくりの場で参考にする
際に留意すべき点について考えていく。
　地域づくりの「ガバナンス」を考える場合
は、組織管理における法令遵守などではなく、
自治体や住民、非営利組織、事業者など関係
者による「協働」を支える概念として捉える
のが通例だろう。

２　外国情報をどう読み解くか？
　「協働」作業に参加するのは、目的、行動
原理、保有する資源や情報などが多様な人々
や組織であり、その中で自治体が周囲から期
待される役割を果たすには、それを可能とす
る人的・物的な資源、情報、資金などに加え

て、実践的ノウハウが不可欠だ。そのため自
治体関係者は調査研究を重ね、国内外の先行
事例から有効な情報を得る努力をしている。
　そうした調査研究に関して筆者が思案する
のは、地域の「ガバナンス」のあり方につい
て我が国で入手しうる情報の多くは、もとが
英国など英語圏での理論や事例らしいこと
だ。そもそも governance というコトバが英
語だから、それが当然とも言えるが、英国（＋
英米語圏諸国）での理論や実例を参考にする
場合には、抽象的・技術的な議論にはなるが、
例えば以下のような留意点があるはずだ。

３　外来カタカナ語の問題
　我が国で「協働」に関係して用いられる重
要な外来概念の幾つかはカタカナ表記で通用
している。学問研究者の間で使う場合は別と
して、地域社会で行政、住民や民間組織の共
通語とするには難点を持つコトバがある。
　例えば「サード・セクター」は、直訳する

◆ 巻 頭 論 文 ◆

我が国の自治制度に適合する
｢協働｣のノウハウは？

明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　教授 山下　茂

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



2 都市とガバナンス 30

巻頭論文

と「第３部門」となるが、輸入概念は非営利
組織などを念頭に使われる。我が国では数十
年来「第３セクター」というコトバが政府部
門と民間部門の双方から出資し合って設立し
た商事会社といった意味合いで使われてい
る。だからthe third sectorはカタカナで使っ
ても誤解を招く。我が国では「社会セクター」
といった表現に置き直す方がよい。
　「ソーシャル・キャピタル」は、昨今の輸
入概念では独りでボウリングしたりしないで
済むような人々の絆といったものを意味する
が、これも「社会資本」と直訳すると、我が
国で数十年来使われてきたコトバが意味する
道路などハード面の社会インフラと混同す
る。社会の絆に使うなら、「ソフト社会資産」
といった表現が適する。
　「プラットフォーム」も頻繁に使われるが、
このコトバは世間では老若男女ともに鉄道駅
の「ホーム」のことだと理解してきた。お互
いに見知らぬ孤独な大衆がバラバラな目的地
に向けて雑踏し流動する台状の場で、時には
犯罪に利用される。人々が「協働」する場に
は仏語の「アトリエ」の方が適している。工
房や作業場で同じ目標に向け人々が共同作業
する。
　こうした重要なコトバが参加者に誤解され
ていては「協働」は進みにくい。学問的に常
用されていても、世間で通用させるに適する
かは別の話である。自治体の皆さんは「協働」
の現場にいる。住民や関係者の相互理解を深
める配慮や工夫を忘れないでほしい 1。

４　地方自治制度の差異の問題
　さらに注意が必要なのが、地方自治制度の

我が国と海外との間での差異である。

（1） 英国の地方制度との差異
　英国の地方制度には地域ガバナンスに関係
して例えば次のような留意点がある 2。
① 英国では、地方自治体は国会が制定する
個別法で付与される限定列挙式の権能しか持
たないのが基本であり、まちづくりとの関係
では、都市計画や開発規制の分野で都市自治
体に中心的アクターとしての規制権限が付与
されているが、法定されていない事項には自
治体が弾力的に関与しえないこと、
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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我が国の自治制度に適合する ｢ 協働 ｣ のノウハウは？

の考えに沿って関係者との連携協力を担うこ
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5　フランスの地方自治システムの特徴については筆者『体系比較地方自治』（前掲）第 2-1 章、7-7 章など参照。
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巻頭論文

主要議員たちが自治体代表として活動するの
だ。

（2） 「ソーシャル・ガバナンス」
　地域社会全体を視野に入れたフランスの都
市での「協働」については、神野・澤井編著

『ソーシャル・ガバナンス－新しい分権・市
民社会の構図－』（2004 年・東洋経済新報社
刊）所収の「フランスの文化分野におけるア
ソシアシオン」（大江純子氏 6 が執筆）が参
考となる。
　同書は、地域の「ガバナンス」を論じるの
に「社会的」（social）という形容詞を導入して、

「社会に共存するさまざまなアクター（担い
手）が、相互の協調と協力によって社会秩序
を保ち公益を実現する社会運営の仕組み」と
いう日本国際交流センターによる概念規定 7

をも参考にしているが、そうした捉え方を実
地調査するために選択されたのはスウェーデ
ンとフランスであった。フランスでは、従来
から市民参加型の行政を強く打ち出している
イッシー・レ・ムリノー（パリに隣接）を取
り上げ、その取り組みが解明されている。

（3） 非営利社団と都市自治体
　人口 5 万 4 千人ほどの同市では今世紀初頭
の時点で市行政が把握しているだけでも 400
のアソシアシオン（非営利社団）があり、そ
のうち 130 は市からの助成を受けている。中
でも 14 団体は「行政と特に密接な関係で公
益事業を請け負って」（大江 p.96）おり、都
市行政と民間非営利組織とが密接不可分な関
係を保ちつつ、公共的な領域の「協働」運営
を進めている。市行政と関係が深い組織との

間では、毎月、会議が開催され、運営体制や
事業内容について常時話し合われているとい
う。
　実例としては公共的領域での文化活動の分
野から「市民と行政の共同運営型アソシアシ
オン」（CLAVIM の事例）と「競争入札によ
る委託管理」（LE CUBE）とを取り上げ、対
比もしながら叙述がなされている。
　前者、市の児童館や公民館を一括管理す
る CLAVIM は、施設の利用者から使用料で
もある会費を徴収する非営利社団で、その運
営体制は、市議会の第 2 順位副首長（議員の
中から互選され地域活性化など担当）を会長
とするが、利用者市民の代表 6 名と市議会議
員 6 名とが運営審議会メンバーとなって執行
部を監督する。後者、市の文化センター LE 
CUBE は、その経営を専門的能力のある非営
利社団（アート 3000）に委託管理 8 している。
社団の運営には市関係者は加わらず独立性が
高いが、事業の企画内容は市と協議の上で最
終的には首長の承認を得るし、利用者から徴
収する使用料も議会の承認を受け、「公役務」
の一部として教育機関や高齢者に特別な配慮
をすることも委託協定の中で義務付けられて
いるなど、議会（＋その代表たる首長）によ
る基本的事項の統制・監督と市行政との連携
協力が維持される仕組みである。

７　多くの議員（公選職）が「協働」に参画
する

　こうした事例で見るとおり、公選職たる複
数の議員たちが「協働」に果たす役割は大き
く、英国におけると同様、フランスでも地域
ガバナンスを考察する上で注目される。議員

 
6　大江純子氏は執筆当時「フランス在住アート・プロデューサー」で自ら非営利組織を主宰してもいる専門家。
7　同書 p.42 に引用された日本国際交流センター『ガバナンスの課題』（1998）での定義。
8　フランスにおけるコンセッションなど地方公役務の供給方式については筆者「フランスにおける地方公役務の民間委託－

その制度と実態－」in 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科紀要『ガバナンス研究』No.1（2004）参照。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



5都市とガバナンス 30

我が国の自治制度に適合する ｢協働 ｣のノウハウは？

間互選の首長（仏の maire。英では Leader
が実質的首長）と同じ党派に属し同じ政策を
選挙民に約束した立場の議員であれば、「協
働」の場での意見交換を踏まえた執行方針の
形成・変更というプロセスを政治的正統性を
持って動かしうる。仏・英での事例や理論は、
そうした自治制度を思い描きながら読み解く
ことが必要だ。
　フランスでは、基礎レベル自治体の権能は
我が国同様の一般的権能だから、法令が想定
していない新しい事態への対応も可能であ
り、民間非営利組織等との関係も弾力的たり
うる。「協働」を通じて自地域の特性に応じ
た独自の政策を形成し実行に移すことも、と
くに法令上の制約がない限りは可能である。
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メリカではなぜ NPO 活動が盛んなのか」参照。
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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巻頭論文
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12　ただし以下の叙述は、筆者がおそらく勘違いも含め断片的に思い出すままに記すもので、当時の議論と合致していない

部分も多いかもしれない。
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我が国の自治制度に適合する ｢協働 ｣のノウハウは？

　地域に有意義なモノやコトは、大黒様の打
ち出の小槌で「無」から生み出せるものでは
ない。先祖伝来のふるさとの風土は格別だ
が、恵比寿様でも技術を尽くして魚を釣る。
人々の力を集めることが必要だ（総括表では
注いだ技術と力を保有資産たる魚と対照しう
る）という人世の現実を関係者間で共通理解
する。
　設定項目や記入する情報は、関係者間の

「協働」で現況把握に注力する中で調査・選別・
共有し、それを踏まえた目標設定などに繋げ
る。記載すべき項目と「対照」関係について
も、各地域で関係者間での論議によって決め
る。

11　「協働マトリックス」？
　地域の現況について総括的に把握しなが
ら、実行可能な「協働」作業への参加者・組
織がどんな活動資源やノウハウを持ち寄り、
どう役割分担なり合同作業なりするかを検
討・協議する。そのため、人や組織を表頭に、
持ち寄る資源を表側に、タテ・ヨコの行列形
式の表に「見える化」し総括的に一覧しうる

「協働マトリックス」15 を作成したら如何か？
その事務方も一般職の公務員が担いうる。

12　我が国なりの工夫を！
　地域社会にとって戦略的な重要性のある案

件について「協働」のプロセスを活用して決
定していくには、その過程に公選職が政治的
正統性を裏打ちとして関わり、その結論につ
いて責任を負わねばならない。
　地方議員たちによる執行責任の分担管理制
であれば、国政での議院内閣制と同じだから、
国民の間には格別の抵抗感はないはずだ。さ
らにフランスなどで普遍的な公選職の同時複
数兼任を認めれば、地方議員がそのままで国
会にも多数進出する。彼らが「戦前」の我が
国や今の仏・英と同様、地方でも執行機能を
分担管理するのは当然だ。そうすれば我が国
でも、まちづくりの戦略的・基幹的分野でも

「協働」が基本ルールとして確立されていく。
　そうした抜本改革に至るまでの間でも、当
面、自治体は「協働」への取り組みを進める
必要がある。本稿では、古いが全部青い「迷
案」の類を示したが、それは現行制度の下で
地域の関係者同士での「協働」を支えるため
にお互いに知恵を絞ろうという問題提起だ。
　ノウハウを諸外国に求めると同時に、我が
国なりの工夫を各地域で各様に進め、地方自
治の意義を大いに昂揚して、たくさんの地域
で「善きガバナンス」を実現して頂くことが
人々の幸せに繋がることを祈っている。

 
13　ここで筆者がイメージしている「地域資源」については例えば目瀬守男編著『地域資源管理学』（明文書房・1990 年刊）

第 1 章などを参照。なお目瀬教授（岡山大学）には当時の岡山県の研究会で座長をして頂いた。
14　シビック・トラスト編（井手久登ほか訳）『プライド・オブ・プレイス』（昭和 51 年・鹿島出版会 SD 選書）参照。
15　これも同じ頃の岡山県庁で、知事部局や教育委員会など関係組織が連携協力して青少年健全育成対策や交通安全対策を

進めるために編成した各々の「マトリックス組織」が有効だった実務経験を思い出したからである。
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　日本都市センターと全国市長会が共同設置する「都市分権政策センター」では、2018 年度から

は第 6 期として、これまでの分権改革を踏まえ、実際の都市政策、都市経営により重点をおいた調

査研究等を実施することとしている。

　2018 年 7 月 10 日、「都市自治体の文化芸術と公民連携」を議題に、第 25 回会議を開催した。

会議では、大杉覚委員（首都大学東京法学部教授）による報告の後、各委員との間で活発な意見交

換が行われた。なお、本稿は、講演録をまとめたものである。

はじめに
　―ガバナンス変革による成果の「見える化」

と（「奇跡」を「現実」にする）公民連携
は可能か？―

　本日は「都市自治体の文化芸術と公民連携」
について、一昨年から 2 年間続けた研究会プ
ロジェクトの成果としてとりまとめた報告書

『都市自治体の文化芸術ガバナンス』を使い
ながら、私が考えていることについてお話し
たい。
　芸術関係の自治体の取組みとして、今日の
会議が始まる前に宇部市長さんから、1950
年代から市内に野外彫刻を展示する「UBE
ビエンナーレ」1 をご紹介いただいたが、こ
の取組みのように、現在では都市の一つのア
イデンティティとなっているような取組みが
全国各地にある。その一方で、文化芸術領域

については、市長さんをはじめ職員の方々も
非常に重要だと思いながらも、頭を悩ませる
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　とりわけ、ほかの行政の領域と同様に、ま
ずお金の問題に頭を悩ませている都市自治体
は少なくないであろう。また、文化芸術政策
をどのように評価するのかということも、特
にこの分野は直接的、即効的な効果がわかり
にくいだけに、難しい問題である。
　日本の都市自治体の話ではないが、はじめ
に2つの奇跡と1つの論争について触れたい。
　「2 つの奇跡」の「奇跡」とは、作家の原
田マハさんの小説『デトロイト美術館の奇跡』
からとったのだが、一つは、アメリカ・デト
ロイト市の財政難から存続の危機に陥り、収
蔵品の売却を迫られた美術館が、「美術館に
集められた資産は、デトロイト市民だけのも

第25回都市分権政策センター会議講演

「都市自治体の文化芸術と
 　　　　　　　　　公民連携」

（都市分権政策センター委員）
首都大学東京 法学部 教授 大杉　　覚

 
1　旧「現代日本彫刻展」。宇部市で 1950 年代から 2 年に 1 度開催されている。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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のではなく国民的な財産でもある」との考え
から、むしろこの資産をベースに民間から多
額の寄附を集め、存続の危機を乗り越えたと
いう奇跡。
　もう一つは、民間のオーケストラである神
奈川フィルハーモニー管弦楽団のブルーダル
基金。公益法人改革により数億円の債務超過
の解消が迫られていた神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団は、民間と県・市の寄附を得て、
何とか新公益法人に移行することができたと
いう話である。
　ただ、デトロイト美術館については、日本
ではなくアメリカの話であり、大きな財団等
による巨額の寄附も日本ではあまり考えられ
ない。神奈川フィルの例は、東京以外の地域
では企業の本社が少なく民間からの寄附が集
めにくい中、神奈川県と横浜市も寄附をして
何とか乗り切り、その後オーケストラとして
も評価が高まるなどうまくいったわけだが、
文化芸術系に関しては、例えば伝統芸能であ
る徳島の阿波踊り等も含め、資金のやりくり
に非常に苦労している場合が多い。デトロイ
ト美術館や神奈川フィルの例がどこでも同じ
ように当てはまるのかといえば、やはり「奇
跡」でしかないのかもしれない。
　そうした中、国は未来投資会議構造改革
徹底推進会合で「リーディング・ミュージア
ム」構想を示した 2。現在、「未来投資戦略
2018」の案が出ているが、検討段階の資料に
は、美術館、博物館等の収蔵品を売却してそ
の資金を得るかのような書きぶりの記述が
あった。これは、財政が厳しい場合にはのど
から手が出るほど強い誘惑に駆られる手法で
もあるが、それまでの蓄積を全て崩してしま
うことにもなりかねないことでもあり、美術

館・博物館業界側からは強い反発を受けた。
今出されている案にはそうした記述はないよ
うだが、こうした状況は、公立の文化芸術だ
けではなく、もう少し広い意味での文化芸術
全体に関連する話だと思う。
　適切な公民連携を進めて成果の見える化な
どを図ることで、「奇跡」を「現実」にする
ことが可能か、あるいはそこまではいかなく
とも、何らかの道筋をつけたり、現実化に近
づけたりすることができるだろうか。今回の
プロジェクトでは、このことを最終的に考え
ていかなければならないのではないか、と私
は受けとめていた。

1　なぜ「都市自治体の文化芸術と公民連携」
か？

（1）研究会の前提（仮説？）
　この研究会は、市民福祉の向上にとって文
化芸術は不可欠な公共サービスであるという
ことを前提に、そのサービスを提供する上で
は、都市自治体による持続可能な取組みを確
保していく必要があり、その方策（ツール）
として、公民連携が有効かつ不可欠であろう、
との前提に立っていたと考える。
　なお、文化芸術は非常に範囲が広いという
こともあり、この研究会の特にアンケート調
査の対象は施設系、特に博物館、音楽堂、美
術館、文学館、またはその複合館に絞った。
したがって、例えば国際芸術祭やラ・フォ
ル・ジュルネといった文化芸術イベント等に
ついては、考察の対象ではあるが、報告書で
の直接の言及は少ない。ただ、ここで考察さ
れていることは、これらにも応用可能である
と思う。

 
2　未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（中小企業・刊行・スポーツ・文化等）（第 4 回）文化

庁提出資料「アート市場の活性化に向けて」
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（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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（2）「都市自治体の文化芸術」の現状と課題
　この研究を通じて、私なりに都市自治体の
文化芸術の現状と課題を考えると、まず、プ
ライオリティの低さが指摘できる。建前上は、
文化芸術は「大切」で「力を入れている」と
言いながらも、本音ではなかなかそうもいか
ないという現実があろうかと思う。つまり、
そこに費やす行政リソースが、ヒト・モノ・
カネともに非常に制約があり、欠乏状態にあ
るのが現実だと思う。
　また、「赤字体質」であるということも言
える。そもそも行政サービスの「赤字」とは
何をもって赤字なのかということもあるの
で、あえて括弧をつけているが、経営体とし
てみれば施設運営等は多くの場合赤字である
ことが前提になっている。これをどう捉える
かも一つの論点であろう。
　そして、「負の遺産」として捉えられてし
まっている、あるいは、現にそうなっている
施設も多くあり、そうした施設を今後どうす
るかも非常に大きな課題になっている。
　一方で、非常に多様な文化芸術が広く社会
に受け入れられており、また、地域づくりと
結びついた様々な活動も展開されていること
も、現実としてある。特に、国際的にも欧州
文化都市やユネスコの創造都市ネットワーク
など「創造都市論」を背景とした動きがある
が、日本でもそうした試みが文化庁などを中
心に行われているわけである。
　また、先述の「未来都市戦略」とも関わる
が、最近では、文化芸術分野への新たな要請
と期待として、観光・経済面で文化芸術にお
ける連携や交流が強く求められてきている。
今回のアンケート調査 3 でも、前述の文化政
策のプライオリティについては、「歴史・郷
土・民俗」の分野を除き、比較的低いという

結果が出ている（問 1）。また、文化政策の
課題をどの程度重視しているか（問 2）につ
いては、「子どもに対する普及啓発」や「文
化財、歴史的建造物の保存、継承」には力を
入れるが、冒頭に触れたような「都市のアイ
デンティティの確立」については、他に比べ
て重視するという回答が少ない。都市の分権
を考えていく上で「都市のアイデンティティ
の確立」は非常に重要だと思う。とりわけ、
地方創生が求められる中、地域資源としての
文化芸術をもう少し正面から捉えていく余地
があるのではないかということが、ここから
も窺える。
　また、文化政策分野における行政のあり方

（問 3）について、行政がどの程度の役割を
担うべきか聞いたところ、「どちらともいえ
ない」という回答が多かった。これをどう解
釈するかは難しいが、積極的に行政が担うこ
との難しさが現実にはあるのだろうと思う。
　自治体の文化関係経費の推移を見ると、バ
ブル期直後あたりに、建設関係の経費が大幅
に減少している。それ以外の文化事業費や施
設管理関係の経費は横ばい状態が続き、近年
は、若干増加がみられる。このような限られ
たリソースの中で、いかにやりくりしていく
かは、非常に大きな課題であろうと思う。

2　都市自治体における「文化行政」の展開
（1）「文化行政」と「行政の文化化」
　このような現状のもとで、文化行政は、都
市自治体にとって非常に重要な分野の一つで
はあるのだが、そのことが忘れ去られてきた
のではないか。文化行政をあえて「自治行政
の基軸」と呼びたい。例えば「福祉」という
言葉が福祉行政分野にとどまらない広い意味
合いを持つように、60 ～ 80 年代には、自治

 
3　報告書「都市自治体の文化芸術ガバナンスと公民連携」270 頁以下に掲載の「アンケート調査結果」参照。
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体にとって「文化」という言葉も、単に一つ
の行政分野を超えた非常に広い意味を持って
いた。かつては「文化行政」という言葉自体が、
これから文化行政に着手する自治体にとって
はきらめくような言葉だった時期があり、同
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の連携がかなり強く意識されている。
　方向性としては、個人的にはそれ自体は良
いことだと思うが、かつてのようにハコモノ
を乱設することがあってはならないと思う。
やはり各自治体が自主・自律的にどうあるべ
きかを考えた上で、その地域の力をつけてい
くような展開、その梃として文化芸術を使い
こなすことが、今後ますます問われてくると
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活動（プロのアーティスト、アマチュアの表
現者などによる）や鑑賞、②イベント等など
の事業の企画、③施設の管理、④施設の設置、
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そして⑤（広い意味での）活動支援の 5 つに
分類した場合、それぞれ何が公の役割で、何
が民の役割なのかを、大まかに 6 通りに分け
てみた（図 1-1）。

　図 1-2 の「Ⅰ」は、現実的ではないかもし
れないが、（宮廷画家、宮廷音楽家をすべて
召し抱えるように）①～⑥まで全て公が行う

「王侯貴族パトロネージ型」。「Ⅱ」は、行政
が直営し、自主的な企画を中心にやっていく。

「Ⅲ」は、企画部分は委託し、直営・貸館型。
「Ⅳ」は、企画及び施設管理をすべて民間に
委託する。現在多くの自治体では、「Ⅱ」～「Ⅳ」
のような形態をとっていると思う。その一方、
近代以降の日本では、文化芸術は民間主導で
行われてきたと思うが、「Ⅴ」は、文化芸術
振興の補助金や助成金の交付や、法人格の導
入を検討するなどの「支援振興型」。「Ⅵ」の
純粋に民間だけで行うことは、非常に厳しい

と思われるので、この「Ⅱ」～「Ⅴ」が選択
肢として考えられる。
　公民連携においては、確かに活動、事業企
画、施設管理、施設設置、活動支援の各段階
について役割と責任を担う主体を明確にしな
ければならない一方で、各段階で公も民もど
のような形で連携するのかが問われる。「活
動」についてはあえて民しか想定していない
が、民にも様々な立場の民がいる。活動を行
う表現者にもプロフェッショナルからアマ
チュアまでおり、ほかの段階でも多様な立場
の当事者がいる。そして、そこでの公の関わ
りも、積極的に関わるのか、あるいはバラバ
ラに活動している民を取りまとめるのか等、
様々な形があり得る。つまり、当たり前のこ
とではあるが、ここでの「公民連携」は、単
に役割分担だけではなく、各段階での連携を
考える必要があるということである。

（2）アンケート調査結果からみた「都市自
治体の文化芸術」の実態

　研究会が行ったアンケート調査で、現在実
施している事業種別（問 18）をみると、自
主企画の自主事業が多く行われていることが
分かる。また、貸館事業も分野によっては高
い比率で行われている。一方、普及啓発や人
材育成を実施しているところは比較的少な
い。
　また、現在実施している事業の捉え方（問
18-1）として①中心的に行っている事業につ
いてみると、自主事業の比率が美術館等でや
や高く、貸館事業は劇場や音楽堂で高くなっ
ている。また、②収益性が高い事業は、やは
り貸館事業の割合が高く、③住民ニーズの高
い事業も、貸館事業の比率が高くなっている。
ある意味、当たり前かもしれないが、やはり
地域の一般の人たちが使えるようにすること
が求められているということが分かる。④地

図 1-1　公民連携によるガバナンスの再構築
（行政と民間の役割分担）

0

図 1-2 公民連携によるガバナンスの再構築
（役割の形態）
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域貢献度についても、貸館事業が高くなって
いる。
　この結果をみると、自主事業としてプログ
ラムを企画して、例えば有名なアーティスト
を連れてくることは行われていても、それを
地域の人材育成に結びつけるという発想まで
には、残念ながら十分至っていないことが窺
える。人材育成（広い意味での教育）には過
少投資が起きがちであるが、教育一般に起き
る過少投資の経済理論上の問題が、この文化
芸術施策にも当てはまるということである。
近年、アーツ・カウンシルなどを設立する動
き等もみられるが、こうしたものが求められ
ているのも、逆に言えば、人材育成の現状と
も関係していると考えられる。ただし、アー
ツ・カウンシルなどを設けた積極的な施策展
開が可能な都市自治体はどうしても大都市な
どに限られてしまうので、一般的な都市自治
体についてどう考えるべきかは、一つの検討
課題だと思われる。
　また、施設管理（問 19）について、これ
は端的に言えば、指定管理者制度の導入の有
無だが、美術館などでは直営が非常に高い比
率になっているのに対し、劇場や音楽堂など
では指定管理者を導入している施設が非常に
多い。文化芸術といっても分野に応じて考え
なければならないということであろう。
　この調査では、施設等への支援を通じて間
接的に文化芸術を支援するという意味で、支
援制度の実態についても聞いている。施設な
どの運営に当たって個人による支援制度を設
けているか（問 27）については、「設けてい
ない」ところが圧倒的に多い。支援制度を設
けている場合、どのような仕組みを設けてい
るのか（問 27-1）を尋ねると、「友の会・賛
助会」や「ボランティア・サポーター」の比
率が高く、特に美術館や文学館で高い傾向に
あり、これらの仕組みは比較的導入しやすい

仕組みであると考えられる。しかし、様々な
事情はあるのだろうが、導入しやすいこれら
の仕組みを導入してない自治体が多いという
点で、努力する余地がまだまだあると思われ
る。
　また、これらの支援制度の参加者がどのよ
うに施設運営に参加しているのか（問 27-1）
を尋ねたところ、運用方針の決定や個別事業
の企画への参加はほとんどないのが実情で、
また、「特になし」が最も多くなっている。せっ
かく関わりがあるにもかかわらず、主体的に
参加できる場がないということは、「友の会」
のような支援の仕組みが形骸化してしまって
いる可能性がある。なかなか人手が割けない
という問題もあると思われるが、一つの課題
として考えていく必要があろう。
　同じく、企業・法人による支援（問 30）
についてみると、個人以上に法人向けの支援
制度がつくられていない。
　設けている支援制度の種類と支援制度参加
者の施設運営への参加（問 30-1）について
も、スポンサーとして収蔵品の選定に関わる
ことがあっても、それ以外の関わり方は限ら
れている。民との連携には様々な切り口があ
り得るにもかかわらず、チャンスを見過ごし
ている可能性があるのではないか。もちろん、
これはあくまでもアンケート調査の結果なの
で、個々の施設を見た上で判断すべきことで
はあるが、このような実態が窺える。
　文化芸術分野で他の施設と連携した事業が
行われているか（問 32）については、「行っ
ていない」が若干多く、行っている事業（問
32-1）についても、音楽堂で「専属、拠点、
業務連携等の契約」、美術館で「作品貸借」
など、想像の範囲内の回答であった。まだま
だ連携を広げる余地はありそうである。
　外部の専門人材や団体との連携（問 33）
についても、やはり「行っていない」が約半
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分、分野によっては半分強という結果になっ
た。行っている事業の分野（問 33-1）につい
ても、やはり限定的である。他施設、専門人
材・団体以外との連携（問 34）についても、

「行っていない」が圧倒的に多い。
　なお、外部との（公民）連携だけでなく、
自治体内部の他の行政分野との連携（問 35）
も、あまり行われていない。行っている場合
の相手方の行政分野も、教育関係が中心なの
だろうと想像される。
　このように、公民連携のあり方にはいろい
ろな切り口があり得るのだが、いち早く進め
ている自治体とそうでない自治体との差が随
分開いてきている。連携を積極的に進めてい
る自治体を参考に、自分たちの自治体でどの
ような連携ができるかを考えていかなければ
ならないのではないか。

（3）文化芸術ガバナンスとアクター（＝関
係人口づくり）

　文化芸術関係者・団体等だけではなく、も
う少し広くみたい。一般の人が文化芸術にど
れほど親しむのか。文化芸術のサービスを提
供するということは、アーティストや関連の
業界だけが潤えば良いという話ではなく、最
終的には、一般住民が文化芸術を享受すると
いうところにあろうかと思う。
　図 2 は、文化芸術をめぐるガバナンスにつ
いてある都市 X を想定したものである。網
かけした半円の部分（C、D、E）は、ある
市の文化芸術に直接関わっている人材、A
の部分は、美術館にもコンサートにも行かな
い、文化芸術にほとんど関心のない市民であ
る。B の部分は、文化芸術に関心はあるけれ
ども、それほど積極的に関わっているわけで
はなく、鑑賞に行ったりする程度の市民であ
る。
　C の部分は、X 市民のうち、文化芸術に関

わりを持つ市民であり、X 市の文化芸術はど
うあるべきか、非常に関心を持って、管理・
制御する人（一般市民の「代理人」）である。
これは例えば政治家や行政職員などが該当す
る。「パートナー」は、実際に文化芸術に関
わって連携・交流する、アマチュアも含めた
アーティストや活動家といった人たちであ
る。文化芸術人材を豊かにするためには、ま
ずは C、D、E に属する人たちの水準を高め、
数を増やしていくこと、それ以上に B の比
率を高め、A の比率を少しでも減らしてい
くということが、重要である。
　都市自治体の政策として言えば、まずファ
ン獲得政策が重要である。文化芸術のファン
を獲得し裾野を広げるところから、文化芸術
に関するステークホルダー、つまり広く趣味
で楽しむ人、さらには本業とする人たち等を
拡充していく。
　さらに、それだけではなく、文化芸術を核
として市外からも人を呼び込む（F ～ I）。ま
さに、最近言われている「関係人口」づくり
である。関係人口をつくるためには、シティー
プロモーションや観光につなげていくことが
重要になる（J を I に変えるなど）。これに
関しては、先述したように、様々な自治体で

「創造都市」を掲げて、広く文化・経済政策
を打ち出している。
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図 2　「文化芸術」と「域外来」関係人口
　　づくり（ステークホルダー形成）
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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（4）クリエイティブ・クラス
　この「創造都市」論に関して、人的な面に
着目した「クリエイティブ・クラス」の議論
がある。リチャード・フロリダ（都市社会学
者、トロント大学）は、都市のクリエティビ
ティ・インデックス、つまり創造性の尺度と
して 3 つの基準を示している。1 つはハイテ
ク指数などの技術。それから才能、これがク
リエイティブ・クラスと言われる、一種の職
業分類である。最後に、寛容性で、外国人住
民割合やゲイ・レズビアン指数、人種統合指
数などである。これらの指数が高い都市ほど
創造的で、経済的にも発展するという議論で
ある4。
　これをそのまま日本に当てはめられるのか
という問題はあるが、クリエイティブ・クラ
スについて考えてみたい。フロリダはクリエ
イティブ・クラスを「スーパー・クリエイ
ティブ・コア」と「クリエイティブ・プロ
フェッショナル」に分けているが、これは国
勢調査の職業分類の「専門的・技術的職業従
事者」と「管理的職業従事者」にほぼ該当す
る。これを、試しに、県庁所在都市と指定都
市でどのような傾向になるか分析してみた。
　図 3-1 の縦軸は都市別文化芸術家人口を就
業者人口で割ったもので、就業者のうち芸術
家の人口割合を示す。横軸はクリエイティ
ブ・クラス、先述のとおり管理的職業従事者
数と専門的・技術的職業従事者数が全就業者
人口に占める割合である。全国の県庁所在地
や指定都市での芸術家の割合は 0.5% 前後で
ほとんど差がないが、23 区だけが飛び抜け
ている。日本版のクリエイティブ・クラスは、
やはり地域によって相当差があるということ
になる。
　さらに、最近の変化率をみるために、直近

の 2010 年と 2015 年で比較した（図 3-2）。す
ると、ほぼ全ての県庁所在都市・指定都市で
クリエイティブ・クラスが増えているが、伸
び率は大きく異なる。
　一方、芸術家については、プラスマイナス
両方出ている。芸術家人口は非常に少ないの
で、国勢調査の信頼度にやや問題はあるが、
大きな傾向としては、都市の政策次第では大
きく変化し得る可能性があると言える。この
クリエイティブ・クラスの総体を変化させる
のはなかなか難しいが、文化・芸術家がどの
ような動向で移動しているか、あるいはその
地域に生まれてくるかは、地域のありようと
もかなりつながってくるのではないかという
ことが、少しは言えそうである。なお、これ
以前の国勢調査では、個人の音楽教師や舞台

3

図 3-1　文化芸術関係人口づくり

4

図 3-2　文化芸術関係人口づくり
（2010 年と 2015 年の比較）

 
4　リチャード・クロリダ（井口典夫訳）『クリエイティブ資本論』ダイヤモンド社，2014 年参照。
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教師等の分類もあったのだが、これらをみて
も、やはり都市によって様々な変化が見られ
る。こうした人口面の変化を意識して考える
ことも重要だと思う。

（5）事例：可児市文化創造センター（ala）
の取組みからのサジェスチョン

　しかし、芸術家などのクリエイティブ・ク
ラスの人口が増えさえすればよいわけではな
い。確かにクリエイティブ・クラスの人口が
大きく伸びれば、鑑賞者・入館者、さらには
寄附する人たちが潜在的に増える可能性はあ
り、これを戦略的に経済や観光に関連づける
ことは重要である。他方で、文化芸術によっ
て享受できるものは、それだけではない。そ
こで、私が今回の調査研究で非常に感銘を受
けた事例を次に紹介したい。
　インタビュー調査のため「可児市文化創造
センター ala（アーラ）」を訪問した。館長の
衛紀生さんはもともと演劇評論家なのだが、
あまりにも立派過ぎる施設であるため「ハコ
モノ」批判もある中、この館長さんは施設を
どのように活かしていくのかを非常に工夫さ
れている。具体的には、アウトリーチの導入
や、親子で参加できるワークショップ、様々
な市民参加の事業、あるいは民間からの寄附
金で子供たちや経済的に恵まれない家庭をコ
ンサート等に招待する「あしながおじさんプ
ロジェクト」、新日本フィルや文学座などと
の地域拠点契約の締結などである（報告書第
4 章第 1 節参照）。
　指定管理者としてのミッションを館長に聞
いたところ「ミッションという言葉は使わな
い。事業定義だ」と言われ、「私たちは《経
験価値》と、そこから派生するかけがえのな
い《思い出》と、さらに新しい価値による行

動の《変化》とその《生き方》を提供する」、
そして、「私たちは地域社会にコミットして、
すべての市民を視野に入れたサービスを提供
し続ける《社会機関》である」という事業定
義である5。これは社会包摂（ソーシャル・
インクルージョン）の考え方に基づくもので
あるが、単に施設の理念を示しているだけで
はなく、前述の様々な取組みを通じてこれを
実現に移しているのである。私はこのことに
最も感銘を受けた。
　例えば、報告書第 4 章第 1 節で事例として
紹介されている県立高校では、遅刻者や退学
者が非常に多かったのだが、文学座のワーク
ショップなどを通じて、年間の退学者数が約
40 人から約 10 人にまで減少しているのだと
いう。（図 4）
　これをソーシャル・インパクト投資の考え
方で捉えることを衛館長は提案している。こ
の高校の事例では、約 30 人の中途退学を防
いだ。高卒者の生涯賃金を 1 億 6，000 万円、
中途退学者を 30 名とすると、生涯賃金の合
計が 48 億円、国民負担率を 43.40% とすると、
20 億円これをセーブしたことになる（図 5）。
租税負担率、社会保障負担率などそれぞれに
ついても同じように求めることができる。前
述のような取組みを行うことは、この施設自
体の直接の収入にはならないかもしれない

 
5　ala の事業定義については、http://www.kpac.or.jp/column/kan09.html 参照。

図 4　東濃高校の遅刻者数と退学者数
出典：報告書、84 頁

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



17都市とガバナンス 30

都市自治体の文化芸術と公民連携

が、このような大きな効果がある。この効果
をきちんと社会に訴えかけ人々に納得しても
らうために、ala では、事業を定量化して可
視化する取組みも文化庁の補助などを受けな
がら行っている。
　ソーシャル・インパクト・ボンド SIB は、
健康分野や教育分野などの分野で活用されつ
つあるが、施設管理においても十分活用し得
る。SIB の考え方を導入する際には、まず、
広い意味での事業の捉え方やガバナンスの評
価の仕方の発想自体を切り変えていかなけれ
ばならないと思う。
　今回のアンケート調査でも、重点事項の一
つとして、施設運営に関する評価（問 8）に
ついて尋ねているが、当然、何らかの評価を
している場合がほとんどである。そして、そ

の評価に関する問題（問 10）について尋ね
てみると、「特に問題がない」という回答が
4 割前後でほかに比べて多い。私としては、
むしろ正直に「適切な評価手法がわからない」

「適切な評価指標がわからない」「評価結果を
フィードバックできてない」といった回答が
もっとあってもよいと思ったのだが、逆に問
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図 5　ソーシャル・インパクト投資
出典：可児市文化創造センター HP による。

はじめに
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分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。
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戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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コミュニティの迷い道～現在！過去×未来？～

（ハードな拠点と人的社会資本）
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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こそ、地域社会は活力を持つ。

 （夢を抱き続ける市民）　
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－シリーズ

機能する立地適正化計画をつくる

首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 饗庭伸

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－
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　我が国の都市空間は、人口の増加、都市の拡大を前提とした計画制度によって形成さ

れており、人口減少局面を迎えた現在、都市の縮退、低密度化に伴う課題への対応が不

十分であることが指摘される。また人口の減少だけでなく、高齢化の進行に伴い住民の

行動が大きく変容する中で、都市経営を持続可能なものにするためにも、都市計画・ま

ちづくりは単なる利便性・効率性を追求するだけではなく、都市空間に多種多様な魅力

を創出することが求められるようになってきている。地方分権が進展する中で、各都市

自治体においては、市民参加や市民協働の取組みも進み、地域の工夫をこらした様々な

仕組みづくりがみられるようになってきている。

　そこで、本誌前々号からのシリーズでは、“まちづくりの新展開”と題して景観行政

と市民参加・協働、まちづくりをめぐる法務の課題、生活圏の拡大する中の住民主体の

まちづくりの実現といった課題を取り上げている。

　本号では公共交通政策における連携のあり方を主要な論点として取り上げる。人口減

少・高齢化とモータリゼーションの進展によって公共交通事業の運営環境が厳しくなる

なか、自治体は自らの地域の持続可能性を担保するための政策として、より主体的に交

通政策に取組むことが求められている。その一方で、公共交通政策は単独自治体のみの

取組みによって成果が挙げられるものではなく、広域的な連携も求められる。我が国に

おける事例として地域公共交通網形成計画を複数自治体によって策定している地域の取

組みを紹介するほか、フランス、ドイツにおける制度・事例を紹介し、さらなる連携の

深化にむけた方策を展望する。

シリーズ S
ER
IES
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－公共交通政策の連携－
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

　本稿では「交通政策における連携」のあり方について、交通政策の主体としての自治体の位置づ

けを整理するとともに、主に計画策定の観点から自治体間の連携の取組みとして、複数自治体での

地域公共交通網形成計画の策定と、「鉄道沿線まちづくり協議会」による広域的な立地適正化の取組

みについて、現状を紹介する。また今後の展望として、連携の深化のために必要な要素について欧

州の事例を紹介し、本特集のイントロダクションとした。

1．交通政策の主体としての地方自治体
　本特集の主題は「交通政策における連携」
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－シリーズ

交通政策における自治体間の連携のあり方

　日本都市センター研究員　髙野　裕作

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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交通政策における自治体間の連携のあり方

人口が減少し始め、自家用車の分担率も高く
なる中で、公共交通事業の採算性は悪化して
いた。路線バスを例に挙げれば、赤字路線を
維持するための欠損額の補填という形の補助
が行われていたが、その持続は難しくなって
きた。このような状況の中で、交通政策のス
タンスは「市場の失敗」への対応だけでな
く、自治体が、地域の住民、事業者と連携し
て、より主体的に自らの地域の持続可能性を
担保するための政策として取り組むことが求
められるようになった。その代表的な例とし
て、自治体が自ら企画・計画するいわゆるコ
ミュニティバスが、ムーバス（東京都武蔵野
市：1995 年）を嚆矢として各地で運行され
るようになるなど、自治体独自の交通政策は
徐々に実績が積み重ねられてきた。その流れ
の帰結として、2013 年の「交通政策基本法」
の制定、2014 年の「地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律（以下、活性化再生法）」
の改正によって、法制度上も自治体が交通政
策の主体と位置付けられるようになった。

2．交通政策とまちづくりの連携
　以上は公共交通機関の維持・運営に焦点を
絞って、自治体が交通政策に主体的に取り組
むこととなった経緯を概説したが、自治体に
よる交通政策の意義はそれだけにとどまらな
い。谷口（2018）は、交通政策とまちづくり（都
市計画・土地利用政策・拠点整備など）を一
体的に捉え、人がどのように動けるようにす
るかを総合的に考える「モビリティ政策」に
取組むことで期待される多様な波及効果につ
いて、以下の 8 つを挙げている。

　そもそも人が移動をするのは、通勤・通学・
通院や業務、余暇など生活に必要な目的を達
成するため（派生需要）であり、移動自体が
目的なのではない。居住・勤務・就学などそ
れぞれの場所の機能の分布によっておおよそ
の交通行動の特性は決定されるとともに、都
市に備えられている交通機関（道路交通およ
び公共交通）によって都市の形態は決定され
るという、相互関係があるため、交通政策と
まちづくりを一体的に取り組むことは必然と
もいえる。
　上に挙げた 8 つの意義はいずれも、単一の
自治体だけで取り組むというよりは、連担す
る複数の自治体にまたがる生活圏・経済圏で
一体的に取り組むことでより大きな効果が期
待できる、さらには一体的に取り組まなけれ
ば課題を解決することができないものであ
る。その意味でもまちづくりと交通政策の連
携、さらには広域的な連携の取組みの重要性
は高いと言える。

3．自治体間連携の現状と課題
　人の日常的な行動範囲は一つの基礎自治体
の範囲に留まるものだけではなく、実際に鉄
道・バスを始めとする公共交通機関は複数の
自治体に跨って運行されている。純粋に公共

 
1　事業者には民間だけでなく自治体による公営企業（公営交通事業）もあるが、独立採算による運営を前提としている点で

は理論的には民間事業者と相異はなく、後述する意味での交通政策の主体としての自治体とは区別して考える。なお、公
営交通事業は、明治後期の路面電車を契機としてバス事業、地下鉄事業など、地域公共交通に重要な役割を果たしてきた（木
村（2016a））。

① まちの賑わい、拠点の創出
② 高齢化への対応
③ 環境負荷の削減
④ 公共交通の健全経営
⑤ まちなかにおける既存インフラの有効活用
⑥ 健康まちづくり
⑦ 地域のシンボル性
⑧ 自治体財政の健全化

表 1　モビリティ政策で期待される波及効果
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

交通政策だけを取り出しても、ネットワーク
の維持・形成のためには複数の自治体で連携
して取り組む必要性が高いが、自治体による
公共交通政策は狭い意味では上述のコミュニ
ティバスのように住民の足を確保するローカ
ルな施策に重点が置かれがちで、自治体間の
連携は十分とは言い難い。
　現状、複数の自治体にまたがって運行され
る公共交通機関に対する政策は、基本的には
都道府県が担っているケースが多い。それに
関する課題の一例として、福本ら（2018）は、
複数の自治体に跨る「地域間幹線系統」の路
線バスに対する補助金の制度について、国と
都道府県のみによって補助がなされており、
市町村の関与が小さいために利用促進など改
善が進まない、外形的な要件のみによって補
助対象が決定されるため不効率な補助がなさ
れている、「地域間幹線系統」の補助がなく
なるとそれに接続する「地域内フィーダー系
統」の補助要件も満たされなくなってしまう、
などについて指摘している。
　活性化再生法に位置付けられている通り 2、
都道府県の役割は市町村に対する助言と援
助、そして「必要があると認められるとき」
に主体的な取組みを行うことである。特に小
規模な自治体においては交通政策を専門とす
る人材・組織体制が整えることが難しいこと
から、将来的にも都道府県も一定の役割を担
い続けることになると思われるが、本来的は
各市町村が交通政策を立案・実行する能力を
向上させることで、複数の自治体にまたがる
交通機関についても自治体間の連携・調整に
よって施策が行われることが望ましい。

　次項以降では、自治体間の交通政策の連携
の枠組みとして、地域公共交通網形成計画の
複数自治体での策定や、鉄道沿線まちづくり
協議会など、具体的な取組みについて紹介す
る。

4．地域公共交通網形成計画
（1）策定自治体構成の特徴
　2018 年 6 月末現在での地域公共交通網形
成計画の策定件数は 422 件である 3。単独の
市町村で策定されている計画が多くを占めて
いるが、県が策定主体となったものが 3 件（青
森県、奈良県、佐賀県）、複数の自治体で一
つの計画を策定している地域も 42 件ある（表
2）。これらの計画の策定主体である自治体の
構成をみると、概ね現状の交通網（主に鉄道
路線）、生活圏といった機能面におけるつな
がり、行政的な枠組みによるまとまり、地理・
地形的なまとまりなどが、構成自治体の組合
せを決定する要素であるように思われる。一
つの計画の圏域は複数の特徴を持つこともあ
るので完全に分類することは困難であるが、
具体的には以下のような組合せの特徴が見出
される。

①　特定の鉄道路線沿線の自治体によって策
定された計画（「○○線沿線地域」と明
示されたもののほか、「長井市・南陽市・
川西町・白鷹町」（山形鉄道線）、「恵那市・
中津川市」（明知鉄道線）など）

②　特定の政策の実施を見据えて策定された
計画（例：宇都宮ライトレール建設を見
据えた「宇都宮市・芳賀町」、2020 年東

 
2　活性化再生法第 4 条 2「都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う持続可能な地域公共交通網の形成

に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他
の援助を行うとともに、必要があると認めるときは、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に持続可能な地域公共交通網
の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。」

3　国土交通省 HP　（http://www.mlit.go.jp/commo n/001244557.pdf）　（最終閲覧 2018 年 7 月 13 日）
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地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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交通政策における自治体間の連携のあり方

No.
所在
都道府県

策定主体自治体（下線太字は個別の計画も策定してい
る自治体、（実）は再編実施計画採択済） 地理的まとまり※１

定住自
立圏※2

1 青森県 むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村 下北半島先端部 ○
2 秋田県 五城目町 域地辺周潟郎八村潟大・町潟郎八・
3 線沿線井長ーワラフ道鉄形山町鷹白・町西川・市陽南・市井長県形山

4 福島県
福島県・田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富
岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯館
村・福島市・郡山市・いわき市・相馬市

福島第一原発事故被災地域

5 地定予備整ルーレトイラ宮都宇町賀芳・市宮都宇県木栃
6 栃木県 那須塩原市・大田原市・那須町・那珂川町 那須地域定住自立圏 ○
7 域地岸湾京東区東江・区港・区央中・都京東都京東
8 富山県 高岡市 】域地線沿線見氷・端城【市砺南・市波砺・市見氷・
9 圏市都本松村形山・市本松県野長

10 長野県
飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽
村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・

南信州広域連合 ○

11 福井県 福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町 【えちぜん鉄道沿線地域】
12 福井県 福井市・鯖江市(実)・越前市・越前町 【福井鉄道沿線地域】第一期※3
13 福井県 福井市・鯖江市(実)・越前市・越前町・池田町・南越前町 福井鉄道交通圏　第二期※3
14 域地線沿道鉄知明市川津中・市那恵県阜岐

15
岐阜県／
三重県

大垣市・桑名市・海津市・養老町・神戸町・揖斐川町・池
田町

【養老線沿線地域】

16 静岡県
静岡県・沼津市・熱海市・三島市・伊東市・伊豆の国市・
函南町・東伊豆町・河津町

静岡県東・中伊豆地域

17 静岡県
静岡県・沼津市（戸田地区）・下田市・伊豆市・南伊豆
町・松崎町・西伊豆町

静岡県西・南伊豆地域

18 郡楽設北県知愛村根豊・町栄東・町楽設県知愛
19 滋賀県 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 滋賀県湖東地域 ○
20 京都府 京都府・綾部市・南丹市・京丹波町 【JR山陰本線沿線】
21 京都府 京都府・笠置町・和束町・南山城村 【JR関西本線沿線】

22
京都府／
兵庫県

京都府・兵庫県・福知山市・舞鶴市・宮津市・京丹後市・
伊根町・与謝野町・豊岡市

【北タンゴ鉄道沿線地域】

23 兵庫県 三木市・小野市・神戸市 神戸電鉄粟生線沿線
24 島路淡市じわあ南・市路淡・市本洲県庫兵

25 鳥取県
鳥取県・米子市・境港市・日吉津村・大山町・南部町・伯
耆町・日南町・日野町・江府町

鳥取県西部

26 鳥取県 鳥取県・鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町 鳥取県東部・若桜鉄道沿線 △
27 鳥取県 鳥取県・倉吉市・琴浦町・北栄町・湯梨浜町・三朝町 鳥取県中部 ○
28 島根県 島根県・松江市 】域地線沿車電畑一【市雲出・

29
島根県／
広島県

島根県・広島県・江津市・川本町・美郷町・邑町 【三江線沿線地域】

30
広島県／
岡山県

域地後備市山福・市岡笠

31 島豆小町庄土・町島豆小県川香
32 域地津唐町海玄・市津唐・県賀佐県賀佐
33 長崎県 長崎県・諫早市・雲仙市・島原市・南島原市 島原半島
34 圏市都本熊町島嘉・市本熊県本熊
35 域地麓南山蘇阿町森高・村蘇阿南・県本熊県本熊

36 熊本県
人吉市・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木
村・山江村・球磨村・あさぎり町

人吉・球磨地域 ○

37 大分県 大分県・中津市・宇佐市・豊後高田市 大分県北部 △
38 大分県 大分県・竹田市・豊後大野市・臼杵市 大分県南西部
39 部東南県分大市見久津・市伯佐・県分大県分大
40 大分県 大分県・大分市・別府市・由布市 大分県中部
41 宮崎県 宮崎県・日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村 宮崎県日向・東臼杵地域 ○
42 島部良永沖町名知・町泊和県島児鹿
※1・・・【】括弧で記しているのは計画名に明示されているもの
※2・・・定住自立圏の構成自治体と完全に一致する場合のみ「○」、県境を跨いだ一部の自治体のみが含まれない
※3・・・No.12は2018年3月にNo.13の第二期の計画に継承された

表 2　複数自治体によって策定された地域公共交通網形成計画の一覧

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

京オリンピック・パラリンピックにおけ
る輸送を見据えた「東京都・中央区・江
東区・港区」など）

③　定住自立圏など、自治体間の広域連携の
枠組みにおいて策定された計画（「那須
地域定住自立圏」、「南信州広域連合」な
ど）、実質的な生活圏に基づいて中核的
都市と周辺の小規模自治体によって策定
された計画（「松本市・山形村」、「熊本市・
嘉島町」など）

④　県も策定主体に加わり、県内の各ブロッ
クを構成する自治体によって策定された
計画（鳥取県、大分県の各地域など）

⑤　半島・流域・島など地理・地形的なまと
まりで策定された計画（「静岡県中・東
伊豆地域」および「西・南伊豆地域」、「和
泊町・知名町（沖永良部島）」など）

　各計画で定められている計画目標およびそ
れを達成するための具体的な事業・取組みの
内容を概観すると、検討の段階・進度はまち
まちであり、①のように具体的な鉄道路線を
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有民営型の上下分離方式に経営形態を転換し
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のなかで検討したり、再編実施計画が採択さ
れ具体的な路線・ダイヤ等の見直しに着手し
ている計画（表中の網掛けで示したもの） な
ど、具体的な事業・手法が明確な計画がある
一方、具体的な事業はこれから取り組む、検
討するという計画もある。
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　また、広域的な課題に対応した公共交通網
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スなど）と、狭域・地区ごとのニーズに対応
した公共交通網の計画（コミュニティバスや
デマンド交通、タクシー、自家用有償運送な

ど）は、理念的には一体的に検討されること
が望ましいが、現実的には広域の方が関与す
る自治体、事業者など主体も多く、検討・合
意形成に係る制約も大きいため、自治体内の
狭域の計画検討の進度と足並みをそろえるこ
とは困難であることが考えられる。そのよう
な状況を反映しているためか、広域・複数自
治体による計画と並行して、個々の自治体で
も網計画を策定しているケースも実態として
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治体）。
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討が進めやすく、再編実施計画はコミュニ
ティバス路線網の再編に主眼が置かれてい
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画と各自治体個別の計画で整合性を担保しな
がら役割分担をすることは、広域的な課題と
地域の個別の課題にきめ細かく対応するため
にも有効であると考えられる。
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交通政策における自治体間の連携のあり方

いった広域連携の枠組み・組織の存在が、一
体的な計画策定・交通サービスの提供に一定
程度寄与することが期待される 4。

5．鉄道沿線まちづくり協議会・広域的な立
地適正化の方針
　現在多くの自治体が都市計画の方針として
取り組んでいる、「コンパクトプラスネット
ワーク」の都市空間像を実現するための政策
は、「ネットワーク」の部分については地域
公共交通網形成計画、「コンパクト」の部分
については立地適正化計画が対応し、二つの
計画の両輪で推進することとされている。網
計画の策定状況は既述の通りであり、複数の
自治体で策定することも法的枠組みとして可
能であるが、立地適正化計画は基本的に個別
の自治体単位で策定することとされており、
またその策定数（161 自治体：2018 年 4 月末
時点）5 は網計画と比較すると少なく、両計
画ともに策定している自治体はさらに限定さ
れる。
　立地適正化計画では「居住誘導区域」と「都
市機能誘導区域」を定めることができるが、
特に都市機能誘導区域に誘導すべき公共施
設・集客施設などの ｢ 高次都市機能 ｣ は、網
計画を策定するうえで交通流動分析・需要予
測の前提条件であり、本来的には立地適正化
計画で定める将来像を見据えて、施設の再編
などと合わせて網計画を段階的に見直してい
くプロセスが求められる。これは単一の自治
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4　2008 年に始まった定住自立圏の取組みでは、圏域として取り組む政策分野として、医療に次いで、地域公共交通の分野が

多く位置付けられている（木村 2016b）。また圏域ごとの具体的な取組の内容、公共交通に関連した事業に関する費用の分
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図 1　中播磨圏域の広域連携のイメージ 7 
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的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進
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は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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周辺を広域都市機能集積地区と定め、周辺各
自治体の中心部はそれを補完する地域都市機
能集積地区としており、各鉄道路線がそれら
を結ぶ公共交通軸として位置付けている。
　また各自治体に存在する個別の高次都市機
能施設（医療施設や文化施設、大規模商業施
設など）については、各施設が有している機
能、利用状況、さらには公共交通機関アクセ
スの観点から評価し、相互利用・共同管理・
再編（統廃合含む）と段階を追って一体的な
マネジメントを行うこととされており、泉北
地域では図 2 のように一枚の図面にこれらの
施設をプロットし、検討に活用している。
　また、「鉄道沿線まちづくり」の特徴は純
粋に立地適正化計画の策定に留まらず、交通
事業者と協働して公共交通に関する施策にも
取り組むことが位置付けられている点にある

と考えられる。ガイドラインでは、共通パス
などの発行による利便性の向上、各自治体で
運行されているコミュニティバス・デマンド
交通等の行政界を超えた一体的な運行の検討
などが挙げられており、特に医療施設などを
相互利用する際のアクセスが向上する事で、
立地適正化と公共交通の活性化の相乗効果が
表れることが期待される。

6．今後の展望
　日本の都市自治体における主体的な公共 
交通政策、さらには自治体間の連携の取組み
は端緒についたところであり、本稿では主に
計画策定の観点から現状の把握を試みた。複
数の自治体、事業者など多様な主体が協働し
て一つの計画・方針を策定することは、関係
する主体間の目標・意識を共有する上で重要
であることは確かであるが、策定された計画
を実効的に推進し、公共交通の再生・コンパ
クトなまちづくりを実現していくためにはよ
り一層の連携の深化が必要である。
　欧州各国（特に本特集で取り上げるフラン
ス・ドイツ）では公共交通政策に関する広域
連携が進んでいるが、その要因としては、第
一に自治体同士の連携の枠組み・組織がより
広範（政策的にも領域的にも）に浸透してい
ること、第二にその組織に安定した財源が確
保されることの 2 点が挙げられる。

（1）広域連携組織とまちづくり
　日本においては本稿で取り上げたように、
公共交通に関する計画・政策を推進するため
の組織は ｢ 会議 ｣｢ 協議会 ｣ が一般的であり、
南信州広域連合のような常設の組織を設けて
いる例は少ない。
　一方、欧州各国においては、地域公共交通

図 2　泉北地域の高次都市機構の分布 8

 
8　高石市 HP　（http://www.city.takaishi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/kouiki%20housin.pdf）
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交通政策における自治体間の連携のあり方

に限らず、様々な行政・政策分野にわたって
広域連携が進んでいる。特に本特集の寄稿論
文で取り上げているフランスとドイツにおい
ては、大都市圏の中心都市（ドイツにおける
ベルリン・ハンブルク・ミュンヘンなど、フ
ランスにおけるパリ・マルセイユ・リヨンな
ど）は例外的に人口規模が大きいが、それら
を除けば基礎自治体の規模が一般的に小さい
ため、一つの自治体では十分に行政サービス
を提供することができず、広域的な課題に対
応することが難しいことから、様々な形態の
自治体間連携の枠組みが適用され、その中で
地域公共交通も重要な課題に位置付けられて
いる 9。
　欧州において公共交通政策の広域連携が求
められた第一の要因は、都市計画・まちづく
りとの連携の必要性であり、その意義は本稿
2 章および 5 章で取り上げた通り、日本と大
きく変わるものではない。欧州の大都市圏で
は 1950 ～ 60 年代以降、急速なモータリゼー
ションと都市部における居住域の拡大が起こ
り、環境意識の高まり、市民活動の隆盛を受
けて総合的なまちづくりが進められるように
なり、広域的な都市計画の課題に対応するた
めの都市圏連携が進展するとともに、地域公
共交通の抜本的見直しが図られた。ドイツで
は 1965 年に最初の運輸連合であるハンブル
ク運輸連合が結成され、交通事業を都市に一
元化し、都市州であるハンブルク市と近隣州

と広域的な連携の体制が構築され、地域公共
交通優先の都市政策が推進されてきた。1970
年代に運輸連合が結成されたシュツットガル
トやハノーファーなどでは、中心となる市だ
けでなく周辺の郡部（町村）を含めた都市圏
連携が推進され、地域公共交通はその広域組
織（Region）の重要な任務に位置づけられ
ている。フランスでは、1982 年から地方分
権に向けた取り組みが始まり、交通基本法で
交通権を位置付けるとともに、複数コミュー
ンの広域連合の形成を促進し、交通政策と交
通事業をこの広域組織に委ねることとした。

（2）公共交通の整備・運営のための財源
　欧州各国では地域公共交通が不採算事業で
あり、運営および整備に対して公的補助金を
投入しなければならないという認識が一般的
である 10。その主要な財源は一般財源のほか、
ドイツではエネルギー税、フランスでは交通
税とそれぞれ独自の財政制度 11 に基づいて
いるが、共通の政策的背景として温室効果ガ
スの排出削減が国際的に義務付けられている
こと、それに加えて自動車排出ガスによる大
気汚染が都市問題として認識されており、自
動車利用を抑制するために公共交通を活性化
することが政府の方針として重要な手段に位
置づけられることなどが挙げられる。
　このような背景の下で公共交通の運営・整
備に公的な補助金を支出する以上、その効率

 
9　ドイツにおける都市圏連携の枠組みの段階の整理及び事例の分析については三浦（2015）、またドイツ、フランスを含め

た欧米諸国における大都市制度については、日本都市センター（2013）に詳しい。
10　やや古いデータだが、公益社団法人日本交通政策研究会による調査では、欧州の主要都市で都市内公共交通を黒字（運

賃によるコストカバー率が 100% 超）のケースは 2000 年時点で存在しない。
11　ドイツにおける公共交通政策に関連した連邦から州への助成制度は地域化法と解消法の二本立てである。前者は連邦鉄

道の地域交通部門の州移管に伴う法律であり、インフラ整備・運営のいずれにも支出可能で、その財源はエネルギー税（か
つて鉱油税）である。後者は 1971 年制定された自動車交通の過剰状態を解消するため地域公共交通基盤整備・道路建設促
進を目的とした法律が前身で、インフラ整備のみに支出可能であり、その財源は当初は鉱油税であったが、2006 年の連邦
制度改革を契機に一般財源が充てられることとなった。

　　フランスでは環境グルネルⅡ法に示された温室効果ガスの削減目標を達成するためのプロジェクトに対して補助金の拠
出額が規定され、国の一般会計から支出されるほか、交通税は地方（AOTU）独自の財源であり、事業所ごとの従業員の
給与総額に対して課税される。（国土交通政策研究所（2014））
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性を高めるとともに、より効果的で質の高い
サービスを提供することが必然的に求めら
れ、鉄道・軌道・バスをはじめとした交通機
関同士の結節・連携、実質的な生活圏・経済
圏における一体的なネットワーク形成が実現
されるように、各国、各地域に最適化された
運営・経営とそのための組織の枠組みが、試
行錯誤の中で構築されてきたと考えられる。
表 3 に示す通り、ドイツ・フランス両国の交
通政策の連携の形態は概略だけ比較しても差
異が大きく、また両国内の地域間でも多様性
がある。
　公共交通の広域的な連携は、当初は大都市
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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交通政策における自治体間の連携のあり方
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た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

　ドイツの都市内公共交通は、輸送モードや交通事業者の相違を超えた連携に基づく優れた利用者

利便性を提供しているが、その達成に向けては、各地で運営されている「運輸連合」という組織が

大きな役割を果たしている。本稿では、運輸連合が持つ一般的な意義に並び、運輸連合による関係

主体間の連携の実現方についても、具体的な事例をもとに示した。

はじめに
　ドイツは、わが国と同じく世界有数の自動
車大国であるが、都市内公共交通が高度に整
備された国でもある。首都であるベルリンや
国際金融センターとして機能するフランクフ
ルトなどの大都市において都市鉄道、地下
鉄、路面電車・LRT、バスなどが高頻度で
運行されているほか、その他の都市圏もそれ
ぞれの規模に応じた公共交通体系を構築して
いる。
　ところで、ドイツ各地の都市内公共交通
は、異なる輸送モードに乗り換えたり、複数
の交通事業者をまたがったりする場合におい
ても、1 枚の乗車券で利用することがひろく
可能となっている。のみならず、ゾーン運賃
制度（図 1 参照）の採用などにより、同一の
都市圏内に所在する輸送モードや交通事業者
の間で運賃体系そのものが一元化されている
ことから、一定のエリア内でそれらを乗り継
ぐ際には、運賃も加算されない。このいわゆ
る共通運賃制度がもたらす利便性は、旅行者

としても実感できるものであり、1 日乗車券
などを購入すれば、運賃支払いに伴う煩わし
さを感じずに、かつ安価に複数の公共交通機
関を乗り継ぎながら、都市圏内の観光目的地
を広範に巡ることが可能である。
　また、公共交通機関を乗り継ぐ際に発生す
る時間的、および物理的な抵抗の排除が強く
企図されており、待たずに乗り換えることが
できるように接続ダイヤが設定されているだ
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－シリーズ

都市内公共交通における関係主体間の
連携を実現するドイツの「運輸連合」

　一般財団法人交通経済研究所　土方　まりこ

図 1　ゾーン運賃制度の例（ハンブルク運輸連合）

出典：ハンブルク運輸連合ウェブサイト
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都市内公共交通における関係主体間の連携を実現するドイツの「運輸連合」

けではなく、上下左右への移動の必要性を最
小化すべく、異なる輸送モード間における同
一平面での乗り換えなども数多く実践されて
いる（写真参照）。このような側面からは、
公共交通機関を日常的に利用する居住者に
とっての利便性向上にも配慮がなされている
ことがうかがえる。
　以上のようなドイツの都市内公共交通の特
長は、輸送モードや交通事業者の相違を超越
した継続的な連携が達成されていることを大
前提とするが、その実現は各地で結成されて
いる「運輸連合（Verkehrsverbund）」と呼
ばれる組織に負うところが大きい。
　そこで本稿では、今日のドイツにおいて都
市内公共交通を支えている枠組みに関して述
べた上で、同国を発祥の地とするこの運輸連
合という組織が担っている意義を明らかにす
る。さらには、運輸連合によって実現されて
いる都市内公共交通における行政主体や交通
事業者の連携のあり方について、具体的な事
例をもとに示すこととする。

1　都市内公共交通を支える枠組み
　ドイツにおいては、西ドイツ連邦鉄道と東
ドイツ国鉄の統合・株式会社化を主眼とする

鉄道改革が 1994 年に開始されたが、その一
環として、地域による都市内公共交通の一体
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（カッセル市）

出典：筆者撮影
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の連邦財源が各州に供給されている。
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側面において大幅な裁量権を付与されてい
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主体的に取り組む上での相応の枠組みが構築
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策の理念やその実践に向けた手続きの大枠を
定めている。
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　各州の州法における任務担当者の指定状況
について確認すると、まず、おおむね「近距
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る経緯（鉄道は連邦鉄道や国鉄によって運営
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都市内公共交通における関係主体間の連携を実現するドイツの「運輸連合」

されてきた一方で、道路公共交通は自治体が
運営する公営事業としての歴史が長い）など
が考慮されたことによっている。

（2）運輸連合とは
　ところで、本稿で検討対象としている運輸
連合とは、利便性向上を通じた地域公共交通
の利用者の増加に向けて、輸送モード間、あ
るいは交通事業者間における高度な連携の実
現に資するための組織として定義できるが、
そもそもは 1965 年にドイツ北部のハンブル
ク市で構築された協働体制を端緒とする。こ
のハンブルク運輸連合は、自社の輸送人員の
減少に危機感を抱いた交通事業者が、市内の
他の事業者に運行の一元化と共通運賃制度の
導入を提唱したことをきっかけに結成された
交通事業者による組合組織であった。
　同運輸連合の任務は、①公共交通機関全体
の運行計画とダイヤの策定、②事業者間で共
通の賃率の設定と運用、③プールした運賃収
入の事業者への配分、④広報・宣伝活動の共
同展開などであったが、これらにより、利用
者にとっては「一元化された運賃体系の下、
1 枚の乗車券で、互いに有機的に結節された
公共交通機関の利用が可能」であるという状
況が具現化される。その有意性が認められ、
1970 ～ 1980 年代の西ドイツでは、各地の交
通事業者がハンブルク運輸連合による試みに
追随した。なお、上記の①～④は、今日にお
いても運輸連合の一般的な任務となってい
る。
　もっとも、運輸連合の結成の有無をはじめ、
その属性や役割等に関しても、連邦法はこれ
までに一切規定してきていない。それにも関
わらず、地域化の実施以後、大半の州が運輸
連合に言及する条項を州法に設けており、そ
の意義について定めている。既述の通り、多
くの州において近距離鉄道と道路公共交通と

で相違する行政主体が任務担当者として指定
されているが、複数の州が運輸連合をそうし
た任務担当者間で構築すべき協力関係として
位置付けているほか、交通事業者間、もしく
は任務担当者と交通事業者の間における連携
のあり方としている州もある。さらには、本
来的には行政主体である任務担当者が遂行す
べき、交通事業者との輸送契約の締結や近距
離交通計画の策定等の任務を運輸連合に負わ
せている州も見られる。
　なお、州法では運輸連合に言及していない
州を含め、実際には全ての州において運輸連
合が結成されている。とりわけ、地域化後の
ドイツでは、全国的に運輸連合の新設が相次
いだことに加え、州や郡・市町村なども運輸
連合を設立するようになった。このことは、
地域公共交通の一体的な運営を目指す上で、
運輸連合が有用であると各地の行政が認識し
たことの証左と言える。

3　運輸連合による連携の実現
　運輸連合一般の意義は前項の通りである
が、関係主体間における連携の実現方法を含
め、ドイツ全土で 60 あまりを数える運輸連
合のあり方は相互に異なっている。その多様
性の一端を示すべく、ここでは 2 つの運輸連
合を事例として概観することとする。
　具体的には、40 年間の歴史を有するシュ
トゥットガルト運輸・運賃連合（Verkehrs- 
und Tarifverbund Stuttgart GbmH： 以 下、

「VVS」）と地域化の実施以降に設立された
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン近距離運輸
連 合（Nahverkehrsverbund Schleswig-Hol-
stein GmbH：以下、「NAH.SH」）を取り上
げる。
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（1）組織の諸元
ア　VVS
　VVS が所在するシュトゥットガルト市は、
南部のバーデン＝ヴュルテンベルク州の州都
であり、ダイムラーやポルシェといった世界
的な自動車メーカーが本社を置くドイツを代
表する工業都市でもある。
　VVS はハンブルク、ハノーファー、ミュ
ンヘン、フランクフルトに続く 5 番目の運輸
連合として、1977 年に州による主導で設立
された。都市鉄道である S バーンの開業を
契機として総合的な地域交通政策を実現する
ための手段と位置付けられ、当初からエリア
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は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ
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９０年代に地方分権が推進された背景として、
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分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。
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成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。
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万 5,803km2、総人口は 286 万人ほどである。
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主体である。業務領域が限定されていること
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出所：各種資料より作成
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

もあり、都市内公共交通政策に重点的に取り
組んできたという経緯を有するため、VVS
もシュトゥットガルト地域連合との協働を重
要視している。その他の行政主体との関係に
おいては、シュトゥットガルト市や各郡の委
託を受けて、VVS がそれぞれの近距離交通
計画の策定にあたっている。
　ただし、VVS は任務担当者ではなく、か
つ、交通事業者が運営主体に含まれているこ
とからも、輸送サービスの提供を委託する交
通事業者の選定に向けた入札のプロセスなど
に直接的に関わることはない。任務担当者と
交通事業者の双方に対して中立的な立ち位置
を確保しながら、前述したような運輸連合の
一般的な任務に従事している。なお、運営主
体に交通事業者が含まれている点は、運賃や
マーケティングに関する戦略を策定する上で
の合意形成に向けた調整プロセスの簡素化に
繋がっているという（以上、表 2 参照）。

イ　NAH.SH
　既述の通り、NAH.SH は 2014 年に設立さ
れた新しい運輸連合であり、シュレスヴィヒ
＝ホルシュタイン州内の任務担当者が出資す
る有限会社として運営されている。
　NAH.SH は、最大の出資者である州によ
る委託に基づき、近距離鉄道の任務担当者と
して、輸送サービスの調達に向けた入札の実
施や契約の締結に従事している。あわせて、
州全域を対象とする近距離交通計画の策定も
担っている。さらには、連邦や州から支給さ
れる地域公共交通の運営や整備のための公的
財源の管理にもあたっており、交通事業者や
郡・郡独立市などへの財源の配分を行って
いる。こうした側面に鑑みた場合、NAH.SH
は州の行政機関そのものとして機能している
と見なすことが可能である。
　隣接するハンブルク市との関係において

も、州の意向を代弁することが NAH.SH に
要請されている。すなわち、ドイツ全土で
も 2 番目の人口規模を誇るハンブルク市は、
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州の通勤・
通学圏に相当するため、地域公共交通政策の
分野においても密接に連携している。しかし、
対照的な都市構造を有する両者は、利害を異
にする局面もある。かつ、そうした利害調整
を図る上では、最も長い歴史を持つ運輸連合
であるハンブルク運輸連合と対等な交渉力を
確保することが、シュレスヴィヒ＝ホルシュ
タイン州にとって不可欠であり、この点にお
いて貢献を果たすことが NAH.SH に求めら
れている。
　NAH.SH は、州内の地域公共交通総体の
利便性向上に努めるべき運輸連合として、道
路公共交通の任務担当者である郡や郡独立市
との協議を通じて、鉄道とバスのダイヤの調
整にもあたっている。また、鉄道とバスで運
賃が共通化されている点などに関する認知度
を高めるべく、広報・宣伝活動の共同展開も
行っている。もっとも、州に代わって近距離
鉄道を管轄するという位置付けを与えられた
ことから、当初、郡や郡独立市は NAH.SH
との協働に懐疑的であった。今日では、郡や
郡独立市からの委託を受けて、バス輸送の入
札や契約に関する業務を遂行するようにも
なっているが、そうした信頼関係を築くまで
には相応の時間を要したという。
　なお、他の多くの運輸連合は、共通運賃制
度の運用とこれによって得た収入の配分を
行っているが、シュレスヴィヒ＝ホルシュタ
イン州においては、NAH.SH ではなく、交
通事業者が運営する別の組織がこの任務を
担っている。これは、NAH.SH の設立に先
行して、交通事業者が州内で統一された運賃
制度を構築していたという経緯による。しか
し、運輸連合としての権限拡大につながるた
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め、将来的には、運賃に関してもイニシアチ
ブを握ることを目指すという（以上、表 2 参
照）。

おわりに
　地域化の実施以降のドイツにおける地域公
共交通政策は、連邦からの手厚い財源の充当
や各州への大幅な権限移譲を実現しており、
まずは全 16 州に共通して適用されるこれら
の枠組みが、同国の都市内公共交通を支えて
きたという側面は確かに認められる。しかし、
このような枠組みの活用にとどまらない地域
側による自発的な取組が、運輸連合の運営で
ある。
　ドイツ各地の運輸連合は、都市内公共交通
の利便性向上に不可欠な関係主体間の連携を
実現するという目的を共有している。もっと

も、本稿で取り上げた 2 つの具体例からも明
らかな通り、それぞれの運輸連合は複数の側
面において少なからず相違している。これは
ひとえに、都市内公共交通に携わる地域の
行政主体が、先行する運輸連合に学びつつ
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ルク州（7.5％、地方鉄道を管轄）、シュトゥッ
トガルト地域連合（20％、都市鉄道とドイツ鉄
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ルト市（7.5％、LRT・路面電車とバスを管轄）、
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運輸連合の一般的な任務
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表 2　VVSと NAH.SHの組織形態と担当している任務（2018 年 7月現在）
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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ターの 2016 ～ 2017 年度調査研究「都市自治
体のモビリティに関する研究会」において、
2018 年 3 月 3 日から 11 日にかけて実施した
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の貴重な示唆を頂戴した。ここに記して謝意
を示したい。

参考文献
青木真美「西ドイツの運輸連合（1）～（6）」

運輸と経済46巻12号（1986年）、57～65頁、
47 巻 2 号（1987 年）、73 ～ 84 頁、47 巻 3
号（1987年）、77～89頁、47巻7号（1987年）、

78 ～ 85 頁、47 巻 10 号（1987 年）、79 ～
89 頁、47 巻 12 号（1987 年）、84 ～ 90 頁

小林大祐『ドイツ都市交通行政の構造―運輸
連合の形成・展開・組織機制』晃洋書房、
2017 年

土方まりこ「ドイツの地域交通における運輸
連合の展開とその意義」運輸と経済 70 巻
8 号（2010 年）、85 ～ 95 頁

土方まりこ「公共交通利用者の減少への対抗
策としての連携：ドイツにおける運輸連
合の展開」『都市自治体による持続可能な
モビリティ政策―まちづくり・公共交通・
ICT―』89 ～ 105 頁、日本都市センター、
2018 年

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



39都市とガバナンス 30

フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

　フランスでは1980年代以降の地方分権化に伴い交通政策も地方政府が責任をもつようになって

いる。そのための制度として、VTや AOTU、各種の契約形態などが整備されてきており、各地域

がそれらを活用して政策を策定・実施するようになっている。都市交通政策を担うAOTUの独立性

は年々高まっており、課税権のある広域連合の形態をとる地域が年々増加している。またAOTUと

交通事業者の間の契約では拠出額を一定として事業者に効率化インセンティブが働くようにするタ

イプの採用数が増加している。こうしたことの結果として、フランスの都市交通のサービス水準は

高く投資も積極的になされており、社会政策とみなされるような設定の路線も新規に開業できる状

況にある。こうしたフランスの政策と制度的支援の状況からは、わが国も公共交通を営利事業と考

える従来の考え方を改める必要があるのではないかと考えられる。

１．フランスの交通政策の概要
1.1　交通政策に関わる制度と地方分権の
　経緯
　フランスの交通事業は、日本と異なり運賃
収入で全ての費用を賄うことはできないとい
う前提で運営されている。いわゆる運賃収支
率（費用に対する運賃収入の割合）は、フラ
ンスでは 20％から 40％であることが一般的
である。これは、公共交通は営利事業ではな
く公益に資するものであるという考え方のも
と、交通機関の運営にかかる費用については
受益者が広く負担するという考え方がコンセ
ンサスを得ているためである。そのため、交
通事業について責任を持つ主体は事業者でな
く行政側である。フランスでは交通機関は税
金を使って維持するものであり、また交通政

策は各交通機関を総合して行われるものであ
る。
　1980 年代以降、フランスでは広い政策分
野全般において地方分権化が進められてきた
が、これは交通も例外ではない。公共交通に
ついては地方鉄道は州（Region）、県内バス
は県（Departement）、都市内交通はコミュー
ン（Commune：日本の市町村に相当）に権
限が順次委譲されてきている。
　フランスの地方制度は上記の 3 層構造であ
り、州、県、コミューンの順に規模が小さく
なる。ただし、コミューンは日本と異なり広
域合併が進んでおらず、3 万以上が現存し人
口も小さいところは 100 人程度である。小規
模なコミューンについては自力で全ての事務
を担当するのは非効率であると考えられてお
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り、政策分野によって広域連合や事務組合を
設立しそちらに任せる方法がとられることが
多い。広域で複数コミューンが協力するこう
した制度は EPCI（Établissement Public de 
Coopération Intercommunale：コミューン間
協力機関）と呼ばれており、連合・組合を設
立するかどうかやどのような形式とするかは
各地域の意思に委ねられている。
　フランスの地方都市では、都市内交通政策
は単独コミューンではなく広域連合が担当す
ることが一般的であり、実際にほとんどの都
市圏で広域連合が交通政策を担っている。州
や県と異なり、都市内交通については各都市
圏に独自財源があり、交通政策の実現を担
保する重要な制度となっている。この制度
は VT（Versement Transport）といい、日
本では「交通税」あるいは「交通負担金」と
いう名称で紹介されている。この VT は、都
市圏内に立地する一定規模以上の企業等の、
従業員の給与総額に対して課税するものであ
る。法人税等と異なり赤字の企業や各種法人
も負担する外形標準課税の形式をとってお
り、日本でいえば各従業員が慣例的に受け
取っている通勤交通費が行政の収入となって
いると考えると理解しやすい。
　こうした枠組みは、1982 年の政権交代
でミッテランが大統領となった際に検討が
始められ翌年に制定された国内交通基本
法（Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 
d’Orientation des Transports Intérieurs：
LOTI）によって定められているところが多
い。この LOTI では、「交通権」（「移動権」
とも）が明文化されており、国民の交通に関
わる権利（自由に移動できる権利等）が実現
するよう行政側が尽力しなければならないと
いうことになっている。その他にも、都市内
交通の計画を立てる際には計画目標として自
動車交通の削減が入っている必要があること

が明記されている等、国としての交通政策の
方針が明記されている。LOTI は現在では、
2010 年に取りまとめられた交通法典（Codex 
des Transports）の一部分となっているが、
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関については温室効果ガスを増加させること
がほとんどない。軌道系交通に限らず電気で
動く交通機関の普及を推進するのはこの点に
因るところが大きい。
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割は、EU からの指令およびフランスの国内
法に則って交通政策を進めることであり、事
業者に委ねるべき部分については適切な事業
者に委託することとなる。
　フランスの交通政策における地方政府と事
業者の関係は他国のそれとやや異なってお
り、一都市圏に一事業者が対応している。つ
まり、都市圏内の交通事業は一つの事業者が
独占的に行うのが原則である。これは、事業
者間の競争はもちろん必要であるが、それは
実際のオペレーションの段階ではなく、入札
の段階で行われるべきであるという考え方に
基づいている。
　ただ、これまでは多くの都市圏で慣例的に
長期間の契約が結ばれており、車両や施設な
どの所有・維持管理者も定まっておらず、し
たがって実際には競争が成立していない状況
にあった。現在はこの状況を改善する途上に
あり、特に車両については原則として地方政
府の側で所有する形式とし、オペレーション
を担当する事業者の交代がスムースに進むよ
うにするための準備が進められている。

1.4　事業従事者の確保の現状と課題
　フランスの労使関係については、日本と比
べると労働側の力が強くストライキが頻繁に
起こっていることなどはよく知られている。
こうしたことは労働者の権利と一般に認識さ
れており、それを背景に、フランスにおける

労働者の待遇は日本よりもはるかによいと考
えられる。
　フランスの労働者採用では日本のような新
卒一括採用のような慣行がなく、通年で欠員
の補充を行うのが一般的である。交通事業で
もこれは例外でない。人事情報から、いつ何
人くらいの欠員が生じるかは予め判明してい
るので、その時期に合わせて必要な人員を確
保するという方法で採用を行っている。
　なお、運転士などの実際にオペレーション
に携わる労働者については、事業者が交代し
たとしても解雇となったり別の都市に異動さ
せられるということはなく、引き続きその都
市に留まって運転業務を継続する。これは、
オペレーションは練度の高い技術であり、運
転士が一斉に交代するということができない
ためである。したがって、フランスにおける
都市交通事業者の交代に際しては、経営陣の
み交代し運転士等の現場の職員は引き続きそ
れまでと変わらない業務に従事することとな
る。

1.5　交通に対する国等からの補助・助成に
ついて

　これまで見てきたようにフランスにおける
交通政策は税金を使って維持するものとなっ
ているが、我々が想像する以上に国から地方
への直接の補助は行われていない。フランス
の地方分権では、欧州で普及している補完性
の原則に則り、交通政策でも市町村内で収ま
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応し、国はその範囲を超えた長距離の幹線交
通にのみ関わることになっている。そのため、
地方政府の交通関連予算における国の補助は
数パーセントとごくわずかに留まる。
　また地方政府自身の一般会計から交通政策
への補助についても、交通政策に関係する財
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

源全体の 20％から 30％に留まる。パリの場
合は、地方政府による補助の割合は 20％程
度である。
　このように、フランスの交通政策に対する
補助・助成の役割は大きくなく、運賃収入お
よび先述の VT による収入で不足する部分を
賄う役割を果たしているに過ぎない。

1.6　本稿の構成
　フランスの都市交通政策には以上で述べた
ような特徴があるが、中でもわが国に紹介す
べき点として、制度化された関係主体間の協
力が挙げられる。特に都市交通の運営組織お
よびその事業者との契約形態については、注
目すべき点が多い。そこで本稿では、続く 2
節で主に都市交通政策を担う行政側の担当組
織の実態について紹介し、3 節では都市交通
に関して行政側と交通運行のオペレーション
を担う民間企業の間で結ばれる契約について
検討することとする。4 節ではそれらが実際
の都市圏でどのように運用されているかごく
簡単に紹介し、5 節では本稿のまとめとして
フランスの事例を通じわが国で参考になる論
点について考えることとしたい。

２．都市交通を管轄する行政組織AOTUの

制度的根拠
　フランスで都市内の交通を管轄する組織は、
AOTU（Autorité Organisatrice de Transport 
Urbain・都 市 圏 交 通 局。 最 近 では AOM：
Autorités Organisatrices de la Mobilitéとも）
と呼ばれる。

2.1　AOTUの分類
　AOTU はわが国でいうと、区市町村の役
所・役場における公共交通の担当部局に相
当するが、先述のように AOTU は必ずし
も単独のコミューンに置かれるわけではな
い。フランスには 2013 年の統計で合計 304
の AOTU が存在するが、これらを後述する
EPCI の 7 形態およびコミューン別に分類し
たものが図 1 である。単独コミューンは全体
の 19.4％であり、全体と比較すると少数派と
なっている。

　AOTU が管轄する地域のことを、PTU
（Périmètre des Transports Urbains・都市
交通区域）という。PTU に指定されるには、
当該の EPCI またはコミューン議会における
承認があればよい。つまり、国が PTU を指
定するのではなく、各地方が自主的に PTU
を形成するかたちとなっている。
　また PTU 全体をカバーする交通計画の作成
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交通政策の財源の割合

出典：GART（2015）1）をもとに筆者作成

注：2013 年の数値である。地方自治体についてはパリ圏
を除く全ての地方自治体の合計値である。単位は 100
万ユーロ。

Métropole, 1 CU, 13 

CA, 153 

CC, 41 

混合型, 26 

SIVU, 10 

SIVOM, 1 

コミューン, 59 

Métropole CU CA CC 混合型 SIVU SIVOM コミューン

図 2　AOTUの分類

出典：GART（2015）1）をもとに筆者作成

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



43都市とガバナンス 30

フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

が各 AOTU に義務づけられており、この計画
を PDU（Plan de Déplacements Urbains・都
市圏交通計画）という。PDU はどのような内
容のものでもよいようなものではなく、LOTI（交
通法典）で自動車交通の削減が最大の目的と
明記されている。

2.2　AOTUの役割
　交通法典に記されている、AOTU の主な
役割は以下の通りである。
・都市交通に関連した社会資本の整備・運営
・交通活動の規制措置とその適用
・交通システムに関する情報提供
・年度毎の都市交通政策の策定（公共交通運

営企業の選択・契約関係、公共交通各路線
の運行間隔、車両の種類、運営技術、国に
よる枠組みと整合的に決定された運賃シス
テム制度等）

・PDU の策定
・都市交通ネットワークの整備・運営に関す

る資金調達・投資に関する手続きの決定
　つまり公共交通・道路交通を問わず、都市
圏内の全ての交通に関する計画・整備・運営・
財政等あらゆる面での施策を実施する責任を
負っている。行政の一部門であるため、計画
の策定や予算の施行に際しては、議会の承認
を必要とする。
　こうした行政部門が存在することにより、
特に公共交通サービスの維持に関する責任は
公共側が持つこととなっている。そして、実
際の公共交通サービスを担当する事業者と
は、官民パートナーシップの考え方に基づき、
契約関係で結ばれている。AOTU が直接に
公共交通サービスを提供する場合もあるが、
事例は少ない。

2.3　コミューンとEPCI
　都市交通政策を担う EPCI には、以下で紹

介する 7 つの形態がある。これらの大きな違
いは、独自財源があるかどうかにあり、こ
こでは独自財源のあるメトロポール、CU、
CA、CC を連合型、独自財源のない SIVU、
SIVOM、混合型組合を組合型と呼ぶことと
する。組合型の EPCI は、構成コミューンか
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出典：DGCL（2018）2）を参考に筆者作成
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いる場合に採用することができる形態であ
る。
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の指定、経済発展、都市近代化、学校、消防、
中学校・高校、上下水道・ゴミ処理、屠殺場・
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整備、駐車場、都市内旅客交通、社会的住宅
政策、都市政策（都市社会開発）、環境保護（廃
棄物のリサイクル、大気汚染・騒音公害への
対策）であり、多岐にわたるが、逆に、義務
的事業以外のことはできない。
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な都市圏において採用されていたが、上記の
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ポールへと組織形態を変更する都市圏が相次
いでいる。
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後、飛び地がなく一つの地域を形成し 5 万人
以上の人口を持ち、中心部に 1 万 5000 以上
の人口がある都市圏において形成することが
できるようになった形態である。CA は、都
市地域におけるコミューンどうしの協力を強
化することを目的として制定された。
　都市圏共同体の義務的な責任は、経済発
展、都市交通を含む領域整備、住宅政策、都
市政策と、「道路・駐車、下水処理、環境保護、
文化・スポーツ施設の整備・維持・管理」の
うち少なくとも 3 政策である。
　コミューン共同体（CC・Communautés 
de Communes）は 1992 年に制度創設された。
飛び地がなければ、人口に関する条件なく組
織することができる。最低 3 つの政策を担当
する義務があり、そのうち 2 つは限定されて
いて、領域整備と経済発展である。CC は都
市化していない地域に適しており、そのため

都市交通に関する政策は行っても行わなくて
もよい。
　コミューン共同体の義務的な責任は、領域
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ポーツ・教育施設の整備・開発・管理」のう
ちのいずれか 1 分野である。もちろんこれら
以外にも、都市交通のような他の政策を行う
ことも可能である。

2.5　組合型 EPCI
　組合型の EPCI は、その大半がコミューン
組合（SIVU、SIVOM）である。これは連合
型よりも歴史の長い形態であり、コミューン
に課される制約が最も少ないのが特徴であ
る。大きな特徴としては、連合を組むコミュー
ンどうしが必ずしも隣接している必要がない
ことが挙げられる。単一の政策のみを担当す
る場合は SIVU（Syndicats Intercommunaux 
à Vocation Unique）、複数の政策を担当する
場合は SIVOM（Syndicats Intercommunaux 
à VOcation Multiple）という。
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がなければならない。
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フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

持たないコミューンが多いフランスの現状に
対応した制度であり、国は極力すべてのコ
ミューンが何らかの EPCI の対象となるよう
指導しているともいう。これまでの経緯とし
ては、徴税権のない組合型から徴税権のあ
る連合型を採用する地域が多く、そのため、
SIVU や SIVOM の数が近年減少し続けてい
る一方で連合型の採用件数は増加を続けてい
る。メトロポールについては、EPCI はその
議会の議員を構成コミューンの議員から選ぶ
制度となっていて住民が直接に議員を選べな
いという問題を解消するための取り組みが行
われているが、こうした動きから、フランス
では地方政府の独立性を高めていく方向にあ
るということがうかがえる。
　この動きは、1 節で述べたように都市交通
における国からの補助がほとんどないことと
矛盾しない。その地域で必要な資金は、その
地域の責任で確保するべきという地方分権改
革の本質的な原則に則っていると解釈でき
る。

３．フランスの都市交通政策における契約の
種類とその特徴

　フランスの公共交通は、AOTU との独占
的な契約をもとに民間企業が運行を担当して
いる。フランスの都市交通における企業間競
争は、都市圏を担当できるか否かの段階での
ものであり、実際の運営で複数の企業どうし
が競争することは原則としてない（パリのよ
うに例外も存在する）。また各企業は原則と
して安全・正確な運行が自らの最も重要な役
割としているが、路線設定や顧客調査などの
コンサルティングを行うところも存在する。

3.1　官民間の関係
　AOTU と実際の運行を担当する主体との
関係については、まず直営に近いかたちなの

か民間に委託するのかという区別が必要であ
る。GART1）による調査結果によると、民間
委託が全体の 87％を占め、うち公役務の委
任（DSP：Délégation de service public）と
称される契約形態が 81％、公共調達（Marché 
public） が 6 ％ で あ る。 残 る 13 ％ は レ ジ

（Régie：公社あるいは公営）であり、公社方
式の Régie directe avec EPIC / SPL が 7％、
財政的には独立しているものの公的機関の
一 部 で あ る Régie directe avec autonomie 
financière（わが国の交通局に近い形式）が6％
となっている。
　全体の 9 割近くが民間委託であるため、フ
ランスの公共交通の運営方法としては民間委
託が主なものであるといえる。DSP と公共
調達の主な違いは資金の支払い方法であり、
DSP は AOTU が事業者に補助金を出す方式
であるのに対し、公共調達は供給されたサー
ビスに対して直接に支払うかたちとなる。

3.2　フランスの都市交通政策における契約
の種類

　フランスにおける官民間の契約について
は、官民のリスク分担の方法に応じて大きく
6 種類に分けられる。具体的には管理人契約

（Gérance）、 業 務 委 託（Régie intéressée）、
固定料金契約（Gestion à prix forfaitaire）、
固 定 拠 出 契 約（Contribution financière 
forfaitaire）、経営委託（Affermage）、事業
特許（Concession）という名称である。その
大まかな内容について交通政策を例に説明し
たものが表 2 である。なお、表中の「投資」

「運賃収入」「運行費」の欄は、リスク分担者
が AOTU か事業者のどちらであるかを示し
ている。

3.3　フランスの契約形態の特徴と採用状況
　各 AOTU によるこれらの契約の採用状
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況であるが、先の GART による調査による
と、民間企業と契約している 177AOTU の
うち固定拠出契約を採用しているのが全体の
77％、固定料金契約が 9％、業務委託が 5％、

管理人契約が 2％、そして経営委託が 4％、
事業特許が 3％となっている。
　全体の 7 割以上を占める固定拠出契約は、
上下分離を行った上で公共交通サービスの運
営を事業者に委託する方法である。補助の金
額は予め想定された年間の赤字額相当程度に
定めておき、事業状況がどうであっても年間
の補助額は変化させない。事業者にとっての
収益は LRT やバスの運行による運賃収入と
補助金の合計であり、運賃収入が多ければ黒
字も増える。つまり、補助金なしでは赤字運
営になってしまう地域において、経営が成り
立つ程度まで補助をすることで、コスト削減
だけでなくサービスの向上も含めた効率的な
運営を行うインセンティブを事業者に与える
方法であるといえる。

表 2 　フランスにおける官民間契約の類型

投　資 運賃収入 運行費 概　　要

管理人契約
（Gérance） AOTU AOTU AOTU

AOTU 側が全てのリスクを負い、
事業者は契約に従って日常的な運
営・管理業務のみを行う。

業務委託
（Régie intéressée） AOTU AOTU AOTU

管理人契約とほぼ同じだが、事業
成績に応じてボーナスが得られる
仕組みが加わる。

経営委託
（Affermage） AOTU 事業者 事業者

AOTU は施設の建設を行い、事業
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図 3　フランスの AOTU による契約形態

出典：GART（2015）1）をもとに筆者作成
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

　この方式の採用にあたっては、行政側で適
切な水準の拠出額を設定する必要がある。そ
のためには行政側が交通事業者の費用構造や
いわゆる相場感を知っておかねばならず、素
人だけでこの方式を採用すると失敗しやす
い。
　経営委託や事業特許は、固定拠出契約よ
りも事業者側のリスクが大きい。事業者が
LRT などに関連する施設を借り受けるのが
経営委託、事業特許は施設整備まで全て事業
者が引き受けるものである。この両方式が合
わせて 7％程度に留まっているのは、これら
は大きな施設を伴う事業形態の場合に有効な
方式であるため、LRT などの大きな固定施
設を持たない都市圏はこうした契約を採用す
る必要がないためと思われる。
　なお全体の 1 割弱が採用している固定料金
契約は、運賃収入が AOTU のものとなるた
め、事業者側の経営効率化のための手段は費
用削減しかない。したがって固定拠出契約や
経営委託、事業特許とは大きく考え方が異な
り、業務委託や管理人契約に近い。
　業務委託および管理人委託は、わが国では
コミュニティバスなどで用いられることの多
い委託契約に相当するものである。この方式
は、民間事業者が努力して収入を増やすこと
ができないので、民間事業者のノウハウを活
用できる部分が著しく制限されてしまう。そ
のため、これらの方式はフランスではあまり
採用されていない。
　このように、フランスの都市交通における
契約は全体として民間事業者にサービス向上
のインセンティブを与えるものが全体の 8 割
以上に上り、旧来型の契約方法を採用する都
市圏は少数に留まっている。ちなみに青木・
湧口（2008）によれば、1970 年代には全て
旧来の管理人契約であったとされ、これが
80 年代に 60％、90 年代には 25％と急激に減

少したという。これは 1982 年の LOTI（国
内交通基本法）制定とその後の PDU（都市
圏交通計画）策定の普及、そして 1993 年の
サパン（Sapin）法の制定によって交通政策
の進め方が大きく変化したことの証左といえ
よう。
　なお車両の所有者は都市圏によって異
なる。車両については都市圏数でいうと
62％、車両の台数でみると 78％が AOTU 所
有となっている。中でも人口規模の大きい
AOTU ほど車両の保有は AOTU 側が行う傾
向が高くなっている。これは、AOTU 側が
車両を保有していないと入札において既存の
事業者が有利になってしまうためである。

４．実例による検討（ストラスブール）
　本節ではストラスブールを事例に、都市交
通政策について組織と契約の側面を中心に概
観したい。なお、ストラスブールにおけるこ
の 30 年ほどのトラム（新型路面電車）の整
備を伴う交通政策を中心とする都市の変容に
ついてはよく知られているところであるが、
本稿では紙幅の関係でその詳細には立ち入ら
ない。本節の内容は主に 2015 年 3 月に行っ
たヒアリング調査の結果に基づいている。ス
トラスブールの政策全般についてのより詳細
な情報は、参考文献 9）、10）を参照されたい。
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まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

との間で、2020 年まで 30 年間の契約を締結
していた。かつてはこうした長期の契約が認
められていたのだが、近年は入札における競
争性を高める目的もあり長期にわたる契約を
新規に結ぶことはできないことになってい
る。他の都市圏の事例としては、一般的には
7 ～ 8 年程度の契約期間となっている場合が
多い。
　したがって、今後 2020 年に EMS が入札
を実施する予定である。CTS も応札すると
思われるが、他の事業者が落札する可能性も
ある。ストラスブールの公共交通は長年にわ
たり CTS が担ってきたため、もし他の事業
者に変更となれば生活面にも多少の影響が出
るかもしれない。ただ、仮に事業者が交代し
ても、先述のように運転士等の現業の職員は
他に移らず、引き続き従事するのが一般的で
ある。
　こうした形態とするのは、CTS 単体で黒
字運営をすることは不可能だからである。公
共交通に関わる各種の投資や運営における赤
字分を補填することなどは、オペレーション
を担当する事業者ではなく、都市政策の責任
を持つ行政側の役割である。

4.2　ストラスブールにおける軌道系路線開
発の特徴

　ストラスブールでは、ほとんど開発されて
いなかった地域（エピ島 Île aux Épis）にト
ラム（D 線のドイツ方面への延伸部分）を
敷設し、その沿線に住宅を誘致する計画（約
40km²）があり、実際に 2017 年に開業して
いる。従来の路線計画は市街地にトラム路線
を敷設し利便性の向上と集客を図るものが一
般的で、この D 線のような計画はストラス
ブールでも初の試みである。
　ストラスブールではこうした公共交通を重
視する都市政策に舵を切ってから人口増加が

続いている。近年では都市圏全体として、年
間 2,500 戸（戸建て・集合住宅。棟ではなく戸）
増加している。１世帯の平均人口が 2.4 人で
あるため、単純計算で 1 年に 5,000 人以上新
規居住者が増えていることになる。
　ストラスブール・ユーロメトロポールのポ
リシーとして、条例により、土地利用計画で
新規建設住宅の 25% を低中所得者用とする
ことを定めており、また宅地開発に当たって
は、入居時期の分散化による高齢化抑制策等
は行われていない。
　こうしたことが実現する背景としては、都
市計画による宅地化のコントロールがある程

写真 1：2015 年工事中
（2015 年当時は、エピ島でトラムの延伸工事の真っ
最中であった）

写真 2：2017 年開業後
（その後、2017 年末の段階では既にトラムが開業し
ており、橋を渡ってくるトラム車両をドイツ側から
撮影することができた）
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度実効性があることの影響も大きいが、それ
よりも、公共交通の整備・運営方針として黒
字化ということが念頭になく、税収を活用し
ながら都市政策の実現に向けて有効な手段と
して公共交通の魅力を向上させているという
ことが重要である。わが国での公共交通に関
わる議論では、黒字で運営できるかどうかや
税金の無駄遣いかどうか、あるいは国による
支援の拡充が不可欠、といったことが論じら
れることが多いが、フランスにおける事例と
対比すると論点がずれている感が否めない。
　そして、整備すると決定したら数年のうち
に工事を完了させ営業運転に入るスピード感
もフランスの政策の大きな特徴であろう。

５．フランスの都市交通関係制度からの示唆
　以上、フランスの都市交通運営に関わる関
係主体が協力する制度の概要を駆け足で概観
した。フランスの近年の都市交通政策に関わ
る経緯を見ると、以下のようなことがいえそ
うである。
・複数の基礎自治体が協力することで優れた

政策を実現することが可能になる
・自治体間の協力の形態は、課税権のない組

合型から課税権のある連合型へと移行しつ
つある

・地域の問題は地域自ら解決策を検討し、そ
の実現に必要な費用も地域自ら負担する

・政策実施や費用負担に関わる意思決定も、
国でなく自治体レベルで行う

・都市交通の運営に関しては、自治体自らオ
ペレーションには携わらず、その道のプロ
フェッショナルたる交通事業者に委ねる

・自治体と交通事業者の間の契約は、かつて
は事業者側に効率化インセンティブが働か
ないタイプのものが多かったが、現在は民
間事業者のノウハウを活用できる内容のも
のが多くなっている

・「固定拠出契約」では、拠出額を固定する
ことで自治体側のリスクを抑えつつ、頑張
れば利益が出るということで事業者側も努
力のしがいがある

・民間事業者に永続的な事業運営を認めるの
ではなく、入札で複数事業者が競争できる
環境づくりを進めている

・交通関連の施設や車両は行政側が所有する
ことが一般的になりつつある

・都市政策の中に交通事業が組み込まれてい
るので、社会政策の色彩を含む路線設定も
可能になる

　列挙すると、いずれもわが国の実態とは大
きく異なるといえる。しかしその根幹にある
のは、公共交通を営利事業と考えるかそうで
ないかの違いである。わが国もそろそろこの
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すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体
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生活圏の広域連携で取り組む南信州の公共交通

　飯田下伊那は、地形的な特徴や社会的な環境などによって、古くから「飯田」を中心とした特色

ある生活文化圏が形成され、多様で豊かな暮らしを営んできている。今ではこの地域を“南信州”

と称することも多くなっている。また、早くから市町村の枠を越えた広域的な視点に立った地域づ

くりに取り組んでおり、平成11年度に南信州広域連合を設立し、少子高齢化・人口減少に伴う地

域課題の解決や、地域の一体的な発展を目指した活動を行っている。

　そんな中、当地域にはリニア中央新幹線、三遠南信自動車道というインパクトあるインフラが整

備されることから、将来の地域像を「リニア将来ビジョン」として整理し、それに向かって地域づ

くりを進めている。

　平成20年 3月、南信州広域連合では公共交通を一体的に検討できる場として南信州地域交通問

題協議会を設立し、リニア時代に備えた公共交通の整備に向けた取り組みを行っている。

1.　はじめに
　南信州地域（以下「当地域」という。）は、
人口は約 15 万 8 千人（平成 30 年 5 月 1 日現
在）の飯田市を中心市とする松川町、高森町、
阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、
売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、
大鹿村（以下「14 市町村」という。）の 1 市
3 町 10 村で構成され、これら市町村が南信
州広域連合（以下「広域連合」という。）を
組織し、住民福祉の向上と地域の発展のため
に様々な課題に対し、一体となって取り組ん
でいる。総面積は 1,929km2 と大阪府や香川
県よりも広く、南アルプスと中央アルプスに
囲まれた盆地のほぼ中央を天竜川が流れてい
る。また、面積の約 86％を森林が占めてお

り、起伏に富んだ地形の中に集落が散在して
いる。
　当地域の住民の移動手段は専ら自家用車で
あり、その普及に伴って公共交通の弱体化が
進んできた。そうした中、平成19年12月には、
これまで地域の公共交通を担ってきた民間バ
ス事業者が、路線バス事業からの撤退を表明
し、当地域の公共交通はますます危機的な状
況となった。しかし、公共交通は、住民の日
常生活、社会参加や地域の経済活動を支える
必要不可欠な社会基盤であり、自家用車を運
転できない高齢者や高校生を中心とする交通
不便者や来訪者にとっては、日常の移動を電
車やバス等に頼らざるを得ないことから、継
続的に公共交通を守り育てていくことは当地

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－シリーズ

生活圏の広域連携で取り組む
南信州の公共交通

南信州広域連合　一柳　和宏

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



52 都市とガバナンス 30

まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

域にとって喫緊の重要課題の一つとなった。

2. 協議会の設立と公共交通の地域全体計画
の策定について

　このような状況を受け、平成 20 年 3 月に
当地域の公共交通確保のために、広域連合を
中心に、道路管理者、公安委員会等の行政機
関と公共交通事業者、福祉事業者、環境関連
団体、公共交通利用者等が一堂に会し、南信
州地域交通問題協議会（以下「南信州協議会」
という。）を地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律（以下「活性化再生法」という。）
に基づく法定協議会として設立した。
　そして、南信州協議会や 14 市町村及び各
市町村地域公共交通会議において議論を重
ね、平成 21 年 3 月に、当地域における公共
交通整備に関する基本的な考え方、公共交通
において提供するサービスの満たすべき水
準、市町村間における公共交通の連携方針等
を包括的に定めた「南信州地域公共交通総合
連携計画（以下「南信州連携計画」という。）

（平成 21 年 4 月から平成 26 年 3 月まで）」を
活性化再生法に基づく計画として策定し、そ
れに基づいて、幹線的部分を見直すことを中
心として、新たな公共交通体系を構築した。
　その後、南信州連携計画の計画期間の終了
に合わせ、後継計画として基本方針を継承し
た第 2 次南信州地域公共交通総合連携計画

（以下「第 2 次連携計画」という。）（平成 27
年 4 月から平成 31 年 3 月）を策定した。
　こうした中、平成 25 年 12 月 4 日に交通政
策基本法が施行され、さらにその趣旨を踏ま
え、平成 26 年 11 月 20 日に活性化再生法が
改正された。改正法では、住民や来訪者の移
動手段確保はもとより、福祉、教育、観光な
ども含めたまちづくりと連携して公共交通
ネットワーク形成を進めることが重要とされ
ており、地域公共交通総合連携計画に代わる

マスタープランとして「地域公共交通網形成
計画」が規定された。
　平成 26 年 3 月に策定した第 2 次連携計画
は、活性化再生法が定める地域公共交通網形
成計画の要件を概ね満たしていることから、
前倒しで「南信州地域公共交通網形成計画（以
下「網形成計画」という。）」へ移行すること
とした。移行に際し、第 2 次連携計画の基本
方針等は本計画においても継承し、施策実施
や諸変化を加味した修正を行い、住民や来訪
者の移動手段確保はもとより、福祉、教育、
観光なども含めたまちづくりと連携した公共
交通ネットワーク形成を進め、地域公共交通
の充実を図ることが可能な計画としている。
　網形成計画は、当地域全体を対象とした地
域づくりのマスタープランである「南信州広
域連合基本構想・基本計画（第 4 次広域計画）」
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て定住自立圏構想が示されたが、これについ
ても広域連合で協議した結果、南信州地域と
しては、広域連携による一体的な地域づくり
を補完するものとして定住自立権構想に積極
的に取り組むこととした。その結果、14 市
町村は、平成 21 年７月に「南信州定住自立
圏形成協定」を結んで南信州定住自立圏が成
立し、定住自立圏の将来像や協定に基づき推
進する内容が記載された「南信州定住自立圏
共生ビジョン（平成 26 年 4 月から平成 31 年
3 月）」に、「地域公共交通ネットワークの構
築」を重要な取り組みとして位置づけ、高齢
者や高校生などの交通不便者の移動手段につ
いて、利便性が高く効率的なアクセス方法を
検討・検証しつつ、当地域内の公共交通ネッ
トワークの構築に取り組むとしている。
　これにより、広域連合は、南信州協議会の
母体として当地域の全体を包括する本計画の
策定支援とその実施に係る連絡調整を行い、
全体のマネジメント機能を果たしながら関係
市町村と連携し、14 市町村間や路線間の調
整を担っていく役割を果たすこととした。一
方、定住自立圏の中心市である飯田市は、南
信州協議会と相互連携し、当地域の公共交通
ネットワーク構築の先導的役割を担うととも
に、本計画が規定する基幹路線および准基幹
路線の整備充実を図り、公共交通の利用促進
及び認知度向上事業に取り組んでいくことと
し、広域連合と市町村が役割分担しながら相
互に補完していくこととした。また、14 市
町村及び各市町村地域公共交通会議は、南信
州協議会と相互連携し、市町村内の公共交通
について本計画を踏まえつつ整備を進め、南
信州地域全体の公共交通の利用促進及び認知
度向上事業に取り組んでいくこととした。
　このように当地域の住民福祉の向上と一体
的な地域づくりは、広域連合と、定住自立圏
協定、更には 14 市町村が状況に応じて互い

に補完し合いながら推進している。

4. リニア時代向けた公共交通の目指す姿
　策定した網形成計画において、「地域住民
のための生活交通」と「来訪者のための二次
交通」の当地域の公共交通の目指す姿をイ
メージしている。
　「地域住民のための生活交通」は生まれ育っ
た地域で暮らし続けていくためには、通学や
買い物、あるいは人との交流などが日常的に
自由にできる交通環境が必要であり、自家用
車を移動手段として主体的に利用できない高
校生や高齢者などの移動（おでかけ）手段の
確保が必要となる。そのためには、生活拠点
から中心拠点への移動手段としての公共交通
の充実が欠かすことができない。
　「来訪者のための二次交通」では、2027 年
に予定されているリニア中央新幹線開業を見
据え、当地域への交流・定住人口の増加を図
るため、今後は来訪者が目的地にスムーズに
行き着くことができるための、わかりやすく、
利便性の高い地域内の移動手段（二次交通）
として整備することも重要になってくる。
　これらを踏まえ、地域の公共交通が住民に
とって日常的に使いやすい移動手段であると
ともに、来訪者にとっても安心で使いやすい
地域内の移動手段となるよう充実を図り、誰
にもやさしくより便利な「南信州公共交通シ
ステム」の構築を目指すことを基本方針とし
た。
　その基本方針を達成するため、南信州公共
交通システムを実現する目標を 3 つのテーマ
に分類し、表に示す。
　さらに基本方針を達成するための具体的な
定量目標値を定め、当地域全体における実施
事業の内容と期間を定めている。
各地域公共交通会議は、当地域全体における
実施事業を踏まえつつ、それぞれの事業計画

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



54 都市とガバナンス 30

まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

を策定（選択）し、同じ目標に向けて取り組
むこととしている。

5. 課題を踏まえた今後の展開
（1）交通弱者（不便者）への対応と来訪者
の移動手段としての二次交通

　南信州協議会設立時から交通不便者に対し
て交通手段を提供することは社会的責務であ
るとして、住民の生活を確保するため圏域が
一体となり公共交通事業に取り組んできてい
る。公共交通事業と合わせて高齢者に対して
各自治体で福祉サービスを展開している。
　来訪者にとっても、圏域内の移動は公共交
通に頼らざるを得ないことから、リニア開通
を見据えたとき、公共交通の維持確保は重要
である。したがって観光交通（二次交通）に
ついては生活交通を維持させながら両輪で整
備していく必要があると考える。

（2）地域内交通事業者の体力
　当地域のおいても運転手（担い手）の高齢
化と人手不足は深刻であり、リニア開通前に
地域内交通事業者（バス、タクシー）の存在
が危ぶまれる。タクシー協会（タクシー事業
者）もこれからの公共交通の担い手として、

バス事業者と連携・役割分担をしながら、行
政も含めた地域全体の公共交通の維持確保に
努めていく必要がある。

（3）行政の役割
　公共交通に求められる役割として、地域住
民の移動手段の確保以外にも外出機会の増加
によるまちの賑わいの創出や健康増進といっ
た側面もある。また、当圏域が人口確保に向
けて取り組んでいる移住定住施策において
も、公共交通の弱体化はＵＩターン者にとっ
て移住先の選択肢として不利に働きやすいな
ど、公共交通の維持は今後の“地域づくり”
を左右する重要な課題とも言える。公共交通
は交通不便者である一部の人や地域にしか役
に立たないといった限定的な事業と捉えず、
不採算事業ではあるが、二次交通につながる
先行投資として取り組んでいく必要があると
考えている。
　これら 3 つの課題を認識し、全体のコー
ディネート役である南信州協議会が解決して
いきたいと考える。

6.　おわりに
　冒頭と重なるが、当地域は古くから生活文

テーマ 目　標

もっとやさしく

A 交通不便者や来訪者に対応した公共交通の利便性向上
学生や高齢者はもとより来訪者にもわかりやすい案内を提供し、利用しやすい
公共交通として整備する。

B 利用者層及び利用者数の拡大
公共交通への利用転換、利用促進等の実施や、利用者の生活に合った
運行ダイヤを検討し、利用者層及び利用者数の増加を図る。

もっと便利に
C 基幹路線に対する准基幹路線及び支線の連携強化

持続可能な運行形態を検討するとともに、接続路線の乗継を改善し段階的な路
線網の整備を図る。

地域のおでかけ
を支えるしくみ

D 南信州公共交通システムのブランド化
公共交通を維持するため、南信州公共交通システムを広く周知し、公共交通に
対する意識の醸成を図る。

E リニア中央新幹線開業を見据えた新たな公共交通網の基盤づくり
リニア中央新幹線開業を見据えた地域内の移動手段の充実を検討する。
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生活圏の広域連携で取り組む南信州の公共交通

化圏が一体となり発展してきた経緯があり、
公共交通に限らず様々な課題に対して地域共
通の案件として認識し、それを全体で解決し
ていこうとする精神、また毎月一堂に会して
協議できる場（連合会議）が、この南信州に
はある。

　今後も住民の生活を確保するため圏域が一
体となり公共交通事業に取り組んでいくとと
もに、圏域が発展するため住民福祉の向上と
持続可能な魅力あるまちづくりに向けて取り
組んでいきたい。
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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コミュニティの迷い道～現在！過去×未来？～　

（先見性）（前編　作家）
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　宮沢賢治は、1986 年 8 月に花巻に生まれ、1933 年に郷里にて 37 歳で死去した。フランツ・

カフカは、賢治に 3 年先立つ 1883 年 7 月にプラハで生まれ、賢治より 9 年早く 1924 年に

郷里で 40 歳の生涯を閉じた。二人とも父は商売を営み家庭は豊か、妹がいて、兄は妹思いだっ

た。同じ時代に地球の反対側で生活し、その生涯のほとんどを地方都市で過ごした。そして独身

のまま、病気で比較的短い生涯を終えた。

　カフカの小説を世に送り出したのは、友人マックス・ブロートである。カフカは死の床にあって、

自分の未発表の小説原稿（『審判』、『城』など）の焼却を彼に託した。彼は、カフカの意に反し

て、これを公刊し、しかも一部に手を加えた（批判があり、後日、作者のオリジナルに近い版が

公刊されている）。その作品は全体主義が忍び寄る世界にセンセーションを巻き起こした。一方、

若い頃には売れっ子作家だったブロートは、現在はカフカを世に送り出した作家としてのみ知ら

れるに過ぎない。また、賢治の代表作『銀河鉄道の夜』は草稿として遺されたものに過ぎないし、

『雨ニモマケズ』は死後に発見された手帖に記されていたメモであった。
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 （実存主義の童話愛好家）
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。
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戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－シリーズ

機能する立地適正化計画をつくる

首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 饗庭伸

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－
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　人口減少社会を迎える今、地域が一定程度の人口を確保していくためには、女性の社

会減を食い止める必要があると認識されている。地域で女性が定着して働く場をつくる

こと、地域に女性が残り十分活躍できることが求められている。その場合、地域におい

ては就労を組み合わせて考えることが重要である。

　わが国では、女性の就業率と潜在的労働力率の差が大きく、342万人の女性の潜在

労働力（就業希望者）の就労により、雇用者報酬総額が7兆円程度（GDPの約1.5％）

増加する、と言われている。また、女性の就労は、技術向上にもつながる可能性がある

ことが指摘されている。このようななか、女性ならではの視点やセンスを活かし、新た

な価値や需要の創造がおこっている。

　当企画では、女性が地域に定着して働き続けるには、どう取り組んでいくべきか。女

性が地域で働くことの意味を整理し、また、結婚や出産で離職する女性が多い我が国の

現状で、女性が再就職するための効果的な取組み方法や、働き続けるための必要な支援、

都市自治体で女性再就職応援の事例を展望する。
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続けるための自治体の取組み
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成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
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説する必要はないだろう。そして、筆者もこ
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にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

　発足から丸 4 年となる地方創生の目的は本来、人口減少の阻止であった。止まらない人
口減少は、現在の日本の過剰な少子化に起因している。この問題を解くには、「産む」こと
ができる女性の「産む」選択を一つでも多く実現するしかない。地方創生ではさらに、東
京一極集中が少子化の最たる原因であるとしてきた。「働く」場として成立し発展してきた
都市に若い女性が集中していることが少子化の要因だとすれば、都市の「産む」場への転
換が早急に必要となる。ここではそのために、地方自治体を地域のワーク・ライフ・バラ
ンスの最前線基地とすることとともに、社会全体の女系化を促すためにも、議会改革を通
じた権力の適正な配分に各地が着手する必要性について論じた。

１．地方創生が目指したもの――人口減少と
東京一極集中の阻止 1

　平成 26（2014）年にはじまった地方創生。
その目標は人口減少阻止であり、東京一極集
中阻止だった。合計特殊出生率を 1.8 まで回
復し、2040 年までに 1 億人を維持するのだ
という。
　このように出生力の回復を政策の目標にし
た地方創生は、当然ながら、女性のあり方に
ついて大きな問題を投げかけるものだ。地方
創生のきっかけとなった日本創成会議による
レポート（『地方消滅』中公新書に収録）を

まとめた元総務大臣の増田寛也氏は、当時
はっきりとこう述べていた。「産めるのは女
性だけだ。このことを直視せよ」と。
　もっとも、こうした「産めよ増やせよ」と
いわんばかりの主張を、政府がしているわけ
ではない。政府はむしろ人口減少阻止に対し
て必ずしも積極的ではない。むろんこの問題
については、政府寄りの自民党国会議員から
は世間の注目を浴びる発言も相次いでおり、
まったく関心がないわけでもなさそうだ 2。
とはいえ、人口減少対策をしっかりと打ち出
さないままに発言をすれば、少子化の責任を
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  テーマ

女性が地方で働くこととは
――地方創生は女性に何を求めたのか

首都大学東京人文科学研究科　教授　山下　祐介

 
1　以下、拙著『「都市の正義」が地方を壊す』（2018、PHP 新書）の論理をふまえて展開する。ここでは十分に論じ切れてい

ない点もあるので、本書も参照されたい。
2　平成 30 年 5 月の自民党の加藤寛治衆議院議員（「3 人以上子供を産み育てていただきたい」）、萩生田光一幹事長代行（「赤

ちゃんはママがいいに決まっている」）など。なお、これらの発言とここで述べていることは必ずしも対立するわけではない。
さらに平成 30 年 7 月には、「LGBT は生産性が無い」という主張（杉田水脈衆議院議員）もあった。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか

産まない女性に押しつけようとしているかの
ように受け取られても仕方がないだろう。
　しかし、たしかに出生力の回復はこの国に
とってきわめて重大な課題であり、避けては
通れないのも事実だ。
　私たちはこの問題に対して、一体どのよう
に論理を立てて考えていけばよいのだろう
か。

２．打つ手なしの少子化問題――政府が進め
るのは地方仕事づくり

　まず議論の前提として、子どもが生まれな
いという少子化問題については、少なくとも
政策として直接的に打つ手はないものだとい
うことを理解しておく必要がある 3。
　とにかく、やればやるほど泥沼にはまるの
が少子化対策だ。どういう政策を打ったらう
まくいくというものではなく、打てる政策メ
ニューは限られており、かつその効果が確か
められているわけでもない。まして特効薬な
ど存在しないものだ。
　先に政府は少子化問題に関心がないと指摘
したが、議論を提起した日本創成会議のレ
ポートにさえ、出生力回復の手段がきちんと
提示されているわけではない。それどころか、
そこでは、女性は「産む」存在である前に、

「大切な労働力」とさえ捉えられており、そ
れゆえに少子化対策の柱には保育所の待機児
童の解消がおかれていたのである。これがそ
のまま政府の地方創生にもつながっていくの
だが、では保育所の待機児童が少なくなれば
出生率が上がるのかといえばそんなことはな
く、効果があるとすれば出産した女性の職場
復帰の可能性が増えるのにすぎない。それは
それで必要な施策なのだろうが、出生力の回

復を目指した政策は出ていないというに等し
い状況なのである 4。
　他方で、日本の出生率（期間合計特殊出生
率、以下「出生率」と略す。）そのものはこ
のところ上昇傾向にあり、平成 17 年の 1.26
を底として、その後は年々回復していたので
あった。出生力回復の可能性は見えないわけ
でもないのである。ところが、地方創生がは
じまった平成 28 年、29 年と再び出生率が下
降に転じてしているのであった。
　ともあれ、《人口減少＝東京一極集中》阻
止を目的とする地方創生で、政府が実際にす
すめている政策の柱は、地方のしごとづくり
である。
　なぜ政府は、仕事づくりが人口減少問題解
決の手段になると考えているのだろうか。
　先の保育所待機児童解消への偏向も含め、
おそらく政府の論理は、「所得があがれば出
生力は上がる」というものだと思われる。
　だが、所得と出生力との関係はそんなに単
純ではない。
　まず基本的には、その社会集団の所得はむ
しろ低い方が出生力は高くなるという傾向が
ある。世界諸国の統計を見ても、出生率が高
いのは後発国である。
　これに対し、国内で行われている質問紙調
査の結果では、しばしば子どもが持てない理
由として「金銭面の不安」がとくに多くあがっ
ている 5。おそらくこれが政府の政策の根拠
の一つとなっているのだろう。
　とはいえ金銭面の不安は、所得以上に雇用
の不安定さ（とくに非正規雇用者の不安定性
があげられる）と結びついている可能性があ
り、単純に所得の上昇が子育て不安の解消に
つながるとはいいがたい。また子育てに関わ

 
3　赤川学『これが答えだ！少子化問題』（2017、ちくま新書）など。
4　さらに論理的には、これらの政策がかえって少子化を促進する可能性がある。前掲の赤川（2017）および山下（2018）参照。
5　内閣府『平成 27 年版 少子化社会対策白書』など。
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すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

る金銭不安の内実も多様と思われ、例えばそ
もそも出産費用が不安なケースから、受験や
進学など子どもへの予想投資額が大きな負担
と感じられているケースまでありそうだ。
　いずれにせよ、所得の上昇を出生力の上昇
に着実に結びつけるには、相当な経済成長が
必要となると考えられ、それを人口減少の中
で実現するのは非常に難しいと思われる。そ
して人口減少は必要な人材の枯渇や不足をも
たらすが、既に現在、地方もふくめて日本社
会は人手不足に陥っている。その不足を補う
ために、女性にはもっと労働市場に出て欲し
いという要請が強まっているのであった。
　もっとも、現政権は、「人口減少してもイ
ノベーションで経済成長できる」という政策
さえ掲げており（未来投資戦略 2018 など）、
政府の関心は今やはっきりと――地方創生が
当初目指した人口減少阻止ではなく――経済
成長にあるようだから、こうした出生力低下
の原因探しそのものにすでに興味はないのか
もしれない。
　こうして出生力を回復するといいながら、
そのための手立ては明確に示されず、むしろ
女性には（男性にも）今以上に働いて欲しい
という要請を国家は行っているわけである。
きわめて矛盾した無責任な物言いになってお
り、そこに不用意に出てきた国会議員の発言
だったから、世論の反発もより強まったのだ
ろう。

３．「産める」女性、「産めない」男性
　ともかく問題はこの国の出生力である。と
まらない少子化という問題が、厳然と私たち
の目の前に立ちはだかっている。このことを
ふまえた上で、女性が働くことについて考え

ていこう。
　まず「女性」について考えるとは、「男性」
との差異について考えることである。
　そして女性と男性という区別は、文化的に
構築された面を除けば、その生物学的な身体
構造においては、やはり子どもを産めるのは
女性でしかないということにつきよう。少な
くとも人口を考える上においてはそこが重要
になる。逆に言えば、男性は子どもを産めな
い。おそらくこの「男性は産めない」ことを
強調した方がこの区別ははっきりしよう。女
性だから産まねばならないということはもち
ろんないが、「産む」可能性を持っているの
は女性だけである。男性は「産みたい」と思っ
ても、「産む」可能性を持たない。
　さて、本来この差異は男性（オス）の欠陥
を示しており、女性の優位を示すべき特質で
ある。逆に言えば、「子を産む」ことが優位
に働かず、不利になるのはいかなる作用に
よってかということになる。
　人間の男女は、子の出産と養育について男
女の協力を前提としている。妊娠してから生
まれるまでに長期間かかり、さらに出産後の
養育にも時間がかかる。そのため、「産む」
個体は他の個体の協力を必要とする。ただし
その系統は、パートナーである男性個体およ
びその家族に向かうか（男系）、あるいは「産
む」女性個体の血統に向かうか（女系）の両
方があり、日本の古代家族にはその双方が
あったようだ。現在のような男系の家制度が
広く採用されたのは歴史の中でも最近のこと

（近世以降ともいう）と考えられている 6。
　ともかくも、余計な価値判断は抜きにして、
この男女の差異とその関係から、地域と人の
間にさらにどのようなことが生じるかを考え

 
6　日本の家族の歴史については、『日本家族史論集』（吉川弘文館）ほか、社会学の面からは有賀喜左衛門『日本の家族』（至

文堂、1965）等を参照。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか

てみたい。
　ある夫婦を念頭に置いてみる。
　夫婦がもし「産む」ことを選択すれば、そ
の女性は、身ごもり、産み、そしてある程度
子どもが育つまで（少なくとも授乳期）は、
一定の場所（家、村あるいは町）を離れて暮
らすことができなくなる。かつては何人も子
を産むことが稀ではなかったから、長期にわ
たって女性は一定の場所に定着してきた。女
性が歴史的にも家にとどまり、またとくに村
にとどまってきたのは、ひとえに産むため
だったといえるかもしれない。
　これに対し、産むことのできない男性は、
その可能性がないことによって、居住場所を
離れて自由に移動することができる。場合に
よっては長期間、外に稼ぎに出ることさえ可
能である。母子をおいて家を出、村を出、外
に出て効率よく働き、集めた資源を持ち帰っ
て、母子のため、家のために使うことさえ選
択できる。
　さて、そうした移動の自由な男性を大量に
抱えることで成立する場所がある。それが都
市だ。
　都市がきわめて男性の多い場所であったこ
とはよく知られている。なかでも江戸は、そ
の 7 割が男といわれるほどの男性に偏った地
域であった。
　都市とは、そこに生きる家族が必ずしも産
み育てることを前提としていない地域社会で
ある。村の家族の方から見れば、産み育てる
場としての村に対して、子の養育に必要な稼
ぎを得るための場としての都市ということに
もなる。
　そして実際に、都市と村落とを比較すれば、
現在でも、出生力の低い都市（とくに大都市

や郊外都市）に対し、出生力の高い農山村・
島嶼という対比は歴然としている。今も増え
続ける首都圏の人口は、すべて自家生産した
ものではなく、地方が／農山村や島が供給し
ているものであった。
　そしてここでついでにいえば、階層差と出
生率の関係については先に触れたが、この階
層性もまた都市に固有の現象であった。

４．「働く」場としての都市
　都市の生活様式は、「産まない人間」を前
提にできている。「産む」チャンスを行使す
ることのない人を前提にして都市はある。人
は都市に「働く」ために集まるのであって「産
む」ためにくるのではないからだ。
　もっとも都市もまた村と同様に聚落社会 7

であり、そこでも一定の人口再生産は行われ
てきた。もちろん「働く」だけでは家族はで
きないので、人は「産む」ための工夫をおこ
なう。「働く」ために都市に集まった人々が
行ってきた「産む」ための工夫として、次の
4 点を指摘することができる。
①低階層では、都市に擬似的な村を形成し
た。アメリカの研究では「都市の村人たち」

（H.J. ガンズ）などとも表現されている。日
本では、同じ村や町から出て来た人々が集ま
り、あるいはつながりあいながら同郷集団を
形成することが多かった。またこうした同郷
集団を頼りに都市に出てくることで、人は都
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7　鈴木栄太郎『都市社会学原理』有斐閣（1957）による。
8　鰺坂学『都市移住者の社会学的研究』法律文化社（2009）など。
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の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



62 都市とガバナンス 30

女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  
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べき事態が起きたのである 11。
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い女性が集まっている。これでは、日本の出
生力は回復しないはずである。
　女性たちが「産む」可能性を行使しにくい
状況が生まれている。そしてそれはまた、人
口減少と高齢化が進む中、人手不足が顕著に
なり、優秀な女性の労働力を都市がほしがっ
ているからでもある。

 
9　山下祐介・作道信介・杉山祐子編『津軽、近代化のダイナミズム』御茶の水書房（2008）。
10　付け加えれば、昭和期の職域社会の特徴にも注意が必要だろう。終身雇用が約束された当時、会社は一つの家族であった。
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解していくことができると考える。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか

　むろんそれでもまだ、女性が男性と同様に
「働く」ことにおいて平等性を獲得し、労働
市場で活き活きと働いているのならよい。
　だがそうやって女性の労働力をあてにしな
がら、職場環境そのものは男性優位のままに
ある。そのことによって、別の条件下にあれ
ば「産む」選択をしていたはずの女性さえも
が「産む」選択をとれずに働き続けている可
能性があるわけだ。それが政府のいう希望出
生率 1.8 に対する、実際の出生率 1.4 との差
に現れているもの――少なくともその理由の
一つ――と考えることができよう。都市の「働
く」原理にとらわれたまま、他の選択をとる
ことが不可能になっていることが、出生力を
回復させられない原因である。
　これに対し、政府の地方創生が求めたのは、
さらに「働け」ということだった。男も女も「働
く」ことで、税収が上がり行政の持続可能性
は高まるかもしれないが、それではますます
都市の「働く」原理の優位が進み、人々が「産
む」可能性から遠ざかることになる。
　本来、出生力の回復は次の二つの道のどち
らか（あるいは両方のミックス）をとるしか
ないはずだ。

Ａ：都市を、「働く」原理優先の状況から開
放すること。
Ｂ：都市から、「産む」可能性のある人々を
遠ざけること。

　まずＢからいこう。
　Ｂは、人々の居住の選択を否定するものな
ので、そのまま議論はできない。しかし、首
都圏よりも地方に、あるいは大都市よりも小
さな地方都市や農山村に、自治体政策の結果

として若い女性が集まるのなら、Ｂは正攻法
でも達成することができる。地方移住や田園
回帰を実現すればよいわけで、ある意味では
現行の多くの自治体が推進している地方創生
がこれになる。地方移住や田園回帰には、人
口対策としての意味はあるわけである 12。
　これに対しＡの方が実は、今回の物事の本
質であるにもかかわらず、難しい。これはお
そらく、都市という場はもともとそういう場
なのだということに由来しているのであろ
う。とはいえ、都市の原理のどこにどんな変
化を引き起こすことが出生力回復の手がかり
になるのかを理論的に考えることは可能であ
り、そしてその論理に従って具体的に何がで
きるのかを示すこともできなくはない。そし
てそうした都市の原理の克服もまた、地方の
小さな自治体でこそまずは可能なのかもしれ
ないのだった。

６．「産む」原理の復権は可能か（１）――「働
く」「稼ぐ」「支える」「育てる」「消費する」

　日本という国のとまらない少子化の原因
は、基本的には都市というものが持つ価値の
蔓延にあり、ある種の日本社会総都市化が人
口減少の根幹にあると、筆者は分析する。逆
に言えば、地方創生――人口減少・東京一極
集中の阻止――にむけて必要なこととは、そ
うした都市の価値からの解放・転換にある。
今のままの都市の価値に従う限り、人口減少
問題は解決しない。日本の家族・地域はます
ます解体が進むことになろう。
　そこでどんな価値転換が必要なのかという
点については、筆者の考えは別 13 に詳しく
述べておいた。ここでは次の 2 つの軸にとく
に言及して分析を進めたい。

 
12　山下祐介『地方消滅の罠　増田レポートと人口減少社会の正体』ちくま新書（2014）の第 5 章も参照。
13　注 1 の山下（2018）および山下祐介「人口減少時代における地域再生―都市と農村、中央と地方の健全な関係を再建す

ることから」2015 年『RESEARCH BUREAU　論究』第 12 号、38 － 48 頁、衆議院調査局。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

　一つは「働く」こと優位の価値観と、「産む」
こと優位の価値観との関係という軸である。
そしてもう一つは、男性を中心とした社会関
係と、女性を中心とした社会関係という軸だ。
　むろん大切なことはバランス（均衡）であ
り、どちらが重要だということではない。が、
現状は一方に大きく偏っており、そのことに
よってバランスが崩れ、様々な問題が生じて
いる。その顕現が子どもが生まれない社会で
ある。
　まずは「働く」という価値からの転換につ
いて考えていこう。
　ここではさらに、「産む」価値に加えて、「育
てる」「支える」「消費する」といったことに
まで派生させて論じてみたい。
　現在の日本社会はいつの頃からか、「働く」
ことがすべての価値の最上位になってしまっ
ている。
　もちろん働いて経済を大きくすることは大
切だが、そうした経済が続くための条件とし
ても、社会を担う成員が持続的に再生産され
ていること――「産む」ことと「働く」こと
のバランス、すなわち「ワーク・ライフ・バ
ランス」――がしっかりと成立していなけれ
ばならないのであった。
　ところで、この「働く」こと（＝経済・産
業）をことさら重視することがもつ問題点は
もっと別の形でも指摘できる。
　先にも述べたように、政府の地方創生は、

「働く」以上にさらに「稼ぐ」ことを最重要
なものと価値づけしている。
　たしかに多くの人がより多く稼げば、人口
減少しても税収は安定し、そのことによって
私たちは安心をえることができるのかもしれ
ない。
　とはいえ人がそうした「稼ぐ」領域で後顧
の憂いなく「稼ぐ」ことに専念するためには、

「稼ぐ」ことを実現するための様々な条件を

整えることが必要であり、「稼ぐ」人々を「支
える」働きもまた不可欠なのであった。
　稼いだカネの一部は税として公に入るが、
それを活用して（サラリーとして）公務員が
雇われ、その働きによって社会の基盤が整え
られ「稼ぐ」条件が揃う。「稼ぐ」ことを強
調する人は、この「稼ぐ」と「支える」の関
係性への配慮にしばしば欠けるようだ。例え
ば、ＩＴ産業が成立するためにもインター
ネットの整備やそれを運営する法整備がなさ
れていなければならない。そこで生じる様々
な事態を予見し、何か不都合が生じれば権力
すら発動させて秩序の維持に努めていく。そ
うした公的働きがあってはじめて、「稼ぐ」
経済活動は実現するのである。
　かつ「稼ぐ」ためには、新しい産業を実現
する直接の条件のみならず、その条件となる
人材を「育てる」仕事が不可欠である。新し
いアイディアや発想を「生み出す」仕事もま
た必要なのであった。そして創発の多くは学
校（人づくり）や基礎研究が支えている。す
べてが市場原理で実現するものではない。
　さらに人間には病気や怪我などもあり、そ
うした人々を「支える」仕事も必要である。
こうした社会保障があってはじめて人はモー
レツに働けるのであった。そしてこうした仕
事のうち例えば看護や介護、あるいは保育士
などは、おもに女性が担ってきた職場である
が、こうした女性が多い職場ほど地位が低い
という法則性があることにも注意しておこ
う。
　加えて忘れてならないことは、「稼ぐ」力
が有効に働くためには、「消費する」力もま
たバランスよく働かなくてはならないという
ことである。みなが働いていては、経済は回
らない。一方が働き、他方が消費する。人々
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか
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に必要な「働き」の一部なのである。そして
何より「産む」ことは、人間社会の存続にとっ
てかけがえのない「働き」なのである。逆に
いえば、「働く」ことへの価値の偏りとは、「稼
ぐ」ことだけが「働く」ことだという発想の

偏りなのであり、今の政府はまさにその誤り
に陥っているのである。
　こうして、「働く」ことにも多様なかたち
があり、そしてまた消費にも大事な価値が
あって、すべてが絡まり合って循環し、暮ら
しも経済も成立している。
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以外の働きにつながる行為なのだから、この
国が抱えている問題とは、この国に「稼ぐ」
ことが足りないのではなく、むしろ逆に「働
く」「稼ぐ」と、「産む」「育てる」「支える」「消
費する」や「次世代に投資する」ことの間の
バランスがあまりに「稼ぐ」ことに偏ったた
めに、この国の基礎社会（家族や村・町、職
域社会）が壊れ、人口減少が止まらなくなっ
てしまったことにあるといえる。
　それゆえ私たちの課題とは、こうしたバラ
ンスを、人口減少が進行する中でどう取り戻
し、新たな均衡点（少なくとも合計特殊出生
率 2 をめざす）を実現するのかということに
なる。では、そのためになにができるだろう
か。

７．「産む」原理の復権は可能か（2）――
職場としての自治体の地域における役割
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

数市町村で協力しながら、都道府県を交えて、
各地でどんな仕組みや政策が可能なのかを考
え実現していくしかない。
　その核になるのが自治体だ。それゆえ、そ
うした探究型の政策ができる仕組みを各自治
体で構想し、実践していくことが、少子化問
題解決のための第一歩になる。そこに国の制
度の改変や新設をどう関わらせていけばよい
のかが問われることになろう。場合によって
は特区のように例外を認めるような形でで
も、出生力の回復に必要な方策を作り上げ、
提案し実現していくことが、今の自治体には
求められるのである。
　さてそう考えていくと、地方自治体でやる
べきことは、こうした政策を編み出し実現す
るのはもちろんのこと、そうした政策を生み
出すためにも、自治体の職員たち自身の「働
く」ことのあり方について見直し、「産む」
選択を実現する場に持っていくことが必要に
なる。自治体自身がワーク・ライフ・バラン
スの前線基地にならなくてはいけない。それ
どころか、「産む」可能性を持つ女性という
性の職員の数をできるだけ増やし、地域にお
ける「産む」可能性を量的に広げるくらいの
考え方さえあってよいのかもしれない。
　とくに小さな自治体の場合、働く場として
の役場・役所の存在は地域にとって小さくな
い。そこに一定の数の公務員がいて雇用され
ていることが、地域のあり方を大きく決定づ
けている。公務員はある意味ではソフトなイ
ンフラである。しかも「働く」人であるだけ
でなく「消費する」人でもあり、そしてまた

「産み」「育てる」人でもある。問題が「産む」
選択の幅広い実現であるならば、まずはこの
人々（公務員）の「産む」選択を一つでも多
く適正に実現することが、少子化対策の第一
歩になるはずだ。
　その際、地方自治体が「稼ぐ」仕事をする

場ではなく、人々を「支える」仕事をする場
であること、このことが重要である。
　「稼ぐ」仕事と違って、「支える」仕事は働
き方に様々なバリエーションを導入でき、「産
む」こととのバランスがとりやすい（むろん
自治体の仕事のすべてがそうではない。例え
ば消防や警察など）。現実に夫婦共働きで「働
く」ことと「産む」ことをバランスよく実現
できているのは、行政職員や学校教員などが
多いようだ。こうした「産む」ことをよりよ
く実現できる職場を「産む」可能性のある女
性優位の職場とし、そこを地域の「産む」原
理優先の拠点としてしっかりと確立していく
ことが望まれる。
　例えば子どもの成長に合わせた変則的勤務
の導入などが考えられるが、自治体はまた厚
生労働行政や学校・保育所の運営にも関わっ
ているので、職員のバランスよい働き方を追
求することを通じて、「働き」「産む」女性（お
よび「育てる」男性）に必要な休暇制度や保
育、学校運営、その他の行政サービスのあり
方を直接検証することもできる。
　「産む」力の回復は今、「稼ぐ」現場である
企業ではなかなか到達できなくなっている。
これに対し、「支える」現場による「支える」
力が、そこで働く人々自身の試行錯誤によっ
て、もっと効率的効果的に発動されていく必
要がある。一見、公務員だけを優遇するよう
に見えるかもしれないが、自治体職員のワー
ク・ライフ・バランスの実現は行政サービス
全体の向上につながるものであり（行政職員
が苦しんでいる地域が、よい地域であるはず
がない）、また職員自身に「産む」選択が増
えることは、めぐりめぐって同じ世代全体の
子育て力の向上にもつながるはずである 14。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか

８．男系社会から女系社会へ（1）――「女
性の男性化」からの解放・転換を実現する

　さらにもう一つ、主題としてきた「女性」
というものにこだわって論をもう少し展開
し、地方都市にできること、やるべきことを
いくつか明示してみたい。
　日本は男系優位で動いている社会である。
ただし先述のようにそれが一般に普遍化する
のは江戸時代以降であり、また制度化された
のは明治民法以降であった。男系優位に転換
した理由について筆者は、農地開発に限界が
ある中で相続をめぐるトラブルを解消する

（長子による一括相続）とともに、父系への
秩序形成が人口増を抑制する持続可能な人口
統制機構として有効だったということではな
いかと推論する。
　これに対し、現在の日本は人口減少に入っ
ている。この状態から脱するには、父系社会
を母系社会に今一度、一定程度転換すること
が必要なのではないか。
　ここで指摘してきたことは、ある面から見
れば、“女性の男性化”だということができ
る。「産む」可能性を放棄することで、女性
はとりあえず男性と対等になったが、そのこ
とが出生力の低下につながっている。大切な
ことは、女性が女性のままに生きられる社会
――「働く」か「産む」かの二者択一ではな
く、「産む」こと、「育てる」ことがそのまま
認められる社会――へと、元通りにきちんと
戻っていくことである 15。
　そして現実に、シングルマザーやその子ど
も、あるいは婚外子が、現行の制度の中では

様々に不利な扱いを受けている。だが、女系
家族を前提にすれば、これらはまったくふつ
うの存在であり、男系家族を家族の正常形と
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14　逆にいえば、平成の市町村合併がもたらした負の効果とは、こうした自治体職員のバランスよい地域配置を解体し、都

心へとすべてを集めてしまったことにあるともいえる。職員の配置は、適正な人口配置の基礎である。
15　丁寧に表現すれば、以前は女性に「産む」ことを強要した社会だったともいえる。「産む」ことが自由な選択になった時に、
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来あるべき少子化対策からもっとも遠いところにあるのだということである。
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

大を肯定するものになっているようだ。そし
て「産む人」こそまさに「稼がなかった人」（産
むことを選択し、稼ぐことを選択しなかった
人）なのであり、そこから格差社会と出生力
低下が結びついてしまったように見える 17。
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た「産む人」への再配分という条件を実現し
かかったのだが、政権交代でついえてしまっ
た。他方で、産んだ結果としての子どもたち
への投資については、小中学校など義務教育
へのさらなる投資や、高校・大学の無償化、
あるいは親元から離れて進学する際の支度金
の交付や寮の提供など、広く教育や人材投資
に関わる分野の拡大が議論されてもいる。こ
れらの制度設計が、適切に「産む」選択を容
易にさせるものになるのかどうかが問われて
いるといえよう。

９．男系社会から女系社会へ（2）――議会
改革で権力の適正な配分を

　こうした女性を女性のままに認める政策の
試行錯誤が各地で実現するために、筆者には
さらにその前提として、どうしても次のこと
が実現されなくてはならないと思われる。そ
れは、権力の配分である。
　日本社会の権力は都市に集中し、都市から
各地に配分されてきた。さて、女性の地位が
低いのは、女性への権力配分が少ないからで
ある。そして女性への権力配分が少ないので、
いつまで経っても男性優位の社会体制は変革
せず、そのことが結局はバランスを欠いて、
人々が「産む」可能性を十分に行使しない状
況を生じてしまった。
　この状況を変え、資源の再配分を適正に行

うためには、権力の配分にまで遡って変更を
加えていかなければならない。
　そして権力は現在、選挙を通じた国民・住
民の投票によって、ある特定の人物に付与さ
れ行使されるのだから、私たちにできるコン
トロールとはまずは選挙のあり方を変えるこ
とだということになる 18。では何ができるか。
　投票権は男女みなに平等にあるが、結果と
しての権力は男性に握られている。ならば、
選挙で選ばれる権力行使者の割合を、強制的
に男女平等に割り振っていくことがその最初
の変革の第一歩となるはずである。
　その際、選挙に地区割りがあるように、は
じめから性別割りを導入して、女性議員何人、
男性議員何人と割り振ってしまうのがよいだ
ろう。自治体の首長は一人だからそこに性別
枠を設けるのは馴染まないだろうが、自治体
議会議員については、議会で決定しさえすれ
ば色んな形が実現可能なはずである。
　議会議員のうちに女性枠を決めて、例え
ば 20 人の議員のうち、10 名は女性とするな
どといったやり方で女性への権力付与を制度
化すること。そのことによって、男性を中心
とした原理で運営されてきた議会に、「産む」

「育てる」「支える」「消費する」側からの視
点を強制的に導入することが可能となるはず
だ。そもそも看護や介護、保育の仕事など、
女性の割合の多い職が不当に低い地位に甘ん
じてきたのは、権力の配分が少なかったから
だともいえる。主婦というものについても同
様である。権力の配分は地位の上昇をもたら
し、発想の転換を促すはずだ。筆者は今、日
本はそこまでするくらいの危機に直面してい
ると思っている。

 
17　それゆえ、先に低所得者層で出生率が高い傾向があることについて指摘したが、このまま日本で格差社会化が進めば、

低所得者層でこそ結婚し子育てする可能性がもっとも失われるという事態にまで展開する可能性もある。
18　ここでの議論は、以下の拙稿を展開したものである。山下祐介「「一票の格差」の落とし穴～是正は本当に必要ですか？」
『現代ビジネス』2016 年 12 月 13 日（http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50362）参照。
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女性が地方で働くこととは――地方創生は女性に何を求めたのか

　そして現実に小規模自治体の議会改革が必
要となってきており、総務省では昨年「町村
議会のあり方に関する研究会 報告書」（平成
30 年 3 月、町村議会のあり方に関する研究会）
まで出してそのゆくえを探っている。この報
告書には各方面からの反発もあったが、そう
した批判も通じて見えてくるのは、町村議会
にとどまらず、市議会も県議会も大きな変革
期に入っているということだ。
　そして国会はあまりに大きすぎ、こうした
議論が成立しにくいのに対して、地方議会で
こそ、議会改革や試行錯誤は容易なはずであ
る。小さな町村あるいは都市で、もっとふみ
こんだ女性優先、「産む」こと優先の政治環
境を作ってはどうか。そうした思い切った実
験や政策のつみかさねの方が、政府がいう「稼
ぐ」競争よりもよほど人口減少を止めること
につながるはずだ。

　以上は、女性が地方で、いきいきと「働き」
また「産み」育てることを実現するための、
ささやかな思考実験である。筆者の専門は社
会学だが、ここで試みたように、民俗学や人
類学、歴史学等の成果をふまえて、私たちは
今ある制度をもっと柔軟に、よりよい発想で
修正していけるか入念に検討していく必要が
ある。そうしたことを各地で話し合い、その
うちに確かな答えを見つけ出し、国民全体で
も共有していくこと。そうしたプロセスの実
現が求められている。
　こんな実験は国にはできない。現場である
各市町村での工夫こそが期待される。そうし
た様々な実験が試されていく風潮が現れるこ
とを筆者は望む。地方創生にはもっと自由が
必要である。そしてその自由を実現する主体
はやはり自治体しかないのである。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

　近年、我が国でも「同一労働・同一賃金」「ワークライフバランス」「ダイバーシティ」等、様々な「ポ

リティカル・コレクトネス」（社会的に公正中立な考え方）が周知され、「子育ては女性だけの仕事

ではない」「職場では男女や正規・非正規雇用の垣根なく働き、報酬を得られる環境が整えられるべ

き」という考え方も「建前」としては受け入れられるようになってきている。一方、就労における

賃金格差や待遇格差、家事・子育てにおける性別役割分業等で、女性の立場が「建前」のように改

善されているとはいえない状況が続いている。本稿では、2016 年 6 月に実施された、埼玉県戸田

市女性再就職応援事業における「女性の育児と就労に関するアンケート」の分析等から、大都市近

郊における子育て世帯の女性の考え方や就労実態を読み解き、戸田市の実践的な取組みを紹介しつ

つ、今後の女性就労支援のあり方について論考する。

はじめに
　我が国は、長期的な出生率低下、欧米の一
部の国々が行ってきたような移民政策を採
らなかった等の影響によって、2009 年以降、
いわゆる「人口減少社会」に突入した。一方、
首都圏をはじめとする大都市近郊では、地方
からの転入によって人口減少が食い止められ
ている。総務省が毎年発表している、住民基
本台帳に基づく 2018 年１月１日時点の人口
動態によると、出生率の高い沖縄県及び首都
圏４都県（東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県）、
製造業と商業の集積のバランスが取れている
愛知県は人口増加が続いており、福岡県・滋
賀県は前年の微減から微増に転じ、大阪府は
人口減少が続いているものの、全国平均（対
前年増減率▲ 0.12%）以下に留まっている。

　これら大都市近郊に共通する社会的課題と
して、核家族化と共働き世帯の増加に伴う待
機児童問題や女性の就労継続問題等が挙げら
れる。大都市近郊の自治体としては、様々な
地域から転入してくる（ある意味、出入りの
激しい流動的な）住民のニーズに、機動的に
対応しながら、地域の持続的調和（定住化や
年代バランスの維持、雇用創出等）に努めて
いく必要がある。
　埼玉県戸田市が平成 28 年度に実施した「女
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大都市近郊における女性就労支援のあり方
～埼玉県戸田市の取組みからの示唆～

　戸田市　経済政策課長　内山敏哉野村総合研究所　西野　潤

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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１　アンケート実施概要
　当該アンケートは「女性の育児と就労に関
するアンケート」と題して、平成 28 年 6 月
に実施した。送付対象は戸田市内に在住の
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ンケート（平成 26 年）」の結果を参考に、年
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戸田市の女性の年齢区分別人口に乗じること
で、子育て世帯の構成比率を求めた上で、無
作為に抽出した年齢区分別サンプルを割り付
けた。
　総設問数は 50 問を超える、比較的大掛か
りなアンケートであったが、有効回答数は
1259 件（42.0%）に達し、戸田市在住の女性
の方 （々特に子育て世帯の方々）の間でも「育
児」「就労」に対する社会的課題としての関
心の高さを伺わせた。

２　アンケートから見える戸田市在住女性の
実像

（1）これまでの働き方
　回答者の 99% 以上が就労経験者であり、
アンケート内容が就労に関するものであるこ
とが影響している面もあるが、同時に、大都
市近郊において、それだけ女性の就労が一般
化していることの証左とも考えられる。また、
回答者の 80% 以上が離職・転職等を経験し
ていた。
　離職・転職等を経験した女性の約 7 割が当
時の就労形態が正規雇用であったが、そのう
ち約 6 割は一般職であった（表１）。独立行
政法人労働政策研究・研修機構「データブッ
ク国際労働比較 2018」における女性の短時
間労働者の割合は 2005 ～ 2016 年にかけて
31 ～ 37%（年々高まっている）であり、概
ね同水準であったといえる。

　また、当時の個人年収は、単身世帯であれ
ば自活可能な水準である 300 万円以上が約
45% を占める一方、100 ～ 300 万円も 47%
となっていた。
　アンケートでは当時の居所、残業時間、通
勤時間も調査している。当時の居所について
は戸田市内に在住していた方は 3 割程度に
留まり、多くは他自治体からの流入であっ
た。企業勤めをしていた方の残業時間は 6 割
以上が月 20 時間以下であり、一般職の比率
の高さと合わせて、残業を前提としない就労
が主となっていた。また、通勤時間は約 3/4
が 60 分以下であり、首都圏の感覚でいえば、
職住近接を志向していたといえよう。
　当時の職種については、事務系一般職が 3
割超と最も多く、次いで販売サービス系、専
門系（看護師等）が多かった。
　勤続年数は 5 年未満が 5 割を超え、5 年以
上 10 年未満を加えると 9 割弱となっており、
大都市近郊においても、女性の就労継続の難
しさを物語っている。なお、厚生労働省「賃
金構造基本統計調査」によれば、平成 29 年
における女性の平均勤続年数は一般労働者で
9.4 年（男性の約 7 割）、短時間労働者で 6.1
年（男性より勤続年数は長いが、前述の「デー

N ％
1．フルタイム （正規雇用） 733 69.9%
2．定時または時短 （正規雇用） 31 3.0%
3．契約・嘱託・非常勤・派遣等
　（非正規雇用） 118 11.3%

4．パートタイム・アルバイト 
　（非正規雇用） 148 14.1%

5．会社役員 3 0.3%
6．起業家・フリーランス・自営

業 11 1.0%

7．その他 2 0.2%
無回答 2 0.2%
計 1,048 100.0%

表１　当時の就労形態

出典：戸田市「女性の育児と就労に関するアンケート」
（平成 28 年 6 月）、以下同様
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タブック国際労働比較 2018」によると、男
性と比べて女性は短時間労働者の割合は 3 倍
以上高く、女性全体の平均勤続年数を引き下
げている）となっており、本アンケート調査
は、これに近い結果となった。
　アンケートでは離職・転職当時の世帯情報
や離職原因等についても調査している。当時
のパートナーの有無では、約半数がパート
ナーを有していた。パートナーの就労形態は
約 9 割が正規雇用となっており、前述の「デー
タブック国際労働比較 2018」の結果（男性
の短時間労働者の割合は 2010 年～ 2016 年に
かけて 10 ～ 12% 程度）とほぼ同じであった。
　パートナーの残業時間は、回答者とは対照
的に、約 3/4 が月 20 時間以上となっており、
長時間労働の目安である月 40 時間を超える
割合も 4 割弱に達した。総務省「労働力調
査」における労働時間週 49 時間以上（残業
時間に換算して概ね月 40 時間以上）の割合
が、2005～2017年にかけて男性3～4割程度、
女性 1 割程度（年々減少傾向にある）である
のと比較し、概ね同水準であった。
　離職・転職等の理由については、「結婚」
が最も多く、次が僅差で「出産・育児」であっ
た。
　また、「出産・育児」を選択した回答者の
詳細な理由を伺った設問では、育児に専念し

たいという回答が最も多かったが、それに匹
敵して勤務先の労働環境に対する不満が大き
いことが明らかとなった。

（2）子育ての現状
　次に、アンケートでは回答者のご家庭の子
育ての現状について、子どもの年齢帯別に調
査した。まず、現役子育て世代の意見を調査
する上で、中学生以下の子どもの人数につい
て伺った。回答者の 8 割以上に中学生以下の
子どもがおり、そのほとんどは 1 人ないしは
2 人であった。また、子どもの年齢は 3 ～ 5
歳（いわゆる未就学時年齢帯）が最も多く、
ほぼ正規分布していた。
　平日日中の養育について、全ての子どもの
年齢帯において、回答者（母親）が圧倒的に
担っている（図 1）。これは半世紀前のパラ
ダイムである性別役割分業が根強く残ってい
る一方、夫婦の両親による養育支援が希薄化
しているという、大都市近郊に共通する、女
性の厳しい子育て環境を反映した結果といえ
る。その他の特徴として、①パートナーの養
育参画は子どもの年齢が３歳以上になると希
薄化する、②幼稚園の利用率が高い（幼稚園
の設置状況は地域性があるため、これは戸田
市の特徴といえる）、③小学校低学年から塾
や習い事の利用率が高まる、④中学校からは

図 1　平日日中の養育環境・養育者（複数回答）
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部活動が母親に次ぐ養育環境になる等が挙げ
られる。
　また、保育所利用率の高い 3 ～ 5 歳で育児・
教育学習費の負担額が大きく、保育所が、母
親たちにとって育児・家事という性別役割分
業による負担に対する（両親の支援に代わる）
安全弁になっているのと同時に、家計に対す
る経済的ストレスにもなっているという、矛
楯した側面があることを示している。
　子どもとの理想的な関わり方についても調
査している。子どもが 0 歳であっても、「い
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

た雇用・収入を得る／維持するのが難しい」
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とした就労は、体力的・精神的に無理がある」

「現在のパートナーの就労環境では、パート
ナーが育児等を十分に分担するのが難しい」
など（パートナーの就労環境を含めた）長時
間労働に対する不満・不安が大きく、加えて、

「保育所など子どもの預け先が十分でない」
「実家が遠い・疎遠・高齢等の理由で頼れな
い」など保育所不足や実家からのサポート不
足に回答が集まった。総じて、回答者（戸田
市在住の主に母親たち）の多くが求めている
のは、柔軟な就労環境と育児分担であるとい
えよう。

（4）就労支援・育児支援への期待
　最後に、就労支援・育児支援に関する意向
について調査した。先ず、利用経験のある就
労支援制度としては、いわゆる「フレックス
タイム制度」（勤務時間・勤務日数などを柔
軟に選択できる）の利用割合が比較的高かっ
たが、それでも２割に留まった。少なくとも
2016 年当時では、こうした制度は十分浸透
していない状況であったといえよう。また、
利用経験のある育児支援サービスの中では

「一時保育」の利用割合が比較的高かったが、
多くの回答者はこれらの（実在する）サービ
スを経験したことがなかった。
　次に、利用意向を調査したが、就労支援制
度の中では、「フレックスタイム制度」の利
用意向が 6 割以上と圧倒的に高く、次いで「在
宅勤務」「復職制度」「企業内保育所」となっ
た。育児支援サービスでは「必ず入園できる
認可保育所」が 3 割強と最も利用意向が高く、
次いで「学習機能重視型保育」「送迎付き延

長保育」となった。総じて、これまでの回答
内容を反映した結果をとなったが、「安心し
て育児を分担してくれる仕組みがリーズナブ
ルに提供されれば、もっと働きたい」という
回答者の声が聞こえてくる結果といえよう。

３　末子年齢帯別の分析
（1）分析手法
　今回のアンケート結果について、子育ての
ステージ別に母親たちの考え方やニーズに違
いがあるのではないかという仮説に基づき、
子どもがいる、もしくは妊娠中の回答者につ
いて、（妊娠中を含む）末子年齢帯別にアン
ケート結果のクロス集計を試みた。紙面の関
係上、一部について紹介する。

（2）これまでの働き方
　先ず、離職・転職等の経験について、正規
雇用だった方の職制をみると、妊娠中の方の
総合職の割合が 3 割以上と突出して高く、末
子年齢が 0 ～ 5 歳の回答者で総合職の割合が
全体平均（18.5%）を超えた。これは近年、
女性の就労環境が、従来「正規雇用・一般職」
中心であったのが、「正規雇用・総合職」か
ら「非正規雇用」まで分散してきている傾向
を反映したものと考えられる。
　離職・転職等の理由では、現在妊娠中の回
答者を除くと、末子の年齢が低いほど（≒女
性の年齢が低いほど）、結婚理由の離職の比
率が低くなる傾向にあった。これは女性の中
で「結婚したら退職」という価値観が近年薄
れつつあることや、価値観そのものの多様
化（＝離職理由も多様化）を反映したものと
考えられる。また、末子年齢が低いほど「仕
事の辛さ」を理由に挙げる割合が高く、女性
の社会的役割が高まる中で、仕事のプレッ
シャーも高まっていることがうかがわれる。
その裏返しとして、末子年齢が高い層では「他
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大都市近郊における女性就労支援のあり方～埼玉県戸田市の取組みからの示唆～

にやりたいことがあった」という離職理由が
極端に少なく、母親たちの中で価値観の世代
間格差が広がっていることも示唆している。
　そのことは、出産・育児理由を選択した方
の離職等の詳細理由をみるとより明白であ
る。妊娠中を除くと、末子の年齢が低い層ほ
ど「育児に専念したい」という回答の割合が
低く、また妊娠中を含めてパートナーの協力
も得られやすい（パートナーが非協力的とす
る回答の割合が低い）傾向がみられた。これ
は「性別役割分業」という価値観が（若い夫
婦の間で）近年薄れつつあることを示唆して
いる。一方、勤務先から（暗に）退職勧奨を
受けたとする回答は末子の年齢が低い層でも
高く、「性別役割分業」に固執する就労先（の
経営層）の価値観が変わっていないこと（＝
世代間における価値観の対立）が懸念される。

（3）今後の就労意向
　末子年齢帯別の就労状況では、妊娠中及び
末子年齢が 9 歳以上の層で「今の仕事を続け
たい」とする回答の割合が半数（≒全体平均）
を上回っており、逆にいうと、末子年齢が 0
～ 8 歳の層では「復職したいが、育児等の理

由で仕事ができない」というのが戸田市在住
の母親たちの現状であるといえる。

４　補助事業の実施
（1）補助事業に向けた考え方
　戸田市では、こうした戸田市在住の女性に
対するアンケート結果や戸田市内企業へのヒ
アリング結果から、就労を希望する母親たち
と企業側の間で、大きなミスマッチがあるこ
とを把握した（図 3）。現在の、いわゆる「プ
レママ世代」は正規雇用志向が強く、出産し
ても男性と同じような働き方を望む人が増え
ていると考えられるが、多くの「現役ママ世
代」は、一般職としての就労経験が中心かつ
育児によるキャリアブランクもあり、育児と
両立可能な柔軟な働き方を伴う非正規雇用を
望んでいる。一方で、企業側が望んでいるの
は、男性と同じように働く正規雇用の女性か、
非正規雇用でも現場（物流センターや工場等）
で長時間肉体労働してくれる女性であった。
　戸田市が平成 29 年度に実施した補助事業
では、こうした「ママと企業のニーズのミス
マッチ」を穴埋めする事業者を戸田市内に誘
致し、戸田市内の女性に雇用の場を提供する

図 3　戸田市のママと企業のニーズのミスマッチ

ミスマッチ

• 育児を主に担っているこ
ともあり、子どもの面倒
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ニーズが低い傾向にある。
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ことを目的とした。

（2）支援対象となる女性のイメージ
　戸田市在住の女性に対するアンケート結果
を用いて、約 1 万 4 千人いると考えられる、
戸田市在住の「現役ママ」（49 歳以下の子ど
ものいる女性）のうち、正規雇用の職を得て
いる方を除いて就労意向があると考えられる
割合（37.1％）から、約 5200 人を支援対象
となる女性の母数と定義した。
　次に、1 ～ 2 年以内に正規雇用、もしくは
非正規雇用で就労を希望している割合から支
援対象を絞り込むと、正規雇用等を希望する
方が約 1450 人、非正規雇用を希望する方が
約 2320 人、合計 3770 人と推計された。また、
非正規雇用を希望される方と、正規雇用を希
望される方の保育ニーズを比較すると、前者
が「一時保育志向」（回答率 34.4％）、後者が

「認可保育所志向」（回答率 50.5％）であった。
　これらの分析結果から、「正規雇用を希望
するママ」は認可保育所の設置を中心とした
既存の支援の範疇と考え、補助事業の支援対
象となる女性を「非正規雇用での就労を希望

するママ」と定義した（図 4）。

（3）補助事業の対象事業者
　こうした検討を踏まえ、戸田市では平成
29 年度の補助事業の対象事業者として、「株
式会社ママスクエア」を選定した。同社は

「ママたちが、子どものそばで働ける世の中
を当たり前にすること」をキーコンセプトと
し、コールセンターや一般事務等、キャリア
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アウトプレースサービスを行う「ワーキング
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をガラス越しに併設し、擬似的に「子連れ
OK な職場」を実現するという事業モデルを
推進する、同様の事業を行う事業者の中では
パイオニア的な存在である。同社に登録した
ママは、週３～４日、４～６時間程度、子連
れでも子連れでなくても、自宅から概ね 30
分以内で通勤できるオフィスで仕事をするこ
とができる。まさしく、戸田市のような首都
圏に在住するママの大多数のニーズに的確に
応えた事業を展開しているといえよう。同社

図 4　補助事業の支援対象となる女性のイメージ
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。
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的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。
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成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
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説する必要はないだろう。そして、筆者もこ
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にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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大都市近郊における女性就労支援のあり方～埼玉県戸田市の取組みからの示唆～

は本補助事業に基づき、平成２９年１０月５
日、戸田市内に事業所を開設した（図 5）。

　戸田市では、ママたちの切実なニーズに対
して、こうした実践的な補助事業を展開して
いくことで、女性の就労支援を今後も強化し
ていく方針である。

５　今後の女性就労支援のあり方
　本稿を締めくくるにあたり、今後の女性就
労支援における課題や取り組むべき方向性に
ついて触れたい。

（1）就労環境や価値観の変化
　今回のアンケート調査で明らかになった、
ママの就労環境や価値観の「世代間格差」は、
様々な示唆に富んでいる。すなわち、現在子
どもが生まれたばかりの世代（2016 年時点
で妊娠中～末子年齢が 2 歳程度）は、正規雇
用の志向が高まり、性別役割分業のパラダイ
ムに未だ苦しみながらも、パートナーの理解、
就労継続のための各種制度の支援等を得つつ
徐々にではあるが、ワークライフバランスを
実現できる環境が整いつつある。
　一方、数年前に子どもが生まれた世代（2016
年時点で末子が 3 歳以上）では、正社員でも
一般職の経験が多く、就労環境も柔軟性に乏

しかったことから、多くは離職によるキャリ
アブランクを抱えている。彼女らの世代は、
性別役割分業のパラダイムに疑問を持ちなが
らも、現実問題として父母による養育支援の
希薄化や就労環境の変化（一般事務職の需要
減等）から、再就労の機会を得難くなってい
る。
　メディアによって差はあるが、2015 ～
2017 年は「働き方改革元年」といわれてお
り、ちょうどそのタイミングで行われた今回
のアンケートは、働くママたちの価値観が大
きく変わる「潮目」を明らかにしたといえよ
う。そして、戸田市が行った平成 29 年度の
補助事業は、「正規雇用・総合職」の女性に
向けた新しい就労支援の枠組みから取り残さ
れた、主に後者のママたちを支援するための
ものであった。今後は「同一労働・同一賃金」

「ワークライフバランス」「ダイバーシティ」
等の新しい価値観が浸透し、「建前」が「現
実」に変わっていく中で、取り組むべき支援
の内容を改めて検討していく必要性があるだ
ろう。例えば、新しく開かれた価値観の浸透
を阻害する古いパラダイムを持つ世代の啓蒙
や、ママたちのパートナーであるパパたちの
働き方改革など、取り組むべき課題は多い。

（2）社会的ニーズの変化
　少々、議論の視点を広げるが、近年、女
性が中心を担っていた一般事務職の需要が
減り、非正規雇用化が進んでいる背景にあ
るのは、長期化するデフレ経済を背景とし
た、経営合理化の流れである。昨今、メガ
バンク等で数万人規模の「事務職削減」を
打ち出したように、今後は書類の電子化等
を 通 じ た い わ ゆ る RPA（Robotic Process 
Automation；AI 等を用いた業務の自動化）
により、これまで一般事務職が行ってきた定
型的事務作業を人間が行う機会は大幅に減っ

図 5　ママスクエア北戸田店の様子

出典：株式会社ママスクエア　ホームページ
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ていくといわれている。また、EC（Electronic 
Commerce；電子商取引）化や店舗の無人化
が進むことで、販売サービスの雇用も減って
いくと考えられている。
　これらの業務は、日本において、これまで
正規雇用・一般職または非正規雇用の女性た
ちが主に担ってきたものであり、今回のアン
ケートに回答した、戸田市在住のママたちの
大多数のキャリアを占めるものである。既に
一般事務や販売サービスのキャリアを積み、
キャリアブランクを抱えた多くのママたちに
とって、自らのキャリアを直接活かす再就労
の機会は急速に失われようとしているのであ
る。こうした現実を踏まえ、行政としても、
支援のあり方を今後変化させていく必要があ
るといえよう。

（3）「働く」という概念の変化
　 最 後 に、「 働 く 」 と い う 概 念 の 変 化 に
つ い て 触 れ た い。 近 年、IoT（Internet of 
Things；モノのインターネット）化や、プラッ
トフォーマー（個人間取引を電子的に仲介す
る企業）によるシェアリングエコノミーの発
展等を通じて、個人の経済活動の自由度は急
速に高まった。
　こうした個人間取引について具体的な例を
挙げると、日本では花見や大きなお祭りの時
期に、家の軒先を駐車場として貸し出すとい
うことが細々と行われてきた。今では、「民泊」
の代名詞である Airbnb 等のプラットフォー
マーが同様のビジネスを仲介し、広がりをみ
せている。
　元々、こうしたビジネスの担い手は、普段
自宅にいる高齢者や主婦であった。つまり、
今の時代、個人間取引のプラットフォームを
活用すれば、キャリアブランクのあるママた
ちでも、自宅に居ながら一定の生活費を稼ぐ
ことは（コツさえつかめば）容易になりつつ
ある。いわゆる「プチ起業」である。
　実際に、自治体でも「プチ起業」を支援す
る動きがある。東京都西東京市では、「ハン
サムママ」と銘打って、就労意欲のあるママ
たちに、プチ起業のための情報や交流の場を
提供している。
　戸田市でも、戸田市起業支援センターで起
業支援アドバイザーを務めている中小企業診
断士の女性がファシリテーターを務める「女
性チャレンジショップ」を開催し、趣味や特
技などで起業したい女性たちのために、手作
りした品々を販売する場を年４回程度提供し
ている（図 6）。同じ出店者は 10 回まで出店
可能であり、回数を重ねる毎に、出店者同士
の交流も広がり、お互いに情報交換し、助け
合いながら、起業に向けて取り組んでいける
ようになっている。

６月１９日(火)～ ７月１日(日)午前１０時～午後４時

場所：上戸田地域交流センターあいパル１階市民ギャラリー
（戸田市上戸田２－２１－１）

趣味や特技を活かした女性が商品販売やサービス提供を行うお店を出店します。
女性らしさがきらりと光る素敵なお店やその場で作成体験のできるワークショッ
プもございますので、お気軽にお立ち寄りください。
詳細ホームページ：
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-challenge-shop-zyouhou.html

お問い合せ 戸田市役所経済政策課
メール：keizai@city.toda.saitama.jp 電話：441-1800（内線395）

クラフトバンド エミ
Mama loves you

（ママラブズユー） Shilly（シリ—）

コミュニケーションカ
ード、簡易キャラク
ター診断
出店日：６月１９日午前
中、２０日、２２日、２３
日、２５日、２６日、２８
日、２９日、７月１日

ハーブやアロマの石
鹸・キャンドル・ハー
バリウムの販売、ア
ロマコロン作り
出店日：６月１９日、２０
日、２３日、２４日、２７
日、３０日、７月１日

子供の絵で作るク
ッションカバー、枕
カバー、バッグ等
の販売
出店日：６月１９日、２
０日、２２日～２６日、
２８日～７月１日

ベビーグッズのワ
ークショップ、作成
キットの販売
出店日：６月１９日、２
０日、２２日～２６日、
２８日、２９日、７月１
日

クラフトバンド
手芸、レース編
み
出店日：６月１９日午
前中、２０日～２３日
、２５日～２７日、２９
日、７月１日

ペーパークラフトアク
セサリー作成のワー
クショップ、作成キッ
トの販売
出店日：６月２１日、２３
日、２４日、２８日～７月
１日

ハーブやアロマを使った石鹸、サシェ、キャ
ンドルなどを販売します。平日・土曜にはア
ロマコロン、日曜にはフラワーエッセンスの
スプレーと石鹸のワークショップを開催。心
身のリラックスやギフトにいかがですか？

おしゃべりしながら皆で楽しくチクチクと
針を進めましょう。小学生から
参加可能で、持ち物も予約も不要です。
どれでもお好きなものをお作りいただけま
す。

毎日子供達が描く生き生きとした絵で
オリジナルグッズを作ってみませんか？
今しか描けない！今しか感じられない！

その瞬間の絵で世の中たった１つしかない
物を作ります。

カラフルなペーパーアート「クイリング」を一緒
に楽しみませんか？細長い色紙をクルクル巻
いて組み合わせればオリジナルのデコレーシ
ョンが完成！ヨーロッパ発祥の「クイリング」を
ワークショップでご紹介します。

ハーブ工房ヒーリングサロンManyu
（ヒーリングサロンマニュー）

Rurudesign
（ルルデザイン）

婚活や仕事、家族関係のモヤモヤを、コミ
ュニケーションでプチ解決！キャラクター
診断やカードリーディングで、楽しく分か
りやすくお話しします。チャクラヒーリン
グはアフターフォロー付き！

みなさまの
ご来店、
お待ちして
います♪

クラフトテープと木工用ボンドで作るクラフト
バンド手芸です。お誕生日のプレゼントや小
物の整理に大人気！お好みのデザインやカ
ラーでもお作りします。他にもバッグや小物
入れもあります。ぜひご覧ください。

図 6　女性チャレンジショップのチラシ

出典：戸田市ホームページ

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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大都市近郊における女性就労支援のあり方～埼玉県戸田市の取組みからの示唆～

　私たちは、これまで「経済的弱者」といわ
れてきた、キャリアブランクを抱えるママた
ちが、「働く」という概念を変えるような「プ
チ起業」にチャレンジし、自活していくこと
が、（企業の就労することに代わる）一つの
新しい道になることを期待したい。基礎自治
体においても、こうしたプチ起業を促す「自
助・共助」の場を提供しつつ、より良い支援
が行えるよう、地域内の様々なリソース（都
道府県や国の出先機関、地域金融機関や地元
の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、
NPO など）と連携しながら、試行錯誤して
いくことが求められる。

最後に
　我が国における価値観や就労環境の変化に
関して、最後に世界経済フォーラムが毎年発
表している「ジェンダーギャップ指数」につ

いて触れておきたい。「ジェンダーギャップ
指数」とは、経済、教育、政治、保健の４つ
の分野について、男性に対する女性の社会参
画の割合を指数化したものであり、この割合
が低いほど、ギャップが大きい（女性の社会
参画が遅れている）ことを示している。
　最新版である 2017 年 11 月発表の「The 
Global Gender Gap Report 2017」において、
日本は調査対象である 144 か国中 114 位（前
年は 111 位）であり、女性の社会参画が進ん
できたとはいえ、国際的にみれば、その歩み
は遅れているといわざるを得ない（図 7）。
　「ジェンダーギャップ指数」が毎年、マス
コミに取り上げられる度に、日本の女性の社
会参画割合の低さ、特に政治参加率の低さに
注目が集まる。率先垂範の観点でいえば、女
性議員（あるいは男性議員）が産休・育休を
とると「税金泥棒」など時代錯誤な批判が罷

図 7　日本のジェンダーギャップ指数

出典：世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2017」
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一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

り通る日本の現状を変え、ニュージーランド
（ジェンダーギャップ指数 9 位）で女性の首
相が産休をとり、議場で授乳可能であるとい
う事例が示すような政治における意識改革を
行うことの大切さは、多くの指摘を受けると
ころである。一方、最近、注目を集めている
のは「小さいけれど大きなギャップ」といわ
れる「tertiary education（高等教育、いわ
ゆる４年制大学）」の進学率である。日本に
おける大学進学率の男女差は諸外国と同様に
一見目立たないが、国際順位は 101 位であり、
女性の社会進出の遅れを如実に示している。

　初等教育を担う基礎自治体においても、男
女平等教育を一層推し進め、幼少の頃から進
学・就労や家事・育児などにおいて男女が等
しく分かち合い支え合うという、（性別役割
分業に代わる）健全な価値観が醸成されるよ
うに、地道な啓蒙を続けていくことが求めら
れる。そうした努力の結果として、日本国憲
法第 13 条に規定される「生命、自由及び幸
福追求に対する国民の権利」（いわゆる幸福
追求権）が全うされ、日本の男女に等しく明
るい未来が築かれていくことを願いたい。
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たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し
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どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。
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める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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女性の再就職支援～主婦インターンシップの取組み～

　我が国の女性のライフコースは、結婚や出産を機に離職し、子育てと両立しながら再就職を希望

するケースがいまだに多い。人口減少時代において、女性が地域で活躍できる場をつくりだすこと

で地域が活性化していく可能性は、かねてより指摘されている。労働力不足を踏まえ、就業中断し

た子育て期の女性たちをいかに地域で雇用するか。そこで、主婦の再就職の現状をみてみると、相

変わらずジェンダー格差は解消されていない。男女ともに就労者数は増えたものの、正規雇用者の

約７割を男性が占め、非正規雇用者の約７割を女性が占めている。子育て中の女性は職住近接を好

むため、規模の小さな事業所で働くケースが多くなる。学卒後の就職先とのギャップを埋めるため

には、再就職を希望する主婦たちに、地域にどのような事業所があり、仕事があるかを知ってもら

う場を提供することが重要である。そして、再就職に踏み出すために、主婦たちが抱えるさまざま

な不安を取り除く必要がある。今回は、主婦のインターンシップの事例を通して、女性の再就職を

促進するための方策を検討したい。

はじめに
　我が国は 2002 年 1 月から景気回復過程に
入り、有効求人倍率が増えるなか、求人数は
増えるものの雇用者数は増加しておらず、人
材確保の視点から、とりわけ女性に対する期
待が高まってきた。女性の就業率は、男女雇
用機会均等法が施行された 1986 年は 53.1％
であったが、2016 年は 66.0％と、30 年の間
に約 13％も上昇した。内閣府『平成 29 年版
男女共同参画白書』によると、第１子出産
前後の女性の継続就業率は、1985 年～ 2009
年までは 4 割前後で推移していたが、2010
年～ 2014 年では、53.1％と大きく上昇した。
超高齢社会の到来、女性自身の長寿化、子育

てと仕事の両立が当たり前となる時代を迎え
た今、女性のライフコースは多様化しており、
15 － 64 歳の「生産年齢人口の減少」対策は
喫緊の課題となっている。
　本稿では、労働力不足の解消および地域活
性化のために、これまであまり注視されてこ
なかった主婦のインターンシップ事例に着目
し、女性の再就職を促進するための方策を検
討したい。

１．我が国の女性のライフコース
　我が国の女性のライフコースは、結婚や出
産などのライフイベントを経て一旦退職し、
労働市場に再参入する「中断再就職型」が主
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  テーマ

女性の再就職支援
～主婦インターンシップの取組み～

東海学院大学健康福祉学部　教授　遠藤　雅子
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体
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流を占めてきた。前述の白書によると、生産
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正規 非正規
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2014 年度 43.30% 56.70%
2015 年度 43.70% 56.30%
2016 年度 44.10% 55.90%
2017 年度 44.50% 55.50%

表 1　女性の雇用形態別雇用者数の割合

出典：総務省統計局平成 29 年労働力調査年報より筆者作成
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図 1　第 1子出産前後の女性の継続就業率

出典：内閣府「仕事と生活の調和（ワーク ･ ライフ ･ バラ
ンス）レポート 2017」P5 より筆者作成
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選択している。非労働力人口（育児中のた
め、働きたいが、求職活動はしていない者な
ど）の就業希望者の約 8 割が有配偶の女性で
ある。女性が非正規雇用を望むというのは短
時間勤務を希望しているだけのことであり、
経済的な安定性を求める求職者の雇用促進に
は、短時間正社員制度の導入が急がれる。

３．主婦インターンシップの試行
　経済産業省・中小企業庁・全国中小企業団
体中央会が実施した「中小企業新戦力発掘プ
ロジェクト」は、結婚や出産で離職した主婦
を「新戦力」と位置づけ、人材不足に悩む中
小企業と結びつけようという試みで、2012
年の年度補正予算を財源とした。全国を 10
の地域ブロックに分け、それぞれ事業実施が
可能な事業者を採択して実施することとし、
全国中小企業団体中央会が公募を実施した。
2013 年の第 1 期インターンシップでは、2 週
間～ 3 ケ月の現場実習期間中、実習生には助
成金（日額 5 ～ 7 千円）が支給された。ブラ
ンクの長さや子育てとの両立に不安を抱える
女性たちは、職場体験を通じて徐々に自信を
取り戻し、再就職への意欲も高められた。雇
用が前提ではないが、2013 年、2014 年の 2
年間で述べ約 8,500 名が実習に参加し、参加
者のうち約半数が採用に至った。参加条件は、

「結婚、出産などで退職した人」且つ「同一
企業で 1 年以上働いた経験がある人」である。
このプロジェクトでは、①初めての仕事に挑
戦する、②過去の職業キャリアを生かす、③
5 時間以内の勤務、④フルタイム勤務、⑤ブ
ランク10年以上、の5カテゴリーに分かれる。
　カテゴリー①は、経理等の資格や語学力、
PC 操作の経験を生かした事例から、趣味で

取組んできたことを仕事に発展させたもの、
まったく初めての取組みと、その内容は多様
であった。②は、ブランク 10 年でも過去の
職務経験の中で培った多様なスキルを生かし
た事例や、休職中の学習成果を復職につなげ
た事例もあった。いずれにせよ、ある程度の
PC スキルは求められる。③は通勤時間が片
道 30 分以内、④でも 1 時間以内の希望者が
多かった。⑤においては就業中断期間が 20
年という場合、子育ての延長上の仕事を想定
しがちだが、初職で 10 年という勤務実績が、
錆びない社会人基礎力を培っていたと思われ
る事例もあった。採用に至った背景には、企
業側の“主婦ならでは”に対する好意的な解
釈がうかがえる。育児経験で培われたマネジ
メント能力を評価する声もあった 1。
　本事業は 2014 年も実施され、一定の成果
をあげることができた。女性側も企業側も「採
用直結ではない」からこそ気楽に参加するこ
とができ、双方に発見があった。採用活動の
導入段階もしくは、内々定の最終段階に、短
期もしくは短時間の就業体験を位置づけるこ
とで、入社後のミスマッチを防げる可能性が
高いことが示唆されている。しかしながら、
インターンシップ経験者の半数しか継続雇用
に至らなかったということは、企業と主婦双
方の意識醸成・環境整備に、まだ時間を要す
るのかもしれない。残り半数が次のステップ
に進むための方策として何ができるだろう
か。

４．岐阜県の事例
4－1　岐阜県女性の活躍支援センターの取
組み

　岐阜県の男女共同参画を推進する総合拠点

 
1　拙稿「女性の再就職支援に関する一考察－主婦インターンシップから見えてきたこと－」東海学院大学研究年報第 2 巻，

2017
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では、ライフイベントと向き合い、自らが
描いたキャリアビジョンを実現するために、
キャリアカウンセラーがマンツーマンで「伴
走型サポート」を行っている。性別役割意識
は社会的に作られたものであることを踏ま
え、個々人に丁寧に対応することで、参加者
は長期ブランクがあったとしても希望を明確
にし、適職領域が広いと気づくことにより、
視野を広げることができる。求人情報の収集
を開始し、就職決定に向けて歩みを進められ
る。
　具体的には、再就職支援事業として、①マ
インドアップ講座、②再就職に向けた実践講
座（応募書類・面接対策等）、③職場見学会
の実施、④託児付きの合同企業説明会を開催
してきた。託児付きの合同企業説明会は、職
住近接を望む女性たちに地元の情報が得られ
るチャンスでもある。
　職場見学会の目的は、結婚・出産・育児・
介護などで職場から離れていた女性に、様々
な職場の雰囲気や環境を知ってもらうための
もので、2017 年度は、就業体験を伴うイン
ターンシップを希望する女性はいなかった。
具体的には、「医療・福祉」「製造業（車体）」

「建設業」の計 3 社をマイクロバスで回った。
いずれも県が認定するワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業で、女性社員と直接交流する時
間を設け、両立のコツを学ぶなど、再就職へ
の意識を高める工夫がなされていた。

4 － 2 岐阜県山県市の取組み
　岐阜県の女性の労働力率を全国平均と比較
してみると、M 字の山は全国平均より高く、
谷は全国平均より低い。岐阜県「清流の国ぎ
ふ女性の活躍促進計画」（平成 29 年 3 月）に
よると、女性の有業率が全国 6 位と高位にあ

るにもかかわらず、深い M 字カーブを描い
ている。育児・介護を理由に働いていない女
性が 10 万人いると推定された。しかしなが
ら、県央の山県市においては少々事情が異な
る。
　岐阜市の北部に隣接する山県市は、1,000
ｍ級の山地と 200m 級の連峰に囲まれ、盆地
状態の平坦地が濃尾平野へと続き、水資源に
恵まれている。水稲 ・露地野菜・林業 ・養
蚕などの伝統産業で発展してきたが、現在で
は繊維加工産業、水栓バルブ製造、樹脂加工
製造、機械器具製造及び木製品加工製造など
が盛んに行われている。水栓バルブ発祥の地
でもあり、その製造品出荷額は全国の約 4 割
を占め、国内トップシェアを誇る。今や水栓
バルブ製造が、地域経済を牽引する主要産業
として、地域雇用の受け皿となっている。従
来、製品の販売先は大手住宅機器メーカーへ
の卸売りのみだったが、近年は、節水効果を
高めた製品が開発され、一般消費者への直接
販売を開始したことにより、新たな需要を喚
起する動きが生じた。電気自動車等の普及に
伴い、充電用電源設備と水栓バルブを融合さ
せた製品など、他業種連携、新領域への事業
参入が目覚ましい 2。
　山県市では 2000 年以降、人口減少・核家
族化が進行し、2015 年の国勢調査による総
人口は27,114人となった。合計特殊出生率は、
県内で最低の 1.28 人、高齢化率は全国平均
を上回る 31.5% である。それでも、同年「国
調就業等基本調査」によると、［30-34 歳］の
労働力率が 77.4%（全国平均 73.5%）、［35-39
歳］が 80.9%（全国平均 72.7%）と谷が浅く、
M 字カーブは台形に近い。
　2010 年に実施した「山県市男女共同参画
に関する市民意識調査」結果から、再就職の

 
2　山県市基本計画参照（https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/kigyo-yuchi/）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が
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分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。
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成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体
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女性活躍先進事例を紹介するために、ロール
モデル紹介冊子を作成・配布した。
　体験期間を 1 ～ 4 週間としたことにより、
2 週間ずつ 2 か所の事業所を体験し、比較検
討することができた。中には、2 ケ月で 3 社
体験することによって、自分の意思で選択し
た企業に入社した事例もある。ロールモデル

職業体験（お試し期間）

・未経験職種は不安

・子育てで出勤が不規則に
　なりそうで不安

・ブランクが不安

挑戦の
機会創出

・人手不足

・新しい発想が欲しい

・女性を受け入れる環境が
　出来ていない　

試験的に
受入れ

女

　
性

企

　
業

図 2　取組のイメージ図

筆者作成

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



86 都市とガバナンス 30

女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

冊子には、介護施設に再就職した女性、製造
系企業で商品開発に携わる女性の他、農業と
地域起こしを結びつけた男性や、70 歳過ぎ
ても農家レストランで働く、生涯現役型の女
性も紹介されている。

4 － 3　受け入れ企業・体験者の感想
　山県市の事例では、事業所の業種は、製造
業のほか、介護施設や保育施設などである。
初年度に事業終了後に実施した企業アンケー
ト結果によると、「1 ケ月あったので仕事に
向かう姿勢等も確認できて有意義だった。」

「複数人の目で働きぶりを確認できた。」「ど
の作業が適しているかを確認できた。」等の
ほか、社員の意識向上という波及効果がもた
らされた。一方で「直接雇用を前提としたも
のにしてほしい。」「期間が短い。」等の指摘
もあった。
　2 年目の感想では、「経験者にどの程度の
スキルがあるか確認できた。」「社員にとって
も良い刺激となった。」「教える作業を通じて、
不明確な点を再確認する契機になった。」等
の好意的な反応と、「直接雇用を前提とした
ものにしてほしい。」「雇用開始まで期間が空
くので、作業内容を忘れないでほしい。」「シ
ステムの習得は時間がかかるので、期間が短
すぎる。」といった指摘もあった。
　また、参加者から初年度は、「未経験の業
種だったので、各部署の人たちが相談し考え
ながら、自分の役割をこなしていることを学
べた。」「現場で一緒に働く人たちの、子育て
に対する理解を知るうえで貴重な期間だっ
た。」「自分のスキル不足がわかった。」「未経
験の職種で新鮮だった。」「家族の協力が必要
だと分かった。」などの他、企業側が求める
目標の理解と差異に関する指摘や、「週 3 日
勤務だったので、深いところまでよくわから
なかった。」等の意見もあった。不安点とし

ては、転勤の有無や研修制度、雇用条件、未
経験業務への不安に加え、子どもの急病等で
休みをとらなければならなくなったときの対
応や社員の反応等に対するものもあった。
　2 年目の感想では、未経験業種の現場に対
する理解、職場の雰囲気や環境を知ることが
できた点や、子育てしながら働くリズムがつ
かめたという声の他、「実際に働いてみて、
就きたい職業の方向性が見えてきた。」「生活
の時間配分などシミュレーションができた。」

「子どもを連れての出勤時間や要領がわかっ
た。」という声があった。社会人のマナーや
コミュニケーションに関する戸惑いや、仕事
するペース（思っていたよりゆったりしてい
た）など、受け入れ先と自分との距離感のよ
うなものの他、降雪時期の通勤や駐車場に関
する不安や、勤務時間、家事との両立、子ど
もの病気など不意の呼び出し等の対応、職場
への気兼ねなどの指摘もあった。さらに、事
後のカウンセリングを希望する声や、期間に
関する要望は多様であった。
　このように、中断再就職型の女性は多様で
ある。総じて、企業を知る、現場の仕事を知
ることは主婦にとって有益だったという回答
が得られた。山県市では 2 年間の取組結果を
踏まえて、女性が働きたいと思える会社づく
りに注力し、ワーク・ライフ・バランス推進
企業を市独自に認定していく予定である。規
模の小さい事業所は、トップダウンになりが
ちではあるが、中山間地の女性をいかに活躍
させるかを考えたときに、女性自身が参画で
きる環境整備と女性自身の意識醸成が必要と
なってくるだろう。参加者のほとんどが「よ
い経験だった」と認めている主婦インターン
シップを、今後は各企業が独自に行うだけで
はなく、地域として、「見学⇒体験⇒採用」
という仕組みを構築していくことが、キャリ
アロスに対する不安を払しょくし、女性の能
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力を地域の実情にあった形で活用していくこ
とにつながるのではなかろうか。インターン
シップ参加者に対する事前事後のカウンセリ
ングも含めて、きめ細やかな対応が求人・求
職両サイドを繋ぐ者には求められる。多くの
社会的資源から、そのようなシナプスの役割
を担える個人或いは団体・事業所を発掘し、
人材の地産地消を推進していくことが、山県
市では成功したといってよいだろう。

５．主婦インターンシップから子連れ出勤へ
　ワーク・ライフ・バランス推進により、各
地で優良企業が次々と認定・表彰されている。
岐阜県の「エクセレント企業」のなかには、
事業所内保育所や、子連れ出勤できる環境を
整備している企業が散見される。男性中心の
建設業でも社内に専用キッズスペースを整備
したところ、社員が自主的にチャイルドマイ
ンダーの資格を取得して、同僚の育児を手伝
う社員が現れた企業もある。イベント時に顧
客向けに用意したキッズスペースを、育休中
の社員交流の場に転用した企業もある。復帰
に不安を掲げる育休中の社員に対して、社内
情報や育児の悩みを共有する場を設ける企業
も増えてきた。高齢者介護施設では、県内 4
事業所の中間地点に病児の受入れ可能な託児
所を完備したり、夕方からの会議には子連れ
参加を認めたりした事例もある。託児所があ
るならと求職者が増加し、同時に育児を理由
とした退職者が半減した介護施設もある。こ
こでは、小学生の学童保育も実施し、地域に
開放している。夏休みなどの長期休暇には子
連れ出勤を認め、施設内に宿舎を完備した事
業所もある。制度と風土の両輪が、働く意欲
を支え、家庭支援につながるといってよいだ
ろう 3。

　岐阜県以外の各地でも、必要な制度を社員
自ら考案し、働き方の見直しを実践している
企業は多い。最後に、当事者意識がユニバー
サルデザインの開発につながり、授乳期の女
性が社会に一歩踏み出す大きなきっかけと
なった、他県の事例を紹介したい。
　1997 年、茨城県内に本社を構える A 社の
創業者 M 氏は、自宅から都内へ移動する電
車のなかで、次女が泣き出し、車中で授乳す
るに至った。多くの視線に対して思ったこと
は「恥ずかしいというよりも、これでは産後
の母親たちは外出がままならない。」という
思いだった。それが授乳服の開発・販売へと
つながった。授乳中は家庭で育児に専念する
ものだという考え方に対して釈然としない人
たちが少しずつ現れ、授乳服が浸透してゆき、
都内にも店舗を構えるようになった。そして、
本社・各店舗内で子連れ出勤が始まった。
　授乳服を使用した社員は、スタッフであ
り、同時に顧客でもある。生活様式の変化に
ついて 2009 年に社内アンケートを実施した
ところ、物理的・精神的に自由になったとい
う声、子どもがいても働ける会社だから志望
したという声に加え、子どもがいても責任あ
る業務を任され、やり甲斐につながっている
声もあったという。授乳服は出産により就業
中断した女性たちの早期社会復帰を促進し得
る。また、授乳服は、女性の身体の開放によ
り新しいワークスタイルを社会に提案するに
至ったといえよう。A 社では 2016 年に「短
時間正社員制度」を開始したところ 6 名がこ
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み  

備に取組んでいる。同社では、前述の「中小
企業新戦力発掘プロジェクト」の一環で、主
婦インターンシップを受け入れた実績もあ
る。当時は 10 名ほど子連れ出勤という形で
受け入れた。パート職を希望する女性は現在
も多い。そこで、主婦インターンシップ試行
経験を発展させ、子連れ出勤希望者には、「お
試し勤務」と称して、希望する職種で 1 日 2
～ 3 時間程度、時間帯を変えて 2 日ほど業務
を体験してもらっている。希望者には日数を
増やす対応もしている。内勤の事務作業から
ショップでの販売職まで希望は多様であり、
子連れ出勤は想像以上に大変だということ
で、再就職を断念する女性もいる。しかしな
がら、A 社では既に 100 名以上のパート社
員が誕生した。

おわりに
　筆者は女性の再就職支援の活動と研究に携
わるなかで、キャリアロスと役割葛藤に注目
し、壮年期の女性の就労支援の課題は、高度
の技術や知識を備えた女性たちが、単なる労
働力の切り売りではない働き方を選択でき、
且つ、経済的に自立できる働き方を選択でき
ることではないかと指摘した 5。今回の、山
県市の事後アンケートからはよい手ごたえが
感じられた。キャリアロスで不安になってい
る主婦にとって、インターンシップのメリッ
トは、①仕事の勘が取り戻せる、②わずかで
あれ労働の対価として収入が得られ、仕事で
役立てた喜びは自信につながる、③職場の雰
囲気を知ることでマッチング意欲が高まる等
が考えられる。インターンで働いているとい
うことを証明できれば、保育所に申請しやす
くもなる可能性も出てくるだろう。規模の小
さな事業所が主婦インターンシップの仕組み

を制度化していくためには、A 社の事例が参
考になるのではなかろうか。子どもの成長や
家族のケアにあわせて緩やかに労働時間を増
減できるような職場であれば、何度も転職す
る必要がないため、主婦は安心して働くこと
ができる。（図 3）採用プロセスのなかにイ
ンターンシップを導入することで、既存社員
への波及効果も期待できる。企業は自社ホー
ムページ等で発信するだけではなく、働きた
い女性をコーディネートする組織・機関が地
域にあれば、そこに情報提供することで、仕
事を探している個人からアクセスされる可能
性も出てくるだろう。

　いずれ就職したいと考えている女性の“い
ずれ”には、個人差が多く、働ける条件が揃
うまでは、なかなかハローワークに足を運ぶ
ことがない。逆に、キャリアロスに対する不
安や焦燥を傾聴してもらう場では、求人情報
は得られにくい。十分に話を聴き、助言しつ
つ背中を押すような働きかけをし、求人の
探し方や応募書類の書き方・面接指導を行
い、子育て中の女性たちが求人検索できる場

図 3　インターンシップによる行動変容過程
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5　拙稿「40 代からの女性の新しい働き方に関する一考察」『社会論集第 14 号』関東学院大学，2008
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女性の再就職支援～主婦インターンシップの取組み～

を提供できる施設は限られている。主婦の多
様なニーズにきめ細やかに対応した就労支援
は、豊かな社会づくりの一環でもある。老い
も若きも、生計を維持し働きがいを感じられ
る仕事と、安全で健康的に働ける職場に出会
えることを望んでいる。これまでの社会制
度・慣行を振返り、個人の尊厳を保ち、生産
性も向上するような環境の整備、職場の諸問
題の平和的解決、社会保障の充実が、豊かな
社会つまり男女共同参画社会の実現には必要
である。主婦は中断期間が長くても、希望を
明確にすることで、自分の適職領域は広いと
気付くことが出来る。視野が広がれば選択肢
は増える。職住近接を希望する女性がこれま
で見落としていた地元の企業に興味をもち、
人材不足で悩む事業所のために仕事を通じて
貢献できれば、地域の発展にも寄与すること
ができる。女性の意識を高め、自信を持てる
ように励ますためには、岐阜県のようなワン
ストップサービスがモデルとなるのではなか
ろうか。地域の企業情報、求人情報を集約
し、教育機関や諸団体、法律や制度など地域
の社会資源を把握し、必要な人に必要な場を
紹介し、機会を提供する場があれば、子育て
と並行した職業キャリアの形成に、共働き世
代も主体的に取り組むことが容易になるだろ

う。そのためには、人と人を繋ぐ役割、人と
仕事を繋ぐ役割を、地域の女性支援センター
に期待したい。そのような組織・機関がない
地域では、それぞれの分野の橋渡しをするよ
うなキーパーソンと自治体が協働することに
より、潜在的な能力の掘り起こし、女性の活
用につながるのではなかろうか。主婦にとっ
て通いやすい範囲内に再就職支援の拠点を置
き、地域の企業にインターンシップや子連れ
出勤などを奨励しながら、長寿化した女性が
長く働ける職場環境を整備していくことが重
要である。

参考文献
内閣府 仕事と生活の調和推進室「仕事と生
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み

　21世紀には多様な人材を活用して経営を行うダイバーシティ経営が主流になる。日本は90年代

に入ってから、育児休業制度の導入、21世紀になってからは、正社員の短時間勤務制度の導入など、

女性が仕事と家庭を両立させるための環境整備に取り組んできた。その結果、働く女性の数は増え

たものの、活躍する女性はそれほど増えなかった。その理由は、日本の職場で、初期のキャリア形

成の段階で差別的な慣行が維持されていたために、女性人材の育成が十分に行われてこなかったこ

とがある。

　今後女性の活用を進めるためには、人材育成における男女平等を進めるとともに、社会人のため

の学び直し教育プログラムを充実させること、また、男性を含めた働き方の見直し、残業を減らす

ことや、働く場所や時間の選択肢を増やすことで、働く意欲があるにもかかわらず、働いていない

女性の就業を進めることなどの施策が必要になっている。

　また、都市部においては政府による保育環境の整備と待機児童の解消のための保育所を増やすこ

とが引き続き必要になっている。

はじめに
　日本の人口は 1920 年の 5596 万人から
2004 年には 1 億 22779 万人と約 2 倍になっ
ている。しかし、2004 年をピークに日本の
人口は減少に転じている。65 歳以上の人口
が総人口に占める割合は 2007 年で 21．5％
であったが、2055 年には 40.5％に上昇する
と推定されており、人口の 4 割が 65 歳以上
の高齢者という超高齢社会が訪れることにな
る。
　他方、その高齢者を支える 15 ～ 64 歳人口
は 1995 年にピークを迎え、その後減少に転
じている。単純に考えても、労働力が不足し、

将来には女性労働者だけでなく、移民労働者
の比率が増加することが予想される。
　このように 21 世紀は女性の力や外国人の
力を生かす、ダイバーシティ経営の時代がき
ているにもかかわらず、今のところ日本社
会は女性活用に成功していない。世界経済
フォーラム（ダボス会議）が発表した（女性
の活躍度を示す）ジェンダー・ギャップ指数
は、144 カ国中 114 位と低い。ちなみにジェ
ンダー・ギャップ指数とは経済（労働力率・
管理職比率など）教育（在学率など）健康（新
生児の男女比率など）政治（国会議員比率な
ど）の各分野における各国の男女格差を数値
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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化・ランキング化したものである。特に、こ
の 4 分野の中の政治や経済の分野での女性の
参画が少ないことがジェンダー・ギャップ指
数のランキングが低い理由となっている。
　本稿では、日本社会においてなぜ女性が活
躍できないのか。また、女性が活躍する社会
を実現させるためには何が必要なのかについ
て考えてみたい。

1．女性労働力率の推移

　ジェンダーキャップ指数が低いことから女
性の労働力率も低いと思われがちだが、日本
の女性労働力率は欧州の平均よりもやや高
い。例えば 2016 年の EU（欧州連合）加盟
国の女性の就業率は 65.3％であるが、同じ年
の日本の数字は、66% であるので、EU 諸国
の平均と並んでいる。
　しかし、女性の能力が活用されていない。
管理職に占める女性の比率は低く、男女間の
賃金格差も大きい。特に、高学歴の男女の間
で男女差が大きいのである。このことは、日
本は、女性人材の育成の仕組みに問題がある
ことを示している。
　また、その原因を女性の意識の低さや仕事
へのコミットメントの低さに求める傾向が強
かったが、最近の研究では、そもそもそうい
う前提で女性に機会が与えられないことが女
性の離職を促しているという新たな研究成果
が出されている（山口、2017）。
　日本の女性の年齢別就業率は結婚や出産の
時期を迎える 30 代で低くなる。また、出産
後 6 割の女性は就業をやめるという統計もあ
り、女性人材に投資をしても元が取れないと
いった声も多かった。

2．高学歴女性が仕事をやめる理由
　アメリカのシンクタンク Center for Work-

Life Policy が 2011 年 6 月にまとめた『Off-
Ramps and On-Ramps Japan（日本における
女性の休職・離職と職場復帰－女性が仕事を
継続していける社会へ－）』と題する報告書
によると、日本の高学歴女性の 74％が自発
的に会社を退職しているⅰ。同じ数字はアメ
リカで 31％と日本の 2 分の 1 にすぎない。
　興味深いのは、退職理由である。（図 1）は、
大卒女性の退職理由を、家庭責任のための退
職（プル要因）と、仕事関連による退職理由

（プッシュ要因）に分けて、日米で比較した
ものである。
　これをみると、予想に反して日本の高学歴
女性労働者の多くは仕事への不満や行き詰ま
り感といった仕事上の理由（プッシュ要因）
によって会社を退職している。他方、アメ
リカの女性の退職理由は育児や介護が多い。
74％のアメリカの女性は育児を理由に退職し
ている。これはアメリカでは国による両立支
援策が不十分であることによる。
　他方、日本女性の場合は、63％は仕事の不
満、また、49％はキャリアの発展が見通せな
いことによる仕事への行き詰まりが原因で退
職している。ちなみに、育児を理由に退職し
た女性は 32％とその割合が低い。

　つまり、日本の高学歴女性は結婚や出産以
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図 1 　高学歴女性の離職理由の日米比較
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前に、キャリアの展望が見通せず退職してい
る。もし高学歴の女性たちが、仕事に行き詰
まり感をもち、このままこの会社にいても自
分はキャリアを形成することができないと感
じ転職しているとしたら、日本の企業は女性
人材を浪費していることになる。
　しかし、利潤を最大化することを目的とす
る日本の企業が、有能な女性人材の採用に力
を入れているにもかかわらず、いまみたよう
にその人材をみすみす浪費していることに対
しては無頓着なのはなぜだろうか。

（1）日本的雇用慣行と統計的差別仮説
　日本の労働市場の特徴は、企業内訓練の重
要性や組織内において配置転換、あるいは昇
進・昇格にしながらスキルを形成するところ
にある。
　この場合、企業が労働者のスキル形成にお
ける費用の多くを負担するので、定着率が高
いほど、投資効果も上昇する。離職率が高い
グループの労働者への投資は抑制される傾向
がある。経済学ではこれを統計的差別という。
　簡単にいえば、ひとりひとりの離職確率を
正確に知ることはむずかしいので、グループ
の平均値を当てはめて個人を判断するという
ことであり、これは合理的な決定であるとい
うのである。平均でみて女性の離職率は男性
を上回る。女性に投資をしても、短期間の勤
続年数では、そのコストが回収できない。定
着率に差がある限り、女性が男性と同じよう
な教育訓練の機会が与えられないのは仕方が
ない。とりもなおさず合理的な選択なのだか
ら、ということである。
　ところが、（図 1）が示すのは、おもな離
職理由が結婚や出産に関連するものではな
く、仕事に関するものであるということであ
る。
　ということは、離職するという前提で女性

労働者を差別することが離職をもたらしてい
るということである。
　もし女性労働者の離職の多くが仕事上の理
由によって生じているならば、企業は有能な
人材を採用しているにもかかわらず、その人
材を自ら手放してしまっていることになる。
以下では、統計的差別がもたらす「逆選択（ア
ドバース・セレクション）」と「予言の自己
成就」という理論仮説について紹介しよう。

（ア）逆選択
　企業が統計的差別をすると、逆選択（アド
バース・セレクション）という問題が生じる。
逆選択とは、「情報の非対称性」のもとで、
質の違うものを同一に扱うと、良いものが去
り、悪いものが残るということである。
　これを女性差別に当てはめるとつぎのよう
にいえる。「情報の非対称性」とは、企業は
女性ひとりひとりについて正確な情報をもっ
ていないが、女性自身は自分のことを知って
いるという状況をいう。この場合、企業は
個々の女性の生産性についての正確な情報が
ないという理由で、「すべての女性の離職率
が高いとみて平均離職コストを加味して賃金
を一律に低くすると、自分は正当な賃金なら
辞めるつもりもないし、より高い賃金がふさ
わしいと知っている比較的生産性の高い女性
ほど先に辞めてしまい、残るのは低い賃金で
も文句を言えないと知っている比較的生産性
の低い女性となってしまう」（山口、前掲書、
pp.175 ～ 176）。
　冒頭で紹介した調査結果は、まさにこの理
論が予測していることが日本企業に起きてい
ることを示唆している。

（イ）予言の自己成就
　予言の自己成就とは、離職を予測して予防
策をたてることが逆に離職を合理的な選択と
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して、離職率を上げてしまうという理論であ
る。これは（企業が）コストを下げることを
優先して考え、有能な人材を失うというリス
クを考えていないことからおきる過ちであ
る。

　上記の理論にしたがえば、女性に対する統
計的差別は、経済合理性がなく、むしろ人材
の浪費につながっていることになる。この点
について以下でもう少し詳しくみてみよう。

（2）　高学歴女性の離職理由の変化
　日本女子大学現代女性キャリア研究所

（RIWAC）が 2011 年におこなった「女性と
キャリアに関する調査結果」から、高学歴女
性の離職理由の変化を見たのが（図 2）であ
るⅱ。

　（図 2）は、高学歴女性が初職を辞めた理
由を、プッシュ要因（仕事関連の理由）とプ
ル要因（家族・社会・コミュニティに関連し
た理由）とに分けて、入社年別にその割合の
変化をみたものである。プッシュ要因は、初
職を辞めた理由に「他にやりたい仕事があっ
た」あるいは「仕事に希望がもてなかった」
と回答したひとの割合を、また、プル要因に
は「結婚・出産を理由に辞めた」と回答した
ひとの割合をとっている。

　これをみると、1993 年入社した（調査時
点で 44 歳以上）の女性では、仕事要因と家
庭（結婚）要因の割合が逆転していることが
わかる。いま 44 歳以上の女性を均等法世代、
また、29 歳から 41 歳までの女性たちを就職
氷河期世代と名付けると、このふたつの世代
で、初職を辞めた理由に大きな変化がみられ
ることがわかる。
　就職氷河期世代では、仕事に関連した理由
で離職する女性が結婚などの理由で離職した
女性を上回るようになるのである。これは、
すでに紹介した CWLP の調査結果と同じで
ある。
　企業は、女性は結婚や出産で離職するとし
て、予防策を講じて、男性と同じキャリア形
成の機会を提供してこなかった。それが逆に
高学歴女性の離・転職を合理的な選択として、
離職を促してしまっているのである。つまり、
企業がコストの削減を優先した結果、有能な
人材を失うというリスクを高めるという誤り
を犯していることになる。

（3）キャリアタイプ別に見た離職理由
　今、高学歴女性のキャリアパターンを以下
の 4 つに分けて転職理由を見てみよう。
　①初職を現在も継続している初職継続型、
②現在仕事についているが、これまでに 1 年
未満の離職期間があった転職型、③今まで
に 1 年以上の離職期間があるが、現在働いて
いる再就職型、④過去に仕事をしていたが現
在は働いていない離職型、の 4 パターンであ
る。全体のサンプルを見ると、初職継続型は
14.8％、転職型が 29.6％、再就職型が 23.4％、
離職型が 31.1％となっている。その他、学校
を卒業してから一度も働いたことがない女性
は 1.2％と少ない。
　以上の 4 パターンのうち、初職継続型を除
いた 3 パターンについて、それぞれの離職の

0

20

40

60

1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

仕事関連要因

結婚・出産要因

（%）

( 入社年 )

図 2　首都圏在住の高学歴の女性の離職理由の変化

出所：日本女子大学現代女性キャリア研究所が 2011 年に
実施した調査（RIWAC）の個票データに基づき作成。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み

おもな理由を見たのが（図 3）である。
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これからの女性人材の活用

いのある仕事が与えられなかったために転職
している女性が多くふくまれていることがわ
かる（RIWAC 調査、2011）。
　初職の満足度をみると、転職型の女性は継
続型の女性や、再就職型の女性に比べて「配
置・昇進・処遇」の項目において、満足度が
低くなっている。継続型では 32.3％、再就職
型では 36.2％が満足あるいはやや満足と回答
しているのに対して、転職型では、その割
合は 21.9％にすぎない。ここから、タイプ II
の転職型の女性たちは、仕事（キャリアの展
望（発展））に何らかの不満を抱えて、転職
していることがわかる。

（6）転職後の仕事の満足度
　（図 4）は、転職後の仕事の満足度を転職
型と再就職型についてみたものである。
　転職した女性の多くは、「仕事のやりがい」
などの仕事の内容には満足しているものの、

「給与などの職場の待遇」における満足度は
低く、不満を抱えている人が多い。

4．未発達な転職市場 
　今みてきたように、実際に再就職した女性
の処遇を見ても、転職前に比べて悪くなっ

たケースが多い。転職前は 77.7％が正社員で
あったのに対して転職後は 46.3％に減少して
おり、女性の過半数が非正規労働者だ。また、
従業員数が 1001 人以上の大手企業に勤務し
ている割合は 32.1％から 21.8％に減少してい
る。さらに転職や再就職をした高学歴女性の
71.4％は、職種が変わっており、転職がキャ
リア形成につながっていない。
　ここから、日本の再就職（転職）市場が整
備されていないことが、女性の再就職をむず
かしくしていることがわかる。
　例えばアメリカでは、若い時にキャリア
アップを目指して転職する人が多い。同じよ
うな職種でより条件が良い職場に移動しなが
らみずからの稼ぐ力を高めていくのである。
また、良い条件が提示されたときに、それを
現在の自分の職場に持って帰って、同じよう
な条件にあげてもらえるか交渉する。他の会
社からの引き合いがあるほど、労働条件もよ
くなっていく。この場合の労働条件には、賃
金だけではなく、働きやすさも重要な要因に
なる。
　ところが日本では、転職市場がアメリカほ
ど発展していない。日本では入社後に会社の
研修を通じて仕事を遂行するために必要なス
キルを獲得する。ここで獲得するスキルは、
その会社で通用するが、転職すると使えなく
なるものが多い。
　しかし、転職市場が整備されると、その企
業でのみ通用するスキル（企業特殊的スキル）
に加えて、企業を移動しても通用するスキル
によって、企業間の移動がスムーズにできる
ようになる。
　そのスキルを得る場所となっているのが、
高等教育機関における社会人教育プログラム
である。そこで新しいスキルを身につけて再
就職をする。ところが日本では今述べたよう
に転職市場が発達しておらず、転職をしなが
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実施した調査（RIWAC）の個票データに基づき作成。
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女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み

らキャリア形成をするような環境が整ってい
ないので、社会人入学者の割合も諸外国に比
べて低い。

（1）高まる「学びなおし」教育の必要性
　（図 5）は、大学の学士課程に占める 25 歳
以上の入学者の割合を国際比較したもので
ある。OECD 諸国の平均値は 20％であるの
に対して日本では 1.9％と極端に低い割合に
なっている。

　日本では、結婚後に高学歴の女性が再就職
をしようとしても、過去の仕事の経験が生か
せる仕事につきにくい構造ができてしまって
いるということだ。そして、今のべた日本の
労働市場の問題によって、女性の再就職が難
しくなっているのである。
　今見てきたように、確かに転職で条件が下
がる女性が多い。しかし、転職型の女性のう
ちの 40.9％、また、再就職型でも 29.4％の女
性は給与などの職場の待遇が改善されたと回
答している。
　すでに述べたように、日本においても転職
する人が増えるにしたがって、資格の重要性
も高まっている。司法書士、行政書士、社会

保険労務士の資格を持つ人の 3 人に 1 人が資
格を活かしており、裁判官・検事・弁護士・
税理士・公認会計士の資格を持つ 7 割がその
資格を活かして就職している（斎藤、2015）。
　確かに、スキル形成には日米間で違いがあ
る。しかし、アメリカでも、ダブルインカム
が必要な社会になってから、資格の重要性が
急速に増している。日本でも、若い人の間で
労働力の移動が頻繁になってきており、生涯
働き、キャリアを形成したいと考えている女
性にとっては、資格取得などによって、転職
をしても価値を失わないスキルを持つことが
重要になっている。
　同様に、「学びなおし」教育プログラムを
提供する教育機関も増えている。筆者が所属
する日本女子大学でも 2007 年から文部科学
省の委託を受けて「リカレント教育・再就職
システム」がスタートしている。また、入学
者のバックグラウンドも多様になっており、
再就職を目指す既婚女性のみでなく、独身の
女性や、非正規労働者も増えている。
　人口構造が変化する中で、大学も産業界と
のコラボレーションによって、ライフステー
ジ別に、新たなスキルを獲得するための多様
なプログラムを提供することが求められてい
る。

（2）働き方の見直し
　働く意欲があるにもかかわらず仕事をし
ていない人は 635 万人いると言われている

（2016 年版労働経済白書））。
　その理由の一つが、潜在就業者が希望する
働き方がないことがあげられる。
　内閣府男女共同参画局が 2007 年に実施し
た「女性のライフプラニング支援に関する調
査」をみると、子供が 3 歳未満では働きた
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である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体
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から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体
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これからの女性人材の活用

27.7%（62.6%）、子供が小学生になると 9.4％
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と激減する。また、（）内の数字は働いてい
ない女性の割合である。このふたつの数字を
比較すると大きなギャップがあり、働きたい
のに働いていない女性が多いことがわかる

（図 6）。
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にもかかわらず、現在働いていない」女性は
15 ～ 64 歳の女性の 15％の 607 万人にのぼる
という。就業希望があるが無業である女性の
44％（268 万人）は 45 歳未満で、子育て期
にある（大嶋、2011、p.78）。また、内閣府
の男女共同参画白書によると、子育て期の女
性で働く希望があるにもかかわらず働いてい
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ると、GDP が 1.5％上昇し、雇用者報酬総額
が 7 兆円増えることが推計されている。
　就業しない理由は、働き方の希望と現実の
ギャップが大きいことに加えて、大嶋（2011）
は、大都市圏では、保育・学童保育などの公
的な子育て支援が受けにくく、かつ親からの

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
働いていない

在宅ワーク・内職

パート・アルバイト

契約・派遣等

正社員

自営・家族従業等

その他
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
働きたくない

家でできる仕事

短時間勤務

フルタイムだが
残業のない仕事

残業もある
フルタイムの仕事

既

　
婚
・
子
ど
も
が
12
歳
以
上

既

　
婚
・
子
ど
も
が
6
〜
11
歳

既

　
婚
・
子
ど
も
が
4
・
5
歳

既

　
婚
・
子
ど
も
が
3
歳
以
下

既

　
婚
・
子
ど
も
な
し

未

　
婚

子
ど
も
が
中
学
生
以
上

子
ど
も
が
小
学
生

子
ど
も
が
4
歳
〜
小
学
校
入
学

子
ど
も
が
3
歳
以
下

結
婚
し
て
子
ど
も
が
い
な
い
場
合

結
婚
し
て
い
な
い
場
合

図 6　女性のライフサイクルに応じた働き方の理想と現実

出所：内閣府「女性のライフプラニング支援に関する調査」2007 年。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



98 都市とガバナンス 30

女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み

援助が受けにくいこと、また、従来女性の就
業率が高い地方では、求人へのアクセスの機
会が少ないことが、就業のネックになってい
るとのべている。つまり、現状を改善できる
方法はまだいろいろとあるのである。

まとめにかえて
　21 世紀には多様な人材を活用して経営を
行うダイバーシティ経営が主流になる。日本
は 90 年代に入ってから、育児休業制度の導
入、21 世紀になってからは、正社員の短時
間勤務制度の導入など、女性が仕事と家庭を
両立させるための環境整備に取り組んでき
た。その結果、働く女性の数は増えたものの、
活躍する女性はそれほど増えなかった。その
理由は、日本の職場で、初期のキャリア形成
の段階で差別的な慣行が維持されていたため
に、女性人材の育成が十分に行われてことが
ある。
　今後女性の活用を進めるためには、まず、
今述べた差別的な慣行を改めることに加え
て、学びなおしのための教育プログラムを充
実させること、また、男性を含めた働き方の
見直し、残業をなくすことや、働く場所や時
間を柔軟にすることで、働く意欲があるにも
かかわらず、働いていない女性の就業を進め
ることなどの施策が必要になっている。
　また、都市部においては政府による保育環
境の整備と待機児童の解消のための保育所を
増やすことが引き続き必要になっている。
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。
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働く場の創造
～メガトレンドの中での産業支援～

　地域経済の実態や特徴を明らかにし、それを生かしながらの都市自治体の産業政策が、

今、効果をあげはじめている。特に、地域の特性を生かした働く場の創造や、地域産業

の内発的発展を促進する産業支援が、産業振興に取り組む都市自治体にとって課題と

なっている。

　当企画では、地域産業の内発的発展を促進するための企業誘致政策について、また、

人口減少や経済が成熟するにつれての労働や働き方の変化、都会から地方へ仕事を呼び

込むサテライトオフィスの実例、といったメガトレンドの中での産業支援について展望

する。
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

　本稿は、企業誘致を地域経済の持続的な内発的発展に結びつけることが重要であるという視点に

立ち、その実現のための方策について考察することを目的とする。そのために、地域産業の内発的

発展を促進する企業誘致の要件と方策について検討した。企業誘致においては、地域社会との共通

価値の共有、既存の地域産業と一体となった発展の実現が期待できる企業を、地域の個性や優位性

を有効活用して誘致することが重要となる。また、誘致企業の地域への定着性を高めるためには、

誘致企業の相互連携や地域の社会経済との連携を総合的に発展させる政策の実施が必要となる。

  このことを確認する実践事例として、大阪市域を中核とした大都市圏の都市自治体である大阪府和

泉市の市域における産業団地「テクノステージ和泉」を採り上げた。テクノステージ和泉は、自治

体が主体となり諸主体が協働して、厳しい経済情勢の中で企業誘致に成功すると共に、発展促進策

が継続的に進められている注目すべき事業である。その取組みは、企業誘致を地域経済の振興に繋

げるための総合的な戦略として高く評価される。

はじめに
　自治体においては近年、内発的発展を基本
理念とした地域産業政策が重視されるように
なってきたが、同時に地域内の産業集積を維
持・拡大するため企業誘致も積極的に進めら
れている。しかし、誘致企業（工場、事業所、
研究所など、本社以外の機能を持つ施設を含
む。以下同じ。）の立地が内発的発展には必
ずしも結びつかない、または誘致のために多
額の優遇措置を適用したにも拘わらず、誘致
企業が短期間のうちに撤退してしまうという
ケースも少なからず見られる。企業誘致とい
う政策手段は、成功すれば地域経済の振興に
大きな効果が発揮されるが、失敗すれば誘致

策としての産業基盤の整備や優遇措置への財
政投資が地域の損失として残される。
　企業誘致に失敗しないための重要な要件
は、誘致主体である自治体が「企業誘致を地
域経済の持続的な内発的発展に結びつける」
という方針を堅持し、成功に導くために取り
組むことである。具体的には、①地域への定
着と地域産業の内発的発展の促進が期待され
る誘致企業の見極め、②誘致活動の効果的な
実施、③誘致後の定着強化策の実施が挙げら
れる。本稿ではまず、これらの方策について
理論的に整理する 1。その上で、実践事例に
より理論の裏づけを試みたい。
　実践事例としては、大阪市域を中核とする
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地域産業の内発的発展を促進する
都市自治体の企業誘致政策

　専修大学 経済学部　教授　河藤　佳彦

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



101都市とガバナンス 30

地域産業の内発的発展を促進する都市自治体の企業誘致政策

大都市圏に位置する都市自治体としての大阪
府和泉市の市域において、大阪府と和泉市が
主体となり、金融や建設などの分野の企業、
地元の土地所有者などが協働して整備した産
業団地「テクノステージ和泉」を採り上げる。
　テクノステージ和泉は 1998 年から分譲が
開始され、2006 年 3 月末までには全画地で
の立地（分譲及び借地）が達成された。経済
情勢や工場立地について見ると、2002 年頃
以降は回復に向かったとは言え、全体として
厳しい状況にあったこの時期に（図１）、自
治体を主体とする企業誘致が成功したことは
注目される。
　また、企業誘致と共に、産業団地内の企業
同士の協働体制の構築に向けた取組みが進め
られていることも注目される。すなわち分譲
期間中の 2001 年 12 月には、立地企業が和泉

市などの支援のもとで連携し、良好な環境を
擁する産業団地の街づくりを視野に入れ、「テ
クノステージ和泉まちづくり協議会」を結成
した。
　一方 1996 年に、公設機関として大阪府立
産業技術総合研究所（現在の大阪産業技術研
究所）が隣接地域に立地したことも、企業誘
致の有力な魅力づけとなった（写真 2）。ま
た 2006 年 4 月には、通信・環境・整備分野
の技術者を養成する職業訓練を実施する、大
阪南部地域における中核的施設としての「大
阪府立南大阪高等職業技術専門校」が開設さ
れた。さらに 2013 年 3 月には、和泉市産業
振興プラザと和泉商工会議所が産業団地内に
開設された 2。このように、厳しい経済情勢
下における企業誘致の着実な推進、立地企業
の定着と産業団地としての発展の促進、地域

図 1　工場立地件数とGDP実質成長率の推移
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1　理論については主に、河藤佳彦「地域産業の内発的発展を促進する企業誘致政策に関する考察」『地域政策研究』（高崎経

済大学地域政策学会）第 19 巻第 4 号、2017 年 3 月、89-109 頁に基づいて整理再編し記述した。
2　地方独立行政法人 大阪産業技術研究所（https://orist.jp、2018 年 5 月 19 日取得）、テクノステージ和泉まちづくり協議会
 （http://www.techno-matidukuri.org、2018 年 5 月 19 日取得）、大阪府立南大阪高等職業技術専門校（http://www.pref.

osaka.lg.jp、2018 年 5 月 19 日取得）。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

経済への波及効果の拡大までを視野に入れた
総合的な自治体政策が継続的に実施されてい
ることが窺えるテクノステージ和泉は、本稿
の目的に適った先進事例と言える。

１　企業誘致に求められる基本的な視点
　誘致企業が地域経済の発展に貢献するため
の基本的な要件は、地域に定着することであ
る。その実現のためには、誘致主体となる自
治体が「地域の論理」と「企業の論理」は異
なることを十分に認識した上で、企業誘致に
取り組むことが必要となる。「地域の論理」
とは、企業誘致における自治体の目標が、地
域経済の活性化による住民生活の向上など公
共福祉への貢献にあること、また「企業の論
理」とは、企業の目標が、売上や利潤の増加
など個別利益の獲得にあることである。両者
の目標は相反するものと捉えることもでき
る。自治体には、この両者の目標が共に達成
できるビジョンを描くという難しい対応が求
められる。それができなければ、たとえ企業
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る。それは、交通基盤や優れた人材、取引企
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えられる。これにより自治体も、多様な地域
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すなわち、製品やサービスを地域外に広く販
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　企業誘致においてこれらの要件を実現する
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２　「地域の論理」と「企業の論理」の両立
と統合のための理論的根拠

　「地域の論理」と「企業の論理」の両立と
統合が実現できる企業誘致の可能性に理論的
な根拠を提供してくれるのが、マイケル・Ｅ・
ポーター（Michal E.Porter）（以下、「ポー
ター」とする。）ら（2011）3 の「共通価値の
戦 略（CSV：Creating Shared Value）」（ 本
稿では CSV を「共通価値創造」と表現する。）
とポーター（1999）4 の「クラスター理論」で
ある。以下、「地域の論理」と「企業の論理」
の両立と統合の理論的根拠としての観点から
両理論を概観する。

（1）共通価値創造〔CSV（Creating Shared 
Value）〕の理論の適用

　ポーターら（2011）5 の主張する共通価値創
造とは、企業は単に利潤の追求だけに終始し
ていては成長に限界が生じるという認識のも

 
3　マイケル・E・ポーター、マーク・R・クラマー（Michael E. Porter and Mark R. Kramer）「経済的価値と社会的価値を

同時実現する共通価値の戦略」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』第 36 巻第６号、ダイアモンド社、2011 年
６月、8-31 頁。

4　マイケル・E・ポーター（Michael E. Porter）（竹内弘高訳）『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社、1999 年。
5　前掲 3。
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１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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地域産業の内発的発展を促進する都市自治体の企業誘致政策

とに、企業活動の中核的な目的である利潤追
求が社会的利益の実現に合致することが、企
業の新たな成長・発展に結びつくとする理論
である。
　共通価値創造を実現するための方策とし
て、ポーターら（2011）6 は次のような３つの
アプローチを提示している。①製品と市場を
見直す、②バリューチェーンの生産性を再定
義する、③企業が拠点を置く地域を支援する
産業クラスターをつくる。
　①～③のアプローチを、地域経済の活性化
に適用する視点から、次のように捉えたい。
①は、地域資源や地域市場を活用して新たな
商品やサービスを生み出す可能性を示してい
る。②は、誘致企業が地域の企業との取引関
係や立地上の優位性などを有効活用すること
により、自社の生産性の向上が図れる可能性
を示している。③は、誘致企業を核とする産
業クラスターが形成できれば、地域の産業集
積は全体として生産性が高まり発展に繋がる
ことを示している。誘致企業は必ずしもクラ
スターの中核でなくてよいだろう。クラス
ターの重要な構成員となることができれば、
地域経済の発展に十分な役割が担える。
　以上３つのアプローチのうち取り分け③
は、地域経済の内発的発展を促進する総合的
な効果が期待できる方策として特筆される。
そこで次節では、クラスター理論の適用可能
性について検討する。

（２）クラスター理論の適用
　ポーター（1999）7 はクラスターを、「特定
分野における関連企業、専門性の高い供給業
者、サービス提供者、関連業界に属する企業、

関連機関（大学、規格団体、業界団体など）
が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力し
ている状態」（p.67）と定義している。そして、

「その全体としての価値が各部分の総和より
も大きくなるようなもの」（p.86）としている。
すなわち前節でも確認したように、誘致企業
がその立地した地域でクラスターの形成に貢
献できれば、誘致企業は産業集積全体の発展
に貢献し、自らもその恩恵を享受できる。
　ポーターのこのモデルは、地域資源の視点
からも捉えることができる（河藤、2010）8。
すなわち、企業戦略および競争環境、要素（投
入資源）条件、需要条件、関連産業・支援産
業は、クラスターにおいて企業が競争優位性
を獲得する源泉としての地域資源と見ること
ができる。これを誘致企業の観点から捉える
と、経営戦略を立てる際に活用すべき地域資
源を提示してくれるものであり、地域経済と
密接な連携関係を形成する上で大変有益な素
材となる。このため、地域ごとに異なる地域
資源や個性、優位性を、クラスター理論を適
用して抽出することは、企業において最適な
経営戦略を立てる上での有効な手段となる。

３　内発的発展を促進する誘致企業の要件
　第 2 章で示した理論に適い、地域の内発的
発展を促進するため誘致企業に求められる要
件について、以下、補足も加え改めて整理す
る。①地域の地域資源や個性、優位性を活か
せる企業であること。地域資源とは、企業の
事業活動に欠かせない原材料や製品、資金、
優れた労働力などである。また、地域の個性
や優位性は、産業地域や産業集積の類型、数
量的な指標、歴史的視点の適用などにより把

 
6　前掲 3。
7　前掲 4。
8　河藤佳彦「中小製造業における地域資源の意義と有効活用方策」『JOYO ARC』（財団法人 常陽地域研究センター）第 486 号、

2010 年、6-13 頁
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

握できる。②地域外からの所得誘導効果の高
い企業であること。すなわち、前記①の要件
に加え、産業活動の成果としての製品やサー
ビスを地域外の幅広い市場に販売して利益を
上げ、それを地域内に誘導できる企業である
こと。
　また、企業誘致による内発的発展を持続さ
せることも重要である。この点について、例
えば高野（2015）9 の考察からは二つの論点
が汲み取れる。一つは産業分野を横断する企
業の誘致・連携・融合による一体的な産業集
積の形成の必要性であり、もう一つは、その
実現のために企業誘致と既存の地域企業の振
興政策を総合的に実施することの必要性であ
る。総合的な産業政策により、誘致企業と地
域企業など諸主体との間で密接な取引関係や
連携が構築され、誘致企業の地域への定着性
も高まる。それは、地域経済の持続的な発展
のための重要な要件と言える。

４　実践事例による考察：テクノステージ和
泉（大阪府和泉市）

　テクノステージ和泉は、大阪府和泉市の域
内において開発され企業誘致によって形成さ
れた産業団地である（図 2、写真 1）。和泉市
環境産業部商工労働室及び和泉商工会議所

（和泉市産業振興プラザの運営主体）へのヒ
アリング調査（2018 年 6 月 1 日実施）の結
果及び諸資料に基づき、大都市圏の都市自治
体による企業誘致戦略のあり方と地域におけ
る産業団地の役割について考察する。

（１）テクノステージ和泉の概要
１）和泉市の概要
　 和 泉 市 は、 人 口 185,980 人、 面 積 84.98 
km2（2018 年 5 月末現在）10、大阪市の中心部
から概ね 30km ～ 40km 圏に位置する（図 2）。
ＪＲ阪和線や泉北高速鉄道、阪和自動車道を
利用して京阪神各地と結ばれるロケーション
に恵まれる一方、南部地域には豊かな自然が
ある。また、弥生時代からの繁栄の象徴であ
る池上曽根遺跡のほか、和泉国の国府であっ
たことから数々の史跡を有する。近年では、

「トリヴェール和泉」を中心とした宅地開発
に伴い着実に人口が増加しており、特に子育
て世代の流入が顕著であったことから人口構
成のバランスが良いまちである 11。
　また、次のような地場産業が地域の魅力を
高めている。いずみ硝子：明治時代より軟質
ガラスを用いたガラス工芸が発達しており、
部屋のアクセサリーや趣味の生活用品として
重用されている。いずみパール：大正時代よ
り発達し、ガラス玉、プラスチック、貝核を
原玉として製作されている。経済性にも富み、
ファッションアクセサリーを中心に多用され
ている。綿・合繊製品：和泉市が含まれる泉
州地方は、綿スフ織物産地である。和泉市の
綿製品も江戸時代より「和泉木綿」の名をもっ
て知られ、日本の中心的な綿業地帯を形成し
た。現在も綿や合成繊維により、衣料用、寝
装用、産業資材用、衛生材料用のほか、小巾
の白木綿など多岐多様な品種が製織され、国
内外への素材供給基地となっている12。

 
9　高野泰匡「企業立地動向と変わりつつある企業誘致：企業誘致をどのように考えていくか」『産業立地』第 54 巻第 2 号、

一般財団法人 日本立地センター、2015 年 3 月、9-17 頁。
10　和泉市（http://www.city.osaka-izumi.lg.jp、2018 年 6 月 10 日取得）。
11　大阪府和泉市『第五次和泉市総合計画』2016 年 9 月。
12　SATOMACHI IZUMI 大阪・和泉市観光ナビ（https://satomachi-izumi.com/hitoshina、2018 年 6 月 10 日取得）、和泉市
『広報いずみ』No.655、2013 年 7 月。
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一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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２）開発事業の概要 13

　テクノステージ和泉の開発事業の概要は、
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　所在地：大阪府和泉市テクノステージ一丁
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13　和泉市環境産業部商工労働室及び和泉商工会議所へのヒアリング調査（2018 年 6 月 1 日実施）を基に、筆者が整理した。
14　テクノステージ和泉まちづくり協議会（http://www.techno-matidukuri.org、2018 年 6 月 5 日取得）の資料を基に、筆者

が分析を加えて作成した。

出典：和泉市環境産業部商工労働室及び和泉商工
会議所へのヒアリング調査（2018 年 6 月 1
日実施）に基き筆者作成。

大阪市

大阪府

和泉市

テクノステージ和泉

図 2　和泉市・テクノステージ和泉の所在地

1980 年 5 月 大阪産業ビジョン 80 で、関西国際
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2002 年 4 月 まち開き。
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6 月 1 日取得）に基づき筆者作成。

表 1　テクノステージ和泉の事業経過

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

木製品製造業 3、家具・装備品製造業 1、パ
ルプ・紙・加工紙製造業 2、出版・印刷関連
産業 1、化学工業 3、石油製品製造業 3、プ
ラスチック製品製造業 5、ゴム製品製造業 4、
鉄鋼業 4、金属製品製造業 21、はん用機械器
具製造業 1、生産用機械器具製造業 7、電気
機械器具製造業 1、情報通信機械器具製造業
1、輸送用機械器具製造業 2、その他製造業 4
／〔運輸業・郵便業〕道路貨物運送業 7 ／〔卸
売業〕金属材料等卸売業 1、機械器具卸売業
1 ／〔金融・保険業〕保険業 1 ／〔不動産業・
物品賃貸業〕物品賃貸業 2 ／〔サービス業〕
9 ／〔その他〕1。

（b）本社・支社割合、企業規模 15

　上記（a）で業種構成を示した 98 社から経
済団体（サービス業）1 団体を除く 97 社に
ついて、本社と支社（本社以外の機能）の各々
が占める割合を見ると、本社は64社（66.0%）、
支社は 33 社（34.0%）である。産業団地内に
本社を持つ企業が比較的多いと言える。
　また資本金の分布を見ると、上記 97 社の
うち情報の得られる法人企業 85 社につい
て、資本金が 5,000 万円以下の企業は 54 社

（63.5%）であり、小規模な企業が比較的多い
と言える。

4）まちづくりガイドライン
　テクノステージ和泉が、緑豊かで快適な環
境を備えた産業団地となるための基本的な内
容については、用途地域（工業専用地域）、
特別用途地区（研究開発地区）、地区計画、
緑地協定などの法制度に基づき遵守すべき事
項として取り決められているが、よりきめ細
かなまちづくりによって、付加価値の高い産
業団地環境を実現するため、テクノステージ

和泉まちづくり協議会と和泉市が連携し、「ま
ちづくりガイドライン」（設計の手引き）を
設けている 16。
　これにより、敷地利用に関する事項（法面
保全による開放的沿道空間形成、緑化による
修景、未利用敷地の修景、雨水の循環・樹木
の育成に配慮した路面整備など）、建築物等
に関する修景（建築物の形態・意匠、附属設
備の修景）などが規定されている。

（２）企業立地完了後の事業展開
　企業誘致が進行するなか、2001 年 12 月と
いう早い時点で、大阪府や和泉市などの協力
のもと立地企業を中心に、「テクノステージ
和泉まちづくり協議会」が設立された（設立
時の会員数は 37 企業）。その規約は構成員に
ついて、「テクノステージ和泉に進出するす
べての企業等で構成する」としている。ま
た、目的を次のように定めている。「テクノ
ステージ和泉まちづくりガイドラインの内容
を掌握し、テクノステージ和泉緑地協定の適
正な運用等、良好な産業団地としての街づく
りを図り、維持管理及び運営に関する事項の
処理を円滑に推進するとともに、会員相互の
交流・親睦を図ることにより共通の利益増進
に努め、もって地域社会の発展に寄与するこ
と」。そして、その目的の達成のため、次の
事業を行うこととしている。１）良好な街づ
くりの推進及び緑地協定の適正な運営に関す
ること。２）勉強会、研修会等の開催により
進出企業間の交流並びに知識・技術等の向上
を図ること。３）団地の維持管理、運営及び
利便性の向上に関すること。４）地元町会等
との交流、協議、連絡調整に関すること、５）
その他、まちづくり協議会の目的達成に関す

 
15　前掲 14 の資料に、立地企業のホームページ、いずみナビ（和泉商工会議所）（http://izuminavi.jp、2018 年 6 月 5 日取得）

からの取得情報を併せ、筆者が分析を加えて作成した。
16　テクノステージ和泉まちづくり協議会・和泉市『テクノステージ和泉 まちづくりガイドライン』、2012 年 3 月。
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ること 17。　　　　　　　　　　　　
　この協議会が、テクノステージ和泉の継続
的な発展を促進する役割は大きい。具体的に
は、次のような事業を実施している 18。

（a）総会の開催：会員の協力により、なお一
層、良好で健全な産業団地としてのまちづく
りの推進及び会員相互の交流・親睦を図るた
めの事業計画を採択している。

（b）ビジネス連携サロン：産官学の連携を
より密にし、情報の交流を図っている。講師
を招いて「経営・ものづくりに関する種々の
情報、国・府・市の中小企業施策、情報技術
の導入に関すること、経済情勢、海外情報、
技術情報」などの課題に関する話を聞くとと
もに、会員の自社紹介などを行っている（2013
年度から市内企業にも公開）。

（c）美化・清掃活動：クリーンデー（道路・
公園・周辺緑地の清掃活動）を毎年 3 回実施
している。また、コスモ中央公園の清掃（全
会員・事務局員による）なども実施している。

（d）和泉少年サッカー「テクノステージ和
泉杯」の開催：少年サッカーを通じて青少年
の健全育成、地域コミュニティの発展及び
サッカーの技術向上と普及を図るため、和泉
市サッカー連盟、アイン食品㈱サッカー部の
協力も得て、特別会員の桃山学院大学のグラ
ウンドを借りて開催している。
(e) その他の活動：自主防災連絡会の開催（防
災訓練、救命講習会）、交通環境整備事業、
人材育成事業（オーダーメイド講座）、研修
会（見学会）、和泉弥生ロマン・ツーデーウオー
ク、和泉市商工まつりへの参加、防犯灯（道
路照明灯）の維持管理、案内誘導標識の維持
管理、防犯カメラの設置及び維持管理、就職
情報フェア（和泉市主催）への協力、産業人

材育成連携会議（事務局：大阪府立南大阪高
等職業技術専門校）主催事業への協力、職場
体験学習の受け入れなど。

（３）考察
　テクノステージ和泉は、大阪市域を中核と
する大都市圏に位置する、生産環境や防災性
に優れた内陸型の産業団地であり、関西国際
空港や高速道路のインターチェンジからのア
クセスなど交通の利便性も高い。また、大阪
産業技術研究所など充実した産業支援機関が
近接地に立地していることも魅力となってい
る。さらに誘致企業の業種について、大都市
圏に位置していることを十分に活かしてい

写真 1　テクノステージ和泉
出典：筆者撮影（2018 年 6 月 1 日）

写真 2　大阪産業技術研究所
出典：筆者撮影（2018 年 6 月 1 日）

 
17　テクノステージ和泉まちづくり協議会『10 年のあゆみ』、2011 年 12 月。
18　テクノステージ和泉まちづくり協議会（http://www.techno-matidukuri.org、2018 年 6 月 6 日取得）。
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

る。すなわち、近隣地域には多様な産業分野
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19　D 社ホームページ（2018 年 6 月 18 日取得）を基に記述した。
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柔軟な働き方と地域経済のデザイン

　ここ最近、時間や場所に捉われない柔軟な働き方が浸透しはじめている。企業や組織に雇われる

雇用だけでなく、自営業やフリーランス、ボランティア、副業なども含めて、働くということその

ものを根本から捉えなおす機運が高まっている。人口減少時代、経済が成熟していくにしたがい、

労働、働き方はどうなっていくのか。イギリスのケインズ研究者の言説を紹介し、日本の状況と合

わせながら考えたい。自治体が産業支援をデザインしていく際、生産性に捉われすぎないよう、柔

軟な働き方の後押し、「空き」の活用、「継ぐ」支援の必要性についてまとめた。

はじめに

　人口減少、労働力不足、超高齢化、AI や
IoT、シェア経済の進展など、わたしたちの
雇用を取り巻く環境は大きく変わりつつあ
る。テレワークや副業など、新しい柔軟な働
き方が少しずつ浸透しつつあるが、今後、ど
のような方向に向かうのだろうか。
　今般の通常国会で大きな焦点となった働き
方改革は、「一億総活躍」の動きの中で進め
られてきた。背景には、日本の雇用システム
を根本的に変えなければならないという危機
意識があった。
　その一つが、長時間労働であり、過労死や
長時間残業につながるような労働が問題化
し、規制が必要となってきたことがあげられ
る。日本的雇用システムである終身雇用と関
連し、正社員の長時間労働が常態化し、景気
が悪くなると残業を減らし調整するというこ

とが慣行となってきた。
　もう一つは、正規・非正規雇用の格差の問
題である。景気の調整策として非正規雇用が
進んだが、景気が良くなっても賃金が上がら
ない構造は、個人にとっても経済にとっても
悪循環をもたらしている。正規と非正規の格
差を是正し、働く実態に合った処遇制度が必
要とされる。とくに、就職氷河期世代の非正
規雇用は他の世代に比べて多く、未婚率や子
どものいない世帯の比率が高いことなども社
会問題化してきた。
　そもそも、これまでの雇用システムは労働
時間管理が必要な製造業において形成され、
機能していたが、サービス産業化や IT 化が
進んだ社会にはそぐわない面も大きい。実際、
テレワークを推進し、地方にサテライトオ
フィスを設置しているベンチャー企業などで
は、リモートワークや自己裁量による労働時
間管理を導入しているところも増えている。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

ここ最近は、時間や場所に捉われない柔軟な
働き方がトレンドのひとつになりつつある。
　そう考えると、企業や組織に雇われる雇用
だけでなく、自営業やフリーランス、ボラン
ティア、副業なども含めて、働くということ
そのものを根本から捉えなおす必要があるの
ではないか。
　この先、経済が成熟していくにしたがい、
労働、働き方はどうなっていくのか。こうし
た問題は日本に限った話でなく、資本主義社
会が直面している問題でもある。とくに欧州
や米国では、経済発展と労働、個人の仕事や
ライフデザインのあり方について、日本の参
考になる刺激的な本がいくつも出版されてい
るが、経済学を学んだ立場からすると、ロ
バート・スキデルスキー＆エドワード・スキ
デルスキー著『じゅうぶん豊かで、貧しい社
会』に今後のヒントが隠されているように思
う。そこでまず、この本のエッセンスを紹介
し、日本の状況とクロスさせながら考えてみ
たい。

１　「じゅうぶん豊かで、貧しい社会」
　『じゅうぶん豊かで、貧しい社会』（原著名

“How much is enough ?”）は 2012 年にイギ
リスで出版され、その後 15 カ国語に翻訳、
日本語訳は 2014 年に刊行された 1。著者の
ロバート・スキデルスキーはケインズ研究の
権威であり、息子のエドワードはドイツ哲学
者である。経済学者と哲学者の親子が、人間
の飽くなき欲望に警鐘を鳴らし、個人も社会
も「もう十分」と言えない状況に置かれてい

ることに強い懸念を表している。この本の中
核となるのが、ロバート・スキデルスキー（以
下、スキデルスキー）によるケインズの予言
とその誤算に注目した章である。
　1928 年、ケインズはケンブリッジ大学で

「孫の世代の経済的可能性」というテーマで
講演をおこない、その後に小論を発表した。
経済成長と労働時間に関する予測である。ケ
インズは、およそ 100 年後の 2030 年頃には、
先進国の人びとは１日３時間以上働かなくて
も、すべてのニーズを十分に満たせるよう
になると予測した。2030 年頃に「至福状態」
に達し、所得の伸びが止まり、同時に労働時
間は週 15 時間程度となり、ゼロに向かって
減少しはじめると説いたのだ。人びとが欲す
るものはほぼ全て機械で生産されると考えた
からである。
　スキデルスキーが本で示した図を見てみる
と、ケインズが予測した一人当たり GDP の
予測は実際値に近いものとなっている 2。
　しかし、労働時間の予測はどうか。2030
年頃に週 15 時間、2010 年頃にはすでに週 20
時間程度の労働時間になっているとケインズ
は予測していた。生産性の伸びに伴い、労働
時間は減少すると考えていたからである。所
得は限界効用逓減の法則が働く、つまり追加
的な所得がもたらす満足度は次第に減少して
いく。その結果、社会が発展するにつれて、
人びとはより多くの所得よりも、より多くの
余暇を求めるようになると考えたのだ。
　しかし、労働時間はほとんど減少しなかっ
た。1930 年、先進国の平均労働時間は週 50

 
1　ロバート・スキデルスキー＆エドワード・スキデルスキー（村上章子訳）『じゅうぶん豊かで、貧しい社会―理念なき資

本主義の末路―』筑摩書房、2014 年。
2　スキデルスキーはこれを「まぐれ当たり」と評している。ケインズの予想では第一次世界大戦以降は大規模の戦争や人口

の急増はないという前提だったが、実際には第二次大戦は起こり、人口は 2.5 倍に増えた。さらに生産性の伸びを低く見積
もっていたが、これらの誤りが打ち消し合い、一人当たり所得は 1930 年から 70 年間で４倍に増え、ケインズの予想の下
限値とほぼ同じとなった（同上書、34 頁）。
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体
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時間であった。現在は 40 時間である。日本
の法定労働時間もそうである。思ったほど減
らず、長時間労働は現代もなお続いている。
なぜか。
　スキデルスキーは、そもそも、ケインズは
なぜ所得が増えるにつれて人びとは働きたく
なくなると考えたのかと問う。その答えは明
快だ。それは「欲望」と「必要」を区別して
いなかったからだと説く。欲望には際限がな
い。経済成長が止まるというのは、人びとは
必要以上に欲しがらないことを選ぶことであ
る。つまり、労働時間が減らないのは、人び
との欲望には際限がないこと、それを満たす
ための労働が次から次へと生まれていること
を表している。スキデルスキーはこう述べて
いる。
　「ケインズの誤りは、資本主義の下で自由
に行われるにようになった利益追求はゆたか
になれば自ずと終息し、人々は文明的な生活
の実りを享受するようになる、と考えたこと
にある。そう考えたのは、自然な欲望には決
まった量があるとみていたためだ。ケインズ
は、資本主義が欲望創出の新たな原動力とな
り、習慣や良識による伝統的な抑制が働かな
ることを予測できなかった。となれば、私た
ちはケインズが生きた伝統的な社会よりはる
かに裕福になったにもかかわらず、よい暮ら
しの実現にとっては、ずっと不利なスタート
ラインに着くことになる。資本主義は富の創
出に関しては途方もない成果を収めたが、そ
の富の賢い活用という点では、私たちは無能
なままだ。」3

　この指摘は先進資本主義国に向けられてい
るが、短期間で経済成長を遂げ、人口減少社
会に転じた日本において、とくに切実な問題
にみえる。富の創出だけでなく、むしろよい

暮らしの実現に向けて、今後の労働や働き方
を考える必要がある。

２　人間的な付加価値を求められる業種が増
えていく

（１）モノからヒトへ
　これまでの日本の経済モデルは製造業を主
体としたものであった。製造業は輸出産業と
して発展を遂げ、サプライチェーンマネジメ
ントにより規模の経済性を発揮していた。外
部経済効果が大きく、地域内で所得と雇用を
生み、地域経済を下支えしていた。収穫一定
あるいは収穫逓増の法則が働く製造業は、材
料、労働力、設備を投入すると、一定以上の
産出物が生まれる。新しい機械を導入すれば、
さらに生産性も上がることになる。つまり、
イノベーションが達成されやすい分野、生産
性を向上させやすい分野といえる。なお、生
産性は、時間当たり、１人当たりの生産量で
あり、生産性を経年的に測定したり、他国・
他地域と比較したりできる。投入と産出とい
う二つの時間差の量によって成立している数
値であり、賃金にも直結する数字である。
　ここで、地域経済に目を転じると、平成
の 30 年間で、地域の産業構造は激変期を迎
えていた。市町村ごとの従業者数をみると、
1980 年代半ばには大半の自治体で、従業者
数１位の産業は製造業であった。モノづくり
大国であった日本は、都市と地方双方の地域
の雇用を支えていたが、この間、工場の中国・
アジアシフトなど海外の現地生産が拡大する
とともに、製造業が空洞化していき、地域雇
用も失われていく。一見、産業構造が高度化
し、サービス産業化が進んだと考えられがち
だが、その多くは非正規雇用に置き換わって
いったのであった。

 
3　同上書、64 頁。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

　2010 年代半ばの市町村ごとの従業者数を
みると、医療・福祉が最多の自治体が急増し
た。製造業から、医療・福祉をはじめ、サー
ビス業、小売業などに従業者一位産業が置き
換わった 4。平成の 30 年間で、地域経済は大
きな胎動変化を迎えていたのだ。とくに地方
圏でその動きが目立つ。
　実際、医療・福祉産業の労働者数をみて
みると、2002 年には 474 万人であったのが、
2016 年には 811 万人と倍増近い伸びとなっ
た。なかでも、介護職員数は、介護保険制度
が創設された 2003 年以降、2016 年までの間
に約３倍の 116 万人が増加した 5。
　問題なのは、介護人材の非正規比率が４割
と他産業に比べて高く、離職率も高いことか
ら、人材不足が深刻化し、スパイラル的状況
に陥っていることである。製造業からシフト
した業種はいずれも非正規雇用比率が高い。
他の増加業種、宿泊、飲食サービス業でも約
７割、小売業も６割がパート・アルバイトを
中心とした非正規雇用である。消費者のわた
したちの実感としても合点がいく比率であろ
う。
　これらは、対人サービス業であり、言い換
えると「人間的な付加価値を求められる職種」
である。総務省の調べによると、2015 年か
ら 2030 年までの間にこうした「人間的な付
加価値を求められる職種」はさらに 190 万人
増加すると見込まれている。インバウンド観
光が盛んとなり、観光業を主要産業と位置付
ける自治体が急増しており、宿泊・飲食を中
心に予測以上の伸びを示す可能性もある。対
して、製造業などの「定型的業務が中心の職

種」はこの倍の 386 万人減少すると推計され
ている 6。
　だが、「人間的な付加価値を求められる職
種」において、労働需給ギャップが大きいこ
とだけが問題ではない。これらの職種で非正
規雇用がメインということは、生産性が低い、
つまり賃金が低い業種が増えていくというこ
とである。
　都市圏と地方圏で比較してみよう。人口
30 万人以上の都市圏では、製造業とサービ
ス業の生産性の差はほぼない。両者とも、一
人当たり年間約 900 万円の生産性である。対
して、地方圏では、製造業の生産性は 800 万
円台だが、サービス業は 500 万円台である 7。
30 万人以上の都市圏では製造業からサービ
ス業にシフトしても生産性がさほど変化な
かったが、地方圏ではこの 30 年間で製造業
が縮小し、サービス産業化が進み、生産性を
減少させながらのシフトであったといえる。
生産性は労働生産性と同義で賃金と比例する
ことから、地域間の生産性の差は労働移動を
引き起こす。地方圏からの人口流出、東京一
極集中の背景ともなっている。
　とくに現在、有効求人倍率が高くなってい
る分野、介護、看護、保育、建設、運輸等で
は、ほとんどの地域で労働力需給ギャップが
みられるが、相対的に賃金の高い東京圏や大
都市圏で就職の機会を求める人が多く、地方
圏でこれら業種の人材不足感が今後とも拡大
していく可能性が高い 8。

（２）生産性呪縛からの解放と地域経済
　しかし、立ち止って考えると、介護、看護、

 
4　中小企業庁『2017 年版中小企業白書』のコラム図 1-3-1 ①では、市町村単位の産業構造の変化を日本地図におとしている。

30 年間の地域産業の変化を視覚化した分かりやすい地図となっている。
5　総務省「労働力調査」による。
6　総務省「自治体戦略２０４０構想研究会」第６回事務局提出資料より。元資料は厚生労働省『平成 29 年版労働経済白書』。
7　経済産業省『通商白書 2017』より。
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保育、飲食、観光、小売業等の対人サービス
業は、製造業から考え出された生産性という
概念にそもそも馴染まない。さらには「地域
の経済力」を生産性をもって主要な指標とし
て測ることに限界があるのではないか。
　都市圏と地方圏のサービス業を比較して地
方圏の方が低いのは、サービス業は生産と消
費の同時性があり、製造業と比べて「密度の
経済性」が働くためである。統計をみても、
DID 人口密度とサービス業の労働生産性は
正の相関関係にある。
　また、対人サービス業は、丁寧に仕事をす
ればするほど、生産性は下がるというジレン
マを抱えている。ひとりひとりの人間と向き
合う接客業や福祉の分野では、そもそも時間
当たりに何人にサービスを提供したかを競う
ものではない。
　海外のサービス業に比べ日本の生産性が低
いということがよく指摘されるが、日本のお
もてなし精神の裏返しともいえる。海外で買
い物をすれば、店員のそっけない対応で、逆
に日本の接客サービスの質の高さに気づかさ
れることも少なくない。行き過ぎたサービス
は改められるべきだが、丁寧に仕事をした証
しとして生産性が低いとすれば、生産性を上
げるためには仕事から丁寧さを削ぐという発
想を招きかねず、本末転倒であろう。むしろ、
対人サービス業では労働時間だけでなく、ス
トレス管理なども合わせて考慮しなければな
らない。
　働き方改革の法制度設計も重要であるが、
根本的には、社会の便利さ、効率性をどこま
で追求するかに関わる問題である。たとえ
ば、24 時間営業のコンビニエンスストアや

チェーン飲食店の営業時間を規制すれば、売
上高、出荷量は減るが、総労働時間は短縮さ
れる。仮に減らした深夜時間の需要分と昼間
の営業時間内の需要分を比べ、昼間の需要分
が深夜営業時間の減少幅以上に伸びていれ
ば、結果的に生産性を上げることにつなが
る。生産性に捉われすぎるから、労働時間を
めいっぱい延長した 24 時間社会が構築され
たのであって、その前提自体を問い直す必要
がある。
　24 時間社会は大都市を中心に裾野の広い
労働市場を形成している。コンビニのサプラ
イチェーンは深夜労働により支えられてお
り、弁当やパンなどの食材を作る工場労働も
24 時間体制が強いられることになる。大都
市の地下街やビルの清掃、クリーニング工場
も夜通しの仕事である。働きすぎの環境を企
業が作っているばかりか、スキデルスキーが
指摘するように、際限のない欲望がそうさせ
ている。「必要」と「欲望」をはき違えてい
ることに、わたしたちは自覚せねばならない。
便利、効率性を追求する限りない欲望は、働
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ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な
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戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

基づく生産性の呪縛から脱却し、多くの地域
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たい。
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が地域経済にとって優位に作用していた。一
方で、増える労働需要を背景に農村や地方か
ら都市へ人口が大きく移動し、過疎化につな
がる要因となった。雇用はサラリーマン雇用
が増え、自営業とあわせて失業がない全部雇
用社会を形成した。
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世帯主モデルの家族形態が定着していった。
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代から 2000 年代は失われた 20 年と呼ばれる
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柔軟な働き方と地域経済のデザイン

時代に入っていく。IT 社会、グローバル経
済が進み、世界経済の中での日本経済の地位
は後退していった。21 世紀は都市の時代と
いう認識のもと、ポスト都市化の様相が濃く
なり、大都市での立地規制が緩和されるなど、
都市の経済を活性化させる産業政策が目立っ
た。この頃、先述した非正規雇用の枠組みが
でき、この時期に卒業した就職氷河期世代が
正規の就職からあふれ、非正規雇用比率を高
めていくことになる。
　では今後、どのような時代へと変化を遂げ
ていくのであろうか。現在は人口減少時代
への転換期といえる。2040 年には、現在よ
り 1000 万人以上人口が減少し、高齢者人口
がピークを迎える。団塊ジュニア世代から現
在 40 才前後の就職氷河期世代が 2040 年に
はちょうど高齢者世代に差しかかるからだ。
徐々に、かつての標準的な人生設計は喪失し
ていくことになろう。世帯主雇用モデルから、
男女ともにライフステージに応じて、無理な
く活躍できる雇用モデルへの転換をうながし
ていくことが求められる 9。また、生産年齢
人口の定義を超えて意欲ある高齢者も働き続
けられる生涯現役社会が現実のものとなって
いくだろう。
　ジェレミー・リフキンがいう「限界費用ゼ
ロ社会」がそうした柔軟な働き方、雇用のあ
り方を示唆している 10。これまで日本が謳歌
してきた規模の経済モデルとは異なり、追加
コストをかけずに、ひとりひとりが生産活動
に参画することができるというものだ。IoT
など、モノのインターネット化が前提とされ、
シェアリングエコノミーの可能性についてい

ち早く言及している。リフキンの議論は文明
論として捉えられているが、地域経済、地域
経営にとっても、重要な指針を提供してくれ
る。
　シェアリングエコノミーは、コラボレー
ティブ・コモンズや分散型社会と関係が深い。
これまでの大都市に集積していた企業活動が
分散していく可能性を秘めている。実際、サ
テライトオフィスを誘致して、創造的な地域
づくりを進める徳島県神山町や和歌山県白浜
町のような地域も現れている。東京一極集中
とは逆に田園回帰の動きを下支えしている面
も小さくない。
　今後、場所や時間、組織に縛られない柔軟
な働き方をする人びとは増えるだろうし、そ
れを可能とする業種も数を増していく。地方
自治体の産業振興は、こうした業種に注目し
て、支援や誘致をしていくことが中心的な仕
事になっていくのではないか。

４　多様な働き方とチャレンジを促す
　人口減少時代の地域産業政策は、多様な働
き方、チャレンジを促しつつ、豊かな生活・
文化を支える産業を創出していく社会に転換
していくことが求められる。それを踏まえ、
次の２点を産業支援の新しい芽として記して
おきたい。

（１）時間・場所にとらわれない働き方を後
押し

　ひとつは、時間や場所、組織にとらわれな
い働き方の支援である。あわせて、新しいタ
イプの自営的就労やフリーランス、副業や兼

 
9　「自治体戦略 2040 構想研究会」（総務省）に委員のひとりとして参加させていただいたが、最も印象に残ったのが、標準

的な人生設計は消滅していくという議論であった。中間報告では提言として３つの柱がまとめられたが、地域の構造的な
問題だけでなく、個人の人生設計、ライフステージにまで言及しているのが特徴である。さらに世代間格差を意識し、不
安定な雇用環境にある就職氷河期世代、現在 40 歳代を中心とした世代の負担を社会全体で受け止める必要性にも触れてい
る。詳細は「特集 自治体戦略２０４０構想」『自治実務セミナー』（第一法規）2018 年 7 月号を参照されたい。

 10　ジェレミー・リフキン（柴田裕之訳）『限界費用ゼロ社会』ＮＨＫ出版、2015 年。
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業を後押ししていくことも求められよう。ソ
フト・アプリ開発、デザイン、映像編集など
で広がりをみせているが、最近では IT ベン
ダーの地方への立地もみられるようになって
きた。サテライトオフィスは、環境、インフ
ラ面だけでなく、人材が集まるところに引き
寄せられる傾向を持つ。サテライトオフィス
に続き、本社を東京から地方に移す企業も出
始めている。
　時間、場所にとらわれない働き方は、IT
分野以外にも、地域づくり、ソーシャルビジ
ネスに関わる仕事などでも広がりをみせてい
る。必ずしも統計には表れにくい分野である
が、地域経済だけでなく、地域社会の維持に
とっても大きなインパクトを持っている。
　しかし、組織に属していない自営的就労者
は将来に対するリスクが大きいため、経済的
自立に向けた政策が必要となる。労働法が専
門の大内伸哉氏は、真正な自営的就労者、フ
リーランスは自助を適度にサポートしなが
ら、連帯による共助を育成する支援が必要と
述べている 11。具体的には、セーフティネッ
トを見直し、雇用形態に関わらない社会保障
制度の一元化、人材育成、市場環境の整備な
どがあげられる。
　シェアリングエコノミーの拡大は、民泊を
副業で営む人のように、自営業あるいは経営
者でもあり、雇用者でもあるという二刀流の
新しい就業スタイルが定着する可能性を秘め
ている。また、定年した世代の再雇用や起業、
現役世代のボランティアや共助へのコミット
メントなど、就業形態が多様化し、新しい働
き方やライフスタイルを先導していくことに
なろう。

（２）「空き」活用と「継ぐ」支援
　二つ目は、「空き」活用と「継ぐ」支援である。

「空き」に関しては、古民家や商店、廃校の
リノベーションは盛んで、地域産業振興でも
移住や起業と組み合わせて再活用を図る自治
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11　大内伸哉「フリーランス活躍に向けた法整備は時代の要請」『Wedge』vol.29, No.10, 2017 年 10 月号、58-60 頁。
12　脱工業化都市トリノ研究会編『トリノの奇跡―「縮小都市」の産業構造転換と再生―』藤原書店、2017 年。
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成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行
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柔軟な働き方と地域経済のデザイン

政策も重要となってくるだろう。第３者への
事業継承や、経営資源を受け継ぎつつも新業
態に転換する「ベンチャー型事業承継」があ
げられる。また、田園回帰が盛んにみられる
昨今、農林漁業や工芸分野などでは「継業」
という概念も生まれてきている 13。

おわりに
　働き方をめぐる議論は、これからの社会像
を模索していくことにもつながる。冒頭で触
れたように、ケインズは経済成長の果てには、
人びとの労働時間は１日３時間程度にまで減
少すると予測していたが、そうはならなかっ
た。働くということが多義的になっている反
面、効率性重視の経済がさらなる欲望を喚起
し、労働時間が減ることはない社会を作り出

した。しかし、欧米でも議論が盛んなように、
こうした価値観自体を問い直す動きが出てき
ている。人手不足分野が慢性的になってきて
いることとも関係する。
　今後は、会社や組織での雇用形態だけでな
く、ボランティアや地域活動のコミットメン
ト、さらには兼業・副業なども含めて、多様
な働き方を許容し、議論していく必要があ
る。シェアリング・エコノミーが広がりをみ
せる中で、この先、労働概念自体を見直す必
要も生じてくるだろう。
　自治体の産業支援においても、経済的指標
の価値観だけでなく、世界的なトレンドを掴
んで、統計には表れにくい小さな芽を育み、
働きやすい地域をデザインしていっていただ
きたい。

 
13　小田切徳美・筒井一伸『田園回帰の過去・現在・未来』農文協、2016 年。
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

　人口減少のインパクトを軽減し地域社会を持続させていくためのカギは「複属化」である。第二・

第三の所属は個人が生きていく上でバックアップとなり、また地方自治体が関係人口を増やす可能

性を持つ。新潟県南魚沼市のサテライトオフィス事業は、地元の国際大学が持つ知的資源や国際的

なネットワークを入居企業と組み合わせていく取組みである。1年間の実施を通じて、テレワーク

に関する入居企業間の協力やオフィス空間のあり方、地元社会との関わり方などについての知見が

得られた。また、先進事例として知られている和歌山県白浜町、福島県会津若松市、徳島県神山町

などからも見えてくるのは、先進的な地方のサテライトオフィスは「仕事」と「生活」の両方の質

を高められる環境を磨いているということだ。技術やビジネスのトレンド、および生活の質＝ウェ

ルビーイングの多様性に目を向けることで、多様なサテライトオフィスをデザインしていくことが

できるだろう。

人口減少と「複属化」
　人口問題は、地域社会の将来を決める大き
な要素である。地方都市においては、都市へ
の人口移動による過疎化は以前から大きな課
題であったが、日本全体の人口が減少局面に
入り加速していく本格的な「人口減少社会」
に入り、問題の重要性はさらに重たいものと
なっている。
　人口減少のインパクトを軽減し地域社会を
持続させていくためのカギは何か。ここでは
その一つとして「複属化」を挙げたい。
　社会人類学者の中根千枝は 1967 年の著書

『タテ社会の人間関係』で、日本人の社会集
団は「個人に全面的参加を要求」し、個人
が 2 つ以上の社会集団に所属していても「必

ずそのいずれか 1 つ優先的に所属しているも
のが明確にあり、あとは第二義的な所属」で
あること、「第一所属がダメになった場合は、
個人にとって致命的であり、その場合、第二
所属をもっていてもほとんど大した役に立ち
えないのが普通」であると指摘した。つまり

「構造的には集団所属はただ一つ」であるの
が日本社会の特徴であるとし、これを「単一
社会」と呼んだ。サラリーマンがプライベー
トな時間も同僚と付き合い、社宅に住み、家
族ぐるみの関係を築くようなあり方はその典
型といえるだろう。
　しかし、小渕内閣時代の 1999 年に堺屋太
一経済企画庁長官の下でとりまとめられた経
済審議会報告書『経済社会のあるべき姿と経
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地域でのサテライトオフィス誘致

済新生の政策方針』では、単一社会とは異な
るあり方を読み取ることができる。今後の社
会では「「単属者」であり続ける者もいるが、
多くは、これらに加えて好みの縁で繋がった
集団にも帰属意識を持つ「複属者」となる」
という。好みの縁以外にも、退職後の高齢者
や学校生活になじめない若者と地域社会の関
わりについて、第一所属以外の「居場所と
役割」を作る重要性が論じられるなど、「複
属」の認識は広がっているといえる。1 つの
企業に所属しないフリーランスの働き方や、
企業に所属しつつ NPO 等で社会的な活動に
も積極的に打ち込む生き方をする人も増えて
いる。同窓会のつながりや、多様な趣味のつ
ながりの仲間と日常的にコミュニケーション
をとるようになってきている。つまり第二所
属、第三所属が、個人として生きていくうえ
でバックアップとして役に立つようになるな
ど、確実に複属化は進んでいる。
　複属化を助長しているのが、ソーシャルメ
ディアだ。個人を単位とし、人と人のつなが
りをベースに情報の共有・拡散が行われる
ソーシャルメディアは、個人間の多様なつな
がりを作り交流を促すことが存在意義であ
る。そのため、さまざまな目的や関心事など
に応じて誰でも自由に、簡単に仲間を募れる
機能を提供している。そこから数多くのグ
ループや組織が次々と生まれ、その多様性が
私たちの複属化を後押ししている。
　地域社会との関連では、ふるさと納税制度
も「複属社会」的な制度として捉えられる。
この制度では、自分が住んでいる場所ではな
い地方自治体への寄付をすると税額控除が受
けることができ、実質的には県民・市民税の
一部移転が行われている。この制度を、「居
住地と寄付先の２カ所の住民となって納税し
ている」と捉えれば、複属意識の具体化であ
るともいえよう。ほかにも、「ふるさと住民票」

を発行する自治体も登場している。こうして
地方自治体が、正規の住民ではない「1/2 住
民」や「1/3 住民」のような存在を認め、納
税者や関係者（関係人口）を増やしていくな
らば、それは人口減少対策となり、地域社会
の生き残りにもつながっていくだろう。
　また、個人の立場から考えても、多様な働
き方や生活様式をしやすくなり、複数の地域
や企業・組織に所属することが社会制度とし
て定着していく複属社会化は、リスク分散や
セーフティネットというメリットがある。

南魚沼市の取り組み
おためしサテライトオフィス事業の概要
　近年、都市部の企業などが情報通信技術を
活用し地方都市や地方の観光地などにサテラ
イトオフィスを設け、より豊かな仕事環境・
住環境の実現や、通勤負荷の削減、オフィス
コストの削減等を目指す動きが広がってい
る。こうしたサテライトオフィスへの企業誘
致は、これまで住民ではなかった人と地方都
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て、この国際大学のキャンパス内にサテライ
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な拠点のある（株）エム・ビー・エー、ヌー
ムジャパン（株）、（株）プライムスタイル、（株）
ICO Japan の 4 社が入居した。
　企業の入居が落ち着いた 2017 年 6 月から
9 月には、サテライトオフィス入居企業と南
魚沼市、地元関係者（医療機関、コンサルタ
ント、起業家など）と国際大学 GLOCOM の
合同研究会である「サテライトオフィス誘致
戦略研究会」を実施した。この研究会では国
際大学の学生（ブラジル、南アフリカ、カメ
ルーン、ミャンマー、キルギスタン、パキス
タン出身）や教員とともに入居企業のビジ
ネスの国際展開の可能性を検討するワーク
ショップを開催したり、国内先進地域のサテ
ライトオフィスの取組みを調査したり、南魚
沼における今後のオフィスのあり方などを議

論したりした。筆者はこの研究会の主査兼事
務局を務めた。
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地域でのサテライトオフィス誘致

取り組みを検討した中から出てきた。研究会
を機に交流が始まった福島県会津地域のジョ
セササイズを取り入れ、他地域から若者を招
聘しお米や民泊など南魚沼市内の地域資源を
アピールしたり、入居企業とともに体力づく
りプログラムを提供したり、国際大学の学生
を巻き込んだ国際大会に発展させたりすると
いうものだ。南魚沼の特長である豪雪や観光
資源と、入居企業の持つデータ活用技術、国
際大学のもつ多国籍性などを踏まえたアイ
ディアであり、地域の企業を巻き込んでさら
なるビジネス創出や企業コミュニティの発展
も期待される内容であるといえよう。実際に、
冬季には南魚沼市が開催した若者向けの動画
作成イベントの一環として会津からの参加者
も迎えて「ジョセササイズ」を楽しむ企画を
実施しており、今後の発展が期待される。
　各企業のビジネスの関連では、海外の大学
を出て地元で働くことを希望していた社員
を 1 名新規雇用した会社がある。社員旅行で
東京や海外で働いている社員が南魚沼に滞在
し、深い雪の中でさまざまな体験をともにす

ることで深い交流をした。また、地元自治体
や専門学校と連携したビジネスも生まれてい
る。よい成果ばかりではなく、企業によって
はまだ、ビジネスのメリットは見いだせてい
ないという声もある。
　国際大学とのかかわりの中で、インフォー
マルな成果もいくつかあった。食堂や喫煙所
などの施設を共有していることで、さまざま
な背景をもつ外国人学生が入居者に気軽に話
しかけ、コミュニケーションの機会が生まれ
た。学生と休日に遊びに行ったり一緒にス
ポーツを楽しんだこともあったという。ま
た、国際大学は大半が外国人であり公用語が
英語であるため、このオフィスにいることが
入居者には英語を学ぶ動機づけとなり、地元
の人も交えた英会話教室の実施につながった
こともあった。このように地元の人も巻き込
みながら自発的にさまざまな活動やグループ
が生まれたことは、小さな地域コミュニティ
にとっては大いに意義のあることだといえよ
う。
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見えてきた課題
　魚沼市のおためしサテライトオフィス事業
は他の先進事例と比べると、まだ初期段階に
ある。そのため、研究会を通じて入居企業の
ニーズや、オフィス環境整備の課題、支援側
の課題などが見えてきた。発展途上の地域の
知見としていくつか示してみたい。
　すぐに対応できそうな課題は、「テレワー
クに関する協力」であった。入居企業のビジ
ネスはそれぞれ異なるが、情報通信機器や
サービスを駆使して他地域とテレワークを
行っているという点は共通している。そこで、
Web 会議や書類の共有、コミュニケーショ
ンなどをどのようにしているか等のノウハウ
やツールをシェアしたり、共同開発したりす
ることができるのではないかという可能性が
示された。
　オフィス環境の課題は、音が漏れないス
ペースの扱いである。国際大学に設けられた
サテライトオフィスは、各企業のスペースが
完全には密閉されてはおらず、互いの存在を
感じられるようになっていた。これは互いの
存在を感じコミュニケーションを誘発する効
果が期待されるものの、場合によっては話し
声が迷惑になっていないか、情報が漏洩しな
いか、といった懸念につながった。打合せや
電話に使える「音が漏れないスペース」と、
対話や交流もできるスペースを用意し、仕事
の内容や各自の状況に合わせメリハリを付け
て最適な場所を使えることが求められる。
　運営面の課題は、地元でのネットワーキン
グである。地方のサテライトオフィスに入居
する企業は、地元での協業や顧客獲得の可能
性を探ることへの期待を持っている。南魚沼
では研究会の活動やインフォーマルな交流が
あったが、地元の企業や大学、医療機関、経
済団体、住民などとのネットワーキングの機
会を増やしたいというニーズが強かった。

　地方ならではの課題は、人材採用である。
入居企業は南魚沼での人材採用や、国際大学
の学生の採用に前向きな姿勢を示していた
が、求めている人材とスキルが合わなかった
り、東京でも働きたいという意向が応募者に
あったりするなど、ミスマッチングが起き
た。実際にサテライトオフィスに入居した企
業は経営者が南魚沼の出身であったり、入居
企業が地元出身の若者を採用したことを踏ま
えると、地縁を生かした地元出身者の I ター
ンや関係人口化は一つのヒントとなる。また
人材の採用ができた場合には、サテライトオ
フィス勤務者の能力開発につながる研修を入
居企業が共同で開発していくことも可能であ
ろう。
　「おためしサテライトオフィス」期間は
2017 年度で終了し、2018 年度からサテライ
トオフィス入居企業は南魚沼市が上越新幹線
の浦佐駅にも近い旧大和町庁舎で展開してい
る産業拠点「グローバル IT パーク」に場所
を移した。新しいオフィスは共用設備が増え
広くなり、音がもれない部屋があるなど施設
面の課題は改善した。また大学からは離れた
がこの場所にはインド系の IT 企業が集積し
ており、国際大学との関係もある。さらなる
展開が期待される。

他の地域の事例
和歌山県白浜町
　IT 関連産業の集積を促す和歌山県の「IHS

（イノベーション・ホット・スプリングス）
構想」の拠点地域であり、自然環境や交通ア
クセスに恵まれた白浜町は、サテライトオ
フィス誘致の成功例として注目されている。
白浜町のサテライトオフィス「IT ビジネス
オフィス」は 2004 年に設立され、当初は入
居企業が増えず苦戦をしていたが、2014 年
に 2 社の誘致に成功した。そこから（株）セー
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地域でのサテライトオフィス誘致

ルスフォース・ドットコムの誘致など好循環
が始まった。白浜町 IT ビジネスオフィスは
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働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～

術が役立つ場面を体感した。
　会津大学などが取り組んでいるブロック
チェーン技術はカンボジア中央銀行に採用さ
れた。カンボジアからは 5 名の技術者等が会
津若松を訪問し、技術開発だけではなく一緒
に磐梯山に登るなど交流を深めた。地方のイ
ノベーションが国内で普及するよりも前にい
きなり海外に出ていくというのはユニークで
ある。
　このようなエコシステムの中にサテライト
オフィスやコワーキングスペースが位置づけ
られている。会津大の学生たちが資金を出し
合って作ったオフィスは、毎週のようにイベ
ントが開催され、活気付いている。市が病院
を改装したサテライトオフィスもあり企業の
試行の場として活用されている。

徳島県神山町
　徳島県神山町は、急速な人口の縮小に直面
してきた山奥の地域である。徳島市から車で
40 分かかるという交通の不便さと地元の雇
用不足により、若者は故郷に帰れず、地域を
担う後継者の移住も呼び込めない状況であっ
た。そこで神山町は「神山プロジェクト」を
立ち上げ、クリエイティブ人材の誘致や ICT
インフラ等を活用し多様な働き方を実現する
ビジネスの場としての価値を高める「創造的
過疎」を打ち出した。その結果、芸術を始め
とする成功実績が蓄積され、その魅力によっ
て若者が集まる場所に転換した。移住にも注
力した結果 2011 年度には転入者が転出者を
上回るなど、人口減少にブレーキをかけつつ
ある。
　プロジェクトの契機ともなった「ワークイ
ンレジデンス」では、靴屋やベーカリーな
ど、どのような人に町に来てもらいたいかを
考え、町側から働き手を「逆指名」すること
で町をデザインしてきた。神山町での働き方

にも特徴がある。ある南仏料理レストランは、
週休 3 日にしてその内 1 日は勉強日と定めた
り、1 ヶ月間オーナーが海外へ「修行」の旅
に出たりと、自分好みのワークライフスタイ
ルの追求を実現している。
　サテライトオフィスでは 16 社を誘致し、
30 名を新規雇用する実績を上げている。縫
製工場をリノベーションし、クリエイター
が「お試し滞在」できるコワーキングスペー
スも完備している。もともと徳島県は「全県
CATV 網構想」により県をあげて高速ブロー
ドバンドを整備してきたため、IT やデザイ
ンなどの業種は誘致しやすい環境にある。
　さらに、芸術家を誘致し、神山町で作品を
製作してもらう「アートインレジデンス」に
も取り組んだ。滞在する芸術家の満足度を上
げるよう取り組みつつ、アートの見学に訪れ
る観光客を増やすことで地域の魅力を磨いて
きた。
　中心的に活動してきた NPO 法人グリーン
バレー理事長の大南信也氏は、建設会社の社
長として自分の街を活性化させないと自分の
商売が成り立たないという危機感からまちづ
くりの取り組みを始めたという。地域経済や
雇用への強い問題意識をもった「NPO 法人」
が主体となってユニークな取り組みを進めて
いる点がポイントで、行政が多面的にきめ細
かくサポートしている白浜町とはやや対照的
であるといえよう。

多種多様な地方サテライトオフィスへ
　南魚沼の事例といくつかの地域の事例から
見えてくるのは、先進的な地方のサテライト
オフィスは「仕事」と「生活」の両方の質を
高められる環境を磨いているということだ。
ある場所で仕事をするということが、ビジネ
スの成功だけではなく、働く人のウェルビー
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



125都市とガバナンス 30

地域でのサテライトオフィス誘致

の質を高めると個人が感じるもの）にもつな
がっている。仕事の成功を評価する指標は売
上などいくつかに限られるが、生活の質＝
ウェルビーイングとして人が求めるものは多
様である。自然環境、気候、生活リズム、子
供や家族との関係、社会的な人とのつながり
など、ウェルビーイングの多様性に目を向け
ることで、多様なサテライトオフィスをデザ
インしていくことができるだろう。
　また、ビジネスを考えるうえでも、地方の
サテライトオフィスの意義が見えてきた。一
般に知識労働者は都市に集まることが知られ
ているが、神山町のように情報通信技術の
環境は地方都市でも充実してきている。そ
して、さまざまなデータ活用サービスや IoT

（Internet of Things：モノのインターネット）

は、今や社会の隅々にまで浸透しつつある。
健康関連のサービスや農林水産業、観光業に
関するサービスであれば、大都市よりもむし
ろ地方の現場にちかいところで開発に取り組
んだ方が良いということもあるだろう。そし
て会津若松市の事例が示すように、地方都市
には、小規模だからこそ官民が連携しやす
く、低コストで意思決定が早くできるという
メリットがある。
　「複属」化などの社会トレンドや人々がサ
テライトオフィスに求めるものを踏まえ、ま
た技術やビジネスのトレンドを踏まえなが
ら、多種多様でイノベーティブなサテライト
オフィスが各地で進化していくことを期待し
たい。
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にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆
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コミュニティの迷い道～現在！過去×未来？～　

（先見性）（後編　法定外税）

　シャウプ勧告以来の地方税制の念願の課題は事業税の外形標準課税の導入だった。それは後に

実現するが、それに先立ち、1990 年代に法定外税が、地方分権改革の一環でそれまでの許可

制が協議を要する同意制度に改められた。そうした中で神奈川県は 2001 年に臨時特例企業税

をスタートさせた。東京都のいわゆる銀行税導入（2000 年）と並んで、事業税の外形標準課

税の導入にチャレンジする仕組みとして注目された。その後、外形標準課税は 2004 年以降に

実現。一方、県は臨時特例企業税の課税を続けたが、企業が訴訟を提起、最終的には最高裁判所

で違憲無効となった。

　同じ頃、やはり地球の反対側でも、法定外税に相当する仕組みが弾力化された。中部ドイツの

カッセル市（人口約 20 万人）はグリム兄弟ゆかりの地として有名。グリム童話にフランスの影

響があることで知られるように、このあたりは宗教改革時代に亡命してきたユグノー教徒を受け

容れた地域でもある。環境意識が強く、緑の党が州政権の連立与党として参画することとなった。

かくしてこの州では法定外税に相当する仕組みが許可制から届出制に改められ、州当局の反対に

遭うこともなく、1992 年から都市は包装税を課税できることとなった。包装税とは、緑の党

の主張に沿ってファーストフード店で使用されるような使い捨て包装材料に重い税金を課すもの

である。いわば、使い捨てプラスチック製品の使用をやめさせようというもの。税収難と廃棄物

抑制で悩む他の諸都市でも課税を試みるところが出てきた。一方、折しも、全国レベルでは徹底

したリサイクル制度が動き出しており、この課税はその政策に真っ向から刃向かうものであった。

そこで、国際的なファーストフード企業が包装税の廃止を求めて訴えた。そして紆余曲折を経て、

連邦憲法裁判所は、1998 年、包装税はリサイクルを推進する国の法制度に反し違憲無効との

判決を下した。

　その判決から 20 年を経て、今、欧州では使い捨てプラスチック製品の禁止に動こうとしてい

る。使い捨てプラスチック製品がリサイクルはおろか海洋に投棄され、深刻な環境被害を引き起

こしているからである。包装税の目論見がようやく息を吹き返した。また、法定外税や Kurtax（入

湯税に相当する目的税類似の課徴金）の見直しといった形で、ヨーロッパの各都市で宿泊税の導

入を含めた観光財源確保の動きが広がっている。

　一方、我が国の法定外税はというと、インバウンドの好調もあって、東京都が課税を始めて以

降、追随がなかった宿泊税が再び注目されるようになった。大阪府、京都市に続いて金沢市が課

税に踏み切った。そのほか、法定外税は、税とは税収を得ることが主目的ではなくともよい考え

方をもたらした。我が国でも狭小住戸集合住宅税（いわゆるワンルームマンション税）が実施さ

れているし、レジ袋税も施行されず廃止とはなったものの制度としてはいったん成立し、こうし

た規制目的の税という考え方が広く受け容れられるようになった。ここにも先見性を持つ人々が

いた。　　　　　 （実存主義の童話愛好家）
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－シリーズ

機能する立地適正化計画をつくる

首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 饗庭伸

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－
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都市自治体の調査研究活動

〇　都市自治体における調査研究を担う人材育成・専門性の確保

　　～第4回都市調査研究交流会より～

〇　都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

　　～「社会福祉・保健医療」、「総合計画」等に重点を置く都市自治体と

　　　　　　　「経済・産業振興」、「地域づくり」に力を入れる都市シンクタンク等～

　人口減少・少子高齢化の進展により、都市自治体を取りまく社会情勢は未だ厳しく、

行政課題の複雑化と共に、住民の公共サービスに対するニーズもますます多様化してい

る。こうしたことから、都市自治体では、企画部門や職員個人が独自に調査研究活動に

取り組んでいる。さらに、都市シンクタンクを設置し、調査研究活動を行っている自治

体もある。こうした中、都市自治体や都市シンクタンクでは、効率的かつ効果的な調査

研究や調査研究技法の蓄積が課題となっているとの声も聞こえる。

　そこで、日本都市センターでは、優れた調査研究事例の共有を図り、全国の都市自治

体やその職員の調査研究能力の向上に寄与するため、毎年、都市調査研究交流会を実施

している。今年2月の第4回都市調査研究交流会では、「都市自治体における調査研究

を担う人材育成・専門性の確保」をテーマとして開催した。

　また、当センターでは、都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動として、毎

年アンケート調査等を実施している。この調査により、都市自治体・都市シンクタンク

等での取り組みが一覧できる。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆
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都市自治体の調査研究活動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　複雑かつ多様化する行政課題を解決するため、都市自治体職員の調査研究能力の向上や調査研究

技法の蓄積が急務となっている。そこで当センターでは、調査研究技法に関する意見交換等の場と

して、都市自治体における調査研究に関わる職員を対象にした、都市調査研究交流会を開催している。

　第4回目となる2017年度は、「都市自治体における調査研究を担う人材育成・専門性の確保」

をテーマに掲げ、2018年2月9日に開催した。本稿は、当日の基調講演及びパネルディスカッショ

ンの概要を取りまとめたものである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　講演概要
　「自治体職員が調査研究に携わる
 きっかけづくりと支援」
 関東学院大学副学長／法学部教授
 出石　稔

　報告者は、22 年間、神奈川県の横須賀市
役所に勤めており、自治体職員の一人であっ
た。その後、大学では、政策法務を研究テー
マとしている。政策法務は、簡単に言うと、
自治体の課題解決のための、条例制定や法執
行の工夫について考えるものである。本日は、
自治体職員としての経験や、政策法務の研究
を通して私が考える、自治体職員による調査
研究の意義や課題についてお話しする。

（1）自治体の役割
　調査研究との関係で、まず整理したいのは、
自治体の役割とは何か、である。

　憲法 92 条では、「地方自治の本旨」という
言葉が出てくる。地方自治の本旨は、「団体
自治」と「住民自治」の二大原則から成り立
つと言われる。団体自治というのは、市とい
う基礎自治体の立場からいうならば、広域自
治体である都道府県や、あるいは国から、あ
あしろこうしろと命令されない、「自立」し
ているという意味である。一方、住民自治は、
地域のことは住民で決めましょう、というこ
とである。これは、同じ「ジリツ」でも「自
律」と書くものである。
　この二大原則で自治が担われるというの
が、憲法で保障されている。これを受け、憲
法 94 条では、「行政を執行する権能」と「条
例を制定する権能」、すなわち行政権と立法
権があるとされている。
　この行政を執行する権能、行政権はよく勘
違いされている。国から与えられた法律を執
行すると思われている場合が多いが、そうで

都市自治体における調査研究を担う
人材育成・専門性の確保
第4回都市調査研究交流会

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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はない。法律の有無にかかわらず、団体自治、
住民自治の観点から、自治体が独立して、住
民代表である市長の下で決める。そして、そ
の政策を実行していくという意味である。
　条例を制定する権能というのは、まさに、
団体自治、住民自治の発露である。自ら独立
した自治体として、多くは住民の代表である
市長が提案し、それを住民代表機関である議
会が議決してつくる立法である。さらに地方
自治法 1 条の 2 で、自治体は「住民の福祉の
増進を図ること」を基本にしており、地域に
おける行政を「自主的かつ総合的に実施する」
と規定されている。これも、地方自治の本旨
を意味している。「自主的」というのは、ま
さに団体自治を指しており、国や都道府県の
下ではない、という意味である。一方、「総
合的に」というのは、住民自治を意味する。
市長が代表者として様々なセクションを束
ね、そこで総合的に、縦割りではない仕事を
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研究は、大きな関わりがあるだろう。以上の
ような自治体の位置づけがある。
　蛇足だが、地方自治法 2 条の 11 ～ 14 項に
ついても触れたい。11 ～ 13 項というのは、
2000 年の地方分権改革の際に追加された。
法律は国が定めるが、その法律の解釈運用は
自治体に任されており、それに基づいて仕事
をする。そして、14項に規定する費用対効果、
すなわち最小の経費で最大の効果を上げるの
が、自治体の役割・使命である。したがって、
2000 年以降、自治体は、独立して地域の独
自性を生かした政策をつくることができるよ
うになったということである。このことを確
認しておきたい。

（2）自治体職員の使命
　一方、自治体職員はどうであろうか。職員
の使命、役割となると、地方公務員法 30 条

には、職務の根本基準が定められ、ここで
は「公共の利益のために勤務する」となって
いる。先ほど、自治体の使命として、「独自」
にという話をした。一方で、実務を司る職員
は、公共の利益のために働く。それを担保す
るために、職員は服務の宣誓をしているはず
である。
　少し調べてみると、ほとんどの自治体の条
例に基づく宣誓書の文は同じである。その中
で、横浜市は特徴的な書き方をしている。「私
は、地方自治の本旨を横浜市において実現し
ていくためには、公務を民主的且つ能率的に
運営しなければならないという責務を深く自
覚するとともに、国民全体の奉仕者であると
同時に、とりわけ、横浜市民の奉仕者である
ことを認識し、法令、条例、規則及び規程を
遵守し、誠実且つ公正に、良心に従つて職務
を執行することを固く誓います。」（下線は編
集）とある。全体の奉仕者の意味は、特に自
治体として、という意味であろう。それから、

「法令」だけではなくて「条例、規則及び規
程を遵守し、」となっている。ここまで書い
ているのは珍しい。
　なぜ横浜市の例を挙げたかというと、二面
性があることを示すためである。公共のため
に、全体の奉仕者としての仕事をしつつ、か
つ、横浜市という地域のために、地域独自に、
という、両側面を自治体職員は担わなければ

図 1　自治体職員の使命の二面性

出典：報告者作成
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いけない、と表されているように思える。こ
のことを図式化したものが、図 1 である。
　ひとつは、地方公務員法の「公共のため」

「全体の奉仕者」となると、どこの自治体で
も同じサービスを均一的に、画一的に、とい
う国準拠、すなわち昔でいう通達、現在の通
知や技術的助言などに従っていくとなる。す
ると、どうしても広く国民全体が対象となる
ので、総花的に、あるいは画一的になってし
まう。これは、よくよく考えれば、分権以前
の自治体の位置づけであるように思う。
　一方、憲法及び地方自治法は、1947 年 5
月 3 日施行から 70 年以上経過している。通
底する地方自治の本旨とは、自主性・自立性・
総合性、そして、少ない経費でいかにこれを
満たそうかという費用対効果は、どちらも職
員のあり方につながる。つまり、独自性や差
異化、差別化が出てくる。

（3）自治体職員が調査研究することの意義
　この二面性を調和し、分権時代の自治体の
アイデンティティを発揮していくために、地
方分権と言われて久しい。現在使われる言葉
は「地方創生」「まち・ひと・しごと創生」「女
性の活躍」「働き方改革」と様々だが、これ
らは全部国が言っていることである。
　少し話がそれるかもしれないが、こういっ
たことがあるので、まち・ひと・しごと創生
総合戦略や人口ビジョンなどを、私はやはり
否定的に見ざるを得ないのである。2011 年
に、地方自治法が改正され、市町村の基本構
想策定義務が廃止された。つくるもつくらな
いも自由、つくったって、議決しなくたって
いいのである。神奈川県内の例で挙げるなら
ば、藤沢市は総合計画策定をやめている。小
田原市は策定しているが、基本構想自体を議
会の議決から外している。そのような取組み
が進んでいった。その取組み方への評価につ

いては置いておくとして、一方の、まち・ひと・
しごと創生や人口ビジョンというのは、国か
らの強制である。もっとも、国は強制ではな
いと言うだろうが、やらなければ交付金をく
れないのだから、事実上の強制であろう。
　言いたいのは、結局、独自・差異化が大切
だということである。これをやらなければ、
日本は潰れてしまう。896 の自治体が消滅
するという話もあれば、人口が 40 年後には
8,000 万人を切り、100 年後には 4,000 万人に
なるという話もある。だから、国の取組みは、
是としていいと思う。しかし、これに自治体
が実際に取り組むのは、国に言われているか
らだけではないはずであろう。自治体が、前
述した、独自・差異化の部分として取り組ん
でいくことである。それがもともと憲法で認
められていたのである。どのように自治体の
アイデンティティを発揮していくかと考える
とき、従来でいう政策の検討や実践という以
前に、研究というレベルが出てきてもいいの
ではないだろうか。

（4）自治体職員の研究志向を摘む元凶
　自治体シンクタンクの話を少しさせてもら
う。研究所、自治体シンクタンクは、1990
年代ぐらいからつくられ始める。社会に閉塞
感が漂い始め、自治体も何とかしなければい
けないという動きである。それから、おそ
らく、地方の時代などと言われたころから、
福祉自治体と言われたり、高度経済成長期、
1990 年代を迎えるに当たって、自治体職員
の自主研究という取組みがどんどん進んで
いった。
　私が気になっているのは、その自治体の自
主研究が、徐々に衰退、頭打ちになってきて
いる点である。研究所も自治体シンクタンク
も、廃止されたり、活動をやめたりしている
ところが少なくない。なぜなのだろうか。私

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



131都市とガバナンス 30

都市自治体における調査研究を担う人材育成・専門性の確保　第4回都市調査研究交流会

が感覚的に感じた理由を挙げてみよう。感覚
的だから批判的な意見があっても構わない。
　自治体職員の研究志向を摘む元凶の一つ
は、研究する職員に対する周りのイメージで
ある。「仕事をしないで研究ばかりしている。
研究をやっていて、仕事をやっていないでは
ないか。研究と実務は違う。」といった考え
方である。また、分権前かもしれないが、「前
例やマニュアルに沿って仕事をしていて何が
悪いのだ。研究というあら探しをされて迷惑
だ。さらには、単に研究している人のことが
疎ましい、面倒くさいな。」という感覚があ
るのではないだろうか。
　あるいは、組織・人事上の扱いである。出
る杭は打たれるという悪いイメージで人事当
局に目をつけられ、出世ができない。結果的
にそうなるので、研究は実践につながらない。
研究のための研究に、職員自身がなっていく。
このような感じがある。
　私が横須賀市にいたとき、研究でたまたま
大学の先生などとお付き合いすることが出て
きたら、このようなレッテルを貼られないよ
うに気を付けた。自分が出したテーマは、必
ず上司に報告し、組織として上げていく、と
いうことを心がけていた。いかに職員が研究
していることを成果につなげて、それが本人
のプラスになるか、ということだと思う。
　職員にも課題があるのだが、まずこうした
風土をなくさない限り、研究する職員は育た
ないし、研究所や自治体シンクタンクが潰れ
ていったりするのではないのだろうか、と思
わざるを得ないところがある。
　これを、ただ否定的に捉えるのではなくて、
何とかしていかなければいけない。その一つ
はやはり、自治体シンクタンクや研究所だと
思う。私が職員だった当時、例えば自主研究
を推奨するのは人事課、あるいは当時の職員
厚生課だった。かたや違う風土がある。それ

はなぜなのだろうかというところが問題なの
かなという気がしている。

（5）きっかけづくりと支援
　では、どうしたら職員が研究するきっかけ
ができるか。そして、そのきっかけができた
として、それに対してどのように支援できる
のか、考えてみたい。
　以下では、いくつか例を挙げよう。当たり
前のことかもしれないが、なかなか現実でき
ていない部分があると思う。
　まず、自主研究グループの活性化である。
いろいろな自治体で自主研究グループが形成
されている。オフィシャルに認知されるよう
な場合もあれば、全くそうではないものもあ
るが、これが正しく認知され、役所において
自主研究をする人に対するイメージが変わ
る、あるいは、そういう人たちがグループ化
して、一緒になって研究をしていけるように
位置づけられないだろうか。個々に研究をし
ている、一人だけで頑張るのではなくて、同
士を集めて進めていけば、組織の風土を更に
変えられるかもしれない。まず活性化してい
くことである。
　それが一歩進むと、他流試合になる。例を
挙げると、私自身は現職のときから、かなが
わ政策法務研究会という研究会に入ってい
る。これは、神奈川県内のいくつかの個々の
自治体の自主研究グループが合流して一緒に
研究するものである。こういうものがどんど
ん紹介されていけば、自主研究がまた成果を
出せたり、いろいろな人から刺激をもらえた
りするのではないか。
　ちなみに、かながわ政策法務研究会は、さ
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と、私のように自治体職員から大学に移った
人もいれば、議員になった人、部長や局長に
なっている人もいる。しっかりと出世街道を
歩んでいる人もいる。そういう人たちや、自
治体の長も一緒に交流することによって、意
識も前向きに変わっていくのではないか。
　そして、他流試合の更に外延部分、すなわ
ち職員以外の大学・研究者、あるいは異業種
で活躍する人たちなどとの触れ合いを広げて
いく。そうすると、また違う視野に立つの
で、視点が変わる。ここまでくると、いかに
役所がバランスをとるかが問題になる。私が
所属する関東学院大学で取り組まれているよ
うに、大学が設置する研究所に、自治体職員
が一緒に入って、研究するという方法もある。
また、地元の商工会議所などでよくある異業
種サミットみたいなものに参加していく方法
もあるだろう。
　それから、条例をつくらなければできない
が、地方公務員法の修学部分休業あるいは自
己啓発等休業といった制度を使ったり、地元
に大学院などがあれば、夜間でも行けるとこ
ろもあるので、更に学びを深めていく。学ん
で研究していくというのは、確かに研究であ
るが、生涯学習、働き方改革、あるいは学び
直しとつながり、新しい生活のスタイルにも
なっていく。これからどんどん広がっていく
分野だと、私は思っている。
　市役所の派遣制度を使っても使わなくて
も、大学院に行くと、役所をやめて、研究者
になるという人も少なからずいる。役所に
とっては、例えば公費で大学院派遣というの
があるが、それで役所をやめてしまったら、
元も子もない。だから、このような制度をや
めようという、本末転倒の流れもある。
　いずれにしても、こうしたきっかけの支援
策が、やはり必要なのである。一番昔から使
われているのは、そういった自主研究に対す

るお金による支援、あるいは職務専念義務の
免除などによる時間的な支援である。そして、
研究をして、成果を上げていった職員を評価
するという処遇的な支援。それから、人的交
流機会を増やすという点が挙げられる。自治
体がシンクタンクをつくっているところは、
シンクタンク同士の連携もあるだろう。様々
なかたちの支援があると思う。日本都市セン
ターが主催している CR-1 グランプリも、支
援の一環であろう。
　もう一つ、とても大切なのは、研究、自主
研究などで出てきた成果は、研究で終わって
はいけないという議論である。それが成果と
して結びつくための一つの方法は、自治体に
よっては政策提案制度や自主研究成果の表彰
みたいなものがあるが、そこで認められた政
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在化する、認知されるという、名誉というと
変だが、やりがいになるのではないか。

（6）自治体シンクタンクのススメ
　時間的に踏み込んでお話をできないところ
があるが、私が申し上げているのは、杞憂な
のかもしれない。しかし、分権時代、あるい
は地方創生時代、人口減少時代に、自治体発
で、様々なアイデンティティを生かした政策
づくりが進められていくためには、職員のそ
ういう研究の土壌をしっかりと確保していく
とともに、その前提となるのが、自治体シン
クタンクのススメということで、最後の話に
移りたい。
　自治体シンクタンクとは、「一つの自治体
と密接に関係を持つ政策研究機関（シンクタ
ンク）」である。牧瀬稔先生は、『政策形成の
戦略と展開』において、「地方自治体の政策
創出において徹底的な調査・研究を行い、当
該問題を解決するために組織された機関（団
体）」と定義する。この牧瀬先生は、もとも
と横須賀市の都市政策研究所でシティプロ
モーションの研究員となり、その後いろいろ
な研究所を経た上で、去年の 4 月から私ども
の関東学院大学の教員になった方である。こ
ういう成長もあるのだと思うが、何にしても、
この方は今、全国各地の自治体シンクタンク
を支援している。
　自治体シンクタンクというのは、いろいろ
な形態がある。「自治体の政策創出において
徹底的な調査・研究を行い、当該問題を解決
するために組織された機関」が、目的どおり
的確に機能すれば、この効果は間違いなく高
い。しかし、冒頭の「自治体職員の研究の研
究志向を摘む元凶」として指摘したマイナス
イメージと同様のイメージが、なきにしもあ
らずなのかな、というところがある。
　自治体シンクタンクがつくられた経緯の多

くは、企画調整部門、企画部門である。鎌倉
市のように課として置かれるケースもある。
機関でなくて、事実上は課や組織である。そ
こに、「研究所」という名前を付けたり、課
長が「所長」であったり、形は研究所に見え
るのだけれども、実際には企画部門の組織で
あるという認識である。この認識は仕方がな
いが、これが植えつけられると、原課との対
立になる。
　総合計画の策定などを、もしこのシンクタ
ンクでやるとすれば、それは結局、企画調整
部門だろう。それが、名前だけ格好いいとこ
ろが担っていて、原課との関係が対立構造に
なる。そういうところもなきにしもあらずで、
活動が休止されてしまったり、元のセクショ
ンに戻ってみたりとか、企画調整課になって
みたりというところがある気がする。
　ある首長が、「手段を選ばず、政策実現を
目指す」と言っている。こういう時代、とに
かく手段を選ばず、政策実現を目指す。これ
は、為政者としてすばらしい言葉だと思う。
でも、手段を選ばないでやっていいのだろか。
　とにかく言いたいのは、政策を実現すると
いうことだろう。そのためには、どんな方法
を使ってもやるのだという強い意志である。
政治家はそれでいい。でも自治体シンクタン
クは、政策を実現させるためだけにあるので
はなく、手段を選ぶ、あるいは手段を「創る」
のではないか。そして、これで政策実現を進
めるための原動力となるのが、自治体シンク
タンクの位置づけだと、私は思っている。自
治体シンクタンクは、これまでいろいろな形
でつくられてきた。しかし、ここに立ち返ら
ないと、普通のセクションの一つにしか届か
なくなってしまう。だからこそ、この点をす
ごく重要視する。これは最後に申し上げてお
きたい。
　かなり乱暴な言い方もいくつかあったの
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で、ちょっとどうかな、と思う方もいらっしゃ
るかもしれないが、自治体シンクタンクがう
まく成長、推進しているところと、逆のとこ
ろ、2 つに分かれているような気がする。本
日会場にいらっしゃるみなさんは成功事例で
あり、成功をどんどん、自治体の中で進めて
もらう。それを更に伝播してもらい、これが
憲法や地方自治法にも保障されている地方自
治の本旨、地方自治を進めていくための中心
となってもらいたい、このように思うところ
である。

（7）質疑応答
質問者　研究志向を摘む元凶ということで、
いろいろなイメージを挙げていただいたが、
逆に、研究に対して前向きな風土づくりとい
うのは、職員からの発信によって変えられる
ところが大きいのか。それとも、例えば市長
の理解というものが大きかったりするのか。
あるいは、このような研修の場で、他の自治
体から与えられる影響が大きいのか。
出石教授　大変難しい質問で、それぞれの環
境による。ただ、市長の方針はすごく大きい
と思う。市長の理解があれば、研究する職員
は安心して取り組める。総務部局や部長は、
市長がそういう考え方なのだから、という立
場に立つので、首長やナンバー 2 も大事なの
だと思う。牧瀬先生がどこかで書いていたが、
地方自治法が過去に改正されて、副知事、副
市町村長の役割に、企画及び政策をつかさど
るという言葉が入った。まさにここであり、
副市長がそういう意識を持っているのが重要
なのである。
　流山市は、市長が代わっているのだが、副
市長が 2 代の市長の下に仕えている。非常に
すばらしい方で、この人の発意によって、い
ろいろな研究も含めて進んでいる。首長、あ
るいは副市長や部長たちが力強く発信をすれ

ば、状況は変わっていくのではないかと思う。
ただ、それだけではないとも思っている。

2　パネルディスカッション
［コーディネーター］
 関東学院大学副学長／法学部教授
 出石　稔

［パネリスト］
　盛岡市まちづくり研究所所長
　岩手県立大学総合政策学部教授
 倉原　宗孝
　鎌倉市経営企画部政策創造課
 中山　秀樹
　熊本市都市政策研究所副所長
 植木　英貴
出石教授　ここからのパネルディスカッショ
ンでは、自治体シンクタンクでの取組み、そ
の中でも職員の成長、スキルアップというと
ころに着目したい。一方で、研究所に携わら
れている方はご承知と思うが、自治体シンク
タンクには、市民が入っているケースもある。
あるいは、盛岡市まちづくり研究所のような、
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てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。
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である。これらの意味については、今さら解
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という自覚を持つべきか。いろいろな若い人
たちが成長してきている中で、どうだろうな
とも思った。
　私自身が思うのは、行政も、ある意味で失
敗が許されるような、そういう関係構築が大
事ではないか。このご時世、絶対失敗しない
安全なことだけをやっていても、限界がある。
もちろん、政策、施策で失敗は許されない。
しかし、絶対失敗しないことばかりやってい
ても、前には進めない。時には失敗するかも
しれないけれども、そのときに、ごめんなさ
いという関係が、大事ではないか。
　私は、組織はカルマをつくる部分があると
考えている。どうしても組織の中にいると、
その組織の中に馴染まざるを得ないような、
ある意味でカルマ的な部分があると思う。そ
うしたところから一歩離れ、何らかの刺激を
受けたり、自分の冒険ができるような場とし
ての研究もあるのではないだろうか。
　私がいる岩手県立大学で、学内に盛岡市ま
ちづくり研究所がある。設置されてから 10
年ほどになる。設立は、市長の公約によるも
のであった。当初から研究員が 2 人いて、1
人の研究員が 2 年間かけて研究している。研
究のテーマは、市からいくつか候補が出され、
それを所長である私も一緒に検討し、決めて
いる。
　岩手県立大学というのは、どちらかという
と郊外にあり、少し不便な立地であるが、非
常に優秀な方に来ていただいている。自分自
身も刺激になっている。
出石教授　この研究所の研究員を務める大学
の教員は何人ぐらいいるのか。
倉原教授　今のところ、私 1 人である。
出石教授　例えば市から派遣された職員が、
テーマを持って取り組んでいるときに、関係
があれば、他の教員が関わる場合があるのか。
倉原教授　大学内の人材やテーマをうまく

コーディネートするのが所長ではないかと思
う。私は、建築都市計画分野の出身で、広く
まちづくりについて、実践と研究と同じよう
なスタンスでやっている。求められるテーマ
と近い部分があるので、アドバイスできると
ころは、アドバイスしている。一方で、全く
これはわからない、というような場合は、学
内のいろいろな人たちを結び合わせている。
出石教授　関東学院大学も似たような制度が
ある。近年、大学内の研究所は増えてきてお
り、その最先端を行かれたのが、盛岡市のま
ちづくり研究所ということであろう。
中山氏　私は今の政策創造課に配属されて、
2 年目であり、その前は子ども関係の部署に
いた。人事異動で政策創造課への配属を知っ
た時には、生まれて初めてひざから崩れ落ち
るくらい驚いた。政策創造課が、庁内でなに
をやっているのかがわからない課のナンバー
1 だったからである。イメージとしては、す
ごく難しいことをやっている課で、行ったら
一番しんどいと思っていた。
　この政策創造課は、市長が公約に掲げて、
2011 年にできた庁内のシンクタンクである。
もともと庁内には研究機関のようなものはな
く、企画系のセクションが行っている場合が
多かった。しかし、企画系のセクションは、
総合計画の作成や、様々な新しい業務に忙殺
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るか考えたりしている。庁内での認知度も上
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最近は、研究機関というよりは、何でも屋か
つ庁内コンサルをやるようなイメージであ
る。
　課内はフリーアドレスで、自由に座れるよ
うになっているので、いろいろな課の人がふ
らっと来て座って、会話していったりする。
副市長もよく訪ねてこられるが、そのときに
言われるのが、「おまえらは、自由に遊べ」
である。市役所の中で、唯一チャレンジでき
るところだから、それで何か少しでも還元し
てくれればよい、という形では言われている
ので、トップ 2 人のバックアップは得られて
いる。この点、少しやりやすいようには感じ
ている。
出石教授　政策創造課は、大学や市民等との
外部的な関係はないのか。
中山氏　鎌倉市内には大きな総合大学がない
ので、大学との関係をどうつくっていこうか
という問題はあった。外部の有識者の先生を
委員として招き、その方が所属している大学
を通じて、ネットワークをつくり、共同研究
のようなことをやっている。大学との関係は
密である。
出石教授　私も委員を務めている。関東学院
大学に設立する地域創生実践研究所に職員を
派遣してもらえるよう、鎌倉市に声もかけて
いる。ところが、大学に派遣するとなると優
秀な人材になってしまうため、職場にとって
も重要であり、なかなか出してもらえないよ
うである。
中山氏　今年 9 月に、関東学院大学と包括連
携協定を締結し、お互いに人材交流をやって
いこうという話があるが、具体的に動いてい
くのはこれからだろう。
植木氏　まず熊本市の都市政策研究所の概要
について、お話しする。熊本市は局制を使っ
ているが、我々の研究所は、どこの局にも属
さない。市長直属で、所長と我々がいる組織

である。このような研究所にしたのは、全庁
横断的に多様な議論ができるようにするため
であり、設置当初からの位置付けであった。
　研究所の設置のきっかけとなったのは、
2012 年 4 月の政令指定都市への移行である。
政令市になったからには、これまで以上に、
自らの責任の中で行政サービスを行うため、
中長期的なまちづくりに資する研究を行うと
ともに、職員の政策立案能力を高めるという
目的で設立に至った。
　東京農業大学名誉教授 蓑茂壽太郎先生を
所長に招き、所長以下 8 名の職員という体制
である。職員は、私のほかに 3 名の研究員と、
博士号を持っている全国公募の任期付き研究
員が 3 名いる。2012 年 10 月に研究所を設立
したので、設立からちょうど 5 年が過ぎたと
ころである。
　研究の取組みとしては、まず、スタート研
究という位置づけを行った。本研究所のス
タート研究は、熊本の将来を考えるため、ま
ずは、熊本がどういう特色のある都市だった
のか、どのような歴史を持っているのかとい
う地域認識、歴史認識をはっきり捉えておこ
うということからはじめた。
　熊本市は 1889 年に市制施行された。人口
4 万人の都市から始まり、当時軍都として発
展し、同時に商業も発展していった歴史をた
どりながら、熊本市という地域がどのように
拡大していったかを調査した。
　熊本地震については、実際に地震がくるま
で、熊本にはもう地震はこないだろうという
甘い認識があった。しかし、歴史を紐解く
と、1889 年の熊本市の市制が始まったとき
に、大地震があったことがわかった。新聞社
の創始者、水島貫之が当時の記録『熊本明治
震災日記』を残している。しかし、漢文調で、
句読点もなく、現代人には読みにくいため、
市民から忘れ去られていた記録だった。こう
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いったものを掘り出し、現代語訳を行い、現
代によみがえらせ、未来につなごうという研
究もやっている。
　研究分野としては、博士号をもつ研究員の
専門性を生かし、当初から都市の本質、産業、
生活という研究フレームをつくった。例えば、
人口の問題やコミュニティの問題、交通の問
題、都市経済、環境、文化行政などについて、
個人研究という位置づけでやっている。そう
いった研究成果は現在論文として 30 本近く
あるが、すべて『熊本都市政策』という冊子
に収録しており、4 号まで発行している。
　人材育成という観点からは、様々な著名な
方の講演会を、今までに 21 回開催している
が、職員のほか、市民の方、企業の方にも参
加いただけるようにしている。特徴的な取組
みとして、この講演会をとにかく学び尽くす
ということを目的にして、講演会を軸に職員
対象の事前研修会、事後研修会を行い、理解
を深めるようにしている。
　こうした活動の中で、先ほどの『熊本都市
政策』や『IPRK』というニューズレターなど、
様々な形で情報発信をしている。
出石教授　設立から 5 年で、講演会 21 回、
年報とニューズレターというのは、大変なの
ではないか。実感としてすごく忙しいのでは。
植木氏　例えば先ほど紹介した『熊本明治震
災日記』は、2016 年 4 月に地震が起き、6 月
から取りかかって、その年の 12 月に完成さ
せた。研究員総力を挙げて取り組んだもので
ある。
　講演については、講演録をすべて自前で
テープ起こしし、『熊本都市政策』に掲載し
ている。確かに作業は大変ではあるが、その
大変さを乗り越えるところが、人材育成にも
つながるのではないかと考えている。
出石教授　外部からの研究員は、任期が決
まっているのか。

植木氏　制度上は熊本市の非常勤職員の制度
と同じである。現在は 4 年間で、更新も可能
である。

○研究員の採用について
出石教授　研究員の採用、あるいは研究所、
課への職員の異動について伺いたい。
中山氏　本当に単純な人事異動で動くので、
自分でもなぜ配属になったのかがわからな
い。過去 7 年間で、人の入れ替わりは激しい
が、何か脈絡があって来ているような感じは
ない。ただ、出ていく段階では、研究した内
容を動かしている課に異動する、要は実際に
実装していきやすいような形の人の動きは、
少し見られるようになっている。
　自分が異動してきて感じたのは、私はプロ
パーの職員で現場を良く知っているので、庁
内横断的な調整がしやすい点である。また、
ここで学んだスキルを、原課で生かしやすい、
組織に還元しやすいと思う。一方、統計や報
告書執筆の訓練を全く受けていないので、研
究員の質をどう担保するかは、難しいと感じ
る。
出石教授　今の話は、先ほどの“庁内コンサ
ル”という言葉とぴったり合っていると感じ
た。頻繁に異動があると、腰を落ちつけて調
査研究ができないのではないかという疑問が
あるが、その点はどうか。
中山氏　それはまさに課題である。2 年ぐら
いで異動してしまうので、長期的な研究は、
難しい。どこかで引き継ぎはしていくが、研
究のスタート時点から参加していないと、空
気感やそのときの苦労という体験がない。地
域に入っていくときも、信頼関係をつくると
ころから始めなければならない。成果を出す
上での障壁となる。
植木氏　研究員となる職員が、研究に関心や
モチベーションを持っていないと難しい。そ
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こで、職員研究員は、通常の人事異動ではな
く、庁内公募という形をとっている。職員の
中から希望者を募って、動機や研究したい内
容を書いてもらい、所長と私と人事課長が面
接をする。そして配属職員を決めていくとい
うスタイルをとっている。
　通常の人事異動だと、研究に触れた経験の
ない職員が配属される可能性がある。能力は
あっても論文を見たことがない、読んだこと
もないとか、なにをリサーチして、どうまと
めていくかわからないといった場合がある。
配属される職員には、そういったものがある
程度最初からあって、なにを研究したいか定
まっていないと進まない。あくまでも人事異
動になるので、5 年も 10 年もいることがで
きるわけではなく、研究のために時間を有効
に使うためにも、モチベーションを持った職
員であることが必要と考えている。
出石教授　応募者は何人くらいいるのか。
植木氏　2013 年 4 月 1 日から専任職員をお
いたが、このときは 2 名を庁内公募で募集し、
5 名前後の応募があった。その後も、1 ～ 2
名の枠に、4 名前後の応募があるという状況
である。
出石教授　講演の中でも言及したが、研究す
る職員が否定的にとられるケースもある。こ
のような形で公募して、優秀な方をとるとい
うのは、モチベーションになるし、いいステッ
プアップだと思うが、一方で異動したいがた
め、今の部署にいたくないがために、これに
手を挙げるという可能性はないだろうか。
植木氏　そういう応募者もいるかもしれな
い。しかし、どのような研究をしたいのか、
どの程度研究に関心を持っているのか、面接
を行い、突き詰めていく。実際に面接に来る
職員は、強く研究したいと考えているものが
多い。
　また、3 人の職員研究員のほか、職員併任

研究員制度も設けている。これも応募制だが、
専任ではなく、自分の職務に所属しながら、
所属に関係する分野の課題を併任で研究する
という制度を並行して行っている。併任研究
員については、地震の復興事務の関係で、今
年と去年は採用できなかったが、こういった
制度を取り入れながら、職員の研究の芽を伸
ばしているという状況である。
倉原教授　盛岡市からの職員の派遣は、主任
から課長補佐級まで、30 歳前後以上を対象
とした公募制になっている。選定は、庁内で
面接が行われる。ただ応募人数や面接の基準
は、あやふやなところがあるようだ。実感と
しては、岩手県庁は、優秀な人は外に出せな
いというところがあるのかもしれない。一方、
盛岡市の場合は逆に、優秀な人が選考されて
いるように思う。要は、市としてより具体的
なテーマに絞られて、それを実現するために
ということで、研究所員が選ばれているので
はないだろうか。
　私はモチベーションのある方にはどの部署
からも応募してほしい。しかし、おそらく行
政は、具体的なテーマで、より優秀な人を出
したいと考えている。すると、公募という枠
組みの中ではどうしても分野上、外れてしま
うところがあるのではないかと懸念してい
る。
出石教授　手が挙がっても、その職場で離し
たくないと、「おまえ手を挙げるなよ」とい
うケースがありそうだが、人気があるのか。
倉原教授　内部事情はわからないが、こんな
難しいテーマで応募してくれる人が、一人で
もいるのかな、と思うときもある。

○研究員の育成について
出石教授　それでは、単なる職員ではなくて、
研究員として育成するにあたり、どのような
取組みをしているか、あるいは育成の課題な
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どがあれば伺いたい。
倉原教授　私自身の経験では、職員の皆さん
は優秀だと思う。とりわけ、情報収集能力、
行動力、分析力が優れている。それゆえ、自
分の分野ではありがたがられるが、それ以上
に、他の分野との調整が必要だと感じる。研
究所員が自由に振る舞えるような環境、状況
をつくることが大事ではないだろうか。
　さらに言えば、研究というのは、2 年間で
は無理である。本当の研究というのは、それ
を具現化するところが大事ではないかと思
う。研究期間としては 2 年だけれども、研究
のフィールドあるいは具現化の場として実務
の場がうまく結びつくような、そんな形を仕
組むべきではないか。
出石教授　研究活動に触発され、2 年の派遣
後に役所をやめて研究者になった職員や、役
所に戻った後の成果が見えた事例などはある
か。
倉原教授　様々な方がいるようである。「い
やあ、俺、こんなことをやっていると飛ばさ
れちゃうよな」と言う人や、本当はこの道で
行きたいのだということを聞いたりもする
が、資料を見る限りでは、割とすんなりおさ
まっている、ちゃんと人事されていると改め
て感じた。
出石教授　これは先生には聞きにくいが、逆
に、そういう自治体職員が研究員として来て、
一緒に研究する中で触発されたとか、勉強さ
せられた、といったところはあるか。
倉原教授　たくさんある。知識や技術の点
で、「ためになるな」というのがある。例え
ばフィールドとしても、市内のことはいろい
ろご存じだし、行政内部で、部署間の調整も
できる。研究対象あるいは研究分野として、
照会などもスムーズにでき、個人としては非
常にありがたい。
中山氏　まず、取組みとして実際やっている

のは、研修やセミナーなど、ひたすら外部に
出て、とにかく学んでくる、ということであ
る。担当課にいると、業務に忙殺されていて
時間が取れないが、シンクタンクではその時
間を確保できる。
　2 点目は、課単位の組織としてどのように
育成していくかという話である。私たちは、
とにかく課内のメンバーでひたすらディス
カッションする時間が多い。何か課題がある
たびにみんなで話すと、どんどんアイディア
が高まり、結果として個人もスキルアップし
ていく。研究の質も上がる。
　3 点目は、先ほど庁内コンサルの話をした
が、私たちにも庁内の業務は把握できていな
い。その中で、相談が来てしまう。いろいろ
な課と一緒に仕事をする中で、総合力が何と
なく上がっていき、質が担保されているとか、
育成されていると感じている。
出石教授　総合力がアップしていくというこ
とで、人事異動で原課に戻ってからは力が発
揮できるのか。
中山氏　現実には、現場に戻ってがしがし進
めようとしている職員がいるが、原課はケー
スとか知識量に大きな差があるので、スピー
ド感が異なる。ただ、この点については、10
年ぐらいのスパンで見て、そういう人間を将
来増やしていくしかないのではないかと話し
ている。
出石教授　それが市長の狙いなのかもしれな
い。短期間で職員を動かすことで、どんどん
そういうスキルが少しずつ上がった人が増え
ていく。
植木氏　当初から、職員研究員が 3 名、任期
付きの博士号を持った研究員が 3 名という形
でやっていた。私たち行政職員は、経験豊富
で、どこに課題があるか見つけ出す能力は非
常に高い。しかし、どこが問題点でそれを掘
り下げて、解決策をどう見つけるかとなると、
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やはり体系的、学術的に勉強してきた博士研
究員のほうが得意としている。別の強みを持
つ職員、任期付きの博士研究員のいわゆるコ
ラボを目指して、そういう配置を試みている。
　こうした前提の中で、研究方法などについ
ては、かなり博士研究員のお世話になってい
る。逆に、博士研究員も行政現場のことはわ
からなくて、現場の実情を知るなど、いろい
ろなことができる。
　研究所では皆で相当議論しながら、それぞ
れの違う観点から意見を出し合い、業務を
やっている。そうすることで、お互いに知ら
なかったことを、お互いの気づきの中で深め
ていけるのではないかと私は見ている。例え
ば研究の技術的なことは、博士研究員が詳し
い。様々な分析方法も知っているし、アン
ケートの取り方、まとめ方、統計学的な処理
の仕方に非常に詳しい。そういった部分を職
員は学ばせてもらっている。逆に職員が詳し
い部分もある。そういう中で研究の質をレベ
ルアップさせていけるのではないかと思う。

○研究所と市民の関わりについて
出石教授　自治体シンクタンクには、市民研
究員が入っていたり、市民とのコラボするよ
うなところもあると聞いている。みなさんの
研究所、課における市民との関わりや、市民
との接触について伺いたい。
倉原教授　市大学との共同研究として、演習
や実習を職員や研究員の方に自分の研究とし
てやっていただくと、非常に助かる部分があ
る。しかも、いい実習、授業になる。学生に
とっても、見慣れた教員ばかりではなく、外
部の方と接するのは、刺激になると感じてい
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た。協力者として記載しているが、市民協働
のような形をとったものである。
　当研究所には、市民研究員のような制度は
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そこで、何十人という方々に来ていただいて
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るため、研究所としては、ここが一番市民の
方々との関わりが大きいと思う。

○意見交換
質問者　私の研究所では、人数がかなり少な
くて、研究員で実際に研究を行っているのは
一人である。実際には、ほかの業務があり、
研究をする時間がなかなか取れないというジ
レンマがある。
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究の時間も生み出しているのが現状である。
特に現在は、熊本市は震災復興に重点的に職
員を充てているので、非常に厳しい状況であ

る。
中山氏　私どもも同じ状況で、課内でどうし
ようかと話している。2つ考えていて、1つが、
出社すると、どうしてもいろいろな仕事が来
てしまうので、交代制で、家で仕事ができな
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究所が潰れる可能性もあるから難しいところ
である。
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いるので、事務は職員が担当している。勤務
時間も職員が長いので、お互い補いながら、
個人研究もやれているという状況である。
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いるかもしれない。
出石教授　大学も実は、事務はある。しかし、
研究しかできない先生、学内の仕事をやらせ
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○まとめ
植木氏　人材育成という観点がテーマだった
と思う。熊本市は職員公募で行うが、職員
は 3,4 年ぐらいは研究所にいるという気持ち
でやらないと研究成果も上がってこないと思
う。
　ただ、せっかくここでキャリアを積んでも、
その後に異動した先が研究テーマと関係ない
部署に行く場合がある。そこの仕組みづくり
をきちんとしないと、職員のモチベーション
も上がらないのではないだろうか。
　特に事務系職員の場合は、自分の関心のあ
るテーマで一生懸命研究したとしても、全然
それと関連しない部署に異動したりするの
で、身に着けた知識等が全く使えなくなる。
その点、技術系職員は、異動先も大体その専
門に限定される。そのようなことを思うと、
研究員の異動は、技術系職員のほうがいい場
合もある。
　やはり、人事異動に関する部分は、考えて
いく必要があると思っている。
中山氏　自治体シンクタンクの職員の専門性
の話があった。私たちの課は事務分掌上、自
分たちだけではなくて、全庁的な職員の政策
形成能力を底上げしていく役割も求められて
いる。結局、数名の職員のスキルが上がって
いっても、なかなか難しいところもあり、ど
のように取り組んでいくか試行錯誤している
状況である。
　ただ、自分たちが得たものをどのように組
織に還元して、組織の中で蓄えていくかとい
う視点は、引き続き考えていかなければいけ
ないとも思う。このようにシンクタンクの皆
さんが一堂に会する機会は限られているの
で、今後も情報交換や、事例の共有ができた
らいいな、と個人的に感じている。
倉原教授　職員の方が、現場に戻りたがると
いう話があった。僕自身感じるのが、職員の

皆さんは最後に優秀な研究報告を作成する。
これはもったいないと内部で話しており、例
えば学位授与とか、職員のメリットもないと
よくないと思う。ただ、私が接している人
は、学位よりも、むしろ自分は職務を全うし
たいのだという情熱が高い、志が高いなと感
じる。逆に、情熱の高さを刺激されながらも、
あまり無理がないように、あるいは時々遊ん
だほうがいいのではないかとも思うところで
ある。
　先ほど熊本市の成果物を見せていただいた
が、私たちも研究成果として報告書を出して
いる。しかし、おそらく市民の方々はあまり
見ないような研究成果になっていると感じ
た。熊本市にご提示いただいた研究成果は、
市民に本当にわかりやすい、開かれたもの
だった。研究成果は市民に開かれるべきだし、
これが市民との関係づくりを育んでくれるの
かなとも思った。
　いろいろな分野、いろいろな地域で縁をつ
ないでいくということは、知識も、自分の研
究ややる気も触発してくれると思う。こうい
う場もそういう縁を育む仕組みの一つであろ
う。研究、あるいは研究所というところも、
研究だけでなく、様々な縁を育むような場に
なることが大事なのかもしれない。
出石教授　最後に私からも申し上げたい。自
治体シンクタンクの位置づけ、意義をぜひ皆
さんに発揮していただきたい。一つは、単な
る企画調整部局ではなく、大学で行う研究と
もまた違うということである。実践につなが
る研究を、行政の中から少しだけ独立した立
場で取り組んでいく。それで成果を上げると
いうのが、自治体シンクタンクの使命ではな
いかと思う。その中ですばらしい成果をどん
どんと各自治体シンクタンクが上げていくこ
とで、更に認知されていくのではないだろう
か。
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　それから、岩手県立大学の盛岡市まちづく
り研究所や関東学院大学の地域創生実践研究
所のようなところと連携するのもいいのでは
ないだろうか。大学の知見を使うというのは、
単に大学の研究所に派遣する、あるいは研究
者が自治体シンクタンクに入るだけでなく、

コラボしていくということがあってもいいの
だと思う。それによってお互い切磋琢磨して
いくということがまたできるので、そんなこ
とを考えてみてもいいのではないか。
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ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市自治体の調査研究活動
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　当センターでは、全国の都市自治体及び都市自治体が設置する都市政策研究等を行う組織（市立

大学を含む。以下、「都市シンクタンク等」という。）の調査研究活動について、情報共有を図るこ

とで都市自治体の政策形成能力向上に資することを目的として、定期的に調査を実施している。本

稿では、2018年度の調査結果を報告する。なお、前年度までは、都市シンクタンク等に係るもの

のみを掲載していたが、今年度から、都市シンクタンク等と都市自治体全般に係る調査を同時に行っ

たため、両者を合わせて紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

はじめに
　当センターでは、都市自治体及び都市シン
クタンク等の調査研究活動について、情報共
有を図ることで都市自治体の政策形成能力向
上に資することを目的として、定期的に調査
を実施している。
　2018 年度は、「平成 29 年度都市自治体の
調査研究活動に関するアンケート調査」及び

「シンクタンクカルテ」を実施した。これら
の調査の概要は、以下のとおりである。
◆調査対象
　全国 814 市区の全部門
　都市シンクタンク等 48 団体
◆調査内容
　2017 年度に実施した調査研究活動状況
◆調査方法
　メールによるアンケート

◆回答状況
　387 市区（回収率 約 47.5%）
　48 団体（回収率 100％）
◆調査研究活動件数
　959 本

1　調査研究活動の状況
（1）調査研究活動の分野
　回答のあった 387 市区及び 48 団体のう
ち、「調査研究活動を行った」のは 257 市区

（66.4%）・40 団体（83.3%）である。
　調査研究活動の分野は、「社会福祉・保健
医療関係」が 177 本であり、最も多い（18.5%）。
次いで「総合計画関係」が 159 本（16.6%）、

「経済・産業振興関係」が 131 本（13.7%）、「生
活基盤整備関係」が 104 本（10.8%）、「その
他特定課題 1」が 77 本（8.0%）と続き、上位
5 分野に属する調査研究が 648 本で全体の約

 
1　「その他特定課題関係」の具体的な内容は、空き家対策や人口減少対策が多い。

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動
～「社会福祉・保健医療」、「総合計画」等に重点を置く都市自治体と
  「経済・産業振興」、「地域づくり」に力を入れる都市シンクタンク等～

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

7 割を占めている（図 1）。回答市区数等が異
なるため、2017 年度の調査結果 2 と正確に比
較することはできないが、都市自治体の調査
研究活動では、分野別の割合に大きな変化は
見られない。一方、都市シンクタンク等の調
査研究活動では、「地域づくり関係」及び「そ
の他自治体運営関係」が微増し、「教育・文化・
スポーツ振興関係」及び「その他特定課題関
係」が微減している（図 2）。

　表 3 は、調査研究活動の名称を一覧表にま
とめたものである。調査研究本数の上位 3 分
野について紹介する。

ア　社会福祉・保健医療関係

　「社会福祉・保健医療関係」では、社会福
祉事業の利用者に対する利用実態や事業への
評価を調査するものが散見され、量から質へ
の転換が強く意識されていることがわかる。

全体（n=959）

都市自治体（n=797）

都市シンクタンク等（n=162）
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⑦環境問題関係
⑧教育・文化・スポーツ振興関係

⑨生活基盤整備関係
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⑪その他特定課題関係

無回答
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⑧教育・文化・スポーツ振興関係

⑨生活基盤整備関係

⑩経済・産業振興関係

⑪その他特定課題関係

無回答
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無回答

図 1　調査研究活動分野
 
2　2017 年度にも同様の調査を実施している。結果については、「都市自治体の調査研究活動の現状と今後の展望―2016 年度

調査結果の比較分析―」（都市とガバナンス第 29 号，2018 年）を参照されたい。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市自治体の調査研究活動

イ　総合計画関係

　「総合計画関係」では、2017 年度調査同様、
各種の市民意識調査が実施されており、超高
齢社会・人口減少社会の中で複雑多様化する
住民ニーズに対応した政策形成が進められて
いる。

ウ　経済・産業振興関係

　「経済・産業振興関係」では、観光や地場
産業の活性化に関する調査研究が多い。また、
数は少ないものの、地場産業への AI・IoT
の導入に向けた調査研究も見られる。地域の
人材不足の解消や新規ビジネスの創出に向け
た ICT 技術への都市自治体の期待の高さが
うかがえる。

（2）実施形態と成果
　調査研究活動の実施・参画主体は、「都市
自治体（都市自治体が設置するシンクタン
ク又は企画部門を除く）職員」であるもの
が 448 本（46.7%）であり、最も多い。次い
で「都市自治体の企画部門（都市自治体が設
置するシンクタンクを除く）の職員が 132 本

（13.8%）、「シンクタンク（都市自治体が設置
するものを除く）、コンサルティング会社の
職員」が 109 本（11.4%）である（表 1）。
　推進体制は、数が多い順に、「組織間グルー
プ研究」が344本、「その他 3」が330本（34.4%）、

「外部有識者参加研究会」が 152 本（15.8%）
となっている（図 3）。依然として、事業の
所管部署の職員が調査研究の中心的役割を担

図 2　調査研究活動分野の変化

都市自治体

都市シンクタンク等
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6.8%

7.3%

1.9%

2.6%

1.9%

1.3%

15.4%

10.6%

15.4%

9.3%

9.9%

4.0%

1.9%

0.7%

4.9%

11.3%

8.6%

8.6%

22.8%

21.9%

6.8%

12.6%

3.7%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017年度

2016年度

①総合計画関係 ②行財政改革関係 ③地方分権関係

④地域づくり関係 ⑤その他自治体運営関係 ⑥社会福祉・保健医療関係

⑦環境問題関係 ⑧教育・文化・スポーツ振興関係 ⑨生活基盤整備関係

⑩経済・産業振興関係 ⑪その他特定課題関係 無回答

 
3　「その他」の具体的な内容は、外部のシンクタンク等への業務委託が多い。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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うことが多く、外部のシンクタンク等や有識
者の専門知識やノウハウを活用しながら取り
組んでいる（表 2）。

　こうした調査研究の成果は、報告書、白書
等としてとりまとめらているほか、政策提言
や施策・事業等に反映されている。 

表 1　調査研究活動の実施・参画主体（中心的役割に近い順に各 1つ）

1 位 2 位 3 位
1. 都市自治体が設置するシンクタンクの職員 108 8 10
2. 都市自治体の企画部門の職員（1 を除く） 132 67 22
3. 都市自治体の職員（1、2 を除く） 448 157 73
4. 他自治体の職員 8 33 16
5. シンクタンク、コンサルティング会社の職員（1 を除く） 109 193 48
6. 大学の研究者 73 51 28
7. 大学院生・大学生 4 24 12
8. 公益法人、NPO 法人の職員（1、5 を除く） 13 18 13
9. 市民（5、6、7 を除く） 21 39 97
10. その他 33 77 57
無回答 10 292 583

表 2　調査研究活動の実施・参画主体の変化

調査対象年度 2016 年度 2017 年度
実施・参画主体 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位
1．都市自治体が設置するシンクタンクの
　 職員 11.4% 1.3% 0.3% 11.3% 0.8% 1.0%

2．都市自治体の企画部門の職員（1 を除く） 15.9% 6.2% 2.5% 13.8% 7.0% 2.3%
3．都市自治体の職員（1、2 を除く） 46.1% 18.5% 7.4% 46.7% 16.4% 7.6%
4．他自治体の職員 0.8% 1.8% 1.9% 0.8% 3.4% 1.7%
5．シンクタンク、コンサルティング会社の
　 職員（1 を除く） 12.5% 28.4% 5.2% 11.4% 20.1% 5.0%

6．大学の研究者 4.4% 5.2% 3.8% 7.6% 5.3% 2.9%
7．大学院生・大学生 0.7% 1.4% 1.3% 0.4% 2.5% 1.3%
8．公益法人、NPO 法人の職員（1、5 を除く） 2.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.9% 1.4%
9．市民（5、6、7 を除く） 4.0% 3.7% 8.4% 2.2% 4.1% 10.1%
10．その他 0.9% 5.8% 6.2% 3.4% 8.0% 5.9%
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図 3　調査研究の実施形態（複数選択可）
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りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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（3）調査研究活動の課題・問題点
　調査研究活動を行った際の課題や問題点
は、数が多い順に、「専門知識、ノウハウ不
足」が 87 市区、「アンケート有効回答件数不
足」が 70 市区、「要員数不足」が 52 市区となっ
ている（図 4）。 
 
2　都市シンクタンク等の活動の状況
（1）設置数及び設置形態
　次に、都市シンクタンク等の組織動向、活
動実績等について紹介する。
　2018 年 4 月 1 日現在の都市シンクタンク
等の設置数は 48 団体であり、2017 年度の 45
団体から増加している。
　設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」
として機能している都市シンクタンク等が
27 団体（56.3％）であり、これまでと同様に
最も多い。次いで、「公益財団法人」が 9 団
体（18.8%）、「大学の付置機関」が 4 団体（8.3%）
と続いている（図 5）。なお、「その他」の内
容は、「常設の任意団体」、「常設の提言機構」、

「広域連合」、「NPO 法人」、「一般財団法人」
である。

（2）調査研究事業費
　調査研究事業費予算額の 1 団体あたりの平
均は 1,224 万円であり、2017 年度調査の 1,082
万円から増加した（図 6）。

（3）研究員数
　研究員数の 1 団体あたりの平均は、常勤 4.2
人、非常勤は 1.9 人である（図 7、図 8）。

図 6　調査研究事業費予算額

図 4　調査研究活動を行った際に生じた課題・問題点（複数選択可）

図 5　都市シンクタンク等の設置形態
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図 7　常勤研究員数
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的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方
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９０年代に地方分権が推進された背景として、
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分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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おわりに
　当センターでは、調査研究活動の情報提供
及び都市調査研究交流会（2019 年 2 月開催
予定）を通して、今後も都市自治体等の調査
研究活動の現状を把握し、情報提供を行って
いきたい。
 （研究員　瀧澤里佳子） 

図 8　非常勤研究員数

都道府県名 市区名 調査研究名

北海道

札幌市

○札幌市における硬式野球場の配置検討に関わる調査・分析○札幌市庁内における地理空間
情報の効率的な運用管理についての調査業務○札幌市における墓地等のあり方の検討に向け
た基礎調査研究事業○市街地再開発事業の事後評価分析○ポートランド市を参考とした施策
に関する調査研究○ソーシャル・インパクト・ボンドに係る調査研究○先端技術による新ビ
ジネス創出と円山動物園の機能強化に向けた技術確立のための調査研究業務○市内中小製造
業への IoT 活用可能性調査○降雪期の屋外における IoT センサー等を活用した人流計測調
査業務

函館市
○函館市労務状況調査○函館市の景観行政検証報告書○町会アンケート○コンブ養殖技術改
良研究事業○磯焼け漁場機能診断・藻場造成技術開発研究事業○ホッケ資源量変動機構解明
研究事業○介護人材の確保・定着に関する実態調査

小樽市 ○小樽市における人口減少の要因分析及び有効な施策に関する小樽市と国立大学法人小樽商
科大学との共同研究○調査研究活動事業

室蘭市
○室蘭市標準学力調査○障害児通所支援を利用している子どもの保護者への調査○室蘭市都
市計画マスタープランの見直し及び室蘭市立地適正化計画の策定に向けた市民アンケート
○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査○介護保険事業所調査

帯広市
○総合計画策定に向けたアンケート調査○平成 29 年度男女共同参画に関する事業所意識調
査○第五期帯広市障害福祉計画及び第一期帯広市障害児福祉計画の策定に向けたアンケート
調査○とかち帯広空港利用者アンケート

稚内市
○まちづくりに関するアンケート調査○食育に関するアンケート調査○第 2 次稚内市環境基
本計画策定に係る市民・事業者アンケート○稚内市民社会教育意識調査○生涯学習メニュー
研究・開発事業○稚内市民スポーツ意識調査

士別市 ○次期総合計画市民アンケート○男女共同参画行動計画市民アンケート
三笠市 ○石炭地下ガス化事業
深川市 ○深川市まちづくりアンケート調査

登別市 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○第 2 期登別市障がい者支援計画・第 1 期登別市障が
い児福祉計画策定に係るアンケート調査○労働基本調査

恵庭市 ○恵庭地方創成政策形成ゼミナール

青森県

青森公立大学地
域連携センター

○地域における事業創出とその後の持続的展開に関する調査研究プロジェクト○人口減少時
代の外国籍住民～青森県の産業人口を補完する人々～○日常文化の中の青森ねぶた祭り～青
森ねぶた祭り「囃子方」の現在～○地域プロモーション・ビデオの評価分析○地方都市にお
ける集会施設の位置づけと将来展望○八甲田・モヤヒルズのブランド化と地域イノベーショ
ン～青森市における MICE の実践的プロジェクト～○諸外国との地域経営・自治体経営に
おける産学官金連携の戦略的プロジェクト○佐々木多門が英紙ザ・タイムに寄稿した記事の
特定を試みる研究 II ～歴史的資料の調査・分析から～○青森の魅力を世界に発信～青森県
中学生の英語リーディング能力と情報発信力の向上を図る青森を題材にした英語リーディン
グ教材の開発に関する研究 II ～

ひろさき未来戦
略研究センター

○未来戦略研究

八戸市 ○沼館小田線整備事業に伴う交通規制実証実験

五所川原市
○平成 29 年度五所川原市市民意識調査○産地直売施設に関するアンケート○在宅介護実態
調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○五所川原圏域定住自立圏協定市町公民館教室（講
座）及び講師調査

むつ市 ○むつ市における企業誘致に関する調査検討業務委託○病気や障がいのある方への支援暮ら
しやすいまちづくりのためのアンケート調査

つがる市 ○進学路における危険個所について
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疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

岩手県

盛岡市

○公共施設アセットマネジメントの推進に向けた各種コンテンツによる市民訴求の手法研究
○盛岡市における産学官連携による持続的な産業振興に関する実践的研究○ジビエ（野生鳥
獣肉）の利活用に伴う地域振興の可能性について○史跡・名勝等のメディアシステムによる
記録保存活用○史跡や文化財の国際化対応○盛岡市における若者の転出超過の要因分析と地
元定着策に関する研究

盛岡市まちづく
り研究所

○リノベーションによる盛岡市のまちづくりについて○人口減少が及ぼす地域への影響と若
者の地元定着に向けた施策の方向性について

花巻市 ○花巻市まちづくり市民アンケート○生ごみ減量（生ごみダイエット）モニター調査○市民
アンケート

北上市

○まち育ての担い手を育てる地域課題解決型キャリア教育の研究○即時執行における原因
者負担制度について○市街地における新たな“価値創造”を目指して ～「リノベーション」
先進地の視察を通して～○子どもの生活実態調査○外国人女性の出産と子どもの受診に関す
る医療機関整備へ向けた取り組みに関する研究○下柳千葉家文書の調査および仮目録の作成
○国民健康保険特定健康診査受診率向上に係る意識調査○申告会場変更についてのアンケー
ト

久慈市 ○市民満足度アンケート
陸前高田市 ○次期総合計画の策定に係る市民意識調査
奥州市 ○市民家計調査

宮城県

仙台市

○施策目標に関する市民意識調査○人口推計○仙台港エリアシャトルバス利用に関する調査
○定禅寺通活性化推進事業に係る調査検討○自転車安全利用に関するアンケート○仙台市地
域経済動向調査○外国人が暮らしやすいまちづくりの推進のための基礎調査○東北太平洋沿
岸等における受入整備事業「基礎調査」○平成 29 年度仙台市外国人観光客動態調査○仙台
市音楽ホール整備検討調査○公共空間におけるエリアマネジメント可能性検討調査業務○第
5 回仙台市民投票意識調査○マンション居住者のコミュニティに関する意識調査○朴沢学園
裁縫教育資料史料調査○地下鉄東西線卸町駅外 2 駅における利用動向調査

塩竈市
○第 3 期塩竈市障がい者プラン（第 3 期塩竈市障がい福祉計画、第 5 期障がい福祉計画及び
第 1 期障がい児福祉計画）策定のための実態調査○第 7 期塩竈市介護保険事業計画及び高齢
者福祉計画策定のための実態調査○塩竈市観光振興ビジョン策定

名取市 ○名取市都市計画マスタープラン策定にかかる地区別ワークショプ

多賀城市 ○多賀城市まちづくりアンケート○多賀城市障害者福祉計画策定に係る基礎調査○健康習慣
アンケート

秋田県

秋田市

○自殺対策調査研究○入浴事故調査研究○転倒事故に関する調査○第 5 期秋田市障がい福祉
計画および第 1 期秋田市障がい児福祉計画策定のための障害福祉サービス等に関するアン
ケート○秋田市地域福祉市民意識調査○秋田市子ども・子育て支援に関する市民意識調査
○秋田市働き方改革実態調査

能代市 ○市民健康意識調査○後期高齢者健康診査に関するアンケート

大館市
○あなたが採点する行政の通信簿○大館市都市再興基本計画（都市計画マスタープラン・立
地適正化計画・地域公共交通網形成計画）策定のためのアンケート調査○健康づくりに関す
る調査

鹿角市政策研究
所

○まちなか住み替え調査報告書

潟上市 ○潟上市生涯学習・スポーツに関する市民意識調査
北秋田市 ○平成 29 年度北秋田市民意識調査

山形県

最上地域政策
研究所

○人口減少・少子高齢化のもとでの地域交通対策○地域産業を支える人材の育成・確保（雇
用対策）○情報発信力強化による交流人口の拡大

米沢市 ○市民の健康に関する意識・生活アンケート調査
酒田市 ○大学まちづくり地域形成事業に係る調査研究
天童市 ○行政課題調査研究

南陽市 ○平成 28・29 年度山形県指定天然記念物白竜湖泥炭形成植物群落調査○市民アンケート調
査

福島県
白河市

○市民満足度調査○図柄入りご当地ナンバー導入に関するアンケート調査○新成人アンケー
ト○合葬墓（永代供養墓）に関するアンケート調査○子どもと保護者の「インターネット利
用理解度」確認のための調査

須賀川市 ○クラウドファンディング等新手法の調査研究
喜多方市 ○喜多方市の行政サービスに対する満足度・重要度アンケート調査等業務委託

茨城県

日立市

○市街地再開発等導入検討調査○山側住宅団地再生プロジェクト検討調査○ひたち BRT 沿
線土地活用調査○日立市の学校教育に関するアンケート調査○ひたち健康づくりプラン 21

（第 2 次）中間評価○第 2 次商工振興計画策定にかかる製造業実態調査○中小企業技術者向
け「リカレント教育（再教育）制度」の活用に関するアンケート調査

石岡市
○市民満足度調査○転入・転出アンケート○スポーツに関する市民アンケート○いしおか健
康応援プラン策定のための健康に関するアンケート調査○第 3 期石岡市障がい者基本計画・
第 5 期石岡市障がい福祉計画・第 1 期石岡市障がい児福祉計画

常総市 ○まちづくりに対する市民意向調査
常陸太田市 ○「常陸太田市地域公共交通再編実施計画」策定後の効果検証○常陸太田市医療費等分析

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



151都市とガバナンス 30

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

茨城県

取手市 ○市民意識調査
牛久市 ○牛久市の行政サービスに対する市民満足度調査○転入・転出に関するアンケート調査
常陸大宮市 ○常陸大宮市地域公共交通網形成計画策定調査
坂東市 ○東京直結鉄道整備実現に向けた研究※正式な調査研究名はない。

栃木県

宇都宮市

○ JR 宇都宮駅東側バス路線再編計画調査業務○ JR 宇都宮駅西側 LRT 導入課題検討調査業
務○北西部地域への体育施設整備に係る基礎調査等支援業務○第 6 次宇都宮市総合計画策定
支援業務○ LRT 沿線の低炭素化促進事業実現可能性調査業務委託○第 3 次宇都宮市都市計
画マスタープラン策定支援業務委託○第 4 次宇都宮地域情報化計画策定支援業務○「第 8 次
宇都宮市高齢者保健福祉計画・第 7 期宇都宮市介護保険事業計画（地域包括ケア計画）」策
定支援業務○産業・経済動向及び産業用地の需要等に係る調査○「（仮称）第 2 次宇都宮市
観光振興プラン」策定調査業務

うつのみや市政
研究センター

○宇都宮市における将来人口推計とネットワーク型コンパクトシティ形成に向けた地域の課
題に関する調査研究○人口減少時代における地域コミュニティへの市外からの転入者誘導に
関する調査研究○近隣環境の評価と健康指標の活用に関する調査研究－スマートウェルネス
シティの視点から－○宇都宮市における閉じこもり高齢者を対象とした見守り体制の展開可
能性○宇都宮市における食農体験による観光の展開可能性○宇都宮市における外国人住民の
活用促進に向けた調査研究（研究ノート）○若者の社会活動が地域にもたらす効果に関する
調査研究（研究ノート）

栃木市

○総合計画策定のための人口推計○ Tochigi City Promotion アンケート業務○栃木市人権
問題に関する市民意識調査○栃木市障がい福祉プラン策定○栃木市医療的ケア児者実態調査
○自治会と連携した空き家実態調査○「先生の働き方改革」学校現場における意識・実態調
査○子どもの読書活動に関するアンケート○栃木市図書館利用者アンケート

佐野市 ○市政に関するアンケート○地域福祉に関するアンケート○空き家に関するアンケート
那須塩原市 ○那須塩原市の広報に関するアンケート調査

那須烏山市
○烏山城跡確認調査○①男女共同参画に関する市民意識調査②男女の役割分担意識に関する
アンケート○那須烏山市障がい者福祉計画策定に係る調査○那須烏山市サタデースクール事
業アンケート調査

群馬県

前橋市 ○選挙に関する意識調査○前橋市ローズタウン東地区サウンディング型市場調査○前橋市産
業振興ビジョンに基づく景況調査○前橋市宿泊者数調査

高崎経済大学
地域科学研究所

○戦後の群馬県の蚕糸業の動向分析および絹遺産の地域振興への活用策に関する研究○空家
特別措置法施行後の空き家対策に関する総合的研究○長野堰の成立と歴史的役割に関する研
究

桐生市 ○桐生市職員自主研究活動「黒保根地域のブランド化について」
伊勢崎市 ○平成 29 年度市民意識調査

渋川市 ○第 2 次渋川市環境基本計画策定にかかる市民意識調査○市民意識調査○市民ワークショッ
プ○高校生ワークショップ

安中市 ○安中市における公共交通の現況調査と利用促進に向けた提言業務

埼玉県

彩の国さいたま
人づくり広域連
合

○持続可能な郊外住環境実現プロジェクト～空き家、高齢者、働き方から考える～○公共空
間の利活用による地域活性化プロジェクト～公民連携で多様な「場」をつくるには～

埼玉県東南部都
市連絡調整会議

○自然資源を活用した元気な地域づくりに関する調査研究

熊谷市

○埼玉県熊谷市内における熱中症救急搬送の実態把握及び気象要素との関連○市民生活の現
状および満足度」についてのアンケート○公共施設アセットマネジメント市民アンケート
○熊谷市男女共同参画アンケート調査○熊谷市高齢社会対策基本計画アンケート調査○第 2
次環境基本計画策定のための市民・事業者意識調査

行田市 ○行田市民と来訪者のまちづくり意識調査研究

所沢市 ○平成 29 年度所沢市市民意識調査○ EV モニター調査○滝の城跡整備事業発掘調査○所沢
市スポーツ推進計画策定調査○所沢市みどりの基本計画策定業務基礎調査

飯能市 ○飯能市公共交通に関するアンケート調査
加須市 ○加須市障がい者福祉に関するアンケート調査

かすかべ未来
研究所

○「日本一幸せに子育てできるまち」に向けて必要とされる子育て環境に関する調査研究～
春日部の特性を生かした子育て環境づくりの提案～○春日部市の活性化のための地域資源の
活用と産業創生に関する研究～地域資源となる（ヒト、モノ、カネ）から新たな産業創生に
繋げる～

草加市 ○施策評価市民アンケート○草加市子どもの実態把握調査
越谷市 ○薪能の実態調査○市政世論調査

戸田市政策研究
所

○地域コミュニティの世代間断絶をつなぐ、女性の地域開業の可能性○戸田市におけるス
ポーツ・レクリエーションを軸とした〈交流型まちづくり〉に関する基礎研究○住民主体の
まちづくりに関する調査研究

埼玉県 朝霞市
○市制施行 50 周年を契機としたシティ・プロモーション○公契約庁内検討委員会○朝霞市
産業実態等アンケート○朝霞市障害者プラン及び朝霞市障害者福祉計画策定アンケート・ヒ
アリング調査

志木市 ○小・中学生遊びとくらしのアンケート

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

埼玉県
八潮市 ○行政評価（施策評価、事務事業評価、外部評価）○市街化調整区域のまちづくりに関する

アンケート
富士見市 ○富士見市民防災アンケート
吉川市 ○高齢者人材登録制度事業～生涯現役宣言～

千葉県

千葉市

○政策立案のための基礎調査○都市アイデンティティによるまちのデザイン○男性のライフ
スタイルに関する意識調査○平成 29 年度第 10 回 WEB アンケート「LGBT（性的少数者）」
○平成 29 年度第 11 回 WEB アンケート「男女共同参画」○高齢者の健康関連要素の地域別
分析手法に関する調査研究○ギャンブル等依存症に対する基礎調査○千葉市空家等実態調査
業務委託

船橋市 ○船橋市障害福祉施策に関する意識調査○電子図書館の研究
館山市 ○健康づくりに関する市民アンケート調査

松戸市

○松戸市総合計画後期基本計画進行管理のための市民意識調査○松戸市イメージ調査○歯と
口腔の健康づくりに資する調査研究○「健康づくり」に関する市民アンケート調査○地域福
祉サロン～困ったときはお互いさま～○三世代同居・近居の効果と共助（アンケート調査か
ら考察する効果と共助関係の成立）○松戸市緑推進委員会○松戸市子育て世帯生活実態調査

松戸市政策推進
課 市政総合研
究室

○松戸市および周辺自治体に居住する市民の意識調査○北千葉道路の全面開通を見据えた東
松戸をはじめとする市内の北千葉道路開通予定地域のまちづくりに関する研究○転居に関す
る意向についてのアンケート調査

野田市
○学校現場における業務改善加速事業○障がい者基本計画等の作成に係る当事者アンケート
○第 7 期野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定各種調査業務の一部に関する共同研
究

茂原市 ○小学校 6 年間フッ化物洗口を実施した生徒のむし歯予防効果について

佐倉市
○第 5 次総合計画策定支援業務委託○地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定等支援業
務○児童通所施設利用者向けアンケート○第 5 期障害福祉計画に関する調査○市民健康意識
調査○歯科口腔意識調査

東金市 ○健康増進計画（とうがね健康プラン 21）中間報告○東金市民アンケート
旭市 ○行政評価
習志野市 ○学力向上推進委員会
柏市 ○柏市空家等実態調査
流山市 ○次期総合計画における将来人口推計調査報告書

鎌ケ谷市 ○鎌ケ谷市空き店舗調査○第 5 期鎌ケ谷市障がい福祉計画○コミュニティバス利用者アン
ケート調査○空家等実態調査○耐震診断及び耐震改修等に関するアンケート調査

君津市 ○体験型観光に係る君津市観光統計・マーケティング調査

浦安市

○浦安市子ども・子育て支援総合計画見直しに伴う基礎調査○浦安市一般廃棄物処理基本計
画策定に係る各種調査○まちづくりアンケート○地域猫活動に関するアンケート○協働事業
提案制度に関するアンケート調査○全国大都市圏ベンチマーク調査○浦安介護予防アカデミ
ア会員アンケート○文化芸術活動に関するアンケート調査○指定管理者制度の検証業務○都
市計画基礎調査の解析及び検証○コミュニティバスフォローアップ調査○第 1 期埋立護岸の
あり方に関する調査検討業務○サイン計画調査検討業務○防災まちづくりに関するアンケー
ト調査○こどもプロジェクト事業効果測定研究調査○浦安市人口推計業務○市政に関する市
民意識調査○ PFI 事業の展望と課題に関する調査・検討支援業務

東京都

公益財団法人
東京市町村自治
調査会

○スポーツを活用した地域活性化に関する調査研究（ケーススタディ : 立川市・国分寺市）
○多文化共生に向けた地域における国際交流に関する調査研究○多摩地域における都市農業
の保全と振興に関する調査研究○多摩・島しょ地域における新地方公会計の利活用に関する
調査研究○多様化する働き方を踏まえた職場づくりに関する調査研究○かゆいところに手が
届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報○その他調査（毎年度調査）

千代田区 ○敬老事業に関するアンケート調査○認知症支援サービス推進に関する調査○地方との連携
に関する基本方針の策定にあたっての調査・分析業務○民泊サービスのあり方検討会

港区政策創造
研究所

○港区における新規開業実態調査報告書○港区人口推計（平成 30 年 3 月）の作成

新宿区 ○新宿区区民意識調査○新宿区区政モニターアンケート
新宿自治創造
研究所

○ 2015 年国勢調査に基づく新宿区将来人口推計○ 2015 年国勢調査データからみる新宿区の
特徴○新宿区のまちの魅力の研究

江東区 ○第 23 回江東区政世論調査（平成 29 年度）○江東区緑被率等調査○平成 29 年度江東区民
健康意識調査○平成 28 年度土地利用現況調査報告

目黒区 ○第 45 回目黒区世論調査○産業振興に関する意識調査○男女平等・共同参画に関する区民
意識調査○区民による身近な生物調査○目黒区人口・世帯数の予測

せたがや自治
政策研究所

○経済的困難に直面する若年女性たち○生きづらさを抱える子どもたちの支援の研究○東京
都区部における都心回帰と社会・空間構造の変容○世田谷の地域特性の析出○ 100 万人都市
世田谷の自治体経営を考える○地方自治、参加、都市内分権について

中野区

○ 2017 中野区区民意識・実態調査○平成 29 年度（2017 年度）高齢者調査○平成 29 年度（2017
年度）介護サービス利用調査○平成 29 年度（2017 年度）ケアマネジャー調査○平成 29 年
度（2017 年度）障害者調査○平成 29 年度（2017 年度）施設入所者調査○平成 29 年度（2017
年度）発達支援等調査○平成 29 年度（2017 年度）健康福祉に関する意識調査○中野区ごみ
組成分析調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

東京都

杉並区
○第 49 回杉並区区民意向調査○杉並区健康長寿モニター事業○障害者の住まいに関する調
査研究○杉並区「特定の課題に対する調査、意識・実態調査」○杉並区産業実態調査○杉並
区中小企業景況調査○街の「にぎわい」に関する実態調査

豊島区
○（仮称）マンガの聖地としまミュージアム開設に伴う観光振興基礎調査○豊島区環境施策
検討のための事業者意識調査○豊島区の環境に関するアンケート調査及びワークショップ開
催○住まいに関する区民意識調査

北区 ○北区人口推計調査○北区転出入者アンケート調査○政策課題研究会（平成 29 年度）○北
区公営住宅長寿命化計画改定に伴う基礎調査

公益財団法人　
荒川区自治総合
研究所

○荒川区民総幸福度（グロス・アラカワ・ハッピネス：GAH する研究○自然体験を通じた
子どもの健全育成研究プロジェクト○自治体マネジメントに関する書籍の出版

板橋区 ○地域デザインフォーラム「多文化共生について」

足立区
○区内中小企業の景況調査分析○区民消費・産業実態に係るアンケート調査報告書○足立区
の交通に関する意識調査（平成 30 年 2 月 1 日～ 2 月 28 日実施）○足立区子ども・子育て支
援に関するニーズ調査

葛飾区
○葛飾区保健医療実態調査○政策方針決定過程への女性の参画状況調査○政策・施策マーケ
ティング調査○葛飾区観光経済実態調査○葛飾区ごみ性状調査○学校教育アンケート○葛飾
区子ども・若者に関する調査

八王子市
○八王子市高齢者計画・第 7 期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査○男女共同参画
に関する市民意識・実態調査○子どもの生活実態調査○市政モニター○市政世論調査○平成
27 年国勢調査第 1 次～第 3 次集計結果及び昼間人口の概要

武蔵野市 ○運動習慣定着化促進事業のための基礎調査○武蔵野市産業振興計画事前調査事業○平成
29 年度武蔵野市の将来人口推計○武蔵野市生涯学習施策に関するアンケート調査

三鷹市 ○庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会
三鷹ネットワー
ク大学推進機構

○庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会○次世代まちづくり人財養成塾○超
高齢社会への対応に向けた地域社会研究

府中市 ○府中市の生涯学習に関する市民アンケート調査○府中市の文化・芸術に関する市民アン
ケート調査○市政世論調査○市民意識調査

昭島市 ○市民意識調査

町田市

○町田市市民意識調査○町田市学校教育に関するアンケート調査○町田市の将来の都市構造
とそれを踏まえた土地利用の方向検討調査○町田シバヒロ運営手法検討事前調査○「（仮称）
町田市産業振興計画 19-28」策定に係るアンケート調査（企業向け調査）・消費行動実態調査

（消費者向け調査）○ 2017 年度町田駅ペデストリアンデッキ上通行量調査○行政窓口・地域
センターの業務と配置の再構築に関する調査研究○町田市スポーツに関する市民意識調査ア
ンケート○町田市の食育推進に関する市民アンケート調査○町田市こころの健康に関する市
民意識調査○自治体間比較業務量調査○町田市子どもの発達支援に関する市民意識調査

町田市未来づく
り研究所

○主催講演会（転換期の公共サービス 新たなかたちとは）○主催講演会（まちが変わるし
くみをプロデュース！ 地域の人と魅力を活かす事業編集力とフレームづくり）○講義・ワー
クショップ（まちづくりから町田の未来を語る まちだニューパラダイム）

小平市 ○より良い小平市ホームページ作成のための、利用者アンケート

東村山市
○東村山市市民意識調査○総合計画・都市計画マスタープランを含む複数計画等の策定支援
業務委託に係るサウンディング型市場調査○東村山市シティプロモーションアンケート調査
○東村山市の待機児童に係る調査・分析○東村山市スポーツに関する市民意識調査

福生市 ○福生市総合計画策定に係る市民意識調査

狛江市 ○平成 29 年度狛江市後期基本計画の指標等に係るアンケート調査○狛江市ひとり親家庭等
アンケート調査○路上喫煙等に関する調査業務委託○空家等所有者アンケート

清瀬市 ○公共施設等再編計画

神奈川県

川崎市
○都市政策研究事業○政策課題研究事業○川崎市の財政に関する研究○川崎市スポーツ推進
計画改定に伴う調査○平成 29 年度農業実態調査○木材利用促進方策検討調査○都市計画道
路網のあり方検討調査○公共施設跡地等有効活用調査

さがみはら都市
みらい研究所

○ 2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計

横須賀市政策推
進部 都市政策
研究所

○横須賀市のエビデンスに基づいた政策形成に寄与する経済波及効果分析ツール○都市近郊
型農泊の継続性確保―横須賀西海岸モデルの可能性―○アンケート調査支援○自治基本条例
の検討

平塚市 ○商業アンケート調査（小売業・買物調査）

鎌倉市 ○鎌倉市民意識調査○一人暮らし高齢者戸別収集にかかるアンケート○障害者の福祉につい
て 障害福祉サービス提供実態調査

藤沢市 ○内部統制制度の再構築に関する調査研究

茅ヶ崎市 ○市民満足度調査○事務事業評価○茅ヶ崎市の教育課題に関する調査研究○子どもの成長発
達についての基礎研究○質の高い授業づくりの支援

みうら政策研究
所

○空き店舗を活用した若者向け新たな創業支援メニューの提案○災害時の妊婦支援体制の構
築○市ホームページの改善について

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

神奈川県 大和市

○次期大和市総合計画策定に係る基礎調査○地域福祉に関するアンケート調査○大和市高齢
者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 7 期）策定のための実態調査○平成 29 年度政治と
選挙の意識調査○大和市男女共同参画に関する市民意識調査○平成 29 年度体力・スポーツ
に関する調査

新潟県

新潟市 ○子ども施設の質の向上○施設における利用者起点の政策改革○新型 ICT を活用した政策
改革

長岡市 ○長岡市景況調査
三条市 ○八十里越調査研究事業○燕三条×ライフスタイルマーケティング
柏崎市 ○新潟産業大学公立法人化可能性調査
小千谷市 ○旧小千谷総合病院跡地整備事業基本計画及び民間活力導入可能性調査
十日町市 ○健康とくらしの調査○十日町いきいき健康調査

上越市
○市民の声アンケート○上越市男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所アンケート等
○上越市中心市街地交通量調査○北陸新幹線利用動向調査○公共交通に関するアンケート調
査○障害福祉ニーズアンケート調査

上越市創造行政
研究所

○政策形成に資するデータベースの構築○地域資源を活かしたシビックプライドの醸成に関
する調査研究

南魚沼市 ○公共施設個別調査

富山県

富山市
○平成 29 年度多様な働き方推進事業○地域資金活用による循環型コンパクトシティ整備事
業可能性調査○富山市横断歩道橋通行実態等調査○高齢社会における交通と健康モニタリン
グ事業○八尾地域統合中学校整備事業に係る PFI 導入可能性調査○収支シミュレーション

高岡市 ○北陸新幹線新高岡駅利用実態調査○公共施設マネジメントにおける実施基準等の設定に関
する研究○平成 29 年度博労地区まちづくり実施計画等作成業務委託

魚津市 ○市民アンケート

射水市 ○射水市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定にかかる調査○「射水市子育て
家庭アンケート」調査○射水市都市計画マスタープラン改定（事前調査）支援業務委託

石川県 能美市 ○市民満足度調査
野々市市 ○統計データ活用のための研究○調査研究機能強化のための研究

福井県 福井市 ○市民意識調査○市立図書館リニューアル事業基本構想のための市民アンケート調査結果
○おもてなしアンケート

鯖江市 ○鯖江市政に関する市民アンケート調査

山梨県

都留市 ○第 6 次都留市長期総合計画中期基本計画策定のための「市民意識調査」○子育てニーズ調
査

山梨市 ○住民意向調査

甲斐市政策研究
所

○「AI（人工知能）の自治体での活用法」の調査研究○「高齢者向け就労支援」の調査研
究○高齢交通弱者のための移動手段創出の研究○空き家の活用に関する施策と支援の研究
○企業誘致に関する研究～新しい雇用創出をもとめて～○「オープンデータ利活用」の調査
研究○自治体における「地域猫活動」に対する支援の調査研究○学生の U・I ターン促進を
図るための調査研究○中央自動車道双葉スマートインターチェンジ等を利用した市のＰＲに
ついての調査研究○市魅力発信冊子「ブランドブック」の制作

長野県

長野市
○平成 29 年度長野市耕作放棄地等のソルガム活用調査研究事業○飯綱高原実験林の自然林
復元調査○大谷地湿原ヨシ管理実験○中央通り歩行者優先道路化検討業務委託○戸隠伝統的
建造物群保存地区防災計画策定調査

上田市 ○東信州次世代イノベーションプラン策定支援業務
駒ヶ根市政策研
究所

○シティープロモーション戦略○健康長寿日本一のまちづくり○駒ヶ根高原「子育ての森」
活用整備○中央アルプス山麓開発整備

中野市政策研究
所

○中野市の効果的なシティプロモーションに関する調査研究○安心して子育てしやすい環境
の確立に向けた調査研究○「働きやすいまち」を実現するための働き方改革に関する調査研
究

大町市 ○北アルプス国際芸術祭経済効果分析調査○大町市街地における空き不動産活用モデル調査
研究○鹿島槍ヶ岳カクネ里雪渓（氷河）学術調査団

塩尻市 ○民間活力導入事業「地方創生協働リーダーシッププログラム（MICHIKARA）」

安曇野市
○安曇野市「協働のまちづくり」に関する市民アンケート調査○外国籍住民に対するアンケー
ト○子育て応援手当受給に関するアンケート調査○安曇野市国保特定健康診査に関するアン
ケート○安曇野市営住宅整備計画策定のためのアンケート調査

岐阜県

岐阜市 ○市民意識調査○学校等給食施設におけるアレルゲン混入防止対策について

一般財団法人　
飛騨高山大学連
携センター

○下町のまちのデザインに関する調査研究○久々野地域の魅力発見・創出とグローカルビジ
ネスの検討に関する調査研究○高山中心市街地のバリアに関する調査研究○高山市における
ホテル・旅館業の人材確保にかかる調査研究○高根地域及び同地域の宿泊施設の活性化に関
する調査研究○景観まちづくり刷新事業に関する調査研究

恵那市 ○市民意識調査
美濃加茂市 ○平成 29 年度市民満足度調査
土岐市 ○市民意識調査○土岐市子ども調査
可児市 ○平成 29 年度可児市市民アンケート調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

岐阜県 下呂市

○下呂市「森と人の物語」推進プロジェクト○市内事業所における多様な働き方に関するア
ンケート調査○障がい福祉に関するアンケート○高齢者の生活に関するアンケート○下呂市
食育推進計画（第 3 次）策定に係るアンケート調査○景況調査○下呂市地域公共交通網形成
計画策定に伴うアンケート調査○第 2 次下呂市環境基本計画○地球温暖化実行計画（事務事
業編・施策区域編）○第 2 次下呂市一般廃棄物処理基本計画策定（H31 年度完成予定）市民
アンケート

静岡県

沼津市 ○生涯学習に関するアンケート調査○市民意識調査

三島市
○第 7 期介護保険事業計画策定に係る事業所調査○三島市自然環境基礎調査○三島市食育基
本計画の策定○三島市市民意識調査○三島市立図書館利用者アンケート調査○ごみ減量及び
分別等に関する市民意識調査

島田市 ○島田市総合計画市民意識調査○デジタル校務利用者調査○子どもの貧困対策推進計画
伊豆の国市 ○伊豆の国市市政世論意識調査業務

愛知県

名古屋市

○名古屋市総合計画 2018 成果指標に関するアンケート調査○名古屋市民 2 万人アンケート
調査○通勤・通学者アンケート調査○政令指定都市等居住者アンケート調査○マイナンバー
制度（社会保障・税番号制度）に関する市民アンケート○大都市制度・広域連携に関する調
査研究報告書○市民税 5％減税検証○名古屋市税制研究会○労働施策に関する効果検証調査
○航空宇宙産業市内企業調査業務○名古屋市航空宇宙関連企業実態調査○ロボット等の導入
専門人材の育成にかかる基礎調査○AI・IoT等市場動向調査○ ICT企業等誘致のためのデー
タ調査○客引き行為等に係る実態把握調査及びアンケート調査○飲食店営業における客引き
行為等状況調査○千種区役所改築検討基礎調査○中村区役所等改築基本計画策定業務委託
○国際会議場の整備に関する調査業務委託○名古屋市の戦略的 MICE 推進に関する有識者
ヒアリング調査○有松地区における伝統的建造物の保存活用検討調査○四間道地区における
歴史まちづくりの推進検討調査○名古屋市国際展示場コンベンション施設整備に関する調査
業務委託○平成 30 年度環境対策に関する市民アンケート調査業務委託○環境配慮の「見え
る化」に関する事例調査○ため池の水質浄化方策の検討に関する研究○市内希少種の保全と
これに関わる外来種の影響についての研究○ PM2.5 の環境基準超過をもたらす汚染機構の
解明○ PM2.5 中の炭素成分に関わる高精度分析法の検討○道路交通騒音対策の効果把握に
関する研究○都市計画に伴う市内河川の水質変化に関する研究○有害化学物質のノンター
ゲットモニタリング手法の開発○浄化微生物による VOC 汚染除去に関する研究○生物応答
を用いた排水試験法（WET）による名古屋市内事業所排水の評価に関する研究○電子顕微
鏡を用いた緊急時における原因追究に関する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法
に関する調査研究○都市型 PM2.5 の高濃度化現象の原因解明と常時監視データ補正法○多
種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用した統合的評価・管理手
法の開発○地下水汚染と自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○自殺対策および
自死遺族支援に関する研究○自殺対策に関するアンケート調査の実施○自殺対策に関する調
査研究事業○母子保健システムを使用した妊娠期から乳幼児期に至る諸課題の分析○平成
29 年度都市計画マスタープラン検討調査業務委託○名古屋市公共交通のあり方詳細分析業
務委託○都市景観形成地区指定に向けた現況調査等業務委託（四間道地区）○特定通路調査
業務委託○久屋大通（南エリア）基盤整備計画検討業務委託○名古屋の山車行事総合調査
○「生涯学習に関する市民意識調査」‐市民の学習状況と学習志向に関する調査‐

公益財団法人　
名古屋まちづく
り公社 名古屋
都市センター

○名古屋市における高齢化による世帯の消滅と市街地への影響について○人口減少時代にお
けるグリーンインフラの活用方策について○中川運河から創造する産業活性化に向けた新た
な仕組みについて○集約連携型まちづくりを視点とした土地区画整理事業地の比較に関する
研究○名古屋市における広域的なまちづくりの仕組みに関する考察～名古屋大都市圏減災ま
ちづくりビジョンからの視点～○緑のまちづくり推進に係る将来目標について○公共空間を
活かしたまちの魅力向上について～通りの特徴をふまえて～○名古屋市におけるコンクリー
ト舗装の考察

豊橋市
○ AI 導入可能性調査○女性が輝くまちづくりプロジェクト○外国人市民意識調査○障害の
ある方を対象とした実態把握のためのアンケート調査○豊橋市の景観に関する市民アンケー
ト調査○患者満足度調査

半田市 ○半田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況を把握するためのアンケート調査

春日井市

○第 3 次春日井市産業振興アクションプラン策定にかかるアンケート調査○「第 3 次春日井
市産業振興アクションプラン」策定に係る実態調査（商店街）○かすがい健康計画 2023 の
中間改定○市内公共交通に関するアンケート調査○ ICT の利活用に関する職員アンケート
○ ICT の利活用に関する市民アンケート

豊川市 ○政策実現調査研修
豊田市 ○超高齢社会への適応に関する検討

江南市
○第 2 次健康日本 21 こうなん計画実態調査○江南市戦略計画における目標達成状況把握の
ための市民調査○「江南市都市計画マスタープラン」、「江南市緑の基本計画」、「江南市立地
適正化計画」の策定に向けた市民意向調査○市民満足度調査○江南市障害に関する意向調査

稲沢市
○稲沢市の観光に関する市民意識調査、稲沢市の観光に関するインターネット調査、稲沢市
観光基本計画策定にあたってのヒアリング調査○国府宮駅周辺交通状況実態調査○稲沢市都
市と緑のマスタープラン市民アンケート及び事業所アンケート調査

新城市 ○市民満足度調査○廃棄物搬入調査
知立市 ○重層的住宅セーフティネット構築支援事業【公的住宅に係る PPP/PFI 導入推進事業」

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

愛知県

尾張旭市 ○平成 29 年度尾張旭市まちづくりアンケート○子どもの体力向上に係る調査研究○ソー
シャル・キャピタルの介護予防効果に関する調査研究

アシタのたかは
ま研究所

○行政サービスにおける ICT の活用について

岩倉市 ○工業用地開発予備調査業務○障害サービス提供事業者アンケート及びヒアリング調査○保
育園・認定こども園の利用実態等に関するアンケート

日進市
○市民アンケート調査○第 3 次日進市障害者基本計画策定○福祉に関するアンケート調査
○暫定用途地域調査検討業務○日進市都市計画マスタープラン現況分析業務○日進市食育推
進計画アンケート調査

田原市

○幹線道路交差点の信号制御方式見直しによる移動時間短縮の可能性調査○渥美半島の道路
交通に関する検討調査 ○光崎交差点の交通量等解析調査○たはら農業プラン策定にかかる
アンケート調査○田原市サーフタウン構想に関連する空き家活用調査○田原市サーフタウン
構想に関連するスローライフ住宅整備関連調査業務○田原市市街地拡大事業化検討調査業務
○田原市立地適正化計画基礎調査業務○空き家実態調査

三重県

伊勢市 ○平成 29 年度伊勢市市民アンケート
桑名市 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○スポーツ推進に関わる市民アンケート調査
鈴鹿市政策経営
部総合政策課　
政策創造グルー
プ

○鈴鹿市の未来を考える基礎データ集

名張市 ○異常時の備えや災害時の消費者の行動に関する意識調査○市民意識調査
亀山市 ○リニア中央新幹線中間駅設置・開業による影響把握調査
伊賀市 ○まちづくりアンケート

滋賀県

彦根市 ○総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的促進
長浜市 ○市民満足度調査

近江八幡市 ○近江八幡市民の健康と食育に関するアンケート調査○水道事業に係る利用者意識調査○近
江八幡市のまちづくりのための「市民アンケート調査」

草津市 ○平成 29 年度草津市のまちづくりについての市民意識調査○ワーク・ライフ・バランスお
よび女性の活躍推進等に関する事業所調査○中心市街地活性化に向けた市民アンケート調査

草津未来研究所 ○草津市における雇用の概観に関する調査研究－基幹統計調査に基づく課題抽出－○市民調
査に基づく「住みやすさ」に関する調査研究

栗東市 ○第六次栗東市総合計画策定基本調査委託業務

野洲市 ○コミュニティバス路線再編に関する平成 29 年自治会アンケート○平成 29 年コミュニティ
バス利用実態調査○持続可能なまちづくりに向けた市民意向調査

高島市 ○まちづくり施策に関する市民意識調査
米原市 ○米原市民意識調査

京都府 舞鶴市 ○地域運営組織の形成に向けた住民自治と団体自治の関係性及び地域へのアプローチ方策の
検証

八幡市 ○八幡市市街地整備計画策定業務委託

大阪府

おおさか市町村
職員研修研究セ
ンター（マッセ
OSAKA）

○文化・芸術を活かしたまちづくり研究会○クラウドファンディングによる地域活性化研究
会○自治体職員の働き方改革研究会

堺市

○堺市健康づくりに関するアンケート調査○健康寿命の延伸に関する施策の効果検証研究業
務○平成 29 年度堺市外国人市民意識調査○近畿圏都市交通体系調査○社会教育調査研究活
動○中央図書館基本構想基礎調査○授業改善につながる組織的・継続的な校園内研修の実現
をめざして

公益財団法人　
堺都市政策研究
所

○「歴史街道を基軸とした都市魅力の向上と発信に関する調査研究」○地域経済分析システ
ム（RESAS）を活用した泉州地域の産業活性化方策に関する調査研究○広域連携による地
域の活性化に関する調査研究○市民研究員による調査研究○堺市民経済計算（平成 27 年度）
○泉州地域市町民経済計算（平成 27 年度）○「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録
による経済波及効果○「中心市街地活性化関連事業」による経済波及効果○泉ヶ丘駅前地域
における教育・医療関連施設の立地を契機とした経済波及効果○「全国救急隊員シンポジウ
ム」を堺市で開催した場合の経済波及効果○合計特殊出生率の上昇に伴う税収効果○平成
23 年堺市産業連関表

岸和田市 ○福祉に関するアンケート調査○地域自治の促進に向けた参加のあり方
岸和田市企画調
整部企画課 政
策担当

○岸和田市における地域内分権のあり方‐公民関係の再構築‐○市民意識調査○「行政ツー
ルとしての AR 導入の可能性」に関する調査研究

とよなか都市創
造研究所

○豊中市民の生活の質に関する調査研究○南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

大阪府

吹田市

○第 3 次すいた男女共同参画プラン平成 28 年度（2016 年度）指標別施策実施状況－年次報
告－○吹田市立男女共同参画センター調査研究「若年層を取り巻く性暴力の現状とは～被害
予防のために必要なこと～」○吹田市子どもの生活に関する実態調査○第 5 期障がい福祉計
画の策定に向けたアンケート○吹田市千里山地区等における公共交通の導入検討に関するア
ンケート調査○吹田市の公園とみどりに関するアンケート調査○生産緑地に関するアンケー
ト○吹田市水道事業に関する市民アンケート調査

高槻市 ○高槻市と関西大学による市民意識調査○大規模地震時の水道管路被害予測に関する研究

守口市 ○第 5 期守口市障がい福祉計画及び第 1 期守口市障がい児福祉計画策定のための事業所意向
調査

八尾市

○八尾市の障がい福祉に関する調査○障がい福祉サービス等の事業所アンケート調査○地域
生活支援拠点等の整備に関する事業所実態調査○景気動向調査○ごみ組成分析調査○平成
29・30 年度認定こども園に向けての教育・保育の研究○空家等実態調査○平成 29 年度八尾
市民意識調査○広域情報化研究会

富田林市 ○人権に関する市民意識調査
寝屋川市 ○寝屋川市議会専門的事項に係る調査会議○中核市移行に係る行政視察

箕面市
○第 7 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴うアンケート調査○箕面市地域
公共交通網形成計画策定に伴う再編方針等検討業務 箕面市地域公共交通網形成計画作成業
務

門真市
○平成 29 年度「市民ご意見番」アンケート調査○門真市市民意識調査平成 29 年度調査○門
真市市民幸福実感に関する意識調査平成 29 年度調査○地域で活躍する職員を創る○門真市
学習到達度調査

藤井寺市 ○公共施設マネジメント調査研究

大阪狭山市

○第 3 次大阪狭山市障がい者計画・第 5 期大阪狭山市障がい福祉計画・第 1 期大阪狭山市障
がい児福祉計画策定に向けたアンケート調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介
護実態調査○大阪狭山市まちづくり円卓会議条例市民アンケート調査○史跡狭山池保存活用
計画策定に伴う研究調査○人権に関する市民意識調査○大阪狭山市みどりの基本計画改定に
向けた調査○大阪狭山市建築物耐震改修促進計画改定に向けたアンケート調査

阪南市 ○人権問題に関する市民意識調査

兵庫県

姫路市

○分流式下水道汚水管への浸入水に対する効果的な調査・対策手法に関する共同研究○土砂
災害警戒区域世帯数等調査○姫路市防災行政無線調査○姫路市人口動態調査○中央卸売市場
移転予定地周辺における将来交通量推計業務委託○自転車交通をとりまく現状に関する調
査、分析○地下通路等活用促進検討業務委託のうち、「1　地下通路のブランディングに向け
たコンセプト等の策定」に係る調査

尼崎市

○バス路線調査研究事業○事業所景況調査○大阪湾ベイエリア製造事業所の技術に関する実
態調査○尼崎市の農地保全・農業振興のためのアンケート○「教育環境が学力に与える影響
および出生体重等が健康に与える影響」○「尼っこ健診・生活習慣病予防コホート研究」○「非
認知的能力の育ちを捉え育む乳幼児教育・接続期教育の開発」○「学習や学校生活における
困難を改善する指導に関する実践研究」○「就学前教育の質が就学後の学力や健康に与える
影響」○尼崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定に係る各種調査○尼崎市障害者
計画・障害福祉計画改定に係る各種調査○第 3 次地域いきいき健康プランあまがさき

公益財団法人　
尼崎地域産業活
性化機構

○事業所景況調査○労働環境実態調査○大阪湾ベイエリア製造事業所の技術に関する実態調
査○京浜地域製造事業所の技術に関する実態調査○尼崎市の長寿企業に関する実態調査○尼
崎市の製造業小規模企業者に関する実態調査○尼崎市南部商業地域における空き店の活用に
関する実態調査○タカタ株式会社倒産による市内事業所への影響調査

西宮市 ○第 5 次西宮市総合計画策定に関するアンケート調査 

芦屋市 ○平成 29 年度芦屋市総合計画市民意識調査○芦屋市市民マナー条例推進に関するアンケー
ト調査○芦屋市民スポーツ意識調査○芦屋市の健康づくりと食育に関するアンケート調査

加古川市 ○平成 29 年度市民意識調査
赤穂市 ○空家等対策計画検討委員会

宝塚市
○第 7 期介護保険事業計画策定に係る調査○宝塚市子どもの生活についてのアンケート調査
○路上喫煙実態調査○平成 29 年度二酸化炭素排出抑制対策事業（地方公共団体カーボン・
マネジメント強化事業）○チームたからづか

三田市 ○三田市市民意識調査
加西市 ○加西市総合スポーツ施設等整備事業可能性調査業務○第 2 次加西市観光推進基本計画
たつの市 ○リーディングプロジェクト推進研修○たつの次世代創生塾

奈良県
奈良市 ○リニア新駅誘致及び観光客誘致に関する奈良県内における世論調査○奈良市子育てに関す

るアンケート調査○地域コミュニティと空き家の関連性
大和高田市 ○社会関係資本の特性からみた市民協働の現状と推進課題
香芝市 ○第 5 期香芝市障害福祉計画・第 1 期香芝市障害児福祉計画○在宅介護実態調査

和歌山県 和歌山市
○和歌山市を中心とする連携中枢都市圏検討に関する調査研究○アルテリーヴォ和歌山 J プ
ロジェクトチーム○景況動向調査○和歌山市観光客実態調査○和歌山市子供読書活動の現状
調査

橋本市 ○橋本市まちづくりのためのアンケート調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

和歌山県

御坊市 ○第 3 次御坊市母子家庭等自立促進計画策定事業

田辺市 ○田辺市第 3 期障害者計画及び第 5 期障害福祉計画、第 1 期障害児福祉計画○田辺市健康づ
くり計画「元気たなべ」市民アンケート

紀の川市 ○市民意識調査（長期総合計画策定）、男女共同参画に関する市民意識調査（男女共同参画
推進計画）

鳥取県 米子市
○米子市人権問題市民意識調査○中海における水質状況等の調査及び解析○ヌカカの発生状
況等に係る調査、医療機関受診者数調査、健康被害を与えるヌカカ種の特定、発生源の把握
とその対策の検討○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

島根県 松江市

○平成 29 年度松江市健康調査○松江市市民活動センター利用者アンケート○人権に関する
市民意識調査○総合戦略・総合計画検証のための市民・学生アンケート○子どもの主体的学
びを支援する親子コミュニケーションの形成を図る社会教育活動の方法論の研究○堀尾吉晴

（及び堀尾一族）に関する資料の所在調査
出雲市 ○空家実態アンケート調査

岡山県

津山市 ○津山鏡野間バス連携事業調査○津山市公立大学設置可能性調査
瀬戸内市 ○瀬戸内市営バスに関するアンケート調査

赤磐市 ○子育て家庭の支援に関する整備計画策定に関する調査○赤磐市地域公共交通網形成計画調
査業務

広島県

三次市
○第 2 次三次市総合計画に係る基礎調査（市民意識調査）○三次市観光実態調査○一般廃棄
物処理基本計画の見直し（平成 30 年～ 39 年度）調査○バス利用による通学に関するアンケー
ト

大竹市 ○大竹市民の幸せ感に関するアンケート○困りごとアンケート

江田島市 ○江田島市 6 次産業化・地産地消推進戦略に係る「6 次産業化・地産地消」の取り組みに関
するアンケート調査

山口県

下関市
○下関市子どもの生活実態調査○第 3 次下関市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定
に係る調査○ビックデータ等を活用した訪日外国人観光客の動向等の調査・分析業務○下関
市民のスポーツに関する意識調査

宇部市 ○「宇部産タケノコ」のブランド化に向けた特徴把握と品質の安定化○食品リサイクルルー
プ実証事業○宇部市観光資源調査

山口市 ○山口市まちづくりアンケート
萩市 ○地域住民が健康寿命の延伸のために生活改善を起こすきっかけ

防府市 ○周防国府に関する包括的研究○防府地域の伝統工芸者調査と共創の可能性を探る実践的研
究

下松市 ○下松市男女共同参画に関する意識調査○下松市緑の基本計画策定業務

光市

○平成 29 年度光市まちづくり市民アンケート○「第 2 次光市環境基本計画」中間見直しの
ための市民アンケート調査○光市観光アクションプラン策定に係るアンケート調査○光市の
今後の都市づくりに向けた市民アンケート調査○光駅周辺地区拠点整備基本構想の策定に向
けた市民アンケート調査○光駅周辺地区拠点整備基本構想の策定に向けた光駅利用者アン
ケート調査について○新しくなった室積コミュニティセンター等に関するアンケート調査
○地産地消に関するアンケート調査○光農業振興地域整備計画の全体見直しに係るアンケー
ト調査○第 3 次光市障害者福祉基本計画及び第 5 期障害福祉計画策定のためのアンケート調
査

柳井市 ○柳井市障害者福祉計画策定に係るアンケート調査
美祢市 ○美東地域にぎわい創出事業○美祢市麦川地区坑内水臭気対策に関する研究

徳島県

徳島市 ○徳島市における国際化推進
阿南市 ○阿南市障害児福祉計画策定業務にかかるアンケート調査○健康に関する市民意識調査
美馬市 ○子育てに関するアンケート
三好市 ○市民意識調査アンケート

香川県 高松市
○自治会活動に関するアンケート調査○平成 29 年度「中小企業者・小規模事業者の人材確
保と育成に関するアンケート」○高松市屋島地区における官民連携手法を用いた事業の実現
可能性調査

愛媛県 四国中央市 ○四国中央市業務継続計画（BCP）○四国中央市住宅マスタープラン○四国中央市ボランティ
ア市民活動アンケート調査○第 7 期介護保険事業計画策定のための施設整備必要量分析調査

福岡県

北九州市立大学
地域戦略研究所

○ 2017 シーズン・J リーグスタジアム調査業務○「子育て中の女性が働きやすい製造現場
とは」調査研究委託業務○プノンペン都の産業人材育成体制の構築（パートナー型）○「北
九州ポップカルチャーフェスティバル 2017」における経済波及効果分析○連携中枢都市圏
ビジョンの改訂に係る資料作成業務○学生就職意向調査に関する調査業務○女子大生の就業
及び生活意識に関する基礎的調査－地元定着に向けて－○学生の地域定着を促進する方策～
学生・企業の意識から～○厚生保護施設の現状と課題－女性専用施設を中心に○九州地方に
おける立地適正化計画の策定に関する研究○地方都市における大規模未利用地を活用した都
市再生事業のプロセスとその効果に関する研究○北九州における集客イベントの効果と展望

（4）～ミクニワールドスタジアム北九州オープン 1 年目の現況調査～

福岡市 ○平成 29 年度福岡都市圏における留学生実態調査○市政に関する意識調査○人権問題に関
する市民意識調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

福岡県

公益財団法人福
岡アジア都市研
究所

○福岡市における生産年齢人口の減少を見据えた施策展開に関する研究～「生活の質の向上」
と「都市の成長」を持続させるために～○福岡市における国際人材教育都市機能の拡充・支
援に関する研究○福岡における多文化共創社会の構築に関する調査研究 - 外国人留学生の就
職環境を中心に

久留米市 ○久留米市新総合計画次期基本計画基礎調査業務
八女市 ○八女市の行政サービスに対する市民アンケート

太宰府市 ○太宰府市観光客入込客数等調査業務委託○立地適正化計画、及び地域公共交通網形成計画
の策定に係る市民アンケート○太宰府まちづくり市民意識調査

糸島市
○地域在住高齢者における身体的フレイルと介護認定率との関連性に関する身体活動疫学研
究○糸島ファーム to テーブル～全国のレストランに糸島の食材を～○我が事・丸ごとの地
域づくり事業（地域力強化推進事業）

佐賀県 多久市 ○地域福祉計画・地域福祉活動計画に関するアンケート○行旅死亡人の身元が判明している
者の費用分担について○男女共同参画市民意識調査

武雄市 ○武雄市短期経済観測調査

長崎県

佐世保市

○子育てしやすい街づくりのためのアンケート調査○次世代創業者育成プログラム共同研究
○佐世保工業会との連携による人材育成事業の構築に係る共同研究○歯周疾患検診の実施及
び評価と佐世保市の歯・口腔の健康づくりに関する研究○「佐世保市歯・口腔の健康づくり
推進計画」の中間評価

佐世保市政策推
進センター

○人口減少下の都市経営○公民連携による地域づくり○公民連携 （PPP/PFI）の推進

島原市 ○地域福祉計画策定に伴う市民アンケート

大村市
○保育・教育施設、医療機関における子どもの事故に関するデータの集積・分析○大村市財
政運営基本方針 2017 ○大村市移住施策向上を目指したアンケート調査○大村市子どもの生
活実態調査○平成 29 年度大村市のまちづくりに関する市民満足度調査

平戸市 ○平戸市の地域福祉に関する調査○平戸市障害者意向調査○第 7 期平戸市高齢者福祉計画、
介護保険事業計画

熊本県

熊本市都市政策
研究所

○ ｢ 平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌 ｣ 編纂○震災記録誌の作成を終えて○平成 28 年
熊本地震における民生委員・児童委員の要配慮者支援～熊本市東区での災害支援の実態～
○自然災害義援金の基金総額に係る影響要因○全国の自治体シンクタンクによる政策研究の
動向○熊本城下における歴史的建造物の賦存状況と外観特性○熊本市域の里山の特性と課題

荒尾市

○総合計画成果検証のためのアンケート調査○次期行政改革大綱の策定に向けたインタ
ビュー調査○荒尾市地域福祉に関するアンケート調査○荒尾市障がい福祉に関するアンケー
ト調査○平成 30 年 3 月卒業者の就職状況およびインターンシップ実施状況調査○市内買取
電力量調査○企業動向調査○市内従業員数調査○平成 29 年熊本県観光統計調査○炭鉱資料
調査○荒尾市公共施設等のあり方及び再配置に関する市民アンケート調査○荒尾市男女共同
参画に関する企業アンケート

大分県 豊後高田市 ○石造文化を活用した誘客促進事業検討

宮崎県
宮崎市 ○市民意識調査
延岡市 ○延岡城跡石垣調査○延岡市工業団地適地選定調査○延岡市自然環境モニタリング調査
日向市 ○日向市スポーツ施設整備基本構想

鹿児島県

枕崎市 ○地域産業競争力強化に向けた枕崎漁港活性化事業
西之表市 ○市民アンケート
霧島市 ○第二次霧島市総合計画策定支援業務
奄美市 ○奄美市幸福度調査アンケート
姶良市 ○平成 29 年度姶良市市民満足度調査

沖縄県 石垣市 ○一般廃棄物処理基本計画見直し業務委託
（太字は、都市シンクタンク等（表 4）である。）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
青森公立大学地域連携センター 大学の付置機関 青森公立大学
ひろさき未来戦略研究センター 自治体の内部組織 弘前市
盛岡市まちづくり研究所 大学の付置機関 盛岡市・岩手県立大学
鹿角市政策研究所 自治体の内部組織 鹿角市

最上地域政策研究所 常設の任意団体

新庄市・金山町・最上町・
舟形町・真室川町・大蔵
村・鮭川村・戸沢村・最
上広域市町村圏事務組
合・山形県

うつのみや市政研究センター 自治体の内部組織 宇都宮市
矢板市政策研究会議 自治体の内部組織 矢板市
高崎経済大学地域科学研究所 大学の付置機関 高崎市
戸田市政策研究所 自治体の内部組織 戸田市
かすかべ未来研究所 自治体の内部組織 春日部市

彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合 埼玉県及び埼玉県の全市
町村（63 市町村）

埼玉県東南部都市連絡調整会議 常設の任意団体 草加市・越谷市・八潮市・
三郷市・吉川市・松伏町

松戸市政策推進課 市政総合研究室 自治体の内部組織 松戸市
港区政策創造研究所 自治体の内部組織 港区
新宿自治創造研究所 自治体の内部組織 新宿区
せたがや自治政策研究所 自治体の内部組織 世田谷区

（公財）荒川区自治総合研究所 公益財団法人 荒川区
三鷹ネットワーク大学推進機構 NPO 法人 三鷹市
町田市未来づくり研究所 自治体の内部組織 町田市
日野市地域戦略室 自治体の内部組織 日野市

（公財）東京市町村自治調査会 公益財団法人 東京都の多摩・島しょ地
域 26 市 5 町 8 村

さがみはら都市みらい研究所 自治体の内部組織 相模原市
横須賀市政策推進部 都市政策研究所 自治体の内部組織 横須賀市
鎌倉市政策創造課 自治体の内部組織 鎌倉市

みうら政策研究所 市内部の常設型の
提言機構 三浦市

伊勢原市政策研究所 自治体の内部組織 伊勢原市
上越市創造行政研究所 自治体の内部組織 上越市
甲斐市政策研究所 自治体の内部組織 甲斐市
駒ヶ根市政策研究所 常設の任意団体 駒ヶ根市
中野市政策研究所 自治体の内部組織 中野市

（一財）飛騨高山大学連携センター 一般財団法人 高山市
（公財）名古屋まちづくり公社　名古屋都市センター 公益財団法人 名古屋市
アシタのたかはま研究所 自治体の内部組織 高浜市
鈴鹿市政策経営部総合政策課 政策創造グループ 自治体の内部組織 鈴鹿市

表 4　都市シンクタンク等一覧

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
草津未来研究所 自治体の内部組織 草津市

（公財）京都市景観・まちづくりセンター 公益財団法人 京都市
（公財）大学コンソーシアム京都 公益財団法人 京都市
（公財）堺都市政策研究所 公益財団法人 堺市
岸和田市企画調整部企画課 政策担当 自治体の内部組織 岸和田市
とよなか都市創造研究所 自治体の内部組織 豊中市

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセ OSAKA） 公益財団法人

（公財）大阪府市町村振
興協会（大阪府内の政令
指定都市を除く 31 市 9
町 1 村）

（公財）尼崎地域産業活性化機構 公益財団法人 尼崎市
（一財）下関 21 世紀協会 一般財団法人 下関市
西条市自治政策研究所 自治体の内部組織 西条市
北九州市立大学地域戦略研究所 大学の付置機関 北九州市立大学

（公財）福岡アジア都市研究所 公益財団法人 福岡市
佐世保市政策推進センター 自治体の内部組織 佐世保市
熊本市都市政策研究所 自治体の内部組織 熊本市

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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コミュニティの迷い道～現在！過去×未来？～

（落語ブームとその真髄）

　近年、落語が人気だ。その落語の本拠地といえば、寄席。明治・大正期には全国の都市にたく
さんの寄席があったという。その後、ラジオ、テレビの普及もあり、その数は大きく減少したが、
その落語を再び庶民に身近なものとしたのはテレビ番組である。その人気番組で司会を長らく務
めていた三遊亭円楽（先代）師匠が亡くなったのは 9 年前であるが、その後、司会を務めた桂
歌丸師匠も先日、亡くなった。
　寄席で先代円楽師匠が得意としたのは、『浜野矩随』、『芝浜』といった人情噺。歌丸師匠が得
意としたのは、意外なことに怪談噺であった。『怪談牡丹灯籠』、『真景累ヶ淵』、『江島屋怪談』、『乳
房榎』など、これらの怪談は、明治時代の名人“三遊亭圓朝”の創作である。（『芝浜』も圓朝作）
　落語といえば、「オチ」がある笑い話と思われているが、これらの話（『芝浜』を除く）には、「オ
チ」がない。また、これといった「笑い」もない。そんなことから、テレビ番組の『大喜利』（司
会者からお題をもらって芸などを披露するもの）のイメージを抱きながら寄席に行くと、ギャッ
プに驚く人も正直言って少なくない。ましてや、「語り」が中心の長講となれば、講談のイメー
ジに近い。
　寄席では、落語家は舞台の高いところに陣取る。それが故に舞台を「高座」と呼ぶ。けっして
偉ぶっているわけではない。聴衆とコミュニケーションを結ぼうとしているのである。寄席では、
落語家は、あらかじめ話を決めているわけではない。本来の話に入る前に、いわゆる「よもやま
話」をする。これを「マクラをふる」という。昆虫が触角を出して外界の様子を探るように、落
語家は、聴衆の雰囲気を探る。その感覚を元に、なんの演目を演じるかを決める。
　滅多にないことであるが、前座（楽屋で下働きをし開口一番を演じる落語家）が脇から出てき
て高座で演じている落語家に言い寄ることがある。「この話、本日、○○さんが既に演じています。」
寄席では、一日に同じ話を演じるのは御法度である。
　その昔、新進気鋭の若手落語家に意地悪をしたベテラン落語家がいた。若手落語家がトリ（そ
の日の興行の最後に登場、本格的な演目をかける）を務めるとき、ベテランは弟子たちに命じて
この若手落語家の持ちネタを先に演じさせた。そこで、その若手落語家は、仕方がなく自分で話
を創作し、それを高座で演じた。その若手落語家こそ、三遊亭圓朝であり、圓朝がたくさんの作
品を残したのは、この仕組みのいわば怪我の功名であった。
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 （静かな落語愛好家）　
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りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。
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戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、
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分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市政策法務コーナー
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都市政策政務コーナー
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　私人に課した義務を行政が代わりに履行する行政代執行は、行政目的を早期に実現するための強

力なツールである一方、様々な要因から機能不全状態にあり、「さびついた伝家の宝刀」と称されて

きた。しかしながら、空家法の下では、それらの要因のいくつかが解消され、その施行から約3年

間で、およそ100件の行政代執行及び略式代執行が実施されている。ただし、費用回収の難しさは、

依然として自治体に行政代執行を躊躇させる要因となっている。

　本稿では、代執行費用がどのように回収されているかをいくつかの事例でみていくとともに、費

用回収をめぐる課題として、請求しうる費用の範囲、財産管理人制度の活用、及び土地所有者によ

る負担を検討する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　空き家問題で活用される代執行等
（1）代執行＝「さびついた伝家の宝刀」
　自治体は、様々な政策目的を実現するため、
条例を通じて広く住民一般に、あるいは命令
を通じて個別住民に対し、行政上の義務を課
している。もし、義務者が課された義務を履
行せず、さらに一定の条件が満たされる場
合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為を
なし、又は第三者をしてこれをなさしめるこ
とができる（行政代執行法 2 条）。このように、
私人間における自力救済禁止原則の例外とし
て、行政庁が司法手続を経ることなく、自ら
行政上の義務の履行を強制しうる仕組みが設
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実現がある 1。
　しかしながら、行政代執行（以下、「代執行」
という）という強力なツールは、「さびつい
た伝家の宝刀」と称されてきた 2。すなわち、
実際の行政現場では、代執行が使いづらいも
のと考えられ、実施件数が極めて少ないとの
指摘がしばしばなされる 3。代執行制度が機
能不全状態に陥っている要因としては、行政
代執行法 2 条又は個別実定法が定める実体的
要件の解釈及び個別事例への当てはめについ
て行政庁が確信を持てないこと、代執行に伴
う動産の管理に関する明文規定がないこと、

 
1　宇賀克也『行政法概説Ⅰ〔第 6 版〕』（有斐閣、2017 年）221 頁 ｡
2　北村喜宣「学界の常識は現場の非常識？－空家法のもとで活用される代執行」『自治力の挑戦』（公職研、2018 年）52 頁以下・

52 頁。
3　例えば、津田和之「行政代執行手続をめぐる法律問題（一）」自治研究 87 巻 9 号（2011 年）85 頁以下・85 頁。
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特定空家等に対する行政代執行と費用回収

義務者からの費用回収が困難なこと、代執行
を行うためのノウハウが不足していること、
強権発動のイメージを持つ代執行を行うこと
で、マスコミや住民などから批判を受けるこ
とが挙げられる 4。

（2）空家法の下での約100件の代執行等
　そうしたなか、2015 年 5 月に全面施行さ
れた「空家等対策の推進に関する特別措置法」

（以下、「空家法」という）の下では、2017
年度末までに、21 自治体で 23 件の代執行が
行われている。さらに、行政上の義務を課す
べき相手方を市町村長が過失なく確知するこ
とができない場合の代執行、いわゆる略式代
執行は、57 自治体で 75 件もの実績がある 5。

法施行から約 3 年間で、代執行と略式代執行
（以下、総称して「代執行等」という）の実
施件数は、100 件近くにのぼり、今後も増加
していくことが予想される。
　「さびついた伝家の宝刀」といわれる代執
行制度が、空き家問題で積極的に活用されて
いるのはなぜだろうか。先に述べた機能不全
の要因に照らしてみると、空家法が規定する
実体的要件の解釈及び個別事例への当てはめ
という点では、「特定空家等」の判断基準や
特定空家等に対する措置の手続などについ
て、国が示したガイドライン 6 が、自治体の
判断の後ろ盾になっているようである 7。ま
た、空家法が制定される以前にも、大仙市や
大田区、大阪市などで空き家条例あるいは建
築基準法に基づく代執行が行われた実績 8 が
あったほか、空家法施行後、地方整備局や県
が自治体間の情報共有の場を設けることで、
ノウハウの蓄積が進んでいる。さらに、「平
成 25 年住宅・土地統計調査」の結果が大き
く取り上げられ、空き家問題が社会問題化し
たことで、代執行等がマスコミや住民などに
必ずしも批判的には受け止められず、逆に好
意的にも捉えられており、市町村長の理解が
得られていることが、積極的な取組みを後押
ししている 9。

 
4　津田・前掲註（3）論文、宇賀・前掲註（1）書 237 頁、黒川哲志「行政強制・実力行使」磯部力・小早川充郎・芝池義一編『行

政法の新構想Ⅱ』（有斐閣、2008 年）113 頁以下・114-115, 119 頁。
5　国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について（平成 30 年 3 月 31 日時点）」。
6　『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）』（以下、「ガイドライン」と引用）
（平成 27 年 5 月 26 日、国土交通省・総務省）。

7　以下、北村・前掲註（2）論文。代執行等を行った自治体へのヒアリング調査でも、「特定空家等」への該当性判断や代執
行等の実施に際して、国及び県が示したガイドラインを積極的に活用したり、それらを参照しつつ独自の基準等を策定し
たりする動きが見受けられた。

8　「老朽危険家屋の行政代執行の実務」北村喜宣編『行政代執行の手法と政策法務』（地域科学研究会、2015 年）47 頁以下、
小畑和也「都市自治体の空き家対策事例」日本都市センター『都市自治体と空き家－課題・対策・展望－』（日本都市センター、
2015 年）171 頁以下を参照。

　　なお、代執行の実施根拠につき、既存の建築基準法ではなく、空き家条例や空家法が選択されることが多い背景には、
不行使の前例がなく、自治体としてその実施に踏み切りやすい点も指摘される（北村・前掲註（2）論文 54 頁）。

9　ヒアリング調査を行った自治体では、長が代執行等の実施を決断したことで、財政所管部署をはじめとする庁内関係部署
の協力をより得やすくなったとの意見が聞かれた。

図 1　代執行等の実施状況 

出典：国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特
別措置法の施行状況等について（平成 30 年 3 月 31
日時点）」を基に筆者作成。
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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10　日本と同様に、超高齢・人口減少問題に直面し、空き家対策が急務となっているドイツでは、不良又は欠陥状態の建物に対
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12　「『空家法』施行 1 年後の全国実態調査　集計結果」日本弁護士連合会法律サービス展開本部自治体等連携センター・日
本弁護士連合会 公害対策・環境保全委員会編『深刻化する「空き家」問題－全国実態調査からみた現状と対策－』（明石書店、
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特定空家等に対する行政代執行と費用回収

することとなる（地方自治法 231 条）。納付
期限までに納付がなされないとき、市町村長
は、義務者への督促を経て（231 条の 3 第 1
項）、国税徴収法に基づき、義務者の財産に
対する差押え等の滞納処分を行うことができ
る。

（2）現状
　国土交通省資料や新聞報道によると、代執
行に要した費用は、約 50 万円（菰野町）が
最低額、約2,000万円（板橋区）が最高額となっ
ている。
　2016 年 3 月に全国で初めて空家法に基づ
く代執行を行った葛飾区では、木造 2 階建て
の建物の除却等に 185 万円を要した 16。当該
建物を所有していた義務者は、当初、代執行
措置自体に納得していないことを理由に、費
用の支払いを拒否していたが、その後、家族
で現在居住している住宅が差し押さえられる
可能性が出てきたことから、翌年 2 月に 185
万円全額を支払っている。
　義務者が納付命令に従わず、代執行費用を
納付しなかったとしても、前述のとおり、市
町村長は、国税滞納処分の例により、強制徴
収することができる。その場合、市町村長は
代執行費用につき、租税に次ぐ順位の先取特
権を有するが、直接の滞納処分費や納付期限
日以前に設定された担保権により担保される
私法上の債権などには劣後する 17。そのため、
義務者が十分な財産を有していなければ、代
執行費用の回収は極めて困難となる。例えば、

2017 年 4 月に代執行を行った柏市は、国税
徴収法に基づく差押え・公売を行ったものの、
約 1,040 万円の代執行費用のうち、回収でき
たのは一部のみであった 18。
　空家法に基づいて行われた 23 件の代執行
について、費用回収状況は公表されていな
い。ただ、前述の日本弁護士連合会が実施し
たアンケート調査結果に鑑みても、葛飾区の
ように代執行費用の全額を回収できたケース
は、決して多くないと考えられる。立地条件
等が良い土地であれば、特定空家等として代
執行が講じられる以前に、所有者自身による
活用が図られたり、民間事業者が賃貸又は売
却を打診したりするだろう。また、不動産に
抵当権等が設定されていることで、滞納処分
を行っても、満足に代執行費用の回収ができ
ない場合もあると思われる。

3　略式代執行に係る費用回収
（1）空家法の規定
　空家法 14 条 9 項に基づく代執行は、義務
者に対して命令が行われていることを前提と
する。しかし、命令の相手方となるべき所有
者等が不明な場合や所有者等が存在しない場
合には、そもそも命令自体をすることができ
ないため、代執行できない。空家法はこうし
たケースに対応するため、略式代執行の規
定を設けている（14 条 10 項）。この規定は、
行政代執行法 1 条にいう「別に法律で定める
もの」に当たり、行政代執行法の特別法的措
置である 19。

 
15　以下、北村喜宣・須藤陽子・中原茂樹・宇那木正寛『行政代執行の理論と実践』（ぎょうせい、2015 年）260 頁以下〔宇

那木執筆部分〕。
16　下村聖二・海老原佐江子「葛飾区の空き家対策－行政代執行事例を中心に」自治実務セミナー 660 号（2017 年）20 頁以

下を参照。
17　北村ほか・前掲註（15）書 303 頁。
18　国土交通省「地方公共団体の空き家対策の取組事例 2（平成 30 年 3 月末時点）」。当該建物が立地していた土地は、約

350 万円で落札されたが（千葉県 HP「合同不動産公売の結果概要について」（https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/koubai/
goudoukoubai-kekka.html）（2018 年 7 月 30 日最終アクセス））、抵当権等も設定されていたようである。
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第 14 条
10　第 3 項の規定により必要な措置を命じ

ようとする場合において、過失がなくて
その措置を命ぜられるべき者を確知する
ことができないとき（過失がなくて第 1
項の助言若しくは指導又は第 2 項の勧告
が行われるべき者を確知することができ
ないため第 3 項に定める手続により命令
を行うことができないときを含む。）は、
市町村長は、その者の負担において、そ
の措置を自ら行い、又はその命じた者若
しくは委任した者に行わせることができ
る。･･･

　代執行に関する空家法 14 条 9 項が、「行政
代執行法 ･･･ の定めるところに従い」と規定
するのに対し、略式代執行に関する同条 10
項には同旨の文言が含まれておらず、手続及
び費用徴収に関する行政代執行法の規定が準
用されていない。他方で、「その者の負担に
おいて」と規定していることから、略式代執
行後に命令の相手方となるべき所有者等が判
明した場合には、当該所有者等にその費用を
負担させることが立法者意思である 20。
　略式代執行を行った自治体は、どのような
手続によって、その費用を所有者等から徴収
するべきだろうか。ガイドラインでは、地方
自治法施行令 171 条の 2 第 3 号に従い、「義
務者が後で判明したときは、その時点で、そ

の者から代執行に要した費用を徴収すること
ができるが、義務者が任意に費用支払をしな
い場合、市町村は民事訴訟を提起し、裁判所
による給付判決を債務名義として民事執行法
に基づく強制執行に訴えることとなる」との
見解が示されている（第 3 章 7．（4））。空家
法及びガイドラインには、債権額を確定する
ための手続に関する規定が欠けているが、立
法者意思及び制度趣旨に鑑みれば、行政代執
行法 5 条を類推適用することが望ましいと考
えられる 21。
　命令の相手方となるべき所有者等が存在し
ない場合にも、市町村長は略式代執行を行う
ことができるが、その費用をどのように回収
しうるかが問題になる。義務者が存在しない
ケースとしては、死亡した所有者等に相続人
がいない、すべての相続人が相続放棄をして
いる、所有していた法人が既に解散等で存在
していないといったことが挙げられる。こう
した場合、例えば、相続財産管理人制度（民
法 952 条）を活用することが考えられる 22。
また、所有者等の有無が不明、あるいは所有
者等はいるが、その所在が不明な場合には、
不在者財産管理人制度（25 条）を活用する
ことができる。

（2）現状
　国土交通省資料や新聞報道によると、略式
代執行に要した費用は、約 18 万円（東近江市）
が最低額、約 3,960 万円（妙高市）23 が最高

 
19　北村喜宣『空き家問題解決のための政策法務－法施行後の現状と対策－』（第一法規、2018 年）196 頁。行政代執行法 1

条の「法律」に条例が含まれないと解される以上、略式代執行制度が規定されたことは、空家法の意義のひとつといえる。
20　自由民主党空き家対策推進議員連盟編著『空家等対策特別措置法の解説』（以下、「議連解説」と引用）（大成出版社、2015 年）

162 頁。
21　北村喜宣「略式代執行の費用徴収－空家法を素材にして」鈴木庸夫先生古稀記念『自治体政策法務の理論と課題別実践』
（第一法規、2017 年）293 頁以下・305 頁。納付命令によって確定した債権は公債権であり、その給付を求める訴えは、「公
法上の法律関係に関する訴訟」（行政事件訴訟法 4 条）に当たる（同 306 頁）。

22　柳井幸「空家対策と相続財産管理人選任申立て」判例自治 412 号（2016 年）10 頁を参照。
23　なお、湯沢市が 2018 年度に実施を予定している、廃業ホテルに対する略式代執行では、代執行に要する費用として、約

1 億 5,600 万円が見込まれている。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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特定空家等に対する行政代執行と費用回収

額となっている。
　空家法の下では、命令の相手方となるべき
所有者等の有無、又はその所在が不明な場合
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たときは、その者から費用を徴収することと
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れる注意義務をもって、命令の相手方の確知
に努めている 24。そのため、略式代執行後に
調査を継続したとしても、費用を負担させる
べき者が判明することは少ないと考えられ、
筆者が仄聞する限りでも、そのようなケース
は見当たらない 25。
　自治体としては、費用回収の可能性をより
高めるために、命令の相手方を継続的に調査
するのみならず、不在者財産管理人制度を活
用することも検討の余地があるだろう 26。実
際に香取市では、附属屋及び屋上塔屋部の撤
去などに要した約 120 万円の略式代執行費用
について、同制度の活用が検討された 27。
　所有者等が存在しない場合、自治体として
は、略式代執行の要件充足性が明らかであ
り、その実施に踏み切りやすい反面、費用を
負担させるべき者がいないという事態に陥
る。2017 年度末までに実施された略式代執
行 75 件のうち、自治体又は国土交通省の資
料や新聞報道等から、措置に至る経緯を筆者

が知り得たものは 32 件ある。その内訳をみ
ると、所有者等の相続人による相続放棄又は
相続人死亡が 17 件、所有者等の相続人不存
在が 7 件、所有していた法人の解散が 8 件で
あった。略式代執行費用が約 3,960 万円にの
ぼった妙高市のケースでも、当該建物を所有
していた法人は既に破産し、法人格が消滅し
ていた。このケースでは、空き家対策総合支
援事業補助金 28 が活用され、費用を国と市
が負担した 29。
　相続放棄あるいは相続人不存在の場合、自
治体が、略式代執行費用に係る債権を理由に、
利害関係人として相続財産管理人の選任を家
庭裁判所に申し立てることができる。例えば、
空家法施行前の 2014 年 12 月に、危険な空き
家に対して、建築基準法 9 条 11 項に基づく
略式代執行を実施した神戸市は、当該建物の
所有者に相続人がおらず、また、被相続人に
一定額の預貯金があったことから、固定資産
税に係る債権と併せて、相続財産管理人の選
任を申し立てた。その後、選任された相続財
産管理人が財産整理を進め、最終的に略式代
執行費用約 260 万円と固定資産税約 16 万円
の全額が市に支払われている 30。
　ただし、不在者財産管理人あるいは相続財
産管理人の選任を申し立てた利害関係者が、
優先的に債務の履行を受けられるわけではな

 
24　具体的には、周辺住民への聞き込みや空家法 9 条に基づく立入調査が考えられるほか、住民票情報、戸籍情報、登記情報、

固定資産税情報等の情報の活用などが少なくとも求められる（ガイドライン第 3 章 7 （1）、議連解説 160 頁）。
25　空家法以外の国土交通省所管法律についても、略式代執行後に義務者が事後的に判明し、費用を請求した実例はないと

いう（北村・前掲註（21）書 302 頁）。
26　北村喜宣「空家法制定後の市町村空き家行政」『分権政策法務の実践』（有斐閣、2018 年）296 頁以下・304 頁。
27　国土交通省・前掲註（18）資料。
28　このほか、自治体による空き家の除却や活用への財政的支援制度としては、空き家再生等推進事業や県による補助事業

が用意されている。しかし、ヒアリング調査のなかでは、実際に補助が決まるまで時間を要することや、事後的に費用を
負担すべき者が判明したときに補助金を返還する必要があることなどが、自治体に支援制度の利用を躊躇させる要因になっ
ているとの意見があった。

29　当該建物の敷地が国有地であり、略式代執行によって、地価が上昇しても利益を得る私人がいないこと、さらに、当該
建物の存在によって観光業への悪影響が懸念されていたことから、市が費用の一部を負担するとしても、略式代執行を実
施すべきとの判断がなされたという。

30　国土交通省・前掲註（18）資料。
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都市政策政務コーナー

く、また、略式代執行費用には、代執行費用
のように先取特権は付与されていない。不在
者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得る必
要がない「保存行為」（民法 28 条、103 条 1 号）
として、弁済期限の到来した債務を弁済する
ことができる 31。相続財産管理人は、当該財
産に設定された担保権により担保される債権
を有する者などに対し、優先的に弁済をした
上で、他の債権者には、それぞれの債権額の
割合に応じて弁済することとなっている（957
条 2 項、929 条）。

4　費用回収をめぐるいくつかの課題
（1）請求しうる費用の範囲
　行政代執行法 5 条は、「実際に要した費用
の額」を「代執行に要した費用」として、義
務者から徴収すると規定している。「代執行
に要した費用」は、「作業員の賃金、請負人
に対する報酬、資材費、第三者に支払うべ
き補償料等」を指す 32。代執行等は、義務者
がなすべき行為を行政庁が義務者に代わって
行うものであるから、義務者自らが措置を講
じた場合でも、行政が負担する費用は含まれ
ず、義務違反の確認のために要した調査費用
や代執行等の手続に従事した行政職員の人件
費などがこれに当たる 33。特定空家等に対す
る代執行等については、家屋調査などの調査
及び動産の管理に要した費用が、主に問題と
なる 34。

①家屋調査などの調査費用
　調査費用をめぐっては、名古屋地岡崎支判
平成 20 年 1 月 17 日判時 1996 号 60 頁及びそ
の控訴審判決である名古屋高判平成 20 年 6
月 4 日判時 2011 号 120 頁がある。この事件
では、産廃業者が不法投棄した廃棄物の撤去
等を代執行するにあたり、市が廃棄物実態調
査及び周辺環境調査等（以下、「廃棄物実態
調査等」と総称する）を実施し、その費用を
支出したとして、当該産廃業者に対し、事務
管理に基づく費用償還（民法 702 条）を求め
ることができるかが争われた 35。第一審は、

「生活環境保全上の支障の除却等を行うため
には、本件過剰保管廃棄物による影響を調査
し、その結果を踏まえて実際の方策について
検討することが不可欠である」と述べた上で、
廃棄物実態調査等は、本来、義務者たる産廃
業者が行うべきものであると判示し、控訴審
もこれを維持する。命令内容をどのように履
行するかを具体的に判断するために行われる
調査の費用は、義務者が負担すべきと考えら
れる以上、代執行費用として、行政代執行法
5 条に基づく納付命令を行い、強制徴収する
ことも可能であったとも考えられる 36。
　特定空家等に対する代執行等では、近隣家
屋調査やアスベスト使用調査が行われるケー
スが、複数見受けられる。これらの調査は、
建物の解体工事を行う際に行われるものであ
り、空家法に基づく命令違反の確認のために

 
31　我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法－総則・物権・債権－』（日本評論社、2018 年）104 頁。
32　ガイドライン第 3 章 6. （6）。
33　阿部泰隆『行政法解釈学Ⅰ』（有斐閣、2008 年）573 頁。
34　義務者に請求する「代執行に要した費用」の範囲の精査は、実務上、徴収に関しての重要なファクターとなっている（岡

﨑泰治郎・大山亘「事例②行政代執行－岡山市の実例」自治体法務研究 7 号（2006 年）59 頁以下・64 頁）。
35　市は、廃棄物実態調査等に要した費用が、「代執行に要した費用」に当たらないと狭義的に解したため、強制徴収するこ

とができず、民事訴訟を提起したものと考えられる（平田健治「判批」私法判例リマークス 39 号（2009 年）34 頁以下・35 頁）。
36　津田・前掲註（11）論文 69 頁、北村ほか・前掲註（15）書 127 頁〔宇那木執筆部分〕。ただし、廃棄物実態調査等に係

る費用を「代執行に要した費用」として、義務者に請求した場合には、行政上の強制徴収が認められている金銭債権につき、
民事訴訟・民事執行の選択を否定する、最大判昭和 41 年 2 月 23 日民集 20 巻 2 号 320 頁と整合しないおそれがある（宇賀・
前掲註（1）書 231-232 頁）。
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特定空家等に対する行政代執行と費用回収

行われた調査ではないため、代執行費用に含
まれると解すべきだろう。宗像市が 2017 年
2 月に略式代執行を行ったケースでは、近隣
家屋調査に係る費用を含む略式代執行費用約
184 万円を債権として、市が相続財産管理人
の選任を申し立て、現在手続が進められてい
る 37。
②動産の管理費用
　もうひとつの問題は、代執行等の対象とな
る特定空家等の中に存置されている動産の搬
出・保管や処分に係る費用を代執行費用に含
めうるかという点である 38。代執行等の実施
に伴って、動産を処分又は搬出・保管するこ
とは、義務者自らが措置を講じたときにも義
務履行の一環で行うと考えられることから、
代執行費用として請求することができる 39。
行政庁が動産を保管する場合、それらの保管
義務を行政が負うのはどの時点までだろう
か。伝統的学説によれば、代執行の終了をもっ
て、行政の保管義務は終了するとされてきた
が 40、通説・実務上は、代執行等の実施期間中、
終了後を問わず、所有者への引渡し時、又は
通知した引渡し期限までと解されている 41。
ただし、後者の見解に立つとしても、代執行

費用として強制徴収しうる保管費用の範囲に
つき、代執行終了宣言までのものに限定する
論者 42 と、行政の保管義務が消滅するまで
のものが含まれるとする論者 43 がいる。
　ガイドラインは、パブリックコメント時に
動産の管理に関する意見が寄せられたことを
受け、「代執行の対象となる特定空家等の中
の動産の取扱い」の項目を追加している 44。
具体的には、「特定空家等の中に相当の価値
のある動産が存する場合、まず、所有者に運
び出すよう連絡し、応じない場合は保管し、
所有者に期間を定めて引き取りに来るよう連
絡することが考えられる。」と規定する（第
3 章 6. （5）、7. （3））。行政が動産の保管義務
を負うべき期間、及びその費用が代執行費用
に含まれるかといった点に関する明確な言及
はなされていないものの、所有者への連絡又
は公示を経ても、所有者が引き取らない場合
は、敷地内に戻してシートで包むといった措
置を講じることで足りるだろう 45。そして、
代執行費用としては、代執行終了宣言後の保
管、敷地への搬入及びシートの購入に要した
費用も、義務者に請求できると思われる 46。

 
37　都市計画法違反の建物を除却した岡山市の代執行のケースでも、近隣家屋調査に係る費用約 440 万円が代執行費用とし

て請求されている（岡山市行政代執行研究会編著『行政代執行の実務』（ぎょうせい、2002 年）131 頁）。
38　空家法 14 条 1 項に基づく助言又は指導の段階から、特定空家等に係る措置と併せて、動産の搬出と適正処理をその内容

とすれば、当然に動産の管理費用も代執行費用として請求することができ、この点は問題とならない。北村喜宣「とんだ
オジャマ虫 !? －空家法代執行と残置動産への対応」自治実務セミナー 675 号（2018 年）21 頁を参照。

39　北村喜宣・米山秀隆・岡田博史編『空き家対策の実務』（有斐閣、2016 年）134-135 頁〔文山達昭執筆部分〕。
40　広岡隆『行政代執行法〔新版〕』（有斐閣、1981 年）［復刻 2000 年］184 頁。前述の岡山市の代執行事例において、市は

伝統的学説に立ち、動産の搬出費用と代執行終了宣言までの保管・処分費用を代執行費用、その翌日以降の保管・処分費
用を事務管理費用として、義務者に請求した（岡山市行政代執行研究会・前掲註（37）書 126-128 頁）。

41　宇那木・前掲註（11）論文 87-88 頁、津田・前掲註（11）論文 67 頁、北村ほか・前掲註（15）書 223 頁〔宇那木執筆部分〕、
北村・米山・岡田・前掲註（39）書 134 頁。

42　津田・前掲註（11）論文 68 頁、福井県空き家対策協議会『福井県空き家対策マニュアル〔第 2 版 修正版〕』（平成 27 年 8 月）
Ⅲ -13 頁。

43　宇那木・前掲註（11）論文 99-100 頁、北村ほか・前掲註（15）書 253 頁〔宇那木執筆部分〕。
44　「『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）（案）』に関するパブリック

コメントに寄せられたご意見と国土交通省及び総務省の考え方」（平成 27 年 5 月 26 日、国土交通省・総務省）（以下、「パ
ブコメ回答」と引用）27 頁。

45　北村・前掲註（19）書 251 頁。ただし、現金や美術・骨董品等の換価価値が見込まれる動産は、代執行等を実施する前
の存置状況や保管費用を総合的に考慮して、引き続き行政が倉庫などで保管する方が適切な場合もあろう。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市政策政務コーナー

（2）財産管理人制度の活用
　略式代執行のケースでは、不在者財産管理
人制度又は相続財産管理人制度（以下、総称
して「財産管理人制度」という）を活用し、
その費用を回収しようとする取組みが見受け
られる 47。2018 年 3 月 31 日時点で、空き家
等に係る財産管理人制度の活用実績は、111
件にのぼる 48。現在政府では、空き家問題や
所有者不明土地問題の深刻化を受けて、これ
まで任意とされてきた相続登記の義務化が検
討されており 49、これが実現すれば、不在者
財産管理人制度を活用すべきケースは、減少
していくものと考えられる。他方で、相続放
棄の件数は近年増加傾向にある 50 とともに、
高齢化や未婚率上昇によって相続人不存在と
なるケースは、さらに増えることが予想され
るため、相続財産管理人制度を活用する場面
が今後多くなるだろう 51。
　自治体は、代執行費用や租税などの債権以
外にも、空家法を根拠として、財産管理人の
選任を申し立てることができる 52。例えば、
川口市や松戸市、大田区、世田谷区で申立て
が行われ、財産管理人が選任されている（表

1 を参照）53。いずれも、当該財産は空家法
上の「特定空家等」に相当する案件であった。
　略式代執行前に、自治体が財産管理人の選
任を申し立てるメリットとしては、除却など
の是正措置が、財産管理人又は買取者によっ
て講じられることで、略式代執行の実施及び
その費用の支出の回避が挙げられる 54。もし、
財産管理人又は買取者が是正措置を講じず、
結果的にそれらの者を義務者とした代執行が
行われた場合でも、略式代執行では認められ
ていない、代執行費用の強制徴収を行いうる

 
46　代執行等の終了時期につき、代執行終了宣言ではなく、動産の所有者への引渡し又は敷地への搬入までと捉えるべきと

も考えられる（北村喜宣「代執行はいつ終わる？－動産保管費用の扱い」前掲註（2）書 61 頁以下・63 頁）。
47　空き家対策における財産管理人制度の活用については、川口市『所有者所在不明・相続人不存在の空家対応マニュアル

～財産管理人制度の利用の手引き～』（平成 29 年 3 月）、帖佐直美「空き家対策～相続人全員が相続放棄をした場合の対応～」
自治実務セミナー 669 号（2018 年）40 頁以下、柳井・前掲註（22）論文、北村・米山・岡田・前掲註（39）書 155 頁以下〔河
田真一執筆部分〕を参照。

48　国土交通省・総務省・前掲註（5）資料。
49　日本経済新聞 2018 年 6 月 1 日夕刊。
50　荒井俊行「リサーチ・メモ　最高裁判所『司法統計年報』等のデータから推測される所有者不明土地等の動向」（2016 年

9 月 21 日）（http://www.lij.jp/news/research_memo/20161003_6.pdf）（2018 年 7 月 30 日最終アクセス）を参照。ヒアリ
ング調査では、自治体が所有者等の相続人を探し出したものの、空家法に基づく助言・指導等の手続を経る過程で、すべ
ての相続人が相続放棄をし、略式代執行に依らざるをえなくなるケースが散見された。

51　日本経済新聞 2017 年 4 月 16 日朝刊によれば、国庫に帰属した相続財産額は、2015 年度に 420 億円まで達し、10 年間で 2.5
倍に拡大した。

52　なお、2018 年 6 月 13 日に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は、「所有者不明土地」（相
当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確
知することができない土地、2 条 1 項）について、「その適切な管理のため特に必要があると認めるとき」、国の行政機関の
長又は地方公共団体の長が、相続財産管理人の選任を申し立てることができるとした（38 条）。

53　川口市・前掲註（47）資料 93-94 頁、国土交通省・前掲註（18）資料。
54　実際に、不在者財産管理人が選任された大田区及び世田谷区では、管理人によって特定空家等の除却が行われた。

自治体名 制度 申立理由

川口市
相続財産

管理人

空家法14条に基づく法的措

置の名宛人が必要

松戸市
空家法に基づく措置が進め

られない

大田区
不在者

財産

管理人

公益の保護を目的とした公

法上の権利義務がある

世田谷区

空家法 4 条の市町村の責務

があり、略式代執行に係る

公告を実施

表 1 空家法を根拠とした財産管理人の選任の
　 申立て事例 

出典：川口市・前掲 (47) 資料 124-128 頁、国土交通省・前
掲註 (18) 資料を基に筆者作成。
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特定空家等に対する行政代執行と費用回収

という違いが生じる。
　ただし、財産管理人の選任申立てから財産
管理人による管理が行われるまで、2 か月～
3 か月ほどかかり、また、財産管理人が除却
や売却を行うためには、家庭裁判所の許可が
必要であることから（民法 28 条、953 条）、
迅速な解決が図られるとは限らない。そのた
め、特定空家等の状態によっては、財産管理
人の選任申立てよりも略式代執行の方が望ま
しい場合もあるだろう 55。さらに、選任申立
てに際して、財産管理人の報酬及び管理費用
に充てるため、裁判所から予納金の納付を求
められることが多い。ヒアリング調査では、
予納金の予算化が難しく、かつ還付の可能性
が低いことが、自治体による申立てを躊躇さ
せる要因として挙げられた。略式代執行後に
財産管理人の選任申立てを行ったある自治体
は、略式代執行費用や予納金の回収が見込め
ないとしても、特定空家等を除却した後の土
地管理者を明確にすることを目的として、財
産管理人の選任を申し立てていた。
　ガイドラインに関するパブリックコメント
では、自治体による積極的な財産管理人制度
の活用に関する意見が出されたが、国土交通
省及び総務省は、財産管理人の選任を申し立
てるべきかは、「個別の事案に即して各市町
村長において御判断いただく必要があると考
えます。」と回答しており、同制度の活用が
必ずしも最善であるとは限らないと考えてい
るようである 56。確かに、略式代執行と財産
管理人の選任申立ての先後関係、及び財産管
理人の選任申立ての必要性は、特定空家等の
状態や立地条件、租税の滞納状況、抵当権の

有無などによって異なる以上、一義的に定め
ることは難しく、個別事案に即した判断が求
められる。
　しかしながら、自治体が財産管理人の選任
申立てを躊躇する要因となっている予納金に
ついては、国や都道府県による財政的支援を
望む声が、ヒアリング調査のなかでは聞かれ
た 57。また、建物と土地の所有者が同一であ
る場合の略式代執行につき、当該土地の管理
者を定める規定、あるいは財産管理人制度よ
りも簡易迅速な手続について、自治体のニー
ズも高く、この点に関する法整備が期待され
る。略式代執行後の跡地については、財産管
理人の選任手続を経ずに、国又は略式代執行
を行った自治体に帰属させることを可能とす
る規定を空家法に追加することが、2016 年
の地方分権に関する提案募集で兵庫県などか
ら提案されていた。しかし、個人の財産権の
侵害などを理由に、法改正は実現していない。

（3）土地所有者による代執行費用の負担
　建物と土地の所有者が異なるケースで、建
物の除却等が代執行等でなされたとき、その
費用を土地所有者に負担させうるだろうか。
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ず、代執行費用を負担すべき者と解すること
はできない。
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55　帖佐・前掲註（47）論文 44-45 頁。
56　パブコメ回答 7,23 頁。
57　予納金の支出を回避するという点では、検察官申立ての積極的な活用も考えられる（柳井・前掲註（22）論文、帖佐・

前掲註（47）論文 43-44 頁）。
58　北村・米山・岡田・前掲註（39）書 128 頁。
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分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思
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戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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が除却されたことで、その土地の価値が上が
ると捉えれば、土地所有者に受益者負担を求
めるということも考えられよう 59。自治体は、
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5　空家法等の改正に向けて
　本稿では、空家法に基づく特定空家等への
代執行等につき、費用回収の現状を概観する
とともに、代執行費用の範囲、財産管理人制
度、及び土地所有者による費用負担を検討し
てきた。従来から指摘されてきたような、代
執行費用の回収の困難さに加えて、動産の取
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附則 2 条によれば、施行から 5 年後となる
2020 年には見直しが行われることとなって
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の徴収手続に係る規定の追加をはじめとした
法改正が望まれるところである 64。併せて、
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検討すべきだろう 65。

〔謝辞〕代執行等の実施自治体へのヒアリング調査

に当たっては、高崎経済大学地域科学研究所研究プ

ロジェクト「空家特別措置法施行後の空家対策に関

する総合的研究」の助成を受けた。

 
59　『空家対策の法的対応の検討（市町村条例のバージョンアップ等）　研究成果報告書』（2018 年）53 頁〔北村喜宣発言部分〕。
60　松本英昭『新版　逐条地方自治法〔第 9 次改訂版〕』（学陽書房、2017 年）823 頁を参照。
61　前掲註（59）書は、即時執行に要した費用を分担金で徴収しうる理由として、周辺住民が受ける利益は、危険性を除去

するという意味で「プラス」のものではない一方、空き家の所有者等が受ける利益は、自らの負担で行うべき措置を行政
が実施するという点で「プラス」のものと整理する（9 頁）。この理解に立った場合でも、土地所有者が、建物所有者と同
様に、「プラス」の利益を受けていると解することは難しいと思われる。

62　西尾浩「［兵庫・明石市］空家特措法に基づく行政代執行（略式代執行）による空き家の除却」北村喜宣編『空家法施行
と自治体空き家対策～空家法実施上の論点・条例対応と実践実務～』（地域科学研究会、2017 年）155 頁以下・169 頁。

63　国土交通省・前掲註（18）資料。
64　北村・前掲註（19）書 306 頁を参照。
65　例えば、代執行費用に係る財産保全処分制度や事前徴収制度の創設、動産の除却・保管・換価・廃棄に関する規定の設

置が考えられる。総務省『地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する研検討会報告書』（平成 25 年 3 月）
32-33 頁、日本都市センター『行政上の義務履行確保等に関する調査研究報告書』（日本都市センター、2006 年）18 頁を参照。
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－シリーズ

機能する立地適正化計画をつくる

首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 饗庭伸

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－

8 都市とガバナンス

〇　第25回都市分権政策センター

〇　都市自治体におけるガバナンスの調査研究 ( 市役所事務機構 )

〇　都市時自体におけるガバナンスの調査研究 ( 人材確保と連携 )

〇　地域社会を運営するための人材確保と人づくりのあり方に関する研究会

〇　住居の荒廃をめぐる政策法務と地域福祉からの対応策に関する調査研究

〇　住民主体のまちづくりに関する調査研究 ( 戸田市との共同研究 )

〇　ネクストステージに向けた都市自治体の税財政のあり方

　　( 全国市長会の120周年記念事業に係る共同研究 )

〇　都市自治体における人工知能の利活用についての調査研究

〇　ネクストステージの総合計画 ( 医療・福祉とコミュニティ、拠点形成と土地利用等 )

〇　都市の未来を語る市長の会

調査研究紹介

　日本都市センターでは、過去に「調査研究報告」において紹介した調査研究のほか、

全国市長会と共同で設置している「都市分権政策センター」をはじめとして、都市自治

体が直面する政策課題についてそれぞれ研究会を設置し、調査研究を進めている。

　以下では、これらの各調査研究の趣旨や研究方法、研究会における議論の概要等を紹

介する。

　なお、当センターのホームページ (http://www.toshi.or.jp/) では、各研究会の議事

概要及び資料を公開しており、メールマガジンでも当該情報を配信している。
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地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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第 25 回都市分権政策センター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　日本都市センターと全国市長会が共同設置する「都市分権政策センター」では、2018 年度から

第 6 期として、これまでの分権改革を踏まえ、実際の都市政策、都市経営により重点をおいた調査

研究等を実施することとしている。

　2018 年７月 10 日には、「都市自治体の文化芸術と公民連携」と題して、第 25 回会議を開催した。

会議では、大杉　覚委員（首都大学東京法学部教授）による報告があり、市長及び学識者の間で活

発な議論を展開した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１　都市分権政策センターについて
　日本都市センター及び全国市長会は、基礎
自治体を重視した真の地方分権改革の実現
と、分権型社会における都市自治体経営の確
立及び都市自治体の政策開発・立案機能の一
層の充実に資することを目的として、市長及
び学識者で構成する「都市分権政策センター」
を共同設置している。2007年1月の設置以来、
５期にわたり活動を継続してきたところであ
るが、2018 年度からは、第６期の都市分権
政策センターとして、引き続き調査研究・情
報提供等を実施している。

２　第６期都市分権政策センター
　2018 年度以降は、「人口減少社会における
多世代共生・交流のまちづくり」をはじめと
した全国市長会 120 周年記念事業成果を実践
に結びつけるとともに、都市分権政策をさら
に実効あるものとしていくため、新たに「地
域社会を運営するための人材確保と人づくり
のあり方に関する研究会」を設置し、市区長
と有識者の参画のもと調査研究を行う。
　また、新たな都市自治体におけるガバナン
スに関する調査研究として、連携と人材の確

保について調査研究を行う。
　そのほか、引き続き市役所事務機構につい
て調査研究を実施するほか、「都市の未来を
語る市長の会」も年２回開催する。
　さらに、今後の国と地方との関係や、地方
自治制度と今後の改革の方向性、都市経営の
あり方など、各分野の施策等を考える際の一
つの参考として、我が国を含めた各国を対象
に調査研究を実施し、その成果を国内外に
向けて情報発信することとし、2018 年度は、
特に、都市税財政、地域公共交通施策などに
ついて、国内外との比較調査研究を行う。

３　第25回都市分権政策センター会議
　2018 年 7 月 10 日の第 25 回都市分権政策
センター会議では、「都市自治体の文化芸術
と公民連携」と題して、大杉　覚委員（首都
大学東京法学部教授）による講演の後、委員
間での活発な意見交換が行われた。
　なお、同会議には 16 名の委員（市長 10 名
並びに学識者 6 名）が出席した。

（大杉　覚教授の講演概要は、8 頁に掲載）
 （日本都市センター研究室　臼田　公子）

第25回都市分権政策センター

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体におけるガバナンスの調査研究（市役所事務機構）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　当センターでは、1964年以来、概ね10年おきに市役所事務機構に関する大規模な調査を実施

している。今回の第6次調査では、超高齢・人口減少時代における都市自治体の市役所事務機構の

変化を分析するとともに、今後の組織改革の方向性を展望することを目的としている。3か年で実

施する調査研究の2年目にあたる今年度は、全国の都市自治体に対してアンケート調査を行い、そ

の結果から市役所事務機構の現状と課題を把握するための分析を行っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究の趣旨
　第 6 次市役所事務機構研究会では、都市の
ガバナンスの基本的なあり方を念頭に置きつ
つ、より一層求められる行政経営の効率化を
いかにして進めていくかを検討している。
　都市自治体における合意形成過程のあり方
の変化や超高齢・人口減少社会の到来に伴う
分野横断的な施策の展開、ICT の急速な発
達といった、社会経済上の変化に対応する市
役所事務機構の姿を展望することが、この調
査研究の目的である。

2　調査研究の現況
　「第 6 次市役所事務機構研究会」（座長　横
道清孝　政策研究大学院大学理事・副学長）
は 2017 年度に設置され、3 か年で調査研究
を行っている。第 4 回研究会（2018 年 4 月
23 日開催）では、アンケートの調査項目と
設問を確認し、2018 年 6 月に全国 814 都市
自治体に調査票を送付した。
　今回のアンケート調査は、前回同様、首長
に対して市政の現状と行政経営の基本的な方
針を尋ねる「首長アンケート」と、市役所の

組織、職員、公共サービス提供のあり方等を
尋ねる「一般アンケート」からなっている。
　現在は、これらのアンケートの集計結果か
ら、それぞれの都市自治体の事務機構の現状
と課題、及びこれらの全国的な傾向ついての
分析を行っているところである。

3　今後の活動予定
　アンケートの調査結果を集計・分析し、研
究会としての中間報告書を 2019 年 3 月に刊
行する予定である。また、調査研究の最終年
度である 2019 年度には、アンケートの結果
を踏まえた現地調査を行ったうえで、研究会
委員による論考をくわえた最終報告書を取り
まとめる予定である。

謝辞
　「市役所事務機構に関するアンケート調査」
にご協力いただきました都市自治体の皆様に
御礼申し上げますとともに、本調査研究への
引き続きのご協力をお願い申し上げます。

都市自治体におけるガバナンスの調査研究
（市役所事務機構）

日本都市センター研究員 黒石　啓太

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体におけるガバナンスの調査研究（人材確保と連携）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　全国の都市自治体では、それぞれガバナンスにおいて課題を抱えながら行政運営に取組んでい

る。超高齢、人口減少社会を迎えるにあたり、専門人材の不足が問題視されていることから、まち

づくりやファシリティマネジメント（公共施設の維持管理を含む）、情報通信分野に焦点を当て、こ

れからの行政の仕事の展望を描き、業務遂行のための人材の確保、育成、定着について調査研究を

行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究の趣旨
　都市自治体のガバナンスにおいて、重要な
課題の一つが専門人材の確保であるが、行政
のスリム化が進むなかで、困難になってきて
いる。
　2009 年から 2015 年の間、行政の専門性
について調査をするとともに、2017・2018
年において、公民連携について文化芸術を
フィールドに調査を行ってきた。特に、公民
連携の貯砂においては、文化芸術分野におい
て、公民連携の必要性と相まって、都市自治
体職員の果たすべき役割が大きいことが明ら
かになった。
　こうした成果を生かしつつ、今回は、これ
から都市自治体の役割が増大すると思われる
まちづくり分野や、工夫が求められるファシ
リティマネジメント（公共施設維持管理を含
む）の分野、情報通信分野について、まず、
自治体業務の将来像を展望する。そして、業
務を担う「あるべき都市自治体職員の役割」
の観点から、都市自治体における人材の確保

（リクルート）、育成（リカレント）、定着（リ
テンション）について検討を行う。さらには、
公民連携や広域採用、広域研修、流動化、共
同活用、都道府県との役割分担・連携の可能
性について調査研究を行う。

2　調査研究の現況
　7 名の学識者等からなる「都市自治体にお
けるガバナンスに関する研究会（人材確保と
連携）」（座長：工藤裕子　中央大学法学部教
授）を設置し、①都市自治体における現状、
②これから行政で担うべき仕事の見通し、③
人材の確保、④育成、⑤定着、⑥連携につい
て議論を行う。
　
3　今後の活動予定
　本研究は 2018 年から 2019 年までの 2 か年
を調査期間としている。第 1 回目の会議を 9
月末に開催し、意見交換を行い、全国 814 市
区を対象としたアンケート調査や、先進地へ
のヒアリング調査を行う予定である。

都市自治体におけるガバナンスの調査研究
（人材確保と連携）

日本都市センター主任研究員 峰岸　貴子

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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地域社会を運営するための人材確保と人づくりのあり方に関する研究会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　我が国の人口は減少局面に入り、都市自治体においても超高齢・人口減少社会への対応が重要課

題として認識されるようになった。こうした状況を踏まえ、全国市長会は日本都市センターの参画

のもとで、市区長及び学識者からなる研究会を設置し、調査研究を行ってきたところである。これ

らの研究成果を実践に結びつけていくとともに、都市分権政策をさらに実効あるものとするため、

全国市長会と日本都市センターが共同で運営する都市分権政策センターは、2018-19年度の２年

間“地域社会を運営するための人材確保と人づくりのあり方に関する研究会”を設置し、市区長と

有識者の参画のもとで、調査研究を行うこととする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究会の趣旨
　超高齢・人口減少社会を迎える中で、人々
の生活や交流のあり方が急激に変わりつつあ
り、地域の福祉や安心安全のために、地域社
会において地域コミュニティが果たす役割は
大きくなっている。一方で地域コミュニティ
はその機能低下も指摘されており、地域で見
守り支え合う仕組みづくりや社会的ネット
ワークの再構築が緊急な課題となっている。
　このような状況に鑑み、地域包括ケア（医
療・福祉など）や地域の見守り（高齢者やこ
ども）、生活基盤サービス（物資の供給や交
通弱者対策）の提供などのための地域コミュ
ニティにおける専門的人材等の確保と人づく
りのあり方について、外部人材の活用や地域
コミュニティのための財源確保策も念頭に置
いて調査研究を行い、都市分権政策センター
の報告としてとりまとめる。

2　研究会の概要及び検討状況
　2018 年度から 2 か年に渡り、市区長 24 名、
有識者 4 名からなる「地域社会を運営するた
めの人材確保と人づくりのあり方に関する研
究会」（座長：倉田薫　池田市長、座長代理：
小林眞　八戸市長、名和田是彦　法政大学法
学部教授）を設置し、調査研究を行う。
　2018 年度には、2 回の研究会を開催し、論
点に関する議論を中心に検討し、2019 年度
には、アンケート調査、現地調査について行
う予定である。

3　成果の公表
　2020 年 3 月末には、本研究会の調査研究
の成果を報告書に取りまとめて刊行し、研究
会の概要とともに、当センターのホームペー
ジにおいても公表する予定である。

地域社会を運営するための人材確保と
人づくりのあり方に関する研究会

日本都市センター研究員 原　　宏樹

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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住居の荒廃をめぐる政策法務と地域福祉からの対応策に関する調査研究

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　いわゆる「ごみ屋敷」や樹木の繁茂といった住居の荒廃及びその住人をめぐる現状と課題を明ら

かにするとともに、政策法務及び地域福祉等の面からの対処策やその課題について検討を行い、総

合的な対応策及び予防策のあり方を模索することを目的とする。2018年度前期は、2回の研究会

を開催し、学識者委員から報告いただいたほか、3か所の現地調査を実施した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究の趣旨
　都市自治体における、いわゆる「ごみ屋
敷」や樹木の繁茂といった「住居荒廃」問題
及びその住人をめぐる現状と課題を明らかに
する。そして、政策法務及び地域福祉等の面
からの対処策やその課題について、国内外の
先進的な法制度や創意工夫の取組みなどを踏
まえつつ検討を行い、総合的な対応策及び予
防策のあり方を模索する。
　7 名の学識者及び都市自治体職員からなる

「住居の荒廃をめぐる法務と福祉からの対応
策に関する研究会」（座長：北村喜宣　上智
大学法学部教授）を設置した。研究会では主
に、①荒廃住居とその住人をめぐる現状と問
題、②荒廃住居への対処策と課題、③セルフ・
ネグレクトや事理弁識能力を欠く住人への対
処策と課題、④荒廃住居とその住人への総合
的な対応策（政策法務・地域福祉）の可能性
について調査及び検討を進めている。

2　調査研究の現況
　初年度である 2017 年度は、研究会を 4 回

開催し、委員市区の取組みに関する情報提供
や 6 か所で行った現地調査の報告に加えて、
本調査研究に関する論点の整理、意見交換
などを行ってきた。また、2018 年 1 月には、
都市自治体における「住居荒廃」問題の現状
や対応状況を把握するため、全国 814 市区を
対象とするアンケート調査を実施した。
　2018 年度前期は、2 回の研究会（第 5 回：
5 月 29 日開催、第 6 回：6 月 18 日開催）を
開催するとともに、法テラス東京法律事務所、
練馬区石神井保健相談所及び神戸市で現地調
査を行った。研究会では、学識者委員より本
調査研究に関する知見について報告いただい
たほか、アンケート調査の最終集計結果を踏
まえた議論を行った。

3　今後の活動予定
　2018 年度後期は、2 回の研究会開催を予定
している。2019 年 3 月には、本調査研究の
成果を取りまとめた報告書の刊行を予定して
いることから、各論点に関する議論を深め、
報告書の内容についての検討を重ねていく。

住居の荒廃をめぐる政策法務と地域福祉からの
対応策に関する調査研究

日本都市センター研究員 釼持　麻衣

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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住民主体のまちづくりに関する調査研究（戸田市との共同研究）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　当センターでは、郊外都市である埼玉県戸田市をフィールドとして、住民が中心となってまちの

魅力を向上・創出するための調査研究を戸田市と共同で行い、全国の都市自治体のまちづくりの課

題解決に向けた手がかりを提供することとする。

2018年前期は、2回の研究会を開催し、戸田市の将来を見据えたまちづくりについて議論を行った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究の趣旨
　埼玉県戸田市は、今後もしばらく人口増加
が続くことが予想されている。しかし、人口
流動の激しさから、町会・自治会の加入率が
低下し、地域コミュニティも希薄化の傾向に
ある。
　こうした中、市民企画型のお祭りの開催や、
空き倉庫を活用した起業など、新たなスタイ
ルのまちづくりが市内で発芽・胎動しつつあ
る。
　そこで、当センターでは、戸田市をフィー
ルドとして、まちの魅力を向上・創出するた
めの調査研究を戸田市と共同で行い、全国の
都市自治体のまちづくりの課題解決に向けた
手がかりを提供することとする。

2　調査研究の現況
　7 名の学識者等からなる「住民がつくるお
しゃれなまち研究会」（座長：卯月盛夫 早稲
田大学社会科学総合学術院教授）を設置し、
①魅力ある都市空間の創出、②シビックプラ
イドの醸成、③まちづくりにおける住民参加、
④住民主体のまちづくりにおける行政の役割

などについて議論を行っている。
　2018 年度前期は、2 回の研究会を開催する
とともに、実証実験を行った。研究会では、
まず、地域でのクリエイティブな取組み、「お
しゃれなまち」の見える化、まちのブランド
化、クリエイター・フレンドリーなまちといっ
た点について、また、おしゃれなまちづくり
を進めるための中間支援組織のあり方といっ
た点について、委員及び有識者から問題提起
をいただき、本調査研究に関する論点を整理
した。さらに、おしゃれなまちづくりにおい
て重要なキーポイントとなる水辺空間につい
て、住民と民間事業者、ボート関係者、そし
て行政が関わる形でのアプローチとして、戸
田市を代表する水辺空間である「戸田公園」
におけるボートレースの機会を活用して住民
主体のイベントを開催し、来場者等を対象と
して実証実験（ヒアリング等）を行った。

3　今後の活動予定
　2018 年度後期は、2 回の研究会の開催を予
定している。2019 年 3 月の報告書刊行に向
けて、各論点について議論を深めていく。

住民主体のまちづくりに関する調査研究
（戸田市との共同研究）

日本都市センター研究員 瀧澤　里佳子

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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ネクストステージに向けた都市自治体の税財政のあり方に関する調査研究（全国市長会の120周年記念事業に係る共同研究）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　人口減少・少子高齢化社会を迎え、都市自治体が様々な課題に対応しながら、地域の実情に沿っ

た行政サービスを持続的に提供していくためには、現在の都市自治体が抱える税財政上の課題を検

証しつつ、それぞれが自立し、自由度の高い行財政運営が可能となる都市税財政のあり方を明らか

にすることが重要である。そこで、こうした点を検討すべく全国市長会と日本都市センターは共同

して調査研究を行い、提言と報告書をとりまとめた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　設置経緯及び趣旨・目的　
　超高齢・人口減少社会を迎え、人々の暮ら
しのあり方は急激に変わりつつある。都市自
治体がこのような未経験の社会的局面（ネク
ストステージ）に向き合うためには、それに
対応した都市税財政のあり方等について調査
研究を行う必要がある。そこで、昨年 8 月
24 日に全国市長会の政策推進委員会のもと
に、市区長及び学識者により構成される「ネ
クストステージに向けた都市自治体の税財政
のあり方に関する研究会」（座長：牧野光朗 
飯田市長）を設置し、調査研究を進め、本年
5 月 18 日に提言と報告書（『ネクストステー
ジに向けた都市自治体の税財政に関する研究
会報告書』。以下、「都市税財政報告書」と略
称。）をとりまとめた。

2　提言と報告書の公表
　都市税財政報告書では、国・地方を通じた
基幹税の充実強化、財政調整制度の充実強化
とともに、観光や公共施設・インフラの維持
管理、地域公共交通といった分野で、質・量

ともに財政需要の拡大が今後見込まれること
から、これらの各政策分野の都市税財源の充
実確保について提言を行っている。
　さらに、こうした今後増大が見込まれる経
費にかかる財源確保のため、今回の提言では
消費税・地方消費税の 10％への引上げを確
実に行うことを求めている。加えて、地方消
費税を市町村の自主財源とし、基幹税である
ことを明確化するため「市町村消費税」（仮称）
とすることも提言している。さらに、「協働
地域社会税（仮称）」の創設も提言している。
　なお、今年度はさらに、学識経験者からな
る「ネクストステージに向けた都市自治体の
税財政のあり方に関する研究会　国際比較
ワーキンググループ」（座長：星野泉 明治大
学政治経済学部教授）を設置し、都市税財政
の今後のあり方を国際比較の観点から調査研
究を進めることとしている。その成果につい
ては、都市税財政報告書と合わせて、平成
31 年 3 月に日本都市センターの報告書とし
て刊行する予定である。

ネクストステージに向けた都市自治体の
税財政のあり方に関する調査研究

（全国市長会の120周年記念事業に係る共同研究）
日本都市センター主任研究員 清水　浩和

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体における人工知能の利活用についての調査研究

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　現在の都市自治体における先進的な人工知能の利活用についての事例を調査し、人工知能はどの

程度行政の事務を担えるかを明らかにするとともに、人工知能技術を導入するにあたっての課題に

ついて検討を行い、総合的な人工知能活用のあり方を模索することを目的とする。2018年度前期

は2回の研究会を開催し、都市自治体委員から各市の取組み状況等に関する報告をいただいたほか、

論点の整理及び調査手法・調査項目などについて意見交換を行った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　調査研究の趣旨
　近年、都市自治体は厳しい財政状況に直面
している。しかしながら、福祉、教育、環境
問題への対応など、行政へのニーズは増加・
多様化しているのが現状である。こうした状
況に対応するため、「効率的な行政運営」を
目指して行政改革に取り組み、「行政サービ
スの向上」に努めることが必要である。これ
らを実現するためのツールとして、ICT 技
術への期待が年々大きくなっている。とりわ
け人工知能については、目下第三次 AI ブー
ムが進行しておりその能力は飛躍的に向上し
ていることから、大きな期待が寄せられてい
る。そこで、都市自治体における人工知能利
用の可能性やその課題について、国内外の先
進的な取組みなどを踏まえつつ検討を行い、
総合的な対応策及び予防策のあり方を模索す
ることを目的として調査研究を実施すること
とした。

2　調査研究の現況
　6 名の学識者及び都市自治体職員からなる

「都市自治体における人工知能の利活用につ

いての研究会」（座長：大杉覚　首都大学東
京法学部教授）を設置した。研究会では①都
市自治体における人工知能導入の目的②人工
知能を活用したい行政分野、③都市自治体に
おける人工知能導入における法的課題、④人
工知能の導入と行政組織の変革⑤都市自治体
におけるRPAの利活用について調査を行う。
　第1回研究会（2018年 6月 26日開催）では、
都市自治体委員（宇城市・姫路市）から各市
の取組み状況などについて報告をいただいた
上で、論点や現地調査、アンケート調査に関
する検討を行った。第 2 回研究会（2018 年 7
月 31 日開催）では 2 名のゲストスピーカー
から報告をいただいた上で、論点や現地調査
に関する検討を行った。

3　今後の活動予定
　2018 年度はあと 4 回の研究会開催を予定
している。また、都市自治体における現状や
先進的な取組みを把握するため、全国 814 市
区を対象としたアンケート調査及び 8 か所程
度の現地調査を行う予定である。

都市自治体における人工知能の
利活用についての調査研究

日本都市センター研究員 早坂　健一

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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ネクストステージの総合計画に関する調査研究（医療・福祉とコミュニティ、拠点整備と土地利用等）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　超高齢、人口減少社会を迎えるなか、各自治体では計画的な行政運営が求められる。「総合計画」

は中長期の自治体の政策方針を定めるものであるが、現状の総合計画のままでは今後の課題に対応

することは難しいと考えられる。本調査研究では今後の総合計画に求められる要素として「一元的・

包括的な土地利用計画」「福祉政策との連携」の2点を重点的な論点に挙げ、検討を進めることとし

た。本稿はその背景と概要を紹介するものである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1. 背景と研究概要
　超高齢・人口減少社会を迎え、自治体の行
政運営に係る制約条件がより厳しくなるなか
で、自治体・地域が今後も持続していくため
には、より「計画的」に将来の地域の姿を見
据え、ハード・ソフトの各種施策を効果的か
つ効率的に実施していくことが求められる。
自治体の中・長期の政策方針を定めるものと
して「総合計画」があり、2011 年の地方自
治法の改正により策定の義務付けは無くなっ
たものの、現在も多くの自治体でそれに基づ
いた行政運営がなされている。一方で、現状
の総合計画 ( 特に基本構想・基本計画 ) が定
める内容は抽象的・総花的であり、形骸化し
ているという指摘もあり、従来の総合計画の
延長線上では今後の課題に対処するのは難し
いと考えられる。本調査研究では今後の ｢ 総
合計画 ｣ に求められる要素として、以下の論
点に着目し、調査研究を進めることとしてい
る。
①一元的・包括的な土地利用計画
　土地利用に関する計画、法制度は都市、農
地など分野別の法律によって規定されてお
り、自治体区域内を包括する計画体系は確立

されていない。この問題意識のもと、2016
年度には日本都市センターと全国市長会が共
同で研究会を設置し、「一元的・包括的な土
地利用業行政」のあり方について提言を行っ
た。本調査研究では上記の研究会の成果・提
言を踏まえつつ、自治体の総合的な計画行政
の仕組みの中での土地利用計画のあり方につ
いて検討する。
②福祉政策との連携
　総合計画に求められる要素として、土地利
用のようなハードの計画と、各種政策との整
合、連携を図ることが挙げられるが、本調査
研究では特に高齢者から子ども・子育て、障
害者など広範な福祉・医療政策との連携に着
目し、分野ごとの政策の検討プロセス、自治
体全体の土地利用計画への反映のあり方など
について重点的に検討する。

2. 今後の予定
　今年度秋をめどに、学識者と自治体職員に
よる研究会を設置し、現地調査、アンケート
調査および研究会での議論を通じて、2019
年度までの 2 カ年にわたって調査研究を実施
する。

ネクストステージの総合計画に関する調査研究
（医療・福祉とコミュニティ、拠点整備と土地利用等）

日本都市センター研究員 髙野　裕作

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市の未来を語る市長の会（2018年度前期）
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　都市自治体が直面する政策課題について、市区長間で自由な議論、問題意識の共有及び情報交流

を図ることを目的に、市区長有志から構成される呼びかけ人により「国のかたちとコミュニティを

考える市長の会」を開催してきた。2018年度前期は、「人工知能を活用した窓口業務の効率化」を

議題として、学識者による基調講演、市長による問題提起及び参加市長間の意見交換を行った。
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はじめに
　通算 25 回目となる「都市の未来を語る市
長の会（2018 年度前期）」は、2018 年 6 月
25 日（月）に開催し、市区長 17 名の参加を
得た。日沖　靖　いなべ市長の進行のもと、
各市区長間で活発な意見交換が行われた。

1　趣旨説明
　今回の議題である「人工知能を活用した窓
口業務の効率化」について、綾 宏　坂出市
長による趣旨説明が行われた。
　綾市長からは、都市自治体の政策課題、住
民ニーズの複雑多様化により業務の効率化が
急務となっていることを受け、人工知能の活
用の可能性について議論を深めていきたいと
の発言があった。

2　基調講演
　「人工知能を活用した窓口業務の効率化」

と題して、津田　博　近畿大学経営学部経営
学科教授による基調講演が行われた。
　津田教授からは、問題解決のため、人工知
能の適用領域と事例から、窓口業務の効率化
の可能性についての講演が行われた。人工知
能を活用するためにはデータ量が重要であ
り、自治体間の協働も必要になってくるだろ
うという意見をいただいた。

3　問題提起・意見交換
　三島・一宮市長による問題提起が行われ、
三島市長からは、ＡＩによる総合案内サービ
スの実証実験の報告がなされ、一宮市長から
は、今後ＡＩを活用していくためのワーク
ショップ活動や大学との連携等の事例紹介が
行われた。それぞれの現状や取り組み紹介の
後、各市長間での自由で活発な意見交換が交
わされ、自治体同士の連携した取組が今後は
必要であろうとの意見が多かった。

おわりに
　本会の詳細については、2018 年 10 月にブッ
クレットとして刊行する予定である。
 （日本都市センター研究員　原　宏樹）

都市の未来を語る市長の会（2018年度前期）

プログラム
趣旨説明 坂出市長 綾　宏
進行役 いなべ市長 日沖　靖
基調講演 近畿大学経営学部

経営学科教授
津田　博

問題提起 三島市長 豊岡　武士
問題提起 一宮市長 中野　正康

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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１ 分権と計画

立地適正化計画がどのように役に立つのだ

ろうか、という問題意識が本稿の背景にある

が、そのことを考えるためには、立地適正化

計画の策定主体である基礎自治体が、どのよ

うな計画の蓄積を持っているかを理解してお

く必要がある。

地方分権の大きな流れは、２００１年の地方分

権推進一括法の制定に始まるが、都市計画法

に限れば、その１０年ほど前より地方分権が着々

と進められていた。１９９２年の都市計画法改正

の目玉として創設されたものが「都市計画マ

スタープラン」制度であり、これはきたるべ

き地方分権時代を見据えて、自治体が独自の

マスタープランを作成することを促したもの

である。その後、都市計画分野の地方分権は

着々と行われていき、自治体がマスタープラ

ンに基づいて、都市計画を行う体制がつくら

れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。

地方分権では様々な権限が地方政府に移譲

されていった。しかし、法律を書き換えたと

ころで、すべての自治体がその権限を使いこ

なしていけるようになるわけではない。もち

ろん法改正が施行された時から、都市計画の

事務は担われることになるが、「事務」という

言葉を超えたところに、都市計画を担う意味

はある。自治体の職員が自分の都市の状態を

よく分析し、多くの市民が考えていることを

知り、自分たちの手で将来の計画を立案する。

そして自治体で議論や決定を組み上げる仕組

みをつくり、決定にしたがって財源を獲得し

立地適正化計画は自治体の各種の計画の蓄積を踏まえて策定が取り組まれているが、蓄積に規定さ

れ、踏み込んだ計画が作成されていないことが多い。本稿は計画構造として「プロセス型の計画構造」

を示し、立地適正化計画のアウトプットとアウトカム、都市計画との関係を解説した上で、あるべき

計画作成の手順を示し、その手順にそった計画作成の方法、関連計画の読み取り方を示した。具体的

には、「住宅地－拠点－交通網」という作成の手順を示し、住宅地については自治体の住宅政策や空家

等対策計画と連携をとること、拠点については中心市街地活性化計画や公共施設等総合管理計画と連

携をとること、交通網については公共交通網等形成計画と連携をとることを示し、そこで調べること、

決めること、関係をつくる相手を整理した。

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－シリーズ

機能する立地適正化計画をつくる

首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 饗庭伸

まちづくりの新展開－立地適正化計画制度にみる計画のあり方－
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政策交流イベント

〇第80回全国都市問題会議

〇第20回都市経営セミナー

〇第3回都市政策フォーラム

〇都市政策研究交流会

　日本都市センターでは、都市自治体が直面する政策課題に対する問題意識を共有する

とともに、解決のための諸方策を議論するため、全国の市区長、職員等の都市自治体関
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第80回全国都市問題会議（予告）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2018年 10月 11日（木）、12日（金）の両日、第80回全国都市問題会議を、長岡市におい

て開催する。今回は「市民協働による公共の拠点づくり」をテーマに、全国の都市における多様な

取組みを交えて議論を深める予定である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　第80回会議の趣旨
　全国都市問題会議は、全国の都市関係者が
一堂に会し、当面する課題やその対応策につ
いて討議するとともに、情報交換を図ること
を目的として、1927 年から開催している会
議である。第 80 回会議は、当センター、全
国市長会、後藤・安田記念東京都市研究所と
開催市である長岡市の共催により、10 月 11
日（木）、12 日（金）の 2 日間にわたって開
催する。
　今回の会場となるアオーレ長岡は、広場や
アリーナ、市役所が一体となった複合施設で
あり、「市民協働・交流の拠点」として、市
民の自由な発想で多彩な活用がなされてい
る。人口減少への対応や市民協働が重要さを
増す中、公共施設などの公共的な“拠点”を
つくる際には、従来のハコモノイメージや固
定観念にとらわれない新たな価値を、市民と
ともに創造していくことが求められよう。
　そこで、今回は、「市民協働による公共の
拠点づくり」をテーマに、市民の創意工夫に
よって育まれる地域社会の活動の場としての

「公共の拠点」について、全国の都市におけ
る多様な取組みを交えつつ、議論を深める予
定である。

2　会議プログラム
　今回の会議のプログラム及び講演者等は下
表 のとおりである。

（日本都市センター主任研究員　加藤　祐介）

第 1日：10月 11日（木）
基調講演
東京大学史料編纂所教授 本郷　和人 氏
主報告
新潟県長岡市長 磯田　達伸 氏
一般報告
三重県津市長 前葉　泰幸 氏
一般報告
建築家・東京大学教授 隈　　研吾 氏
筑波大学客員教授 森　　民夫 氏
アートディレクター 森本　千絵 氏
第 2日：10月 12日（金）
パネルディスカッション
＜コーディネーター＞
明治大学政治経済学部教授 牛山久仁彦 氏
＜パネリスト＞
東京理科大学理工学部教授 伊藤　香織 氏
NPO 法人子育てひろば
　全国連絡協議会理事長 奥山千鶴子 氏

長岡市国際交流センター
　「地球広場」センター長 羽賀　友信 氏

埼玉県和光市長 松本　武洋 氏
高知県須崎市長 楠瀬　耕作 氏

第80回全国都市問題会議（予告）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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第20回　都市経営セミナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　当センターでは、広く自治体関係者を対象に、都市が直面する課題等について、その参考となる

報告や討議を行い、今後の対応の一助としていただく事を目的に都市経営セミナーを開催している。

今年度は「モビリティ政策による持続可能なまちづくり」と題し、第20回目のセミナーを開催し

約150名の参加を得た。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　趣旨

　超高齢化・人口減少が進展し、公共交通機

関の経営環境が難しくなる中、単に公共交通

の維持を図るだけでなく、人の移動を総合的

に捉えてモビリティ政策として取り組むこと

は、コンパクトシティへの転換のための土地

利用の誘導をはじめ、環境、経済、財政など

様々な政策分野に波及して、持続可能なまち

づくりに寄与すると考えられる。

　日本都市センターではこれまで 2014 年度

と 2016 ～ 17 年度に、この課題に対する調査

研究を実施し、学識者、都市自治体職員によ

る議論によって報告書を取りまとめてきた。

　本セミナーでは、これらの研究成果を踏ま

え、総合的なモビリティ政策に取り組んでい

る事例を取り上げ、成果や課題などについて

討議し、今後の持続可能なまちづくりのあり

方について議論を深めることとした。

2　セミナーの概要

　昨年度のモビリティ研究会の座長を務めて

いただいた谷口守 筑波大学教授より、「モビ

リティ政策による持続可能なまちづくり」と

題して基調講演をいただいた。

　事例報告として吉田信博 宇都宮市副市長

より「LRT 整備を軸とした公共交通の再編

と持続可能なまちづくりについて」、酒井俊

雄 福井市都市戦略部次長より「- 事故、経営

危機を契機とした鉄道事業再構築 -　えちぜ

ん鉄道、福井鉄道に対する福井市の取組み」、

と題してそれぞれの自治体におけるモビリ

ティ政策の取組みを報告いただいた。

　また、土方まりこ 交通経済研究所主任研

究員より「地域公共交通の持続可能な運営に

向けた連携の実現―ドイツを事例として―」

と題して問題提起の発表をいただき、提示さ

れた論点に沿って、パネルディスカッション

が行われた。

　なお、本セミナーの概要を当センターホー

ムページに掲載するとともに、講演・議論の

詳細をまとめ、2019 年 3 月にブックレット

として刊行する予定である。ブックレットの

内容も当センターホームページに掲載するの

で、是非ご覧いただきたい。

（日本都市センター研究員　高野　裕作）

第20回　都市経営セミナー

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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第3回都市政策フォーラム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　日本都市センターでは、今年度、都市自治体が直面している課題や今後対応すべき都市政策のテー

マについて自由に議論し、課題解決に向けた情報共有・意見交換を図るため、都市自治体関係者を

対象としたフォーラムを開催した。今年度は「都市ガバナンスの公民連携～まちづくりに生きる文

化芸術～」と題し、第3回目のセミナーを開催し、45名の参加を得た。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1　趣旨
　都市自治体が持続的な公共サービスを提供
していくために、公民連携がますます重要と
なっている。文化芸術振興分野においても、
多様な公民連携が広がりを見せており、こう
した動きは、公共サービスの提供において行
政が担う役割は何かを改めて問いかけるもの
でもある。
　そこで、本フォーラムでは、文化芸術を通
じた公民連携のあり方について議論すること
とした。

2　フォーラムの概要
　フォーラム前半の講演では、工藤教授、松
本教授、藤野教授から右のプログラムに記載
のテーマについて、それぞれご講演を頂い
た。後半のパネルディスカッションでは、講
師の間でこれらのテーマについて討論が行わ
れ、またフロア参加者からも質問を募り、そ
れをもとに活発な討論が行われた。そこでは、
瀬戸内国際芸術祭の成功要因、文化芸術政策
を支える専門的な人材や組織の必要性、文化
芸術政策を評価する新しい指標の導入の有効
性、文化行政に携わる職員の心構えなどの論
点が議論された。その内容については次号で
詳細に報告する予定である。

（日本都市センター主任研究員　清水　浩和）

プログラム
講演１

「文化政策の今後と公民連携」
中央大学法学部教授　工藤　裕子

報告２
「都市自治体の文化芸術ガバナンス－文化政
策分野の拡大と官民連携を考える－」

静岡文化芸術大学・大学院文化政策研究科
教授　松本　茂章

講演３
「「文化・芸術を活かしたまちづくり」は何を
めざすのか？」

神戸大学大学院国際文化学研究科教授　
藤野　一夫

パネルディスカッション
＜コーディネーター＞

関西学院大学大学院経済学研究科・
人間福祉学部教授　小西砂千夫

＜パネリスト＞
中央大学法学部教授　工藤　裕子

静岡文化芸術大学・大学院文化政策研究科
教授　松本　茂章

神戸大学大学院国際文化学研究科教授
　藤野　一夫

〈コメンテーター〉
（公財）日本都市センター理事長・高松市長　

大西　秀人

第3回都市政策フォーラム

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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第21回都市政策研究交流会（予告）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　当センターでは、都市自治体の企画課及び各分野の担当課職員等を対象に、都市自治体が直面す

る課題や注目されている政策について、学識者や実務者による報告、情報共有及び意見交換を行い、

課題解決の諸方策を議論する「都市政策研究交流会」を2004年から開催している。

　第21回都市政策研究交流会は、「住民参加と合意形成を踏まえた道路交通施策の実現」をテーマ

として、2018年 10月 23日（火）に開催予定である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1　開催の趣旨
　超高齢化・人口減少社会において、都市自
治体では、生活道路での高齢者や子どもの歩
行、自転車の安全な通行を確保するため、区
域を定めて速度規制を行う「ゾーン 30」等
コミュニティゾーンの設置に関する条例やガ
イドラインを制定する動きが広がっている。
　しかし、地域住民の生活と密接な関係があ
る道路整備や交通ルールづくりは、関係者が
多岐にわたり、住民間の利害対立が生じるな
ど複雑な調整が求められることが少なくな
い。住民と行政との間で、さらには住民相互
間で地域の現状や課題を共有し、合意形成を
積み重ねていくことが必要である。
　そこで、第 21 回都市政策研究交流会では、
2015 年度から 2 か年にわたって設置された

「都市自治体のコミュニティにおける市民参
加と合意形成に関する研究会」の研究成果に
基づき、道路交通分野における市民参加と合
意形成の取組みに焦点を当て、学識者による
講演及び実務者による事例報告を行うととも
に、参加者との質疑応答、意見交換をとおし
て、考える機会を提供する。

2　参加申込について
　本交流会の参加申込は、全国の都市自治体
企画担当課等へ参加申込書を送付するほか、
当センターホームページでも公開している。

（日本都市センター研究員　瀧澤　里佳子）

プログラム

日　時

2018 年 10 月 23 日（火）13:30 ～ 16:30

会　場

日本都市センター会館 6 階 606 会議室
（東京都千代田区平河町 2-4-1）

テーマ

住民参加と合意形成を踏まえた道路交通施
策の実現

基調講演

埼玉大学大学院理工学研究科准教授
　小嶋 文 氏

事例報告

世田谷区土木部交通安全自転車課
　福島 恵一 氏

新潟市中央区役所建設課 木原 寿明 氏

質疑応答・意見交換

第21回都市政策研究交流会（予告）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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１ 分権と計画
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く必要がある。
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れていった。それからすでに四半世紀が経っ

た現在、都市計画の地方分権はどのように実

現し、そしてそこに立地適正化計画がどのよ

うに受け入れられたのであろうか。
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されていった。しかし、法律を書き換えたと
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言葉を超えたところに、都市計画を担う意味
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■比較地方自治ブックレット（A5版　本体価格 500 円 +税）
図　書　名 発　行

ドイツにおける都市経営の実践
－市民活動・都市内分権・都市圏経営の諸相－

2015 年 3 月

欧米諸国にみる大都市制度 2013 年 3 月

■都市の未来を語る市長の会（A5版　本体価格 500 円 +税）
図　書　名 発　行

都市の未来を語る市長の会 (2018 年度 )
≪人工知能を活用した窓口業務の効率化≫
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都市の未来を語る市長の会（2017 年度）
≪超高齢社会のまちづくり－健康・社会参加・交通をキーワードに－≫
≪所有者不明の土地・空き家への対応策≫

2018 年 3 月

都市の未来を語る市長の会（2016 年度後期）
≪観光立国－国際スポーツイベント開催を見据えて－≫

2017 年 3 月

都市の未来を語る市長の会（2016 年度前期）
≪地域包括ケアシステム≫

2016 年 9 月

■日本都市センターブックレット（A5版　本体価格 500 円 +税）
図　書　名 発　行

No.39
都市自治体の子ども・子育て政策
－第 19 回都市経営セミナー－
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No.38
都市の産業振興と人材育成
－第 18 回都市経営セミナーー

2017 年 3 月

No.37
人口減少時代のまちづくりと地域公共交通の再構築
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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た。また、テーマでは、「女性が地域に定着
して働き続けるための自治体の取組み」、「働
く場の創造～メガトレンドの中での産業支
援～」の 2 本を特集しました。これらの論文
が、皆様の一助となれば幸いです。

　ご多忙にもかかわらず、ご寄稿いただいた
執筆者の皆様には改めて感謝申し上げます。
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講演 「都市自治体の文化芸術と公民連携」
 　　首都大学東京 法学部 教授（都市分権政策センター委員）大杉　覚

シリーズ まちづくりの新展開―公共交通政策の連携―

テーマ 女性が地域に定着して働き続けるための自治体の取組み

テーマ 働く場の創造～メガトレンドの中での産業支援～
　　　

巻頭論文 我が国の自治制度に適合する｢協働｣のノウハウは？
 　　　　明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　教授　山下　茂
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